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　中国日本商会は、2010 年から中国の中央政府および地方政府との対話促進を目的として、本白書を発

刊してきました。2015 年版白書はその第 6版となります。本白書は中国日本商会および中国各地の商工

会組織の日系企業（法人会員 8,874 社）が直面している課題の分析および解決のための建議を取りまとめ

たものです。「中国経済と日本企業の現状」「共通課題・建議」、「各産業の現状・建議」、「各地域の現状・

建議」の 4部に分かれ、全 27章、53の建議項目からなっています。

　本白書で描かれているのは、日本企業の目から見た中国経済の現在の姿にほかならず、中国全土で長き

にわたり事業に携わってきた日系企業が、中国での発展を追い求める過程で遭遇したさまざまな課題が浮

き彫りになっています。

　2015 年 3月の全国人民代表大会では、中国経済が「新常態」に入っているとの認識と、それを踏まえ

た上で改めて改革の深化の必要性が強調されました。2015 年版白書の建議の主要な訴求点である「公平

性の確保」はまさにその改革の深化によってもたらされるものです。本白書の建議には、中国政府が改革

の深化を図るにあたり、ヒントとなるものが多く含まれていると確信しています。

　振り返ってみれば、中国経済の改革開放において、外資の重要性は計り知れず、中でも日本企業の果たし

てきた役割には非常に大きいものがあります。中国日本商会は先人の業績を引き継ぎ、中国の投資環境をさ

らに良いものとするために、今後も中国の中央政府および地方政府に積極的に建議させていただきます。

　本白書は、すべて中国日本商会の会員である企業の方々が仕事の傍ら寄せていただいた玉稿から成って

います。本白書の取りまとめにあたり、調査委員会事務局（日本貿易振興機構（ジェトロ）北京事務所）

が中心的な役割を担いました。また、中国各地の商工会組織との連携では、中国日本商会事務局および上海、

大連、広州、青島、武漢、成都の各ジェトロ事務所がその役割を担いました。この場をお借りし、御尽力

いただいた方々に心からお礼を申し上げたいと思います。

　本白書を通じて日中両国の対話が促進され、両国の絆がより強化され、共にさらなる発展に繋がること

を切に願っています。

ご 挨 拶

田中　一紹

中国日本商会会長
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　「中国経済と日本企業 2015 年白書」の建議の主要な訴求
点は、「公平性の確保」である。

　建議の具体的な内容は、次の 3 点に集約できる。

1. 近代的な市場体系の完備

秩序ある競争の行われる市場体系の建設のため、公平競争の
障害となっている各種制度の撤廃・見直し、知的財産権制度
の一層の改革を要望する。

2. 政府の機能転換

法治政府・サービス型政府の建設のため、行政手続の簡素化・
迅速化、許認可・認証の大幅な廃止を要望する。

3. 開放型経済新体制の構築

経済のグローバル化に適応するため、製造・サービス業分野
での外資参入制限の一層の開放、グローバルスタンダードの
さらなる採用を要望する。

2015年建議の共通ポイント
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中国経済の改革の方向と主要な建議
「改革の全面的深化」に期待
2015年3月の全国人民代表大会では、中国経済が「新
常態」に入っているとの認識と、それを踏まえた上で改
めて改革の深化の必要性が強調された。そして、2015
年は「改革の全面的深化」の鍵となる年で、かつ安定成
長と構造調整を実現すべき重要な年でもあるとされた。

日本企業は、2015年が「公平性の確保」された、
「透明性の高い」ビジネス環境の整備に繋がる改革の深
化が図られる重要な年となるよう期待しつつ、中国政府
が改革の深化を図る上で、各種ビジネスなどを通じて積
極的に貢献をする構えである。

全国人民代表大会において、中国政府は近代的な市場
体系の完備、政府の機能転換、開放型経済新体制の構築
を目指し、改革を深化させていくとしているが、日本企
業が中国のビジネスの現場で直面している課題を、それ
ぞれの分野で整理すると下記のとおり。

近代的な市場体系の完備
全国人民代表大会における政府活動報告で、市場や社
会に委譲すべき権限については、徹底的に手放さなけれ
ばならないとその決意を述べ、統一的な市場参入制度の実
施、公平競争の障害となっている各種規定の撤廃などを進
める点を強調したところである。本白書でもこの方向性に
対し、市場原理が十分に活きるように、公平競争の障害と
なっている各種制度の撤廃・見直しを要望する。

・投資：外資系企業の対中投資のリスクと見られている
不透明な制度運営の問題について、法制度解釈の統一
的運用、制度変更の際の十分な準備期間、諸手続の簡
素化・効率化、申請・照会に対する文書での回答と
いった予見可能性等に資する改善を要望する。

・競争法：独占禁止法第17条（市場支配的地位の濫用）
の規制における詳細なガイドラインが存在せず、違法
となる場合の境界線が不透明となっていることが、当
局の裁量を大きくし、企業の行動上の障害となってい
る。行動指針としては不十分であり、ガイドラインを
公布することによる明確化を要望する。-

また、政府活動報告の中で、金利の市場化改革の推進
や人民元のグローバル決済サービス体系の充実などを図
ると強調した。預金金利の上限緩和、民営銀行の設立認
可など金融業の開放拡大、金融市場の多層性と商品の充
実化を図るべく各種進展がみられているが、その進展と
改革に向けた果敢な取り組みを歓迎したい。ただし、資
本取引を中心に規制はまだ残されており、さらなる自由
化加速を要望する。

・銀行： -金融の自由化は、中国の実体経済や企業活動、
また金融業の営業環境に大きな影響を与えると思われ
ることから、可能な限り今後の自由化のスケジュール
やロードマップを明確にするよう要望する。

・証券： -中国国内の効率的な資本市場の育成は三中全
会でも政府方針として示されているが、日本をはじめ
とする豊富な投資資金を中国市場に呼び込み、国内資
本市場を一層活性化させるためにも、QFII枠・RQFII
枠の拡大を引き続き要望する。

さらに、政府活動報告の中で、起業・イノベーション
の促進の重要性を指摘し、権利侵害行為を断固取り締ま
り、発明・創造を確実に保護して、革新の木に枝葉を生
い茂らせると決意を示した。知的財産権を専門に扱う裁
判所である「知識産権法院」の設置や、商標権の冒認出
願問題の解決や商標権の保護の強化につながる新しい規
定が導入されるなど進展がみられる。しかし、模倣行為
の巧妙化・複雑化が進展しており、情勢の変化に応じた
適切な取り組みを要望する。

・知的財産権：同一者が会社名を変えて模倣行為を行っ
た場合を再犯とする等の再犯認定基準を明確にし、中
央および地方を含む工商行政管理局、質量技術監督
局、海関、公安による摘発の処罰情報の共有化を要望
する。また、再犯を抑止するために、行政機関と公安
との間で刑事移送の一層の円滑化をお願いするととも
に、海関が所有する情報を権利者に提供する等、権利
者との連携も一層密にするよう要望する。さらに、再
犯行為に対する厳罰化の法運用を適切に進めていただ
くとともに、これらの取り組みを全国規模で行うよう
要望する。

・知的財産権：行政機関が模倣業者間の共同行為を権利
侵害として認定する関連法規を明確にすることや、意
匠権の間接侵害を適用する等の法整備を進めるよう要
望する。また、商標が付されていない商品と商標ラベ
ルとが見つかった場合、商標ラベルが商品に付される
ことを客観的に判断し、商品の押収もできるよう要望
する。

政府の機能転換
政府活動報告の中で、行政審査・認可事項の撤廃や下
部への委譲を再度数多く行い、非行政許可審査・認可を
すべて廃止するほか、地方政府は市場や社会に委譲すべ
き権限については、徹底的に手放さなければならないと
強調した。国務院各部門は2014年に246の行政審査・
認可事項を撤廃または下部へ移譲したほか、さらなる管
理のイノベーションとサービスの強化を進めている。

行政手続の簡素化・迅速化、必要最低限のものを除い
た許認可・認証の廃止は、本白書においても引き続き日

エグゼクティブ・サマリー
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本企業が多くの分野で求めているものであり、一層の積
極的な進展を要望する。

・化学品：危険化学品登記において、GHS分類(物理化学
危険性)に必要なデータおよび登記表上の記載必須物理
化学データについて、外国GLP実験室の試験データ、国
内の鑑定資質を有する試験機構の試験データ、および権
威あるデータベース掲載データ以外に、企業の自己責任
で、企業自有データの利用を認めることを強く要望す
る。また、企業自有データに基づくGHS分類により危険
化学品に該当する場合は、化学品物理危険性鑑定を不必
要とする等の手続簡素化も併せて要望する。

・卸売業：取り扱いアイテムの増加は、卸売業者にとっ
て商量を増やすために不可欠であり、且つ小売業、製
造業も含めた業界、バリューチェーンの活性化に繋が
るものであるが、当局に対する経営範囲の拡大申請に
おいて、手続に想定以上の時間を要している。また窓
口職員によって要求する書類の数・内容が異なること
があるので改善を要望する。-

また、政府活動報告の中でも、引き続き過剰生産能力
の解消に努め、また、数値目標を掲げつつ、省エネ・排
出削減と環境対策の難関攻略にしっかり取り組むとし
た。既に監督管理の強化や違反企業に対する罰則の厳格
化を図るべく「環境保護法」が改正され、また、「深刻
な過剰生産能力の削減に関する指導意見」に基づき過剰
生産能力の解消が図られている。

これらの取り組みは中国が持続可能な発展を遂げるた
めの有意義なものと理解しているが、その実施にあたり
以下のような点には注意いただきたい。

・省エネ・環境：「環境保護法」の改正等によって、法令
違反の企業に対する罰則は強化されている。日系企業と
しては法令遵守については誠心誠意取り組んでいくつも
りであるが、法令遵守を適切に行うことができるよう、
今後、地方政府等による監視や取り締まりなど執行面に
おいて、担当者の恣意的な対応ではなく、内外資問わず
統一した基準などに基づく運用がなされることを要望す
る。また、新たな規制を執行する際、既存設備への適用
については、猶予期間・経過措置を設けるなど、必要
な配慮を要望する。さらに、中央政府・地方政府、環境
NGO等が協力し、違反企業に対する取り締まりの強化と
罰則の徹底を図ることを要望する。

・セメント：稼働中の製造ラインが法的、科学的根拠を
示されずに地方政府から閉鎖圧力を受けることがあ
る。このような閉鎖圧力は、地元従業員の雇用問題の
観点から問題であり、かつ、地元経済の発展に貢献し
ていこうとする企業活動の意欲を削ぐものであり、地
方政府に対する適切な指導を要望する。

開放型経済新体制の構築
政府活動報告の中で、外商投資の制限類の条目を半減
する、「参入前内国民待遇とネガティブリスト管理」方式
を積極的に模索することを示した。その後、公表された
2015年版外商投資産業指導目録では、2011年版目録と比

較して、制限類をこれまでの79項目から38項目に減少し
たほか、「参入前内国民待遇とネガティブリスト管理」
方式を想定した外国投資法を作成中である。これらは、中
国がより開かれた市場となるために、一歩前進と評価でき
る。しかし、経済のグローバル化に適応するため、グロー
バルスタンダードのさらなる採用を要望する。

・技術標準・認証：2014年5月に導入を発表したネット
ワークセキュリティ審査制度について、外国製品を差
別的に取り扱うことのないよう制度・運用面での配慮
を要望する。また、銀行業や電気通信業における、コ
ントロール可能な技術の応用によるサイバーセキュリ
ティ強化に当たって、透明なプロセスにより内外無差
別に実施することを要望する。

・情報通信： -2013年5月17日に発表された工信部通
[2013]191号「移動通信転売業務試行プランに関する
通告」により、基礎通信サービスに民間が参入できる
道が開かれた訳だが、外資に対する扱いは、「参入事
業者が海外で上場している場合に外資の出資比率が
10％未満」と低い状況である。民間に開放する意義
は、競争を導入することにより経営効率を上げると共
に、サービスの品質を向上することであり、そのため
には、外資のノウハウ・経験も入れることで、価格競
争に拠らない健全な業界発展にも資するものと考え
る。試行プランが完了して正式展開する際には、中国
の顧客に対し、広範囲な選択肢の中から、より顧客
ニーズ（品質など）に合致した選択を実施いただける
よう、外資に対する緩和を要望する。

中国経済における日本
中国が成長の質と効率の向上を図りながら経済規模を
拡大してきた中で、日本企業はこれまで非常に重要な役
割を担ってきた。貿易については、日本は2014年の中
国の輸出先として国別では米国についで第２位で、金額
は1,494億ドルとなった。輸入でも韓国に次いで第2位
の1,630億ドルと、中国にとって日本は最も重要な貿易
パートナーとなっている。中国は部品などの生産財や機
械などの資本財を輸入し，中国での製品化に活用したう
えで、世界に向けて輸出しているが、特に基幹部品や工
作機械は日本からの輸入が多い。

投資については、中国への進出日系企業数は外資企業
全体の7.9％を占める2万3,094社（2012年末）であり、
国別ではトップとなっている。直接・間接合わせて約
1,000万人以上の雇用を生んでいるとされ、雇用創出面
での貢献も大きい。職場環境の整備や福利厚生制度の充
実にも努めている。

また、優れた技術・ノウハウ等を保有する日系企業が
少なくなく、受発注両面で中国企業の技術力や経営効率
の向上、競争力の強化に貢献している。また、一部産業
のサプライチェーンにおいては、他に代替のききにくい
ハイテク製品の基幹部品や特殊原材料の供給における日
系企業のプレゼンスも高い。
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日本企業は経済がグローバル化し、サプライチェーン
が複雑に絡み合った状況の中、今後も中国とともに発展
しようとしているものの、下記参考で述べるように情勢
の変化を受けて、一部で投資マインドの変化が見られて
いる。

中国とともに発展を目指す日本企業が、これからも引
き続き対中ビジネスに積極的に取り組むため、より一層
の投資環境の整備が期待される。それはまさに全国人民
代表大会において2015年に力を入れて取り組むとした
「改革の全面的深化」によってもたらされるものであ
る。改革のさらなる進展に期待したい。中国政府がその
改革の深化を図るにあたり、長きにわたり中国で事業に
携わってきた日系企業が直面している課題の分析と解決
のための建議を取りまとめた本白書にはヒントとなるも
のが多く含まれると確信している。この中の少しでも今
後の政策運営の参考としていただきたい。

（参考）日本の対中投資動向
2014年における日本の対中投資は前年比38.8％減の
43億ドルとなり2年連続減少した（図1）。2012年には
過去最高（74億ドル）を記録したが、2013年後半から
減少基調が続いている。人件費の上昇や、労働力の確保
の難しさといった中国の投資環境の変化、日本企業の
ASEANでの事業拡大意欲の高まりなどがその背景にある
とみられる。

中国に進出している日系企業に対して2014年10～11
月にジェトロが実施したアンケート調査（図2）では、
今後１～２年の事業展開の方向性について、「拡大」
と回答した企業の割合は46.5％（前年比7.7ポイント減
少）、「現状維持」と回答した企業の割合が46.0％と
なっている（6.5ポイント拡大、図2）。中国における事
業拡大の意向は、2011年と比べると、「拡大」が大き
く減少（66.8％→46.5％）した。詳細は省くが、同調査
を綿密に分析すると、輸出比率の高い業種で「拡大」の
回答比率が低く、内販比率の高い業種で「拡大」の回答
比率が高い傾向にある。

こうした背景には、中国における投資環境の変化を受
けて、輸出型企業にとっての中国の優位性が低下してい
ることがあると思われる。その一方で、内販型企業では
中国を有望な市場と捉えており、中国市場の開拓を強化
する動きが今後も継続するとみられる。

図1：日本の対中投資
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図2：今後１～２年の事業展開の方向性
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2014年の中国経済
2014年の中国経済は、固定資産投資の鈍化を背景に緩

やかに減速した。経済成長率は7.4％と、2013年の7.7％
から0.3％ポイント低下した。中国政府として、小型の
景気下支え策は実施したものの、強い刺激策を回避し、
経済成長の一定の下振れを容認したことも、成長減速の
要因となった。

表1：主要経済指標と予測目標値
2014年 2015年

目標 実績 目標
GDP成長率(実質) 7.5％前後 7.4％ 7.0％前後
消費者物価指数(CPI) 3.5％前後 2.0％ 3.0％前後
全社会固定資産投資 17.5％ 15.3％ 15％

社会消費財小売売上総額(名目) 14.5％ 12.0％ 13％
輸出入総額 7.5％前後 3.4％ 6％前後
M2 13％前後 12.2％ 12％前後

財政赤字(億元) 13,500 13,500 16,200
都市登録失業率 4.6％以下 4.09％ 4.5％以下

都市新規就業者数(万人) 1,000以上 1,322 1,000以上
全国住民一人当たり
可処分所得(実質) 7.5％前後 8.0％ 7.0％前後

出所：「2015年政府活動報告」、国家発展改革委員会「2014
年国民経済・社会発展計画の執行状況と2015年国民経
済・社会発展計画案についての報告」

固定資産投資の中でも伸びの鈍化が大きかったのが、
不動産開発投資である。不動産市況は、2013年は好調
であったものの、2014年入り後、住宅ローン金利の上
昇や2013年の反動から調整局面入りした。全国70都市
単純平均でみた住宅価格は、2014年の5月に前月比マイ
ナスに転化した。その後、昨秋以降は政府の住宅引締め
政策の緩和もあって、住宅販売が安定化、住宅価格の下
落幅も縮小している。

図1：住宅価格

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
（前月比、%）

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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出所：国家統計局-

物価は、食料品価格の安定や国際商品市況の下落を背
景に、安定的に推移した。消費者物価指数は、2013年
比0.6ポイント低い前年比2.0％増となった。また、雇用
についても、都市新規就業者数が1,322万人と、予測目
標値（1,000万人）を上回った。経済成長率は低下した
ものの、物価と雇用が安定し続けたという意味で、合理
的な範囲内で推移した1年間であった。

金融面をみると、中国人民銀行は、引き続き中立的な
金融政策を維持した。こうした中、2014年11月、中国
人民銀行は物価上昇率の低下に対応して適度な実質金利
水準を維持するために、預金・貸出ともに基準金利を引
き下げた。この間、インターバンク金利は季節的な変動
を除けば安定的に推移した。

図2：インターバンク金利
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出所：Bloomberg- - - 　　直近：3月20日

また、2014年中、実体経済の下振れを受けて銀行の
不良債権が増加（2013年増加額：-1,000億元→2014
年増加額：-2,500億元）、不良債権比率も上昇した
（2013年末：1.00％→2014年末：1.25％）。銀行の不
良債権は過剰設備業界をはじめとする製造業と、鉄鋼商
社等の卸売・小売業に集中している。もっとも、自己資
本額と引当額の水準は十分であり、銀行システムは健全
性を維持している。

第１章
中国経済と日本企業の現状
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図3：問題債権等と自己資本額・引当額
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この間、2014年は実態上の金利自由化が進展した。
インターネットショッピング最大手のアリババが発売し
た「余額宝」をはじめ、数々のインターネットMMFが販
売された。また、銀行定期預金と比べて金利が割高な銀
行理財商品にも引き続き資金が集まった。

図4：理財商品とインターネットMMFの金利
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直近：金利は2015年3月15日週、余額宝残高は2014年9月末

このような不良債権の増加による金融機関の貸出スタ
ンスの慎重化と、実態上の金利自由化による調達コスト
上昇もあり、現在、中小企業の資金調達難、資金調達コ
スト高の問題に直面している。

人民元の為替レートをみると2014年初めに人民元が
減価、3月には中国人民銀行が人民元の基準値からの変
動幅を1日当たり上下2％に拡大した。その後、秋にか
けて人民元がいったん増価した後、第4四半期には米国
の利上げ期待や中国経済の減速による中国利下げ期待か
ら、人民元が反転下落に転じた。

図5：人民元／ドルレート
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財政面をみると、2014年の全国財政収入は14兆元と
前年比8.6％増、全国財政支出は15兆2,000億元と前年
比8.2％増、財政赤字は1兆3,500億元となった。2014年
は、経済の減速による税収減と、不動産市場の調整入り
を受けた不動産関連税収の減少などによって、財政収入
の伸びが鈍化した。

2015年の展望
中国政府は、2015年の経済成長の予測目標値を
「7.0％前後」と、昨年から0.5ポイント引き下げた。需
要項目別にみると、消費は堅調な伸びを予想する一方、
投資は減速する見込みであり、経済成長方式のリバラン
スを進めつつ安定成長の達成を図る方針を示している。

消費者物価指数の上昇率も足もとの物価の低位推移を
踏まえ、予測目標値を「3.0％前後」と設定し、2014年
よりも0.5％ポイント引き下げた。雇用をみると、都市
新規就業者数の予測目標値を2014年と同じ「1,000万人
以上」に設定した。こうした3つの指標をもとに、「合
理的区間」の範囲内での経済政策運営を進める方針を示
している。

金融政策については、2014年に引き続き緩和と引締
めの程度を適切に保つスタンスを示した。M2の増加率
の予測目標値を、2014年から1％ポイント引き下げて
「12％前後」とした。ただし、政府は、実体経済の動き
次第ではこれよりもやや上振れることも許容するとして
いる。また、マクロプルーデンス管理を強化・改善し、
各種金融政策手段を柔軟に活用して貸出と社会融資総量
の安定的な伸びを維持する方針も示した。2015年も適
度なクレジットの伸びを維持するとみられる。
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図6：中国におけるクレジットの伸び
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出所：中国人民銀行、国家統計局- 　　　　　　（年末）

財政政策については、財政赤字の目標値を「1兆6,200
億元」と、昨年の1兆3,500億元から2,700億元拡大、財
政赤字幅も拡大させ積極的な財政政策を継続する方針で
ある（財政赤字の対GDP比率：2014年2.1％→2015年実
質2.7％）。また、インフラプロジェクトに民間資本を
導入する趣旨から、PPP（Public-Private-Partnership）
を積極的に活用する方針も示した。

今後のリスク要因としては、不動産市況の調整が予想
以上に長期化し不動産投資が伸び悩むこと、地方財政改
革の進展により一部地方の財政が困難化し、地方政府主
導の投資が抑制されること、等を指摘できる。

在中国日系企業の経営状況
日本貿易振興機構（ジェトロ）が毎年実施している
「在アジア・オセアニア日系企業実態調査」によれば、
2014年度の営業利益（見込み）を「黒字」と回答した
在中国日系企業（有効回答企業数：976社、有効回答
率：69.1％）の割合は前年度比3.4ポイント増の64.1％
となり、2年連続で6割を超えた（図7）。

図7：中国における営業利益（見込み）の推移
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出所：ジェトロ「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査
（各年度版）」

このアンケートでは、経営上の問題点についても選択
式で尋ねている。それによると、最も多かったのは前
年同様「従業員の賃金上昇」であった。比率は83.9％
と突出しており、問題の大きさがわかる（表2）。以

下、「従業員の質」（55.6％）、「競合相手の台頭（コ
スト面で競合）」（53.7％）、「品質管理の難しさ」
（53.7％）と続く。賃金上昇や競合相手の台頭に直面
し、「限界に近づきつつあるコスト削減」を挙げた企業
も半数近くあった。

表2：在中国日系企業の経営上の問題点

　
　 回答項目

回答率(％) 増減
(ポイント)2014年度 2013年度

1 従業員の賃金上昇 83.9- 85.3- -1.4-
2 従業品の質 55.6- 52.9- 2.7-

3 競争相手の台頭
(コスト面で競合) 53.7- 57.1- -3.4-

4 品質管理の難しさ 53.7- 53.8- -0.1-

5 限界に近づきつつある
コスト削減 47.5- 49.2- -1.7-

6 新規顧客の開拓が
進まない 47.4- 43.2- 4.2-

7 通関等諸手続が煩雑 43.2- 44.3- -1.1-

8 主要取引先からの
値下げ要請 42.9- 45.8- -2.9-

9 調達コストの上昇 42.5- 43.3- -0.8-
10 通関に時間を要する 36.8- 41.0- -4.2-

出所：ジェトロ「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査
（各年度版）」

また、国際協力銀行のアンケート「わが国製造業企業
の海外事業展開に関する調査報告」では、中国を「中期
的（今後3年程度）有望事業展開先国・地域」とする企
業の比率（得票率）が、2013年度調査では37.5％と大
幅に減少し、初めて第4位に後退したが、2014年度調
査では43.7％に回復し、第3位となった。有望理由の第
1位は「現地マーケットの今後の成長性」（68.2％）、
第2位は「現地マーケットの現状規模」（57.0％）で
あった。他方、課題については「労働コストの上昇」
が75.4％と最も多く、以下「他社との厳しい競争」
（58.8％）、「法制の運用が不透明」（54.3％）などが
挙げられている。
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2014年の中国の貿易総額は前年比3.4％増の4兆3,030
億ドルで、初めて4兆ドルを突破した2013年に続き、2
年連続で4兆ドルを上回り過去最高を更新した。政府目
標（7.5％前後）の達成はならなかったが、海関総署は
安定した増加であり、「合理区間（妥当なレンジ）」に
あるとしている。輸出は6.1％増の2兆3,427億ドル、輸
入は0.4％増の1兆9,603億ドルで、輸出の伸びが輸入を
上回った結果、貿易収支は3,824億ドルの黒字となり、
初めて3,000億ドルを超え、過去最高を更新した。

財務省貿易統計（円ベース）をジェトロがドル建て換
算した統計に基づくと、日中貿易は、2009年はリーマ
ンショックの影響を受け減少したが、その後は順調に
増加を続け、2011年に過去最高を記録した。しかしそ
の後3年間は減少した。2014年の日中貿易は総額3,074
億7,925万ドルで前年比0.8％減となった。対中輸出は
1,264億8,280万ドル（2.0％減）、輸入は1,809億9,646
万ドル（0.1％増）で、貿易収支は日本側の545億1,366
万ドルの赤字となった。日中貿易額は3年連続の減少と
なったものの、中国が07年に米国を抜いて以降、日本の
貿易相手国として1位である構図に変わりはない。

中国の統計（注1）では、12年末の在中国日系企業数
は2万3,094社と2万社を超えている。日系企業は中国に
生産拠点を設置し、中国での競争力強化と内需深耕に
向け経営資源を傾斜しつつ、積極的に事業を展開し、グ
ローバルなサプライチェーンの中で日々貿易に従事して
いる。

中国政府はWTO加盟後、貿易・通関面において、制度
面の効率化、透明度・サービスの向上など、各種の努力
を行っており、以前に比べると環境は大きく改善してい
る。しかしながら、日系企業からは2014年版白書に引
き続き改善要望が寄せられており、さらなる法制度整備
および運用統一化を期待する声が大きい。ジェトロが在
中国日系企業に行った調査（注2）でも、回答した企業
（976社）の43.2％が「通関等諸手続が煩雑」、41.0％
が「通関に時間を要する」を経営上の問題点として挙げ
ている。それぞれ前年度調査より1.1ポイント、4.2ポイ
ント低下しており、改善が進んでいることを表している
ものの、依然高い数字であり、さらなる取り組みをお願
いしたい。

注1：「中国貿易外経統計年鑑2013」
注2：「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2014年度

調査）」。調査時期は2014年10～11月。

貿易・通関における具体的問題点
法制度・運用の不透明性
中国には通関拠点数が4,000近くある。これだけ多く
の拠点があるためか、依然として各税関において税関審
査や法制度の解釈に違いがみられるなどの問題が発生し
ている。貿易関連制度の変更が多いこともあり、税関の
窓口で十分な対応ができず、輸出入手続において混乱を
招くケースも発生している。昨年に引き続き、同一商品
が通関担当者によって異なるHS番号区分と判定され、
関税や輸出還付税率が異なるケースも発生している。
トレーニングの強化やより詳細なマニュアルの整備など
で、全国で統一的な運用がなされるよう要望したい。

また、HS番号の事前教示制度について、全国で統一的
に実施し、企業が活用しやすいよう制度の整備を行うこ
とや、併せてHS番号の対象品目を詳細に解釈した資料を
公開することで、企業の利便性が高まると共に、政府担
当者の負担減にも繋がると考えられる。

さらに、2014年版白書に続き、通関に伴う規制・制度
の変更を実施する場合は、十分な準備期間を確保すると
ともに、文書で事前に税関ホームページに掲載するなど
情報開示および具体的な実施方法の周知徹底を再度お願
いしたい。また、税関による通関許可とCIQによる許可が
連動していないケースも多々発生している。このような
事態が発生しないよう、制度運用の透明性と省庁間の情
報共有の向上を要望したい。　

通関手続の複雑（煩雑）性
中国政府は通関の効率化やサービス向上のため、各種
努力を行っており、以前に比べると状況は大きく改善し
ている。2013年8月から1,507税目の一般工業商品が輸
出検査の対象から外れたこと、2015年3月から信用度の
高い企業に対して輸出増値税還付の手続を簡素化し、審
査期間を短縮したことなど、貿易の利便性を高める取組
が増えており歓迎できる。　

しかしながら、生産機械の中古品の輸入にあたり、
「輸入中古機電製品検験監督管理弁法」に基づき積載前
の事前検査（該当した場合）、貨物到着検査を受ける
が、輸入手続が煩雑で時間がかかるとの声や、通関、商
品検査にかかわる窓口の一本化や手続の簡素化を望む声
が寄せられている。引き続き、申請窓口の1本化、優良
企業に対する優遇などにより、通関、商品検査にかかわ
る手続の簡素化、リードタイムの短縮を要望したい。

そういう意味で、税関総署が2014年4月より、輸出入通

第１章
貿易



26 中国経済と日本企業2015年白書

第
２
部   

共
通
課
題
・
建
議

関のペーパーレス化のテスト範囲を中国全土の税関のすべ
ての通関業務に適用するとした点は高く評価できる。今後
は着実にそれを運用し、企業の利便性を引き続き高めてい
ただきたい。

その他、依然として分公司は法人格が認められておら
ず、分公司名義で通関ができない状況も続いている。
そのため本社名義での通関書類作成、捺印などが必要と
なっており、手続が煩雑で、時間を必要するとともに、
突発的な通関に対応できないなど問題がある。

さらなる自由化への期待
中国政府は貿易のさらなる自由化のため、近年諸外
国・地域との積極的なFTA締結に向けた取り組みを進
めており歓迎できる。そして、日中韓三カ国で日中韓
FTA、ASEANと日中韓三カ国、インド、オーストラリア、
ニュージーランドの16カ国で進める東アジア地域包括的
経済連携協定（RCEP）の交渉も進めている。これらの締
結により、関税・非関税措置の撤廃および段階的な削減
がもたらされ、貿易の自由化・円滑化がこれまで以上に
進むことが期待されるため、早期締結を要望したい。

また、情報技術協定(ITA)は、IT製品の関税を撤廃する
ことにより世界経済の成長に大きな役割を果たしてきた
が、協定発効以来一度も更新されていない対象製品を技
術的進歩に合わせて拡大することが喫緊の課題となって
いる（加盟国の拡大も課題）。貿易のさらなる自由化を
実現するためにも、中国がITA拡大交渉終了に向けて主
導的役割を果たすことを要望する。

＜建議＞
①通関に伴う規制・制度の変更を実施する場合
は、十分な準備期間を確保するとともに、文書
で事前に税関ホームページに掲載するなど情報
開示時期および具体的実施方法について配慮し
てもらいたい。

②同一製品のHS番号や原産地証明など輸出入申
告に関する税関審査および保税区、物流園区
または保税港区の運用や規則、規定に対する
解釈も、地域や担当者により異なる。トレー
ニングの強化やより詳細なマニュアルの整備
などで全国統一的運用を要望したい。HS番号
の事前教示制度についても、全国で統一的に
実施し、企業が活用しやすいよう制度の完備
を望む。併せてHS番号の対象品目を詳細に解
釈した資料を公開してもらいたい。

③危険品に関しては、数多くの法令が公布されて
おり所管機関も多い。実際の運用にあたり、
各地の税関、CIQが対応に苦慮している。運用
の明確化・手続の簡素化を要望したい。

④税関のシステムトラブルの影響で、輸出入通関
が停止または大幅に遅延する場合がある。物
流企業や荷主企業に不必要なコスト負担や生

産活動への影響があるため、トラブルに対す
るバックアップなど、正常な通関業務の維持
に向けた体制の構築を要望したい。

⑤福島第一原子力発電所の事故に起因する輸入規
制について、日本政府と継続中の協議を進めて
いただき、現在10都県産の食品および飼料の全
面的な輸入禁止という厳しい措置がとられてい
るが、科学的なデータに基づき、合理的な範囲
まで規制を緩和するよう要望したい。

⑥申請窓口の1本化、優良企業に対する優遇など
により、通関、商品検査にかかわる手続の簡
素化、リードタイムの短縮を要望したい。

⑦輸出入通関のペーパーレス化が進められている
が、より一層の進展を望む。

⑧生産機械の中古品の輸入にあたり、「輸入中古
機電製品検験監督管理弁法」に基づき積載前の
事前検査（該当した場合）、貨物到着検査を受
けるが、輸入手続が煩雑で時間がかかるとの声
が寄せられており、改善を要望したい。

⑨本社間との書類の送付等で時間を要する、突発
的な通関に対応できないなどの問題があるの
で、分公司名義（分公司印）での通関を認めて
貰いたい。

⑩商用暗号管理条例において現在禁止されている
海外製の暗号製品の輸入・販売の許可を要望し
たい。

⑪企業が単独で開催する展示会用の一時輸入品
について、ATAカルネの使用を認めていただ
きたい。

⑫中国の子会社が日本の親会社から輸入する部材
価格に、親会社に支払っている製造技術ライセ
ンスのロイヤルティを加算するケースがある。
製造技術ライセンスが輸入部材ではなく、完成
品製造に関するものである場合は、加算するこ
とがないようにしていただきたい。

⑬情報技術協定（ITA）は、IT製品の関税を撤廃
することにより世界経済の成長に大きな役割
を果たしてきたが、1997年の協定発効以来月
日が経過し、さまざまな面で見直す必要性が
高まっている。北京で開催された第22回APEC
首脳会議でもその重要性が強調されたが、中
国がITA拡大交渉終了に向けて主導的役割を果
たすことを要望する。

⑭日中韓FTA（自由貿易協定）、東アジア地域包括
的経済連携（RCEP）の早期締結を要望する。
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商務部の発表によると、2014年の対中直接投資（銀
行・証券・保険分野を含まず）は、契約件数が前年比
4.4％増の2万3,778件と、2013年の8.6％減から増加に転
じた。実行ベースの投資額は1.7％増の1,195億6,000万
ドルと、2年連続で過去最高を更新した。ただし、伸び
率は2013年の5.3％増から3.6ポイント低下し、政府の目
標値である1,217億ドルには達しなかった。

2014年の対中直接投資を業種別にみると、製造業
が前年比12.3％減少した（寄与度マイナス4.8ポイン
ト）のに対し、非製造業は11.0％増加した（6.5ポイン
ト）。非製造業は、最大のシェア（29.0％）を占める不
動産が20.2％増加、寄与度も5.0ポイントとなり、対中
直接投資の牽引役となった。

国・地域別にみると、第1位は香港で、対中投資実行
額は前年比9.5％増の857億4,000万ドルとなり、シェア
は71.7％と7割超まで拡大し、日欧米からの対中投資が
軒並み減少する中、実行額が増加を維持した主因となっ
た。日本は38.8％減の43億3,000万ドルと大幅な減少と
なり、順位も2013年の第3位から第4位に低下した。

他方、財務省の国際収支統計でみると、2014年の日
本の対中直接投資は、7,194億円となった。国際収支統
計の基準変更により、2013年以前と2014年以降のデー
タに連続性はないことから、伸び率は算出できないも
のの、前年（8,870億円）に比較して減少となった。た
だし、日本の全世界への対外直接投資も12兆7,682億円
と、前年（13兆2,485億円）から減少に転じたことか
ら、中国のシェアは5.6％と、2013年の6.7％から微減に
とどまった。また、順位は国・地域別で前年と同様に第
4位となった。

ジェトロの「在アジア・オセアニア日系企業実態調
査」によると、今後の中国事業の方向性について、「拡
大」と回答する企業の比率は、2014年度は46.5％と5割
を下回った。ただし、業種別にみると、輸出比率の高い
繊維では、人件費などのコスト上昇や為替変動（円安）
の影響などを受けて、「拡大」の回答比率が低い傾向が
みられるものの、輸送機械や卸売・小売業といった内販
比率の高い業種では「拡大」の回答比率が相対的に高い
傾向にある。

対中投資リスクに対する認識は依然として存在するも
のの、日本企業が中国を世界有数の巨大市場と捉えてい
ることに変わりはなく、内販型の企業・業種では拡大す
る中国市場の開拓を強化する動きが今後も継続するとみ
られる。

2015年3月の全国人民代表大会における政府活動報
告では、新たなハイレベルの対外開放を実行し、主導的
な開放によって発展と国際競争の主導権を勝ち取ること
が提起された。この方向性に基づき、外資を一層積極的
かつ効果的に利用すべく、外商投資関連の法律を改正、
外商投資に対する監督管理の体系を整備し、安定的・公
平・透明・予見可能な市場環境をつくり上げるという方
針も示されており、この方針に従って投資環境が適切に
改善されることを期待する。

投資における具体的問題点
市場経済ルールの整備と適正運用
全人代の政府活動報告では、改革開放の着実な深化を
図るために、多くの対策措置を講じて、投融資体制を
改革することが謳われている。この方針に基づき、「政
府審査・許可投資プロジェクト目録」の適用範囲の大幅
な縮小による審査・許可権限の下部への委譲、投資プロ
ジェクトの事前審査・認可事項の大幅削減、民間投資の
市場参入条件の大幅な緩和といった措置を取ることが挙
げられている。こうした措置により、外資系企業の対中
投資のリスクと見られている不透明な制度運営の問題が
改善されることを要望する。

また、同報告では、自由貿易協定（FTA）戦略の実施
を加速すべく、日中韓３カ国によるFTA交渉を急ぐこと
も謳われており、同協定の早期締結を期待する。

過剰な政府規制の緩和
政府活動報告では「行政の簡素化と下部への権限移
譲」、「委譲と管理の結合」改革にさらに力を入れる
方針が打ち出されている。とりわけ、2015年は行政審
査・認可事項の撤廃や下部への委譲を再度数多く行い、
非行政許可審査・認可（行政許可法の枠外の行政審査・
許可）をすべて廃止し、行政審査・認可の規範化に向け
た管理制度を確立するとしている。

また、各級政府に対して、「行政の簡素化と下部への
権限移譲」と機能転換を推進する仕組みを構築し、企業
への規制を緩和することなどにより、公平な競争環境を
作り出すことも求めている。これらの措置により、すべ
ての行政審査・許可事項は、手続を簡素化し、処理にか
かる時間を明確に定め、政府の権限を削減することで市
場の活力を倍増するとしている。

こうした方針に基づき、審査・許可権の下部への大幅
な委譲が図られることや、外資に対する投資規制が一層

第２章
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緩和されることを希望する。

内外無差別とグローバルスタンダードの採用
政府活動報告では、外資を一層積極的かつ効果的に利
用すべく、「内国民待遇とネガティブリスト」管理方式
を積極的に模索するとしている。商務部が2015年1月
19日、「中華人民共和国外国投資法」の草稿の意見募集
稿を発表したことに対し、中国日本商会は2月15日付で
修正提案に関する意見書を提出したが、同報告の方針に
沿って適切に外国投資法が制定され、外資系企業の投資
に対し、内国民待遇とネガティブリストによる管理モデ
ルが実施されることを期待する。

＜建議＞
①外資系企業の対中投資のリスクと見られている
不透明な制度運営の問題について、法制度解
釈の統一的運用、制度変更の際の十分な準備
期間、諸手続の簡素化・効率化、申請・照会
に対する文書での回答といった予見可能性等
に資する改善を要望する。

②2014年5月17日から発効した日中韓投資協定
は、日中韓3カ国による経済分野で初の法的
枠組みであり、同協定の適切な運用を希望す
る。また、日中韓3カ国による自由貿易協定
（FTA）交渉についても早期締結を期待する。

③企業に対する商業賄賂案件をはじめとした調査
手続で、担当官の私用メールアドレス（163、
QQ等）を使用して情報のやりとりを行うこと
は、秘密保持の観点から重大な問題があり、
直ちに中止すべきである。

④国家発展改革委員会と商務部は2015年3月10
日付で、外商投資産業指導目録の改訂版を公
表し、4月10日から施行した。今回の改訂版で
は、本白書で要望していた自動車製造業にお
けるCVT（無段変速機）が奨励類に加えられた
ことや、2011年版目録と比較して、制限類が
41項目、禁止類が2項目減少したことは評価で
きる。他方、奨励類も5項目減少しており、さ
らなる制限類、禁止類の減少および奨励類の
増加を要望する。

⑤海外からの人民元による投資が認められるな
ど、一部規制が緩和され、海外からの人民元
建て投資が増加していることを歓迎する。し
かし、外資企業は、原則として、外貨建て資
本金を人民元転して得た人民元を用いて中国
国内において再投資することはできない。イ
ンフレ抑制等の目的は理解できるものの、外
資企業にとっては過度の規制となっており、
外資企業の国内再投資が極めて高いハードル
となっている。外資による再投資規制の一層
の緩和を希望する。

⑥特定業種に対する外資規制の緩和を要望す
る。例えば、外資投資建設企業（外資100%
の建設企業）が実施可能な工事請負範囲は、
現状では、主に外国投資が50％以上の中外
連合による建設工事等に限定されている。ま
た、外資独資或いは外資マジョリティでのICP
（Internet-Content-Provider）取得が認められ
ていないといった規制がある。

⑦商務部は2015年1月19日、「中華人民共和
国外国投資法」の草稿の意見募集稿を発表し
た。これは、三中全会で打ち出された「開放
型の経済新体制構築」の方針に沿ったもので
ある。中国日本商会は2月15日付で、内国民
待遇の概念と範疇の正確な定義付け、一本化
された透明な外国投資管理制度の構築等をは
じめとした修正提案に関する意見書を提出し
た。パブリックコメントを踏まえて適切に外
国投資法を制定し、外資系企業の投資に対し
内国民待遇とネガティブリストによる管理モ
デルが実施されることを期待する。

⑧また、外国投資法の施行は、外資系企業の経
営に大きな影響を与えることが予想されるた
め、施行前の事前説明等も含めて十分な準備
期間を確保していただくとともに、施行後に
おいては、最も実効性のある相応の関連法令
が明確に制定されることを期待する。

⑨外資企業は新規出店にあたり、投資金額に応じ
た増資が必要と、法的根拠のない指導を受け
るケースがある。出店計画の迅速化と1つの会
社で多くの業態を展開する上での課題になっ
ており、改善を求めたい。
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2014年は外国企業に対する独占禁止法および不正競争
防止法に基づく執行が強化された一年であった。まず、
カルテルに関しては自動車部品メーカー事件に代表され
る国際カルテル案件や眼鏡レンズ等の再販価格の拘束に
関する案件に示されるように中国国家発展改革委員会の
活動が活発化した。また、工商行政管理総局およびその
地方当局による独占禁止法の執行も摘発対象行為が拡大
した。M&AおよびJV設立等の際に必要となる商務部に対
する事業者結合の届出数が増加しており、日本企業絡み
の案件がその内3割程度を占めている。さらに、商業賄
賂の摘発についても各地で工商行政管理局による執行が
引き続き行われている。

カルテル案件に対する執行強化
中国では価格カルテルについては中国国家発展改革委
員会(NDRC)が、非価格カルテルについては工商行政管理
総局（SAIC）が執行を管轄している。2014年には、横
の関係（競業者間）では、NDRCが自動車部品カルテル
案件で日系12社に制裁金を課し(8月)、米系およびドイ
ツ系の完成車メーカー系列の販売会社およびディーラー
に対してもカルテルによる制裁金を課した(9月。なお、
同案件は縦の関係も含む)。その他、中国系セメント販売
会社に対する価格カルテル案件、中・外資の保険会社お
よび地方の保険業協会に対する価格カルテル案件でも処
罰が行われた。この内、制裁金の金額が大きく、インパ
クトが強かったのは外国企業・外資系企業に対する処罰
案件であった。一方、SAICについても地方の工商行政管
理局を中心として、販売地域分割、生産量調整等の非価
格カルテル案件の処罰を行った。いずれについても、制
裁金の金額および案件数ともに2013年を上回った。価
格カルテルに関してはリーニエンシー（自主的な申告に
よる処罰の免除・軽減の申請）も活発化している。

再販価格の拘束案件に対する執行強化
NDRCは価格カルテルのみならず、縦の関係（川上・
川下業者間）での独占合意である再販価格の拘束案件に
対する執行も強化している。眼鏡用レンズ・コンタクト
レンズの再販価格拘束に関する案件（5月）では内資・
外資を含む複数社に対して同時期に処罰が行われ、前述
の米系およびドイツ系の完成車メーカー系列の販売会社
およびディーラーの間の再販価格の拘束についても処
罰を行った。2013年の粉ミルク案件、白酒案件ととも
に、本来個社毎の問題である再販価格の拘束案件につい

て、再販価格拘束が慣行として行われる業界自体に着目
し、複数社を同時期に処罰する傾向が続いている。

事業者結合案件の推移
企業の買収・出資やJVの設立を行った場合、双方当
事者に一定の中国・世界における売上高がある場合、
中国での商務部に対する事業者結合の届出が必要になる
ことがある。届出は結合行為の前の事前届出制であり、
また独占禁止法上の問題がある場合には、禁止決定や、
承認されるとしても一定の条件を付されることがある。
2014年は236件の審査の決定が出され、2013年の212
件に比して微増であった。2014年の案件のうち約30%
程度が日本企業に関係する案件であったとされている。
2014年6月には欧州海運3社の事業統合案件につき、商
務部による禁止決定が行われた（当該案件では他の国
の独禁当局は全て許可を出していた。2008年に独占禁
止法が施行されてから第2件目の禁止決定である。）ま
た、事業者結合の審査に要する時間が他国に比して不合
理に長いという批判を受けて、5月から簡易手続が導入
され、独占禁止法上影響の少ない類型の結合案件（例：
中国国外でのJV設立案件で中国に対する輸出等を行わな
い案件、中国でのシェアが著しく低い場合等）について
は迅速に審査が行われるようになった。下半期は平均10
件以上の簡易案件の審査が行われ、拡大する傾向を見せ
ている。

商業賄賂案件に対する執行
典型的には、民間企業同士の取引における買主の購買
決定権者個人に対するキックバックの授受等が商業賄
賂であるが、法律上の定義はこれよりも広く、およそ商
品・サービスの対価以外の物品又は金銭の授受は、一定
の条件を満たす値引き、コミッションおよび付帯的贈
与を除き、原則として不正競争防止法の網にかかる。
2014年には、外資系の製薬大手企業が政府当局の者、
病院関係者・医師に対して旅行代理店やコンサルタント
会社を通じて贈賄した嫌疑にかかる案件で約530億円の
罰金刑を課され、外国籍および中国籍の幹部数人が実刑
を科された事件があった。商業賄賂に対する摘発・調査
は各地の工商行政管理局が中心となって行われている。

第３章
競争法
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＜建議＞
＜独占的協定＞

①独占禁止法第13条（水平的協定）および第14
条（垂直的協定）に関して、具体的に一般的
に許される場合と許されない場合の境界線が
明確化されておらず、不透明である。価格独
占の禁止に関する規定、工商行政管理機関の
独占的協定行為の禁止に関する規定等の法令
もあるが詳細ではなく、行動指針としては不
十分であり、さらにガイドライン等を公布す
ることによる明確化を期待する。

②独占禁止法第17条（市場支配的地位の濫用）の
規制における詳細なガイドラインが存在せず、
違法となる場合の境界線が不透明となっている
ことが、当局の裁量を大きくし、企業の行動上
の障害となっている。行動指針としては不十分
であり、ガイドライン等を公布することによる
明確化を期待する。

③中国企業間で談合行為が行われていると疑わざ
るを得ない場合が少なからずある。通報窓口
を明確にしていただければ、積極的に通報し
たい。通報に対して、適時かつ公正な対応を
期待する。

④調査手続において、調査対象当事者からの調査
協力においても、他の主要各国では認められて
いる口頭報告が認められず、書面での提出が必
要となる。その結果、米国民事訴訟でのディス
カバリーの対象となり得るため、十分な調査協
力に躊躇することがある。他の主要各国と同
様、口頭報告が認められるべきである。

⑤行政調査手続について、当事者の陳述、弁明の
機会が実質的にも保護されるように法令を改正
し、また実質的に運用するべきである。例え
ば、価格行政処罰手続規定30条では、事前告知
書を受領してから暦日で３日以内に申し出なけ
ればならないなど、機会付与の期間が非常に短
く設定されているが、特に外国企業の場合は翻
訳を踏まえて検討し、弁護士と相談をする必要
があり、対応は著しく困難である。

⑥制裁金の算定方法に関するガイドラインが存在
せず、当局の裁量が大きいため、企業にとっ
て行為が違法となる場合の金額的なインパク
トを予測し難い。制裁金額の予測は、企業が
当局に対し自主申告を行うかどうかの判断に
おいても重要であるため、ガイドラインの公
布や前例における算定方法の公表等を通じた
透明化が期待される。

⑦処罰事案について、公表の程度が案件ごとに異
なり、特に地方レベルの処罰事案については未
公表事案も多いように見受けられる。制裁金な
どの処罰が課された事案については社会の関心

も高いため、処罰に至った理由も含め、積極的
かつ公平に公表を行うべきである。

＜事業者結合＞

①事業者結合の届出における簡易手続に関連する
法令において明確にされているように、中国
国外における結合行為で中国市場に全く影響
がない場合（例：外国での外国企業同士の合
弁会社設立において合弁会社が中国向けの輸
出を全く想定していない場合）でも、中国で
の届出が義務づけられる。他の主要各国にお
いてこのような不合理に広範囲の法規制は見
当たらず、中国の法規制は過大な負担を特に
外国企業に対して強いている。この点につい
ては、中国市場に全く影響がないような取引
類型を届出の対象となる取引から除外する例
外規定を設けるなど、一定の法制度の改善を
行うべきである。

②届出の要件とされる「結合」の要件が極めて
不明確であり、事業者側の判断が困難となる
ケースがある。特にマイノリティー出資の場
合の届出義務の有無に関するガイドラインを
早急に公布すべきである。

③企業が届出基準に達するか否かを判断する際
に、届出が必要な場合は網羅的に広く記載さ
れているが、一方でどのような場合に届出が
不要であるのかの基準は触れられていないた
め、世界的にも通用するような「セーフハー
バー・ルール」が導入されるべきである。

④事業者結合の届出において、書類の提出から正
式な立件までの期間がケースによって異なり、
また長すぎる。迅速なる取引の実行のために中
国の事業者結合制度が大きな障害となることが
あり、運用を改善すべきである。

⑤中国企業間の事業者結合において届出を行って
いない例が存在すると感じている。通報窓口
を明確にしていただければ、積極的に通報し
たい。通報に対して、適時かつ公正な対応を
期待する。

⑥中国企業間の事業者結合については、結合後の
国内シェアが極めて大きくなっても承認され
ているケースがあり、根拠規定や市場の範囲
の取り方等その判断基準が不透明であるとと
もに、結果として、独占・寡占が進むことに
より当該分野における中国国内市場への参入
障壁が高まることにもなる。そのようなケー
スにおいては、企業結合審査の透明性向上の
観点から、独占禁止法上の適応の考え方につ
いて公表されるべきである。

⑦事業者結合にあたり商務部審査の時間短縮を要
望する。審査の開始は資料を受領した日から
となるが、事業者が資料を最初に提出してか
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ら追加資料の要望などがあり、正式に受領し
てもらうのに通常2～3カ月を要している。審
査担当の人員増加を図ることなどにより、迅
速化を図るべきである。

⑧事業者結合の届出の手続に関しては、具体的な
適用例の記載はまだ不十分である（新たな指
導意見においても不十分）。特に、具体的な
案件において当局が「結合」や「支配」の概
念がどう解釈されているかについては、ガイ
ドラインの補充、条件付決定・禁止決定の公
表以外にも、無条件決定案件のベストプラク
ティスの公表等を通じ、より予測可能性を高
める必要がある。

⑨簡易案件制度が導入されたが、規定の解釈・運
用についてはいまだ不透明な点が多い。ある程
度実績も蓄積されていると考えられることか
ら、手続の利用が拒否された案件、簡易案件に
おける実際の手続期間など、ある程度の実績を
公表し、制度の利便性を高めてほしい。

＜商業賄賂＞

①商業賄賂規制の基本法である不正競争防止法は
極めて曖昧な文言であり、これを明確化するガ
イドラインが公布されることを強く期待する。

②代理店経由での販売につき、簿外での資金処理
や不適切な会計科目による処理は違法となり
得るとしても、帳簿への記帳が正しくなされ
ているにもかかわらず、不正を認定する場合
がある。企業としての販売促進行為の中で過
度の景品等の付帯的贈与は一定程度規律され
るべきであることは理解するが、どこまでで
あれば合法とされるのか明確ではなく、当局
の裁量により処罰が行われうる仕組みとなっ
ているため、改善されるべきである。

③反不正競争法や商業賄賂行為禁止に関する暫
定規定は、文言上、一定の条件を満たす値引
き、コミッションおよび付帯的贈与を除き販
売に伴う一切の物品・利益の提供が違法とさ
れる余地があり、また取締実務においても担
当官からそのような発言がなされる場合があ
る。企業の経済活動を過度に萎縮させないた
め合理的な利益提供を適法化する法令改正を
行うべきであるし、少なくともガイドライン
等により取締当局の運用を可及的速やかに明
確化するべきである。

④商業賄賂と認定された場合に没収される「違法
所得」の内容を明確化する必要がある。違法
所得の認定は「工商行政管理機関行政処罰違
法所得認定弁法」に基づき行われていると思
われるが、同弁法が典型的に想定している製
造・販売・サービス提供それ自体が違法であ

る場面と異なり、商業賄賂事案では販売行為
自体は適法であることを踏まえて行われるべ
きで、商業賄賂行為によって増加した売上が
何であるかを画することなく単純に違法所得
の認定を行うという運用は改善されるべきで
ある。
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2014年は経済成長の鈍化とともに税収不足が顕著とな
り、通年の税収は前年比8.8%増にとどまった。こうした
背景もあって徴税強化の動きが図られており、移転価格
調査の強化、個人所得税の課税強化、出向者の立替金送
金に絡むPE課税など税務局からの指摘を受けて納税を余
儀なくされるケースが増えている。

税務上の問題点
制度運用上の問題点
税務および税法通達の実務上の運用にあたっては、税
務当局の担当官によって意思決定がなされることがあ
る。このため、税務当局の運用には地域差があったり、
窓口担当者によって対応が異なるケースが発生してい
る。また通達の公布では、突発的に公布されて対応への
準備期間がなく、さらに遡及適用されるケースも少なか
らず存在する。納税者の利便性を高めるため、税務問題
について全国の税務当局が共通した見解を持った上で統
一性のある運用を行い、ルールの制定にあたっては納税
者の対応に十分に配慮することを引き続き希望する。

現状の税収管理の通達上、税務当局の課税判定に不服
がある場合、納税者に対する中国での救済措置として
中国人民法院への不服申立が認められている。一方で実
務上は、課税判定を受けた税額を税務当局に納税しない
と不服申立ができないとともに、実際に外資系企業が中
国人民法院に不服申立をしても最終的に望ましい判断が
得られるかについて不安を拭い去ることができない。ま
た、別の救済措置としては相互協議が挙げられる。しか
しながら、税務当局の担当部門の人員不足もあって、日
中間の相互協議は開催数が減っており、相互協議に委ね
て問題解決するには相当な時間を要する。そのため、こ
ちらも納税者にとって十分に有用な救済措置になってい
ない。納税者の立場からは税制および法令整備にて一定
の成果があるとの声があるが、実質的な納税者の権益保
護が望まれる。また、納税者から連結納税制度の導入を
期待する声が少なくない。

流通税（増値税・営業税）
営業税から増値税への改革は2013年8月からは全国
ベースでの統一した運用が始まり、2014年には鉄道運
輸業および郵政業も対象範囲に加わるなど、法制面での
整備が進められている。今後も対象範囲が拡大され、
サービス取引は営業税から増値税の課税対象として収斂
される予定になっている。当該改革を評価する声がある

一方、対象取引範囲の解釈等で統一的な運用がなされて
いないとの声が日系企業から聞かれる。また、輸出取引
における増値税の還付について、手続が煩雑であった
り、税務局のシステムに不具合が生じたために順調に還
付がなされない事態も散見される。そのため、増値税改
革の運用面での統一化を要望するとともに、規定通りの
手続を行うことで増値税の還付に滞りが生じることがな
いよう改善されることを期待する。

所得税（個人所得税・企業所得税）
個人所得税では、出向者に対する海外における社会保
険の会社負担分を中国で課税する動きがある。過去の免
税に関する通達が2011年1月に廃止され、実際に出向者
の課税所得に含めるよう税務当局から指導を受けたケー
スが北京市などで増えている。過去に遡った上での調整
は金額的なインパクトも大きく、企業は対応に苦慮して
いる。日本の社会保険への課税は企業および納税者に対
して過大な負担となるため、非課税とするなど企業負担
の軽減につながる措置が望まれる。

さらに企業所得税の分野では、税務当局による移転価
格調査が継続的に強化されている。調査では企業の機能
およびリスク、業界動向、そして所得移転の蓋然性を十
分に確認せずに高い利益率を追及するケースも散見され
る。さらに、地域によっては税務当局が低利益率（若し
くは赤字）であると企業に自主調整を促す事例も出てい
る。そのため、利益率のみで追徴課税の判断根拠とする
のではなく、企業の個別事情を十分に考慮した上で全国
で統一して移転価格税制を運用することが期待される。

恒久的施設（PE）課税
各地でPE課税の認定における税務問題が頻発してい
る。1つ目は、日本をはじめとする海外からの出張者に
対するPE認定である。日本から中国への長期出張者に対
して、コンサルタント役務およびプロジェクト管理期間
をめぐってPE課税される事例が発生しており、技術移転
の阻害要因となる可能性がある。2つ目は、国外本社か
らの派遣駐在員に対するPE認定である。駐在員の人件費
の国外への立替送金にあたり、PE課税を受けた上で納税
しないと送金に支障を来たすケースが見られる。2013
年に税務局および外貨管理局から新通達が公表され、出
向者の真の雇用者が中国子会社であると判定されればPE
課税が回避されることが明らかとなり、かつ必要書類を
税務局へ登記することにより制度的には立替送金が可能
となった。しかしながら、実務上は地域により税務当局
の取扱いが大きく異なっており、依然として送金時に従

第４章
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来と同様の資料を要求されて事前承認が必要とされる
ケースがある。駐在員の人件費の立替送金がPE認定を受
けずに滞りなくできるよう、税務当局の画一的な対応が
望まれる。

会計上の問題点
会計において注目される問題として、「中国新企業会
計準則」（以下、新準則）の動向があり、これは、次の2
つの観点から注目されている。第一に、グローバルな会
計基準の方向性として国際財務報告基準（以下、IFRS）
への統一が模索される中、経済大国としての中国がどの
ような方針を持ってIFRS統一の動きに対応しているか、
第二に、中国における会計基準の動向が、在中国日系企
業にどのような影響を与えるか、という点である。

新準則とIFRSの関係
現行の新準則は、2006年に公表され2007年以降、す
べての中国証券市場上場会社が新準則を採用し財務諸表
を公表している。新準則は、2006年当時のIFRSを参考
に作成された会計基準であり、その後のIFRSの改正に伴
い新準則本文は修正されていないものの、財政部の指導
指針である「企業会計準則講解」等により実質的なアッ
プデートがなされてきた。また、IFRSの改正が大きいも
のについては、現在、新準則本文の追加、修正作業が進
行中であり、その一環として、2014-年1-月から6月に
かけて、「長期持分投資（新準則第2号）」、「従業員
報酬（新準則第9号）」、「財務諸表の表示（新準則第
30号）」、「連結財務諸表（新準則第33号）」、「金
融商品の表示（新準則第37号）」、「公正価値測定（新
準則第39号）」、「共同支配の取決め（新準則第40
号）」、「他の企業への関与の開示（新準則第41号）」
の8つの準則が正式に公表された。また、2015年3月末
現在、「中国新企業会計準則-—-基本準則　改訂」が公
開草案として公表されている。

経済大国として成長著しい中国の会計基準がIFRSをど
のように取り込むかについては、世界におけるIFRS統一
の動きに大きな影響を与えると考えられており、その動
向が注視されている。これについては、中国財政部が
2010年に「中国企業会計基準のロードマップ」におい
て表明しているとおり、中国ではIFRSを直接採用（アド
プション）することはせず、新準則にIFRSの内容を取り
込み同等性を維持するコンバージェンス（中国語原文で
は「趨同」）を採用するとしている。中国政府として
は、自国の会計基準をIFRSに委ねることを望まず、むし
ろ、新準則を世界に容認させようとする動きが強化さ
れているように見られる。その動きの代表的なものと
して、従来、香港証券市場では実質的にIFRSと同等の香
港会計基準のみが会計基準として認められてきたが、
2010年末以降、中国国内企業については、新準則によ
る開示が認められるように制度改正された点などに現れ
ている。

中国における日系企業に与える影響
中国における日系企業は中国では非上場企業であるた
め、従来、新準則の適用は強制されず、多くの日系企業
は「旧企業会計準則」および「企業会計制度」（両基準
を合わせて、以下、旧準則）を採用してきた。しかしな
がら、近年、各地財政当局の指導により、非上場企業で
ある大中規模企業に対しても新準則の適用が強制されて
いる地域が増えており、これに伴い日系企業においても
新準則を採用している会社が増えている。現在、新準則
適用が実施または予定されている地域は、広東省、福建
省、湖北省、上海市、青島市、遼寧省、吉林省などであ
るが、第十二次五カ年規画（2011～2015年）において
「新準則体系の全面実施」が提唱されており、今後も順
次新準則の強制適用の動きが全国範囲に及ぶことが予想
される。

さらに、2015年2月16日に財政部より財会2015.3号
が発表された。それによると、旧準則適用企業が準拠し
ていた「旧企業会計準則」が全て廃止となっている（旧
準則体系中の、「企業会計制度」は残存）。そのため、
旧来から旧準則を適用している企業には少なからず影響
がでるものと考えられる。当通達は、元々2つの会計準
則が運用されている状況を是正するためのものであるた
め、早晩、「企業会計制度」も廃止になる可能性があ
る。財政部も新準則の適用を推奨している状況であるた
め、現在、まだ旧準則を採用している日系企業も新準則
の適用が強制されると予想され、その準備をおこなうこ
とが望ましいと考えられる。尚、新準則の適用が要求さ
れているのは主に大中規模企業であり、小規模企業につ
いては簡便な会計処理が採用されている新小企業会計準
則の適用も認められている。

新準則と旧準則における重要な相違点として、次の点
が上げられる。(1)旧準則では連結財務諸表の作成は強制
されていないが、新準則では子会社があれば連結財務諸
表の作成が強制される、(2)旧準則では税効果会計は任意
適用であったが、新準則では強制される、(3)旧準則では
金融商品会計の考え方はなかったが、新準則ではIFRSと
ほぼ同様の金融商品会計の考え方が採用されている、(4)
旧準則では曖昧であった減損会計について、新準則では
明確に定めれている、(5)旧準則に比べ新準則では財務諸
表および注記の記載内容が著しく増加し、実務担当者の
負担が増える、などである。

＜建議＞
①税収徴収管理において、納税者の適切な納税
活動を支援する体制を確保し、地域差をなく
し、窓口裁量権限を可能な限り少なくする税
務対応を要望する。

②法制度の突発的な改定により、企業収益を圧迫
する事態が発生している。法制度の通知にあ
たっては、周知のための期間を十分に取り、遡
及適用を行う施行も取りやめてもらいたい。
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③中国内納税者救済手続および不服申立制度につ
いて、課税再審査請求は対応する税務局の1つ
上級の行政レベルの税務局に申し立てること
になる。その審査体制は不明確であり、十分
に機能しているとは言い難い。独立した機関
や国家税務総局への再審査請求ができること
を要望する。

④二国間相互協議について、国家税務総局と国税
庁間の協議開催件数が滞っている。国家税務
総局担当部門の人的強化を図り、相互協議が
円滑に機能することを望む。

⑤本社からの派遣駐在員の給与支払にかかわる対
外送金について、企業の申請に基づき速やか
に実現する対応が望まれる。駐在員PEについ
ては考え方が通達にて明記されたが、送金を
行う上で事前に行う登記手続が円滑に進まな
いケースも出ている。

⑥移転価格調査が強化されており、課税ありき
の姿勢で有無を言わせぬ調査が展開されてい
る。個別企業の機能とリスクおよび業界の個
別事情を考慮した上で課税根拠を明確に示す
ことを税務当局に要望する。

⑦中国全土での増値税改革がスタートしたが、
対象取引範囲の解釈および運用は税務当局に
よって異なる部分もある。今後、金融業、不
動産業、建築業でも増値税の適用が始まるこ
とになっており、解釈を統一化した上での運
用をしてもらいたい。

⑧増値税還付にかかわる手続が煩雑である上、
入金までの時間がかかったりするケースがあ
る。還付にかかわる手続の簡素化や迅速な対
応をお願いしたい。

⑨地方当局により保税区および保税物品に対する
理解と運用が異なっている場合があり、課税
を受けるケースが起きている。今後、全中国
における保税区企業および保税物品に対する
税務および税関管理の統一を望む。

⑩日系企業出向者の日本における社会保険の会社
負担分に対して個人所得税を課税する動きが
ある。これは納税者に対して手続面およびコ
スト面で過大な負担となるため、非課税とす
るなど企業負担の軽減につながる措置を要望
する。

⑪現在グローバルベースでIFRS（国際会計基準）
への移行が検討されているなかで、連結決算
対応の観点より現在の中国における12月決算
のみではなく企業の自主的判断で決算期を設
定できるといった、中国企業会計制度の柔軟
な対応が望まれる。

⑫新しい企業会計準則への移行措置が各地で異
なっており、今後義務化するにあたっては事

前準備期間を考慮した全国一律対応が望まれ
る。また、当該準則は2012年4月に欧州委員
会によりIFRSと同等と認められたがまだ差異
があり、一層のコンバージェンスへの取り組
みを要望する。

⑬新しい企業会計準則では連結財務諸表の作成要
件が規定されている。統括機能を有する投資
性公司が多い北京地区において今後新しい企
業会計準則が強制適用となる場合、体制整備
やコスト増など運営上の大きな問題が出てく
る。連結財務諸表作成対象会社を上場会社等
に限定するなどの見直しを要望する。
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2014年、中国経済には一層の減速感が見られたが、各
地方政府は依然として最低賃金基準を大幅に引き上げてお
り、企業における雇用コストは引き続き高い伸びを示すな
ど、経営における企業負担は増すばかりである。これらを
背景に在中外資企業には、コストダウンのため人員削減を
実施するほか、中国から完全撤退し現地従業員を全員解雇
するといったケースも見られる。特に日系企業においては
円安が大きく進んでいることもあり、製造業を中心として
「日本回帰」を図る動きも出ている様である。

労働者使用環境が日ごとに厳しさを増すなかで、労務管
理の問題は引き続き日系企業が真剣に取り組むべき重要な
課題といえよう。

2014年に公布、施行された主な政策 
および行政措置
「企業人員削減規定（意見募集稿）」
「企業人員削減規定（意見募集稿）」の公布
2014年12月30日、人力資源社会保障部は「企業人員

削減規定」の意見募集稿（以下、「本規定」という）を
公布し、広く社会に対して意見の募集を行った。本規定
が正式に発効すれば、現行の「企業経済性人員削減規定
（1994）」に替わる新たな規範となるものであり、企業の
人員削減にとって重要な法律となる。

就業率の確保（人員削減反対）と企業の存続（人員削
減容認）を同時に目指す、政府の立場を表す
本規定は企業が積極的に工会又は従業員代表と協議を行

い、育成又は業務時間、賃金の調整などの措置を行い、人
員削減を回避又は削減人数を少なくするための措置を講じ
ることを規定している。この措置が有効であった場合、政
府は企業に対し「雇用安定補助金」を支給するとされてい
る。また一方で人員削減を迫られる企業に対して政府は、
人員削減に関する報告を「許可制」ではなく「届出制」に
より管理するものとしており、これらは企業の速やかな人
員削減の実施にとって有利なものといえる。

政府により監督管理される人員削減の範囲を拡大
経済性人員削減は政府による監督管理を受けなければな

らないほか、協議により20名以上又は総従業員の10%以
上の人員削減を行う場合においても、政府に対して報告を
行うとの義務を規定している。従って今後は企業が協議に
よる大規模人員削減を行うことによって、経済性人員削減
の審査を回避する手法は制限を受けることとなる。このた
め、企業が大規模な人員削減を実施する場合、これまで以

上に綿密なコンプライアンス審査を行う必要がある。

この他、営業許可を取得した企業の分公司も、人員削減
実施時には本規定を遵守するべきとされる。

人員削減実施過程における 
企業の義務と工会、従業員の権利を強化
本規定は、企業が人員削減案を工会又は全従業員に対し説

明する義務とその期限を設けており、同時に工会又は全従業
員に修正意見を申し出る権利、企業が法定の手続に反して制
定した案に反対し、新たに手続をやり直すことなどを求める
権利があると規定している。このため、企業と工会、従業員
の交渉はさらに複雑かつ難度の高いものとなっている（交渉
におけるテクニックがさらに重要となる）。もっとも、一旦
交渉が成功すれば地方政府も企業に追加的な制限を行うこと
は難しく、自由裁量権により企業の人員削減が阻害されると
いったケースは減少するものと思われる。

最高人民法院は、労災保険行政案件に 
かかわる審理について、新規定を打ち出した
「労働災害保険行政案件の審理に係る若干の問題に関

する最高人民法院の規定」（以下、「本規定」という）が
2014年9月1日より施行された。本規定は労災と認定され
うる範囲を拡大するものである。とりわけ注目に値するの
は、通勤･帰宅途中に親族の家に立ち寄った場合や帰宅途中
で買い物に立ち寄った際に受傷した場合も、労災と認定す
る可能性があるとした点である。

労災に該当しうるケースが増加したことにより、労災を
巡って紛争となる範囲も拡大されたと言えるだろう。企業
においては速やかな労災保険料の納付が求められるととも
に、早期にリスク防衛のための措置を講じるなど対応を行
うべきといえる。

「集団契約制度の実施の推進に係る攻略計画の 
通知」（人社部発［2014］30号）の制定
人力資源社会保障部、中華全国総工会、中国企業連合

会、中華全国工商業聯合会からなる国の労働関係三者（政
府、工会、企業）調整会議は、2014年4月24日に共同で
「集団契約制度の実施の推進に係る攻略計画の通知」（以
下、「本通知」という）を発表し、集団協議および集団契
約のカバーする範囲を拡大し、2015年末までに集団契約の
締結率を80%まで引き上げ、2016年においても引き続き強
化のうえ締結率の向上を図ることを確定した。

本通知では、非公有制企業、女性従業員が多い企業、職
業上の危険が大きな企業、重点業界（建築、鉱業、飲食、
アパレル等）および在中のフォーチュン・グローバル500

第５章
労務
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がその重点対象とされている。

このため、集団協議制度の構築および集団労働契約の締
結を実施していない現地企業は政府から圧力を受けること
が予想される。もっとも、集団協議および集団契約は大規
模な労働争議が生じるおそれを減少させるという積極的な
意義も有する。このため企業にあっては、速やかな集団協
議制度の構築、集団契約の締結をご提案するものである。

「外国人短期業務遂行のための入国に関する 
処理手続（試行）」の制定
2014年11月24日、人力資源社会保障部等4部門は、

「外国人短期業務遂行のための入国に関する処理手続（試
行）」（以下、「78号文書」という）を共同発布し、2015
年1月1日より施行した。78号文書により、従来から大きな
変化が生じた。

1)「中国国内の提携先における技術、科学研究、管理、指
導等の業務」等、5種類を「短期業務」と定義し、Zビザ
を申請すべきことを規定。

2)「機械設備の購入に伴う敷設、補修、調整、取り外し、
指導、トレーニング」「中国国内で落札されたプロジェ
クトの指導、監督、検査」「中国国内の分公司、子公
司、代表処に派遣のうえ行う短期業務」等、6種の状況
にある場合、M又はFビザを申請すべきことを規定。

3)-中国とビザ相互免除協定を締結している国の国民であって
も、短期業務遂行のために入国する場合にはビザ免除は
適用されず、Zビザを申請すべきことを規定。

これにより、日本国民がビザ免除制度を利用して訪中で
きる範囲は小さくなっている。但し、78号文書の内容は
あくまで原則的なものに留まっており、「如何なる状況で
ビザ免除が適用できるか、如何なるビザを取得すべきか」
等の問題については判断が難しく、加えて地方政府ごとに
78号文書の実施に差異が生じることが確実視されること
から、個別ケースごとの分析、判断および地方政府への確
認が不可欠といえる。

2015年の展望
中国経済発展の「新常態」と適合する 
最低賃金上昇幅の設定
本年においても最低賃金基準は依然として、各省・市の

多くで10%以上の上げ幅を示した。中央政府が2015年の経
済成長目標を7%に設定した状況下にあっては、最低賃金の
上昇率も経済全体の成長率と一致すべきものであろう。企
業における利益の増加には限りがあり、賃金の上昇により
企業が雇用コストの増加に耐えられない、といった状況が
生じることは避けるべきである。

「企業人員削減規定」の実施
外資系企業の撤退が増えつつある現状にあっては、「企

業人員削減規定」が広く社会各界から集められた意見を基
に、合理性、実行性、法執行の統一性等の面を完備したう
えで速やかに実施されることを望むと同時に、企業保護と

従業員の利益の確保を出発点として、企業人員削減の条件
と手続を明確に規定されることを望むものである。

外国人の入国管理の改善
日本人に限らず78号文書実施後、中国入国の方式には

大きな混乱が存在し、確認の結果から見ても各地方政府に
おける78号文書の実施方法は不明確であり、実施状況に
も大きな差異が見られる。中央政府には速やかに今後の入
国管理方法の統一化、明確化、ビザ免除制度の適用と除外
範囲、短期業務用Zビザと社会保険の関係などの問題につ
いて明確な意見を示し、新制度の理解、遵守が容易になる
ことを望むものである。

＜建議＞
①労働環境

・国内外のその他拠点に一部の業務、生産を移転する
場合には、人員削減が必要となる場合があるので、
柔軟に認めて欲しい（既に意見募集稿に対し意見表
明済）。これらを含め、「企業人員削減規定」を適
切に制定・運用を行い、人員削減を真に必要とする
企業が、人員削減を円滑に実施できるようにしてい
ただきたい。円滑な人員削減を可能とすることによ
り、企業が現在の経済状況下で健全に存続できてこ
そ、結果的により多くの従業員の利益に繋がるもの
である。

・近年、外資企業では従業員によるストライキが
頻発しており、外国投資家の投資意欲を大幅に
減退させている。政府においては労使関係を安
定させるべく政策を打ち出し、ストライキ事件
の発生を予防するための措置を積極的に採用す
るほか、企業がストライキ事件を解決するに当
たり、さらに企業を保護、支持するよう要請す
る。また労働紛争発生時においても、政府が適
切に介入し、企業に協力してこれを速やかに解
決することを要望する。

②社会保障

・本国において既に社会保険に加入している日本人
は、中国において社会保険を利用する機会は多く
ない。日本人が社会保険に加入するかどうか、自
ら選択できるようにすることが望ましい。

・一部地方において既に外国人の社会保険強制加入
制度が実施されているが、日中社会保障協定の締
結までの間、社会保険料の納付を免除する過渡的
措置を実施するよう要望する。同時に、社会保険
料の二重納付が企業に及ぼす財政負担を解消する
ために、日中社会保障協定交渉の頻度やスピード
を上げて、日中社会保障協定を早期に締結するこ
とを要望する。

・外国人社会保険の法律適用について、地域的差異
を解消し、統一化、平準化をしていただきたい。
例えば、日本人駐在員が帰国に際し社会保険の脱
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退を申請した場合、地域によっては、還付を受け
られなかったケースもある。

・日本における社会保険料事業主負担分について、
当該日本人の中国での所得の一部として、個人所
得税を課税する動きが各地で見られる。上記課税
は、企業に多大な追加コストをもたらしているこ
とから、非課税とするなど企業負担の軽減につな
がる措置を要望する。

③出入国関連

・外国人の居留許可更新手続期間について、一部地
方では短縮されているものの、多くの地方（例え
ば北京等）では依然として15営業日である。長
すぎる手続期間は出張（国内、国外）等の活動に
多くの支障を来たしている。居留許可の更新手続
期間を短縮するよう要望する。一定の要件を満た
した外国人（地域本部従業員、一定額以上の所得
税を納税した日本人駐在員等）について、短縮す
るという措置を併せて検討いただきたい。また、
就業許可証、就業証、居留許可証等の申請に関連
する行政手続の簡素化も要望する。

・就業許可証の手続を行う際に、日本国内における
無犯罪記録証明の提出が要求されるが、過重感が
あり、企業にとって負担となっているため（従業
員はこのために帰国し、かなりの時間と労力をか
けて対応する必要がある）、当該制度を合理化
し、改善していただきたい。

・昨年の白書では、「就業許可の制限緩和」の意
見を提出したが、今年は改善されなかったばか
りか、規制が強化されることさえあった（例え
ば「北京市外国籍人員の雇用業務をさらに強化
することに関する通知」）。就業許可の制限緩
和を、引き続き要望する（年齢・学歴制限の緩
和、複数年のビザの発行等）。併せて、駐在員
とナショナルスタッフの人数比率により新たな
駐在員の就業許可を認めない、董事長助理と
いった職務では就業を認めない等の状況につい
ても、改善を求める。

・日本人がノービザで入国後、従事できる活動範囲
を明確にするよう要望する。

④労務派遣

・2014年3月に労務派遣関連の法律法規が変更さ
れて以来、労働局での関連手続がよりスムーズ
となったことは評価に値する。しかし、労務派
遣の活用は縮小される傾向にある。労務派遣が
労働者の働き方を拡大するための選択肢となる
ような方向での関連法規の整備を是非検討して
いただきたい。

・労務派遣の雇用比率制限（10％）の撤廃または
緩和を検討していただきたい。各業界、各企業の
具体的状況に基づき個別処理ができるよう要望す
る。例えば、開設されてから長年を経過した代表

処を有限公司に改編する際、派遣機構と無固定期
間労働契約を締結した全従業員について、2年以
内で処理を完了することは難しく、労務派遣従業
員の比率を10％以下に調整することが困難であ
る場合である。

・請負業務は労務派遣規制に組み入れられている
が、関連制限を緩和し、請負業務の実施細則等
の法規を明確にして、早期に適用することを要
望する。

⑤工会

・全国範囲で、下級工会が納入している経費比率に
ついて、最も低い率の基準への統一を希望する。
例えば、大連市の上納比率は40％であるのに対
し、北京市の上納比率は30％に過ぎず、地方に
よりばらつきがある。

⑥法律の運用

・昨年提起された、退勤帰宅途中における労災の適
用範囲の問題については、最高人民法院が2014
年6月18日に司法解釈を公布し、通常の通勤ルー
トおよび通勤時間を逸脱するものは、労災適用の
対象外であると明確に規定したことは、評価に
値する。2014年は、現行の労働法規では、ジョ
ブ・ローテーション、労働契約の解除等で企業に
対する制限が大変厳しいとの問題も提起した。
2015年以降も、事業環境はさらに厳しさを増す
ものであり、引き続き企業の実際の経営状況を踏
まえ、企業の生産変動、組織の最適化による人員
増減・異動等の特別な要請を満たすことのできる
政策を検討していただきたい。例えば、現在の、
固定期間のある労働契約を連続二回、締結するこ
とにより、固定期間のない労働契約に移行すると
いうルールを、連続三回に変更する等のルールの
見直しを要望する。

・農民工の都市定住を推進する政策（住居、戸籍）
に関する建議がなされ、2014年7月、国務院は
都市と農村で分かれている戸籍登記制度を統一す
る方針を打ち出した。このことは評価に値する。
引き続き、農民工が都市に定住できるような諸施
策（戸籍、失業保険等）を、強力に推進すること
を希望する。

⑦その他

・労務分野では、関連法規の規定が大枠的であり、
行政裁量が大きい。関連部署が異なる解釈のもと
運用を行うケースが散見されている。関連部署間
の意思疎通・調整を強化し、統一的運用を行うよ
うお願いしたい。

・新卒者の就職率は依然改善されておらず、政府と
しても人材育成に対する公的支援を充実させてほ
しい。
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現状の概要
中国における専利（特許、実用新案および意匠）の出

願件数は、これまでと同様に2014年も世界一であった
が、出願傾向に変化が生じた。2013年と比較して、特許
は約12％増加して約93万件となる一方、実用新案および
意匠は、それぞれ約3％および約15％減少して、約87万
件および約56万件となった。また、商標の出願件数は世
界一として増加を続けており、2013年は188万件の出願
がなされた（前年比約14％の増加）。このような状況の
中、日本企業による専利・商標出願は、横ばいまたは減
少傾向にあり、特に商標に関しては約3割減少したが、
依然として、中国は事業展開先として有望視されている
ことから、出願件数としては、外国企業の中で第一位
（専利）または第二位（商標）となっている。

また、専利・商標の出願件数増大も関係して、知的財
産権関連の民事訴訟の提訴件数は多く、2013年の第一
審の受理件数は、専利で9,200件、商標で2万3,000件を
超え、訴訟大国となっている。日系企業が被告となる事
案は必ずしも多くないとみられるが、今後も知的財産関
連訴訟の増加が見込まれるところ、日系企業が関係する
場合も増えてくることが予想される。中国政府も知的財
産権の司法保護に力を入れており、2014年には、北京
市、上海市および広州市において、これらの地域を管轄
して特許等の第一審訴訟を中心として専門に扱う知的財
産裁判所が設立された（ただし、広州知的財産裁判所に
おける管轄は、深圳市を除く広東省全省）。

さらに、中国においては知的財産権の活用による運用
効果の向上も図られており、2013年、中国における技
術契約の成約額は、約7,500億元（日本円で約15兆円）
とされている。ただし、そのうち専利権譲渡およびライ
センスの割合は約3％である。

このように、知的財産の保護・活用が進んできている
が、中国は依然として模倣大国でもある。中国政府は
2010年6月から2011年6月末にかけて、模倣品摘発の
特別キャンペーンを実施して大きな成果が得られたこと
は高く評価することできる。この取り組みは継続して実
施されているが、その一方で、巧妙化・分業化する模倣
品、インターネット上で販売される模倣品といった困難
な課題が顕在化しており、権利者の費用面・人的面での
負担が大きい状況も当面変わらないものと思われる。

その他、知的財産権法の制度整備についての取り組み
も盛んに行われている。2014年5月に改正商標法が施行
され、侵害行為に対する法定賠償額を「50万元以下」

から「300万元以下」と6倍に引き上げたり、故意侵害
に対する懲罰賠償規定を導入したりする等、民事救済の
強化がなされている点で歓迎すべきものである。また、
2014年から2015年4月までにかけても、専利法、職務
発明条例、知的財産権濫用による競争排除・制限行為の
禁止に関する規定等の改正・制定に向けた公開意見募集
が行われた。これらに対しては、中国日本商会としての
意見を個々に提出しているところである。

以上のとおり、中国の知的財産を巡る状況がダイナ
ミックに変化している中、諸外国の知的財産制度・運用
とさらに調和し、企業間で公平・公正に競争できる環境
の構築が、日本企業および中国企業のいずれにとっても
好ましいと考えられる。しかしながら、こうした観点か
らは、中国の知的財産制度・運用について以下の課題が
ある。

現状と課題
研究開発成果・ブランド保護の現状と
課題
出願手続
特許請求の範囲および 
明細書の記載要件並びに補正制限
特許請求の範囲および明細書の記載要件は、諸外国に
比べて厳しい審査基準により運用されており、その補正
および訂正についても同様である。特許請求の範囲およ
び明細書の記載についての過度に厳しい基準の要求や、
その補正および訂正についての過度な制限は、発明の適
切な保護に欠けることになる。

出願言語
国家知識産権局（SIPO）への専利出願は中国語での出
願しか認められておらず、外国語で記載された発明は中
国語に翻訳して出願することが必要となる。しかしなが
ら、翻訳に際して誤訳が生じることがあり、誤訳を原因
として権利取得や権利行使ができない事例も存在する。
日本を含む諸外国においては、外国語、特に英語での出
願が広く認められており、さらに誤訳訂正も認められ
ていることから、権利の安定性の面から好ましい制度と
なっている。

権利化プロセス
特許審査
特許の審査は、出願件数の増加にもかかわらず審査期

第６章
知的財産権
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間の短縮化・迅速化および審査の質向上・適格化が図
られており、特許の適正な保護の観点から好ましい傾向
であると評価している。また、現在試行延長中である日
中特許審査ハイウェイ（日中PPH）については、審査の
迅速化のみならず出願人の負担軽減に大いに役立つもの
であり、試行およびその延長や申請必要書類の簡素化等
の当局の取り組みに感謝している。一方、審査促進を図
る制度として優先審査制度が設けられているところ、中
国が初出願で外国出願予定の発明等に対象が限定されて
おり、この制度を十分には利用できないという問題があ
る。また、日中PPHについては、日本に申請する場合と
異なり、出願公開等が条件となっていることから、利便
性に問題がある。

秘密保持審査制度
中国で完成した発明を外国に出願する場合、SIPOによ
る秘密保持審査を受ける必要があるところ、そのために
必要な説明文書は実質的に中国語による出願明細書と同
等であり、海外市場を見据えた技術開発を中国で行った
場合であっても、費用・労力の大きな負担が求められる
ことになる。

実用新案・意匠審査
真のイノベーション活性化を図るためには、専利権の
量のみならず質を向上することも不可欠となる。しか
しながら、現在の実用新案および意匠は初歩審査のみで
登録を行い、十分な実体審査が行われないため、進歩性
および創作性がなくイノベーション活性化に何ら貢献し
ない粗悪権利の発生を抑制できない。SIPOは、初歩審
査における新規性審査を強化するための審査基準改正を
2013年9月に行ったが、その実効性は不透明であり、
かかる保護価値の無い粗悪権利まで奨励され濫用されれ
ば、高度イノベーション意欲の減衰や成長加速の阻害が
懸念される。

専利権・商標権の冒認出願
他人の発明創造や外国商標を第三者が不正に出願する
冒認出願について、専利法や商標法には直接の排除規定
がなく、第三者に冒認出願をされた真の発明創造者、商
標所有者に大きな訴訟の負担を強いることとなる。これ
は冒認出願を有効に抑制する上で問題である。

商標審査
改正後の中国商標法においても、外国で著名な商標に
ついて、中国内での著名（馳名）性を立証できなけれ
ば他者の悪意のある出願を排除できない。これら悪意あ
る出願による商標は市場を混乱させるとともに著名（馳
名）な商標権者の利益や中国での活動を不当に阻害し、
ひいては消費者利益も害する。これら悪意の商標を排除
するには、馳名度を証明するため膨大な証拠資料の提出
が必要である。また、証拠資料によっては審査されずに
却下される場合があり、かつその審査に長期な審査期間
を要しており、出願人のみならず当局にとっても相当な
負担である。

商標審査における情報提供
特許審査の場合と異なり、商標審査においては、第三
者による証拠資料の提出機会となる情報提供制度を有し
ておらず、安定性が十分でない権利が付与される懸念が
ある。

意匠制度
意匠的な創作は立体物や平面物の全体や部分について
なされるものであり、通常は創作された意匠のうちの一
部から製品化がなされるものである。また、寿命の長い
製品の意匠は、それ自体がブランド化して企業イメージ
を形成する要素となり、次世代製品に承継される場合が
ある。専利審査基準が改正され、2014年5月から画面意
匠（グラフィカル・ユーザー・インターフェース）の保
護が導入されたが、意匠の保護の対象や態様について、
さらに柔軟に認めてこそ、適切な意匠創作の保護が図れ
るものである。

職務発明条例草案
2015年4月、中国国務院法制弁公室により職務発明
条例草案に関する公開意見募集が行われた。職務発明規
定は、従前から専利法および同法実施条例において、専
利については規定されているが、この職務発明条例草案
は、専利以外の技術秘密、植物新品種権、集積回路配置
専有権等の他の権利についても職務発明の取扱いを規定
するものである。

知的財産に関する競争環境の現状と課題
さまざまな模倣行為
再犯行為
日系企業は模倣業者に対する摘発に積極的に取り組ん
でいるが、模倣業者は処罰を回避するために模倣行為を
巧妙化・複雑化している。また、行政による模倣品摘発
がなされても、侵害行為に比して行政による制裁が十分
なされておらず、刑事訴追基準の運用が地方によって不
統一なこともあり、行政摘発後の刑事移送が困難となっ
ている。さらに、同一者が会社名を変えて模倣行為を
行った場合を再犯とする等の再犯行為類型の統一がなさ
れていないこと、各地方当局間の連携体制が整備されて
いないこと等により、模倣行為を意図的に繰り返す再犯
者が後を絶たない。

不法経営額の算定
模倣品の摘発については、行政機関、特に工商行政管
理局、質量技術監督局の実施によるところが大きく、
公安機関による摘発はこれらの摘発に比して非常に少な
いのが現実であり、その大きな根拠の一つとして、不法
経営額の算定が非常に低いため、再犯行為につながって
いるものと考えられる。さらに、真正製品の一部を模倣
品に取り換えて再包装したものは、全体として模倣品と
なっているにもかかわらず、不法経営額の算定や押収に
おける侵害認定に際して、一部取り換えた模倣品に対し
て行われている。そのため、不法経営額算定が不十分で
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あり、さらに、摘発されても一部模倣品だけ押収されて
製品は返還されるため、その後の再犯を助長させること
にもなる。

模倣巧妙化
模倣品を分業で組み立てたり、地域を跨いで生産した
り、部品単位で輸出し輸出先で模倣品組立を実施した
り、商標表示を切り替え可能としたりする等、模倣業者
が摘発を免れるため、模倣手法の巧妙化が進んでいる。
これは行政機関が模倣業者間の共同行為を権利侵害とし
て認定する関連法規が明確でないことが一因であり、摘
発実務においても、模倣行為が行政機関の勤務時間外で
ある夜間や休日を狙って行われ、また巧妙化により個々
の模倣業者の権利侵害度合いの程度が軽くなり、首謀者
の特定を困難にしている。

違法看板
模倣品の販売店舗には、権利者の商標を許可なく無断
で掲示した看板が立てられ、消費者に誤認・混同を与え
ているケースがあり、放置した場合、正規販売店と競合
し、当該販売店からのクレームや、当該販売店舗が粗悪
な模倣品を取り扱っていた場合には、自社ブランドへの
ダメージが大きい。さらに、摘発を受けても、看板を布
等により覆うだけでその場は回避して、その後で元に戻
したり、文字の一部だけ削除したりして、確実な摘発の
執行がなされないこともある。

インターネットを介した模倣品販売
知的財産保護プログラムの整備
インターネットを悪用した模倣品販売について、ネッ
トビジネス量の増加により模倣品業者が急増し、1つの
サイトで数千にのぼる出品のうち約半数は模倣品とも
いわれている。各インターネットサービスプロバイダ
（ISP）は、知的財産保護プログラムの整備や統一化、
権利者との積極的な情報交換等の自主的な取り組みを
行っているが、模倣品の多さに対応が追い付かない現実
がある。また、ネット上の取引においては相手方の顔が
見えないため、名称を変えれば容易に再犯がなされ、現
実取引よりも模倣品業者の特定が困難である。さらに、
インターネットは海外からもアクセス容易で海外への模
倣品流出が広がる可能性が高い。さらに、インターネッ
ト（オンライン）における模倣品業者の情報により、実
際の市場、流通経路および製造現場（オフライン）での
摘発につなげていく必要がある。

外国企業名の使用
インターネット上で、外国企業名と代理店または専用
修理センター等の名称を勝手に使ったウェブサイトが増
えており、外国企業と正式に契約した企業であると消費
者に誤認させる悪質な不正競争行為である。

形態模倣行為
模倣行為の巧妙化の一つとして、商標は付されていな
いが、製品の外観が一致したものが流通している。これ
ら形態模倣製品は他者のデザイン（特に外国製品）にた
だ乗りするものであって、放置すれば公正競争に反し、

また、製作者の創作意欲が阻害されることになる。

知的財産に関する紛争処理の現状と課題
実用新案権の行使
実用新案の出願・登録は近年急速に増加してきたが、
実用新案は実体審査を経ないで登録されるため、無効理
由を有する権利の発生を防ぐことが困難である。このよ
うな無効理由を有する権利は保護価値がないばかりでな
く、権利行使がなされた場合は、行使を受けた第三者に
多大な損害や負担を強いることとなり、さらに権利の濫
用がなされた場合は産業の発達も阻害される。

先使用権制度の運用
企業活動においては、営業秘密として保護するため、
または専利化には及ばないとして、研究開発成果の専利
出願を行わない場合がある。しかしながら、情報漏洩等
により後発的に第三者が同じ内容を専利出願し権利化さ
れる場合があり、このような場合に公平性の観点から認
められるのが先使用権である。しかしながら、中国の先
使用権は、発明ではなく実施製品についてのみ、使用を
証明できた時点の製造能力の範囲内でのみ認められるに
すぎず、同じ発明を利用した改良製品やその後に拡大し
た製造範囲は先使用権が認められず、公平性の観点から
先使用者の保護に欠ける場合がある。

判決の執行
訴訟により、知的財産権侵害が認められた判決を得ら
れても、その履行が十分にはなされない執行難問題があ
る。強制執行制度はあるが、被執行人が執行通知を拒絶
した場合や、財産を隠匿するおそれがある場合等に限ら
れている。また、最高人民法院は、2013年7月に「信用
喪失被執行者の名簿情報の公表に関する最高人民法院の
若干規定」を公布し、判決不履行者の社会的制裁を行う
としたが、その実効性は不透明である。

情報公開
専利復審委員会および商標評審委員会による審決や、
人民法院による判決の全件は公開されていない。最高人
民法院は、2013年11月に「人民法院のインターネット
上での裁判文書の公開に関する規定」を公布し、裁判文
書の公開を進めるとしているが、その実効性は不透明で
あり、予見可能性を高め公平性を担保するためにも、よ
り積極的な公開がなされることが必要である。

技術ライセンス関連制度
中国技術輸出入管理条例は、外国から技術を導入するラ
イセンス契約において、中国ライセンシーが第三者の特許
権等を侵害した場合、外国ライセンサーが特許保証責任を
負うとしている。さらに、中国ライセンシーによる改良技
術は、中国ライセンシーの帰属となるとされており、これ
らは、外国企業が中国企業に技術をライセンスする場合の
障害となり、中国政府が目指す技術取引の進展に影響を及
ぼすものである。
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知的財産権濫用による 
競争排除・制限行為の禁止規定
2015年4月、「知的財産権濫用による競争排除・制限
行為の禁止に関する規定」が工商行政管理総局により公布
された。これは、正当な知的財産権行使行為と、競争の排
除・制限につながる権利濫用行為との境界を明確にしよう
とするものであるが、具体的な事例等に基づく基準が明確
ではないことから、その判断が容易ではないため、企業の
事業活動における予見可能性が十分ではない。

＜建議＞
- 知的財産権保護のための法制度・運用を強化
することは、中国において事業活動を行う外
国企業のみならず、中国企業にとっても有益
であることから、中国における知的財産権保
護の日米欧等諸国レベル化等による保護促進
を図っていただきたく、具体的には以下のと
おり要望する。

１．研究開発成果・ブランドの適切な保護の促進

（１）出願手続の合理化・多様化

・特許請求の範囲および明細書の記載要件並びに
補正制限の緩和

- サポート要件等の特許請求の範囲および明細
書の記載要件を諸外国のレベルに緩和すると
ともに、特許請求の範囲については、減縮を
目的としたものであれば明細書および図面に
記載の範囲内での柔軟な補正や訂正を認める
ことを要望する。

・外国語出願の容認

- 英語や日本語等の外国語による出願ととも
に、外国語出願について翻訳文の誤訳訂正を
認めることを要望する。

（２）権利化プロセスの合理化・適正化

・特許審査の迅速化・的確化

- 優先審査制度の対象を「中国に初出願し外国
出願予定のもの」以外の、例えば実施予定の
特許出願等への拡大を要望する。また、日
中特許審査ハイウェイ（日中PPH）について
は、速やかな正式合意を行うとともに、出願
公開前の受理等の条件緩和を要望する。

・秘密保持審査制度の改善

- 中国における技術開発がさらに活発になる中
で、競争力を上げるためにも、中国で生まれ
た発明を外国に出願する場合に必要となる秘
密保持審査について、技術分野に応じて審査
が免除される等の改善を要望する。

・実用新案・意匠における審査主義の導入

- 実用新案と意匠について、審査主義（実体審

査制度）の導入を要望する。

・専利権・商標権の冒認出願への対策

- 不正に発明創造・商標の内容を取得した者によ
る専利権・商標権の冒認出願に対抗するため、
権利化を阻止できるように、拒絶理由や無効理
由に冒認出願を加えることを要望する。

・適切な商標審査

- 他者の悪意による出願を排除するため、外国
における著名（馳名）性、商標標識の顕著
性、地域ブランドを考慮した審査を行うとと
もに、類否判断において異なる商品役務区分
の馳名商標を含めて判断がなされることを要
望する。さらに、馳名商標の認定審査におい
ては、出願人が中国国内でのホームページ閲
覧数やインターネット販売数、中国業界団体
との交流実績等、通常とは異なる資料を提出
した場合であっても、審査の対象とすること
を要望する。

・商標審査における情報提供制度の導入

- 権利の安定性を高めることは、権利者自身に
とっても有益であることから、商標法等にお
いて、第三者による情報提供制度の導入を要
望する。

（３）意匠制度の見直し

- 意匠出願について、前記１．（２）のとおり
実体審査の導入を要望するとともに、実体審
査を前提として部分意匠および秘密意匠制度
を導入することを要望する。また、自己開示
による新規性喪失の例外適用の導入を要望す
る。さらに、意匠権については、ロングライ
フ製品保護のため、保護期間を10年から20年
に延長し、日欧等諸国レベルとすることを要
望する。

（４）職務発明条例草案の見直し

- 職務発明制度は、そもそも専利法等において
包括的に規定されており、専利法のような上
位規定がない技術秘密や、植物新品種権、集
積回路配置専有権等の他の権利まで適用範囲
を広げて法定することを日米欧等諸国は実施
しておらず、各企業の事業活動を阻害する要
因となることから、本条例制定の中止を要望
する。

２．知的財産に関する公正な競争環境の実現

（１）模倣行為抑制に向けた諸施策

・再犯防止

- 再犯認定基準を明確にし、中央および地方を
含む工商行政管理局、質量技術監督局、海
関、公安による摘発の処罰情報の共有化する
とともに、再犯を抑止するために、行政機関
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と公安との間での刑事移送の一層の円滑化を
要望する。そのためにも、海関が所有する情
報を権利者に提供する等、権利者との連携の
一層の緊密化を要望する。さらに、再犯行為
に対する厳罰化の法運用を適切に進めていた
だくとともに、これらの取り組みを全国規模
で行うことを要望する。

・不法経営額の統一的で適正な算定

- 摘発された模倣行為の処罰が適切に行われる
ためには、不法経営額の算出額が重要であ
り、当該算出手続を明確にし、統一的かつ適
正な運用を図ることを要望する。　

・模倣巧妙化への対処

　行政機関に分業の繋がりを捜査する権限を付与
することや、意匠権の間接侵害を適用する等
の法整備を進めることを要望する。また、商
標が付けられていない商品と商標ラベルとが
見つかった場合、商標ラベルが商品に付けら
れることを客観的に判断し、商品の押収もで
きるようにすることを要望する。

・違法看板への対応

　消費者保護の観点からも、速やかに違法看板を
撤去するとともに、再犯防止のために、処罰
を盛り込んだ確実な法的対策を講じることを
要望する。

（２）インターネットを介した模倣品販売の対応

・知的財産保護プログラムの整備強化　

- インターネットサービスプロバイダ（ISP）に
よる知的財産保護プログラムの整備をさらに強
化し、迅速な模倣品販売サイトの削除要請への
対応や再犯抑制がなされるように、関係当局に
よる指導を行うことを要望する。さらに、中国
のISPに対して国外のISPと連携し同様に対策を
講じるよう働きかけることを要望する。

・外国企業名使用の取り締まり

- インターネット上で、外国企業名と代理店ま
たは専用修理センター等の名称を勝手に使
い、外国企業と正式に契約した企業であると
誤認させるウェブサイトの関係当局による取
り締まり強化を要望する。　

（３）形態模倣の禁止

- 反不正当競争法等において形態模倣行為の禁
止を明記し、形態模倣行為の禁止を確実に行
うことを要望する。

３．知的財産に関する紛争処理の公平化・合理化

（１）実用新案権行使時の注意義務化

- 実用新案制度については、前記１．（２）の
とおり審査主義の導入を要望するが、直ちに

導入することが難しい場合、実用新案権行使
時の評価報告書提出の義務付けや、評価報告
書の作成を第三者からも請求できるようにす
る等、権利行使に一定の法的制限を課すこと
を要望する。

（２）先使用権制度運用の適切化

- 先使用権の範囲（先使用権として実施が許容
される対象範囲、実施範囲）の拡大を要望す
る。すなわち、発明としての同一性や事業目
的の同一性を失わない範囲内での実施形式・
実施態様の変更の認容を要望する。

（３）判決の執行強化

　強制執行権の拡大、強制執行不可能時の社会的
制裁の強化等により、判決による確定事項を
確実に執行する仕組みの構築を要望する。　

（４）情報公開の促進

- 専利復審委員会および商標評審委員会の審決
および人民法院の判決の公開範囲拡大を要望
する。また、誰でも審査資料、裁判資料の閲
覧を可能とする制度の創設を要望する（ただ
し、営業秘密情報は除く）。

（５）技術ライセンス関連制度の是正

- 技術輸出入管理条例におけるライセンサーの
過大な義務の是正を要望する。

（６）知的財産権濫用による競争排除・制限行為
の禁止規定の明確化

　「知的財産権濫用による競争排除・制限行為の
禁止に関する規定」について、知的財産権濫
用となる基準を明確にし、知的財産権の正当
な行使が安易に濫用と判断されることがない
ようにすることを要望する。
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2015年1月1日から環境保護法が改正された。同法の
改正によって違法行為などに対する罰則が強化され、汚
染排出の許可などについても厳格化される見込みであ
る。今後、法の実効性を高めるため、情報公開の徹底、
監視体制の強化や取り締まりなどの面での厳格かつ公平
な執行が求められる。

また、環境保護法の改正に続いて、大気、水、土壌汚
染分野における制度整備が進められている。環境対策に
おいて、豊富な経験、技術・ノウハウを有する日本企業
が貢献できる領域は広範に存在することから、環境関連
プロジェクトに日本企業による関与が拡大できるよう政
府の取り組みに期待する。

環境汚染問題の現状
依然深刻な大気汚染の状況
環境保護部によって発表された2014年の重点74都市
の空気質量状況報告によると、中国の大気汚染基準値以
下の日数は全国平均241日、基準値以下の平均日数の割
合は2013年の60.5％から66.0％に増加、重度汚染の平
均日数の割合は2013年の8.6％から5.6％に低下するなど
若干の改善の傾向がみられる。

京津冀地域では大気汚染基準値以下の平均日数は156
日、基準値以下の日数割合は42.8％（2013年は37.5％）、
重度汚染の平均日数の割合は17％（2013年は20.7％）と
いずれも前年に比べて若干の改善傾向がみられるものの、
同地域のPM2.5の平均濃度は93μg/㎥と、日本の年平均環
境基準（15μg/㎥）の6倍以上であり、依然、健康に多大
な影響を及ぼす深刻な状況が続いている。

「全国土壌汚染調査公報」の公表
土壌汚染関連では、2005年4月から2013年12月の間
に、環境保護部および国土資源部によって、初めて全国
土壌汚染状況調査が実施された。

2014年4月に公表された「全国土壌汚染調査公報」
によると、全調査対象面積（630万平方キロメートル）
のうち16.1％で汚染基準値を超過し、うち1.1％が重度
汚染であることが判明した。地域別では、長江デルタ
地域、珠江デルタ地域、東北の工業地域での数値が高く
なっており、土地利用別では、耕地で19.4％、林地で
10％、草地で10.4％、未利用地で11.4％、重度汚染企業
用地で36.3％、工業廃棄地で34.9％、工業園区で29.4％
において汚染基準値の超過が確認された。さらに汚染
物質別では、カドミウム7.0％、ニッケル4.8％、ヒ素

2.7％、銅2.1％、水銀1.6％、鉛1.5％、クロム1.1％、亜
鉛0.9％など重金属が高い数値を示した。

近年、カドミウム汚染米が流通するなど土壌汚染問題
に対する関心が高まりつつある中で、長期間にわたっ
て実施された本調査の結果がようやく公表され、また、
土壌汚染対策の法整備と鉱工業への監督管理の強化を行
う旨が、環境保護部長より言及されているところである
が、耕地汚染は食の安全にも影響する問題であり、今
後、迅速かつ抜本的な対策が求められる。

環境関連法制度の整備状況
環境保護法の改正
2015年1月から環境保護法が改正された。環境保護法
は中国の環境関連法規の最上位に位置付けられており、
深刻化する環境問題に対応すべく約2年にわたる審議を
経て1989年の旧法施行から25年ぶりに改正された。

改正環境保護法の特徴として、第1に罰則の強化が挙げ
られる。具体的には、違法企業に対しては、是正命令か
ら是正するまで罰金が日計算で継続して科せられ、上限
がなくなっている（第59条）。また、所定の汚染物排出
基準を超過して排出した場合、地方の環境行政部門は、
生産の制限・停止、休業、廃止等の措置を命じること
（第60条）、さらに一定の違反行為に対して企業の責任
者を行政拘束に科すこと（第63条）や、関連設備を差し
押えること等が行えるよう、同部門に大きな権限が付与
されている（第25条）。一方で、同部門による不作為に
対しても、厳しい処分が科されることとされており（第
68条）、徹底した執行を担保する内容となっている。

第2には重点汚染物排出総量管理制度（第44条）、お
よび汚染排出許可管理制度（第45条）の導入である。
汚染物質排出総量管理制度については、2007年から天
津市、河北省、内モンゴル自治区等の11省・市を試行
拠点として汚染物質排出権取引制度が導入されている。
2014年8月に国務院弁公室が公布した「汚染物質排出
権の有償使用および取引試行業務のさらなる推進に関す
る国務院弁公室の指導意見」では、2017年までに試行
拠点における取引制度を完成させるとしている。また、
汚染排出許可管理制度については、2014年12月、環境
保護部から「排汚許可証管理暫行弁法」の意見募集稿が
発表された。同制度は一部地域では既に実施されている
が、今後、同許可証に記載された排出汚染物質の種類、
濃度や総量、排出方法などの範囲内でのみ排出が認めら
れるようになる。

第７章
省エネ・環境
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第3には、情報公開と公衆参加について、新たな章を
設け（第5章）、国民が環境汚染に関する情報を入手
し、汚染者を監督する権利を有するとした他、公益訴訟
制度に関する組織の要件を明確にし、環境汚染、生態破
壊、社会の公共利益に損害をもたらす行為に対して、直
接の被害者でない第三者の環境NGOなどが公益訴訟を起
こす環境が整備されることになる（第58条）。

改正環境保護法によって、罰則が強化され、また、汚
染物質の排出総量管理規制や許可管理制度の導入によっ
て、今後、企業による環境対応にかかるコストは上昇
し、環境意識が高まることが期待される。一方で、法の
実効性が高められるよう、情報公開の徹底、監視や取り
締まりなど執行面において厳格かつ公平な対応が求めら
れる。

二酸化炭素排出権取引制度の動向
2013年から北京市、天津市、上海市、重慶市、広東
省、湖北省、深圳市（広東省）の2省5都市を試行拠点と
して、二酸化炭素排出権取引制度が導入されている。

7カ所の試行拠点全体で約2,000社の企業・団体が対
象となっており、湖北省、重慶市を除く試行拠点では、
2014年に前年の排出量を報告する義務履行報告期限を
迎えた。通常は前年の二酸化炭素排出量が割当量を超過
した場合、義務履行報告期限前に排出権取引市場を通じ
て超過分を購入して義務履行報告を完了する必要がある
が、義務履行報告を実施せず、罰金が科せられたケース
が生じた。未報告の理由として「行政からの制度導入に
関する周知不徹底や企業責任者の制度に対する認識不
足」といった点が挙げられている。

2014年12月に国家発展改革委員会から「炭素排出
権取引管理暫定弁法」が公布され、2016年を目途に全
国での制度導入が見込まれている。今後は2016年から
2019年までが全国での二酸化炭素排出権市場の第一段
階、2019年以降を高速発展段階と位置づけられてお
り、具体的な運用方法が公表される見込みであるが、新
たな制度導入にあたっては、事前に情報周知が徹底され
ることを期待する。

今後の環境関連法制度の整備について
環境保護法の改正に続いて、深刻化する環境問題に対
応すべくさまざまな分野での環境関連法制度の整備が進
められている。

大気汚染分野では、いわゆる「大気十条」といわれる
「大気汚染防治行動計画」が2013年9月に制定されたこ
とに続いて、2000年から施行されている「大気汚染防治
法」の改正法案が審議されている。改正法案では、大気汚
染に対する政府の責任の明確化、各地域への排出総量の割
当、排出汚染許可の発行、排出超過や違法行為に対する罰
則の強化などが新たに盛り込まれる見込みである。

また、水汚染分野では「水汚染防治行動計画」（水十
条）が2015年4月に発表され、「水汚染防治法」の改
正作業が政府部内で行われている。さらに、土壌汚染の

分野では、前述の通り、これまで土壌汚染防止にかかる
基本的な法体系が整備されておらず、「全国土壌汚染調
査公報」の公表結果やカドミウム米事件を受けて社会的
関心が高まる中で、法整備に向けて急ピッチでの作業が
進められている。「土壌汚染防治行動計画」（土十条）
については、近日に国務院への審議上程が予定されてい
る。新法となる「土壌汚染防治法」についても既に環境
保護部内で草案が作成されている。

今後、大気、水、土壌といった主要な環境問題に対す
る政策体系や法体系の整備が進むことによって、汚染
を排出する企業にとっては、より厳格な対応が求められ
る。中国での環境問題の解決には企業の社会的責任に対
する意識の向上とともに、環境コストを意識した経営が
求められる。一方、環境分野での規制の厳格化に伴って
環境ビジネスの規模はさらなる拡大が見込まれる。日本
企業が有する豊富な経験や技術・ノウハウによって貢献
できる領域は広範に存在していることから、関連プロ
ジェクトに広く関与できるよう要望する。

電子情報製品汚染制御管理弁法（中国版RoHS）
中国版RoHSの管理弁法は大量に販売される電子情報
製品に関して、有害物質の含有量を削減し、環境汚染を
低減することを目的に2007年に施行された。

同管理弁法は、当初は第1ステップ（有害物質低減設
計・生産の導入と有害物質使用保護期限の表示等）、第
2ステップ（重点管理製品の強制認証等）と、段階的に
施行される予定であったが、その後の法改正準備が整わ
ず、結果として2015年3月時点においても、第1ステッ
プだけが実施されている。

なお、同管理弁法は、これまで2回の改正案が示され
た。同改正案においては、対象製品に①「電気製品（白
物家電など）」を追加、②重点管理項目製品に対する
CCC認証制度とは別の「自発的認証制度」の導入、③
「自己宣言制度」の導入等が検討されている。

「自発的認証制度」は、現時点では、自発的認証制度
が法的根拠のない状態で運用されている。

廃棄電器電子製品回収処理管理条例(中国版WEEE)
廃家電のリサイクルを目的として「廃棄電器電子製品
回収処理管理条例」（国務院令第551号）が2009年に
公布された。対象製品の生産者および輸入者が、リサイ
クル基金を納付し、当該基金からリサイクル事業者に補
助金を支払うことにより、廃家電のリサイクルを推進す
る仕組みである。対象製品は、テレビ、冷蔵庫、洗濯
機、エアコン、パソコンの5品目であったが、2015年2
月に、温水器、レンジフード、携帯電話、複写機、プリ
ンター、モニター等を加えて14品目となった。新品目は
2016年3月から実施されるが、2015年3月時点では、対
象品目の詳細、基金・補助金の額等は決まっていない。

リサイクル工場に対しては、細則の整備や違反企業の
取り締まり強化等の運用改善がみられるものの、リサイ
クル事業者が補助金申請後、交付に約1年弱の期間を要
するなど、なお改善を要する事項が残っている。
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＜建議＞
①大都市圏および周辺地域の大気汚染は、PM2.5
については若干の大気質が良好な時期もあ
るものの、依然として深刻な状況が続いてお
り、健康的な事業活動が行えない状態が続い
ている。また、水質汚染、土壌汚染などの環
境問題も深刻化している。PM2.5の成分分析
を含む汚染データの測定・公表による情報開
示を進めて、国民の環境意識の向上に努める
とともに、環境規制および執行体制の強化、
執行の透明性向上など抜本的な対策を求め
る。また、日系企業としても環境汚染の改善
に役立つことを望んでおり、技術・設備の導
入普及等、関係のプロジェクトにさらに参与
させていただきたい。

　他方、地域の汚染濃度が一時的に高まった場合
の措置について、任意の工場に突発的に操業
停止を指示するのではなく、公平かつ合理的
なルールを構築すべきである（客観的基準の
公表、事前通知等）。

②環境・省エネ関連の政策・法律・計画の策定過
程において、外資企業を含む関連業界との情
報交換、関係国政府機関との調整も十分に行
いつつ進めてもらいたい。手続等については
透明性・公正性の確保を要望する。また、新
しい制度やプロジェクトを開始する際に提案
や申請を募集する場合、優れた製品や技術を
普及させる観点から、十分な時間を用意すべ
きである。また、実施細則の整備や解釈の明
確化、規制に関する問い合わせ窓口の明確化
が引続き必要である。取組みは徐々に進んで
いることから、さらなる発展を要望する。

③環境保護法の改正等によって、法令違反の企
業に対する罰則は強化されている。日系企業
としては法令遵守については誠心誠意取り組
んでいくつもりであるが、法令遵守を適切に
行うことができるよう、今後、地方政府等に
よる監視や取り締まりなど執行面において、
担当者の恣意的な対応ではなく、内外資問わ
ず統一した基準などに基づく運用がなされる
ことを要望する。また、新たな規制を執行す
る際、既存設備への適用については、猶予期
間・経過措置を設けるなど、必要な配慮をい
ただきたい。

　さらに、中央政府・地方政府、環境NGO等が
協力し、違反企業に対する取り締まりの強化
と罰則の徹底を図ることを要望する。

④省エネ・汚染物排出削減目標の対応について
は、より広い視野に立った総合的な政策的対
応をすべきである。例えば、省エネ・環境改
善のための改造・設備更新を行う企業に対す
る優遇策、資金面などの支援、地域間での執

行の差の縮小、設備投資のスピードなど企業
の能力を考慮すること等を要望する。

⑤省エネ・環境関連ラベル制度において、認証、
試験、ラベル貼付等に時間やコストがかかる現
行制度の合理化を要望する。例えば、「環境配
慮製品」として一種類のラベルに統合するこ
と、多地域での相互認証を認めること等を要望
する。また、対応にあたっては、企業の対応時
間に考慮したスケジュールを事前に設定し、そ
のスケジュールを堅持することを要望する。

- さらに、環境配慮製品を普及させるため、政府調
達額などの計画目標や実績の公開を要望する。

⑥電子情報製品汚染制御管理弁法(中国版RoHS)

・当該管理弁法の検討・改正に際しては、外資系
企業に対しても十分な説明を行い、手続の透
明性・公正性を確保することを要望する。

・認証（合格評定）制度を導入する場合は、国
内外およびサプライチェーン全体の企業負担
の軽減を図りつつ有害物質削減制度を効率的
に実施する観点から、先進国並みに生産者自
身が適合性を証明できる仕組み（自己適合宣
言）を導入することを要望する。例えば、欧
州等の制度を参考に中国に最適な制度を作成
いただきたい。

・制度変更や対象拡大等の場合においては、例え
ば、新規品目の設計製造の見直し、表示変更
等の対応にかかる時間を考慮し、実施まで十
分な猶予期間を設定するよう要望する。

・公示や通知に掲載のない運用は避けるか、やむ
を得ない場合は何等かの文書で明示するよう
要望する。

⑦廃棄電器電子製品回収処理管理条例(中国版WEEE)

・制度の運用に当たっては、基金の徴収・運用に
透明性・合理性・公平性を確保することを要
望する。また、認定リサイクル事業者への早
期の補助金支払いについても強く要望する。

・品目の見直しが行われたが、2016年3月の実
施までに品目の範囲の詳細、基金・補助金額
の決定を十分な時間的余裕をもって決めるこ
と、決定プロセスを透明・公正にすること、
そのために外資系企業の意見も十分に考慮す
ることを要望する。

・基金制度の公正な運用のために、実施細則の整
備、解釈の明確化、規則を遵守しない企業へ
の取り締まりを強化すべき。

・制度の適正な運用のためには、廃家電の回収事
業の強化、資源の回収処理技術の向上（液晶
パネルなど新たな廃家電素材への対応、フロ
ン回収等への対応など）のための支援政策を
検討すべきである。
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技術標準・認証の現状
中国の技術標準・認証に係る動向
2011年12月、国家標準化管理委員会から「標準化事
業発展第12次五カ年規画」が発表されているが、その後
同委員会は2014年6月に「国家標準化体系建設発展計画
(2014～2020年)」の策定作業に着手した。この計画に
は、中国の標準化体系の中長期的な発展目標や重点的な
内容・措置が盛り込まれる。

標準化法の改定動向
中国においては現在、標準化管理体系に関する一連の
改革を進めている。この改革の多くは試行事業や模索の
段階にある。今後国家標準化管理委員会や関連機関が、
標準化体系を整え、新たな政策に基づいて標準化法の改
正案を作成することとなるだろう。よって同法の改正に
は、もうしばらく時間がかかると思われる。

標準化管理体系の改革
2013年の新体制発足後、中国政府は一連の行政改革
を開始し、その一環として2014年6月に「市場の公平な
競争の促進および市場の正常な秩序の維持に関する若干
の意見」を、2015年3月に「標準化改革方案の深化に関
する通知」を発表した。当該意見に基づく改革等を以下
に紹介する。

強制規格体系の改革
強制標準の公布機関は、国、業界、地方の3つの階層
がある。既に多くの業界強制標準や地方強制標準がある
が、これらと国の標準の間に矛盾や重複が見られる。今
後の改革の方向性は、強制標準は国家標準に一本化し、
業界強制標準や地方強制標準は段階的に廃止する。

また、改革においては、強制標準の発布機関を国家標
準化管理委員会から一段高い国務院又は国務院が委託す
る機関にし、業界監督当局や地方機関はその実施・監督
を担うこととなる。

しかし、現時点では改革の進展は遅れており、2015年
3月末時点では正式には改革プランが発表されていない。

また、国家標準化管理委員会は、標準審査承認プロセ
スに要する時間を約半分にする改善を進めるとともに、
技術標準委員会のメンバーに消費者組織からの代表を増
やそうとしている。

製品規格に関する声明制度
中国では、現在企業の製品規格の届出制度を採用して
いる。企業は、企業標準を定めた場合は所管の監督部門
への届出が必要である。

政府は本制度の改革に着手しており、企業の製品規格に
関する届出を改め、政府指定のウェブサイトにおいて自社
の製品規格を公開する声明制度を検討している。2014年
10月、全国７カ所で同制度が試験的に実施された。

2015年1月以降は、対象地区の企業は企業製品規格情
報公示プラットフォームで声明を公開し、届出が完了し
たとみなされる等徐々に制度の導入を企図している。

団体による標準制定事業
これまでは、標準作成は政府主導であり、社会や市場
の役割が十分に発揮されているとは言い難い。このた
め、ニーズに基づいた標準の効果的な制定改正に至ら
ず、標準体系に空白があったり立ち遅れた標準がある等
の問題があった。

このため、2013年6月に国家標準化管理委員会は、団
体標準の研究プロジェクトを立ち上げ、民間団体による
市場のニーズに的確に符合した団体規格の制定・改正の
体制を推進するとともに、業界標準体系を構築すること
を目指している。

標準化体系の改革後は、強制標準は国家標準に集約し、
業界標準は原則として推奨標準のみとして、主に業界協
会、技術標準団体等の民間団体に制定を委ねることになる
と思われる。また、地方標準は段階的に廃止される。

国際標準化の推進
中国は、第12次５カ年規画において、積極的に国際標
準化を推進することとし、国内標準の国際標準との整合
化等の作業が進展している。

2014年末時点で、中国には、国際標準化機構
（ISO）、国際電気標準化会議（IEC）の技術機関70組織
の事務局が置かれ、43組織の議長又は副議長を中国から
輩出している。

また、標準の国際規格の採用は、国家標準総数3万
680件のうち約40%となった。

国家標準に関わる特許の管理規定
国家標準化管理委員会と国家知識産権局は、2013年

第８章
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12月19日に「国家標準に関わる特許の管理規定（暫定
施行）」を制定し、2014年1月1日より施行した。これ
は、国家標準の管理業務を規範化し、イノベーションと
技術の進歩を奨励し、国家標準における新技術の合理的
採用を促進し、一般公衆と特許権者および関連権利者の
合法的権益を保護し、国家標準の効果的な実施を保障す
るための規定であるとしている。この制定前の2012年
12月に意見募集稿が公表されたところ、用語の定義や手
続に曖昧な点があり、さらに、標準化団体等で規定され
ているパテントポリシー（例えば、ITU/ISO/IEC共通パ
テントポリシー）との整合・調和をさらに図るべきこと
から、中国日本商会として意見書を提出したが、十分に
は採用されていない状況である。当該規定の実施規則と
して、2014年5月1日から、推奨標準であるGB/T2003.1
「標準制定の特別手続き-第一部分：特許に関わる標準」
が施行されたところ、当該規定の今後の運用について注
視していくことが重要である。

また、これに関係するものとして、2010年1月に中
国標準化研究院から「国家標準の特許に係る処置規則」
（意見募集稿）が公表されている。その後、2014年3月
末時点で新たな動きはないが、上記管理規定との関係が
不明確であり、中国日本商会および電子情報技術産業協
会(JEITA)等の日本の関係団体は、この意見募集稿に対し
ても意見書を提出しているところである。

個別事例（情報セキュリティ関係）
ネットワークセキュリティ審査制度
2014年5月に、国家インターネット情報弁公室は、
ネットワークセキュリティ審査制度を導入すると発表し
た。その後、同年8月には電気通信およびインターネッ
ト業について、9月には銀行業について、ネットワーク
セキュリティの強化に関する指導的意見を公表した。い
ずれも、情報セキュリティコントロール技術の応用によ
りセキュリティの強化を図ることとしている。

国家安全や公共の利益に係るシステムにて使用する重
要な情報技術製品・サービスおよびその提供者に対し、
今後セキュリティ審査が実施される可能性がある。

商用暗号管理条例
1999年に導入された規制であり、海外で生産された
暗号化製品の中国への持ち込みおよび使用について申
請・許可が必要となるものである。現在の対象製品は暗
号化、解読化の操作を中心とする機能の専用機器および
ソフトにのみ限られている。なお、国家暗号管理局は商
用暗号管理条例を2011年に改正することについて声明
を発出したが、現時点でも条例改正は行われていない。

＜建議＞
①標準化法の改定プロセスや改定内容は、全ての
産業にとって大きな関心事であり、その改定
過程においての内容を適宜開示するなど、透

明性を高めることを要望する。

②国際標準に準拠した標準の採用をさらに徹底す
べき。ISO、IECだけでなく、多くの国が採用
している国際的な規格の採用も積極的に推進
していくべきである。

③現在の技術水準を考慮し、過度にスペックを詳
細化した標準の策定は避けるべきである。行き
過ぎた標準の策定は、自由な競争や技術の進歩
を阻害しかねない。これは中国が目指すイノ
ベーション国家の方向性にも反している。

④一部の標準において、現実には実現し得ない
試験条件の設定や、目標値や理想値のような
高い数値設定が見受けられるため、標準の策
定においては、実際の技術の発展状況を踏ま
え、企業や消費者との冷静な対話の下、進め
ていただきたい。

⑤標準の適用範囲の曖昧さ、標準間の重複・矛盾
などを回避すべきである。例えば、同一機器
について異なる業界で検討された複数の標準
が併存するだけでなく、標準間の矛盾が存在
するとの指摘がある。

⑥標準の公布日から実施日まで、十分な猶予期
間を取るべきである。特に強制標準について
は、実施日までの猶予期間について1年乃至2
年を確保してもらいたい。また、猶予期間の
起算日は、公に誰もが入手可能となった日と
してもらいたい。

⑦標準化活動への外国企業の参加のハードルを低
くし、日本企業がより参加しやすい環境整備
に努めていただきたい。新規分野などについ
て、標準策定部門の早期明確化、提案窓口一
本化に努めていただきたい。

⑧国家標準の解釈や運用による混乱を招かぬよ
う、標準と現場の運用の統一、解釈の明確
化、国と地方の連携の強化や役割分担の明確
化を図ってもらいたい。

⑨認証、試験等に係る費用低減および手続透明化
を図るため、制度および手続の簡素化、審査
のスピードアップ、判断基準の明確化、担当
による判断の統一・遵守、標準の統廃合など
に努めていただきたい。

⑩抜き取り検査や認証の現場において、遵守義務
のない推奨基準が強制基準と同等に扱われる
ことがないようにしていただきたい。

⑪消費者協会などが独自に抜き取り検査を行い、
企業側に何ら弁明の機会を与えられることな
く、その結果をメディアで一方的に公表する
ような行為はやめてもらいたい。

⑫強制標準や認証等の実施に当たって、企業に影
響を及ぼす規定や内部書簡、解釈、説明会の
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開催情報と一般的な質疑応答（FAQ）等に関す
る情報は、会議の開催を通じて内容を伝える
だけではなく、正式に関連する全ての機関・
部門のホームページ上に即時に公布していた
だきたい。

⑬自動車の認可管理など、CCCと類似する検査制
度、認証制度等との間で、重複の排除或いは
制度の一本化を図るべきである。

⑭「国家標準に関わる特許の管理規定（暫定施
行）」（2014年１月１日施行）の運用およ
び「国家標準の特許に係る処置規則」（未施
行）の制定に関し、中国国家標準管理委員会
は、日本の産業界の意見を聞き、国家標準の
制改定において特許権者の権利に十分配慮す
るとともに、手続の簡素化、判断基準の明確
化を図るべきである。

⑮ネットワークセキュリティ審査制度について、
外国製品を差別的に取り扱うことのないよう
制度・運用面での配慮を要望する。また、電
気通信業や銀行業における、コントロール可
能な技術の応用によるサイバーセキュリティ
強化に当たって、透明なプロセスにより内外
無差別に実施することを要望する。

⑯商用暗号管理条例については、その運用に際し
2000年に発出した通知を尊重するとともに、
条例改正の検討に際しては手続の透明性、公
正性を確保し、日本の産業界の意見に十分に
配慮することを強く要望する。

⑰情報セキュリティ認証制度（CC-IS）、情報セ
キュリティ等級保護管理弁法（MLPS)の運用に
おいても、外資企業が不当に差別されること
がないよう、制度・運用面での改善を強く要
望する。
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2014年の中国国内総生産（GDP）は63兆6,463億元、
ドル換算でも米国に続き10兆ドルを突破した。一方で、
伸び率は前年比で7.4%、1990年以来24年ぶりの低水準
となった。輸出入については、表1に示す通り、輸出入
総額は4兆3,030億ドルに達したが、前年比では3.4%増
に留まり、こちらも伸び率が鈍る結果となった。日中間
の輸出入総額は3,124億ドルで前年からほぼ横ばいとな
り、13年まで2年続けて縮小していた日中貿易は底打ち
の兆しも見られる。貨物輸送量を見てみると、表2の通
り、貨物輸送重量（貨物重量に輸送距離を乗じた指数）
も合計では7%を超える増加となったものの、経済状況
を測るための信頼のおける指標の一つであると言われる
鉄道貨物輸送量が前年比で減少に転じたことは、中国経
済が想像以上に減速していることを裏付けている。

表１：中国の輸出入総額の比較 (単位：億ドル)

輸出 輸入 輸出入合計
金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比

2014年 23,427 6.1%増 19,603 0.4%増 43,030 3.4%増
2013年 22,096 7.9%増 19,504 7.3%増 41,600 7.6%増
2012年 20,489 7.9%増 18,178 4.3%増 38,668 6.2%増
2011年 18,986 20.3%増 17,435 24.9%増 36,421 22.5%増

出所：2011/12/13年国民経済と社会発展統計公報、海関統計
資訊網

表２：2014年中国の輸送モード別貨物輸送量
貨物輸送重量-
(単位：億トン)

貨物回転量-
(単位：億トン・キロ)

輸送モード 重量 対前同増 回転量 対前同増
鉄道 38.1 △3.9% 27,530.2 △5.6%
道路 334.3 8.7% 61,139.1 9.7%
水運 59.6 6.4% 91,881.1 15.7%
民間航空 0.059 5.7% 186.1 9.3%

パイプライン 6.9 5.2% 3,500.9 9.0%
合計 439.1 7.1% 186,478.4 7.3%

出所：2014年国民経済と社会発展統計公報

2014年の回顧と2015年の展望
中国経済は、これまでの不動産投資と大量生産を軸に
した投資・輸出主導型経済から、インフラ投資と高品質
生産を軸にした消費主導型経済への移行が進んでいる。
「新常態（ニューノーマル）」という新たなキーワード
が頻繁に使われるようになったが、中国政府も経済成長
が鈍化した現実を受け入れ、これまでのような高度成長
ではなく、安定成長を目指す段階へと経済目標の転換を
明確にした。一方で、「反腐敗」の推進により外資系企
業の合弁相手である国有企業の幹部にも賄賂疑惑で調査

がおよび、独占禁止法違反取り締まりの強化で摘発を受
けるケースが多発するなど、中国ビジネスにけるリスク
も増大し、外資系企業にとっては厳しい情勢となってい
る。このような状況を受け、日系企業の投資の重点が東
南アジア諸国にシフトする動きもあるが、巨大な消費市
場へと変貌する中国の市場環境において、コンプライア
ンス意識や品質の高さで優位を築き、ビジネスチャンス
を見出せるかどうかが、今後日系企業にとっては重要な
課題となる。

物流企業にとっても、消費主導型経済への移行によ
り消費者物流の重要性が高まる中国市場は、高品質・高
付加価値物流の技術やノウハウを武器に新たなビジネス
領域へと事業拡大を図るチャンスとなり得る。政策面で
は、中国政府は「一路一帯（シルクロード経済帯と21世
紀海上シルクロード）」構想を2015年以降の外交の柱と
位置付けており、中国から欧州、やアフリカまでを陸と
海の2つのシルクロードで結んで新たな経済圏を形成しよ
うという構想の下、周辺諸国との提携が進められること
で、インフラ投資を通じての物流網整備も期待される。

「中国経済と日本企業2014年白書」においては、中
国物流を取り巻く変化の中で日系企業としてどう対処し
ていくかという視点から、物流サービスの向上に向けた
課題を中心に26項目の建議を記載したが、残念ながら大
きく改善が見られたものは少なかった。本白書において
提起する19項目の建議の中には、前年と重複する内容も
あるが、重複するものほど改善要望が強いものであるこ
とから、改めて記載することとする。

共通の問題点
近年中国では政府や民間による巨額投資によって、急
速に交通インフラが整備され、各輸送モードのキャパ
シティは増強されており、輸送面における需給ギャップ
も改善されてきている。一方で、物流の仕組みや法規制
の整備などソフト面の充実が重要な課題となってきてい
る。法律の運用・解釈が地方政府ごとに異なっている
ケースも未だに多々見られ、荷主が物流をより使いやす
いものにするための法規制整備や適正価格を維持できる
仕組みの構築など、運用の透明化や物流サービスの向上
につながる基本的政策の実施が求められる。

航空貨物輸送における問題点
貨物の安全輸送やダメージの防止という点で、依然と

第９章
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して非常に多くの問題が山積みになっている。とりわけ
貨物ターミナル指定業者等への引渡後のラフな荷扱いに
より発生した貨物ダメージが多発している。特定業者の
既得権区域で発生しているため、品質向上を目的とした
調査と改善が思うように実施できていない状況にあり、
荷主や物流業者自らが梱包強化や物流コストの上昇にも
つながる保護措置に忙殺されている。荷主サービスの向
上のためにも既得権の開放と作業関係者の作業品質向上
に向けた意識改革が必要である。

道路貨物輸送における問題点
過積載や車両の違法改造に対する規制強化には一定の
効果も見られるが、依然として中国系物流事業者の中に
は取り締まられても罰金を払えば良いというスタンスの
業者も多い。コンプライアンスを重視する日系物流企業
にとっては、過積載を行わない自社と中国系物流事業者
との間で公正な価格競争ができないという懸念が出る。
道路交通の安全性向上、渋滞の緩和といった観点から
も、取り締まりのさらなる強化と罰則の統一などが求め
られる。

鉄道貨物輸送における問題点
鉄道貨物輸送については、定時運行性の悪さやトレー
シングの不便さ、スペース確保の難しさなどが問題と認
識されているが、政府による鉄道インフラ整備やサービ
スの向上への取組み強化もあり、改善の傾向も見られる
ようになった。沿岸部から内陸、さらには欧州へもつな
がる鉄道路線は、今後環境保全の面からも重要な輸送手
段となるため、一層の整備が望まれる。

＜建議＞
＜国際貨物における通関・検疫関連＞

①税関関連法令の頻繁な制定・改正や制度運用
の唐突な変更によりもたらされる実務レベル
での混乱発生は依然として常態化している。
特に、政治的背景などによる突然の税関検査
率変動や、地域による或いは担当官によるHS
コードに対する理解の不整合・不統一など、
通関申告プロセスにおける制度運用の不透明
さは企業の日常業務に影響を与えるにとどま
らず、対中投資意欲を低下させる要因ともな
り得る。運用基準の統一化や透明化を考慮し
た制度の整備をお願いしたい。

②税関や商検局による審査基準の不明確さや申告
プロセスの煩雑さにより、手続に多大な時間を
要することがしばしばある。例えば、食品の輸
入手続においては、商検局の審査、商品試験、
衛生証明取得から中国国内販売許可に至るまで
に賞味期限が近づき、販売機会損失につながる
事態も発生している。また、中古設備の輸入手

続においては、通関申告のプロセスに時間がか
かりすぎる問題のほか、申告価格に対する税関
審議が規範化されておらず、往々にして時価を
大幅に上回る価格を提示し、荷主が思わぬコス
ト負担を被ることがある。輸出入手続における
審査基準を明確化し、申告プロセスを簡略化す
るよう要望する。

③中国ASEAN自由貿易協定（ACFTA）に基づいて
中国に産品を輸入する場合、原産国の政府が発
行する原産地証明（FORM-E)を提出することで
対象品目の関税減免を受けることができるが、
直接輸送の原則から、第三地域で中継輸送する
場合は中継地で未加工証明を取得し、FORM-E
と併せて提出しなければ協定税率の適用を受け
られないことになっている。第三地域には香
港、マカオのほか中国内地も含まれており、こ
れらの地域で中継輸送すると、現地の中国検
験認証集団にて未加工証明の発行を受けなけれ
ばならず、取得に時間がかかるほか、予期し
ない輸送スケジュールの変更で中継輸送を余儀
なくされた場合などは証明を発行してもらえな
いこともあり、FORM-Eを所持していながらも
ACFTAの恩恵を得られないケースが頻発してい
る。ACFTAの理念である関税の垣根を低くし、
モノの行き来を増やそうという考えに立った改
善をお願いしたい。

＜航空貨物輸送関連＞

④物流業者の立ち入りが制限されている航空会社
の上屋と、航空会社の立入りが制限されてい
る代理店共同上屋間での接点業務において、
搬入された貨物にダメージやミッシングなど
のイレギュラーが発生しても、原因や発生場
所、責任の所在を特定することが困難となっ
ている。管理の強化と透明化を実施していた
だきたい。

⑤空港貨物ターミナルでのULD作業等が既得権の
ある特定業者によって行われていることが多
く、また、作業スペースに限りがあるターミ
ナルでは、混み合った状況で先を争うように
作業が行われることもあり、粗雑な取扱いに
よる貨物の破損事故が後を絶たない上、紛失
や輸出貨物の積遅れのリスクにも常に晒され
ている。空港の貨物ターミナルにおけるイン
フラ整備とハンドリング品質の向上をお願い
したい。

⑥空港における税関申告内容の訂正に非常に時間
を要しており、利用航空会社の変更や申告撤
回を行う場合、輸送手配スケジュールに遅延
を来すことがある。また、システムの変更や
運用ルールの改正により情報訂正の所要時間
がさらに増長するケースも発生しており、航
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空輸送手配の労力とコスト増加に繋がってい
る。業界団体への事前パブリックコメントも
加味し、申告スピードが向上する体制づくり
に傾注いただきたい。

⑦2014年より施行された「中国民用航空危険品
運輸管理規定」により、SectionⅡのリチウム
イオン電池およびリチウムイオン電池内蔵商
品にもMAWB表記上は危険品としてのルール
が適用され、「Issuing-Agent」と「Shipper」
が同一であることが禁止された。これによ
り、該当する商品の航空輸出においては自社
でMAWBを発行することができなくなり、手
配方法の変更を余儀なくさている。他国では
このような規制はないため、業務手配の便宜
を考慮し、国際基準に準拠したルールの適用
をお願いしたい。

＜海上貨物輸送関連＞

⑧キャパシティが小さく恒常的にスペースがタ
イトになっているCY（コンテナヤード）に
おいては、特に輸出貨物の実入りコンテナの
搬入が本船入港順となっていることが多く、
CYカット当日になってからの搬入開始となる
ケースが少なからずある。そのため、税関検
査の件数が多い場合は当該本船の船積みに間
に合わなくなるケースが散見される。港湾施
設のインフラ整備、搬入前申告の導入、並び
にCFS（コンテナフレートステーション）での
税関検査、三検検査ができる制度の確立をお
願いしたい。

⑨輸出入通関手続のEDI化が進んでいる一方、荷
主提供情報の相違による申告入力情報の訂正に
相当な時間がかかっている。充分な準備期間を
持たないまま新システムの運用が開始されたた
め、一部データが消失するなど、システムの不
具合も多発、これにより輸出許可に時間がかか
り本船への積載が間に合わない事例も発生して
いる。「訂正」に関する手続、処理の簡素化と
迅速化への対応をお願いしたい。

⑩内容が不明な港湾雑費（CIC、ECRS等）が依
然として存在し、荷主の負担増大に繋がって
いる。また、バンプールにおいて、コンテナ
NO.の指定をかけて特定のコンテナのみをピッ
クする場合、指定をかけたコンテナの上部に
詰まれた同一荷主のコンテナ本数分のシフト
チャージが請求される仕組みとなっているな
ど、チャージ設定が不明瞭なものもあるた
め、港湾で発生する費用については目的や内
容を明確に公示し、徴収基準を標準化してい
ただきたい。

⑪税関、商検局により貨物検査が行われる際、指

定業者による作業対応（コンテナデバンニン
グ作業、開梱作業、横持ち輸送作業など）が
粗雑であることから、商品貨物のダメージや
汚れが発生するケースが目立つ。特に取扱い
に注意が求められる精密機械などの高額商品
に対しては、丁寧な取扱を徹底するよう指導
をお願いしたい。

⑫引越貨物の居留許可日数について、一部地域
においては居留許可日数が351日に満たない場
合でも、就業許可が365日以上あれば関封（自
用物品申請表）の発行を許可するといった緩
和措置が取られるようになった。しかし、地
域によっては居留許可351日ルールに縛られ、
就業許可を365日以下でしか出さないところも
ある。引越貨物にかかわる現行の制度では、
地域による制度解釈の不一致もさることなが
ら、居留許可を待って輸入許可を出すルール
自体が非実用的であり、パスポートのみで簡
易申告できる品目を増やし、価額も引き上げ
る等、抜本的な改善を検討いただきたい。

⑬2014年5月、COSCO、CHINA　SIPPING、
SINOTRANSの中国の国営系3船社が日中航路で
相互にスペースを融通し合う協調体制に移行
後、船社間での競争がさらに激化、「ゼロ運
賃」が横行し、状況が改善するよりもむしろ悪
化したといえる。船社が適正な運賃を収受でき
る市場の育成を推進していただきたい。

＜道路貨物輸送関連＞

⑭北京、上海などの大型都市では過積載、違法
改造等明らかな違反車輛は少なくなっている
ものの、依然としてコンプライアンス意識が
低い業者も多く、法令を遵守する物流企業に
とっては不公平な価格競争を強いられる状況
が続いている。引き続き違法行為への規制を
強化すると共に、地域ごとの規制の差異をな
くし、全国統一基準を法令化して施行するよ
うお願いしたい。

⑮高速道路や都市の主要道路の整備が進められて
来ているが、付帯するインフラの整備がまだ
追いついておらず、特にパーキングエリアが
少ないことは、長距離輸送車両にとっては休
憩の取得にも不便であり、安全運転の面から
も不安な状況となっている。道路交通網の新
設、拡張に伴い、インフラの整備にも力を入
れていただきたい。

⑯公用行事などで予告なく道路が閉鎖されるこ
とや、交通規制の実施が事前通知されている
場合でも直前になって規制範囲が拡大される
ことがあり、道路輸送業務に多大な影響を受
けることがある。実施されることが事前に分
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かっているイベントなどに伴う交通規制は、
十分な告知期間を設けた上、計画通り実施さ
れるよう改善をお願いしたい。

⑰交通ルールが順守されないことによる交通事
故や渋滞が多発しているほか、貨物自動車な
どの事業用車両の安全対策が十分でないこと
に起因する荷崩れなどの事故発生も少なくな
い。交通マナーの向上や安全対策の強化な
ど、事故や渋滞を減らすための取組みをお願
いしたい。

＜鉄道貨物輸送関連＞

⑱鉄道輸送は軍事物資、石油・石炭・鉄鉱石等の
国家計画基礎物資が優先のため、一般貨物は
優先度が低く慢性的にスペース不足となって
いる。また、仕向地へ到着するまでに貨車の
再編成が行われるため、正確なトレース・定
時性の確保が困難である。環境保全の観点か
ら商業貨物を鉄道輸送へシフトできるよう、
仕組みの改善をお願いしたい。

＜交通運輸業に適用する増値税の運用について＞

⑲2014年1月1日より適用開始となった国際運輸
代理サービスへの増値税適用（財税[2013]106
号）について、間接代理に免税が適用されな
かった問題は、国家税務局2014年第42号「国
際貨物運送代理サービスに関係する増値税の
問題に関する公告」が2014年9月1日に施行
されて以降改善が見られるが、地域による対
応の差異があるため、運用を統一化すると共
に、2014年9月以前に課税扱いとされた分の
増値税が還付されるよう、さらなる公正化を
進めていただきたい。
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2014年は中国の政府調達に関する法律法規に、活発な
動きが見られた一年であった。8月31日には、全国人民
代表大会常務委員会が「政府調達法」を改正し、12月31
日には国務院が社会各界が待ち望んだ「政府調達法実施
条例」を審議・採択し、また財政部も2014年中に多くの
政府調達活動に関する法規を公布した。

「サービス業務を政府調達の対象とすることの積極的
な推進」「政府調達政策機能システムの継続的な拡充」
「政府調達に対する監督システムの完備」「WTO『政府
調達協定』（GPA）加入交渉の積極的な継続」などが、
各級の政府財政部門における2014年政府調達に関する
重点作業とされた。

もっとも2014年においても、なお外国企業・外資企
業が中国において各級政府の調達活動に存分に参加する
ことは難しいとの状況に実質的な変化は見られなかった
のが実情である。

2014年の動向
WTO「政府調達協定」（GPA）加入交渉の 
積極的な継続
2014年12月22日、財政部をリーダーとする作業グ
ループはWTOに対し、中国のGPA加入に関する第6次改
訂オファーリストを提出した。このリストは以下の重
要な内容を含むものである。すなわち、①まず大学、
病院、国有企業を調達の中心的範囲とする。②工程プロ
ジェクトの全てを入札対象に加え、最低制限価格を参加
者のレベルまで引き下げる。③中央政府が実際にカバー
する範囲を拡大する。④オファーを提出する省を新たに
5ヵ所増やし、合計19ヵ所とする。⑤サービスプロジェ
クトをリストに追加する。⑥例外状況について、調整を
行う。

第6次改訂オファーリストの適用入札範囲は、GPA参
加国における一般的なレベルとなっており、中国政府
のGPA加入に対する積極性が表れたものといえる。しか
し、交渉の障害となる「政府調達法」および「入札募集
法」との調整およびGPAルールとの相互関係などの問題
については、なお大きな進展は見られない。

「政府調達法」の改正
2014年8月31日、全人代常務委員会は「『中華人民共
和国保険法』など、5つの法律の改正に係る決定」を採
択し、「政府調達法」について改正を行い（同日より施
行）、政府調達代理機構の資格認定にかかわる行政許可を

廃止し、同時に「1～3年の市場参入禁止」といった政府調
達代理機構の違法行為に対する処罰措置を追加した。

「政府調達法実施条例」の制定
2014年12月31日、国務院常務会議は広く注目を集め
てきた「政府調達実施条例」（以下、「実施条例」と
いう）を採択のうえ、2015年3月1日より正式に施行し
た。実施条例の重要ポイントは以下のとおりである。

「管理ルール」の追加
従来、調達にあたっての「管理ルール」を欠いていた
ため、政府調達活動において質の悪い製品を高額で購入
したり、いたずらに高額な製品を調達するといった異常
事態が引き起こされていた。「管理ルール」の導入は、
このような異常事態の抑制にとって有効といえよう。

政府調達情報の公開範囲を大幅に拡大
これまで情報公開の不足により政府調達活動において
は多くの「裏工作」が見逃される結果となっていた。
条例の施行により、政府調達プロジェクトの情報、予算
額、調達文書、落札や取引の結果、売買契約、クレーム
処理の結果は全て公開すべきことが規定された。

政府調達による環境保護、貧困対策、中小企業の
発展などの政策目標の実現
環境保護、後進地域および少数民族地区の貧困対策、
中小企業の発展・促進などは現在の中国政府にとって重
要な政策目標であるにもかかわらず、政府調達はこれま
で、これら政策目標への貢献が不足していた。このため
実施条例では一連の作業の具体化と細分化が講じられて
おり、これによって上記政策目標の実現をさらに促進す
るものとなっている。

政府調達にかかわる違法行為の処罰を大幅に強化
従来の法律制度に不備があったため、政府調達にかかわ
る違法行為については、責任の主体が不明確となるケース
や法律上の根拠を欠くケースなどが生じていた。実施条例
は新たに34種の違法行為に対する処罰内容を規定してお
り、違法行為の調査・処罰がさらに強化・拡充された。ま
た、法律の根拠も明確にされており、政府調達における行
為規範としてさらに好ましいものとなった。

サービスプロジェクトの政府調達を推進する 
作業および問題
2014年4月14日、財政部は「サービスプロジェクトに
対する政府調達の推進と完全化にかかわる関連問題の通
知」を公布し、サービスプロジェクトを政府調達の対象
とすることが今後の重点業務となることが定められた。

第 10 章
政府調達
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また同日、財政部および中国民用航空局は、「公務に
おける航空券購入の管理に関する事項をさらに強めるこ
とに係る通知」を公布し、公務員は政府調達の方法によ
り、中国の航空会社の割引航空券を優先的に購入すべき
とされた。この措置は、海外の航空会社を不公平に取り
扱うものではないかとの疑いを引き起こした。

政府調達における刑務所ビジネスへの支援を 
さらに大きなものとする
2014年6月10日、財政部および司法部は「政府調達に
よる刑務所ビジネスの発展支持にかかわる問題の通知」
を共同公布し、政府調達活動においては刑務所ビジネス
を行う組織は小型、零細企業とみなされ、政府調達によ
る中小企業の発展・促進と同様の優遇政策を享受するも
のとされた。

政府調達管理システムの完備
2014年12月19日、財政部は「政府調達における重大な

違法、信用失墜行為の情報記録の報告送付にかかわる通
知」を公布し、政府調達における重大な違法、信用失墜行
為については、これを名簿に記録し中国政府調達ネット上
に集約のうえ公布するとした（一般的に3年間）。

Windows 8禁止令
2014年5月、中国中央国家機関政府調達センターは通
知を公布し、このなかで｢全ての電子機器類に、OSとし
てWindows8をインストールしてはならない｣と明示し
た。このWindows-8禁止令は政府調達分野において、国
の安全、ネットの安全を考慮のうえ、情報安全上の問題
から、政府調達の対象から外国製品を除外する場合があ
りうることを、強く印象づけるものとなった。

2015年の展望
GPA加入にかかわる各種作業を引き続き推進する
中国のオファー状況を適切に解説・説明し、参加者の
理解と支持を求める。GPA交渉の対応作業を進展させ、
双方間のハイレベル協議に適切に対応する。自由貿易区
および投資協定に関し政府調達を議題とする交渉業務を
統一的に展開する。

法律法規の整理と改善
改正後の政府調達法、政府調達法実施条例が実務にお
いて順調に実施しうるためには法規との組み合わせによ
るサポートの改善が不可欠である。このため現状におい
て新法と噛み合っていない関連法律・法規については、
政府による整理および改善作業の進捗を注意深く観察し
ていく必要がある。

なお、財政部の計画によれば、2015年における立法
のための研究ポイントは以下の内容を含むものである。
すなわち、①貨物サービス公開入札、情報公告、苦情申
立て処理などの法律および専門家審査管理弁法の改正、
②サプライヤー、社会代理機構、電子市場および機密に
かかわるプロジェクトの政府調達などの管理弁法の制

定、③全国政府調達信用評価基準および共同懲戒制度の
確立、④政府調達分野における内部コントロールを強化
する旨の指導意見の公布、である。

サービスプロジェクトを対象とした 
政府調達を継続して強化
この二年、財政部は政府が広く社会から公共サービス
を購入することにかかわる規定を次々と公布しており、
既に同様の地方法規を公布した地方政府も見られる。本
年以降、各級政府は、社会からサービスを購入する割合
を引き続き高めていくことが見込まれる。

官民パートナーシップ（PPP）モデルの普及
2015年1月19日から21日にかけて、財政部は「官民
パートナーシップ契約管理業務の規範化にかかわる通
知」「政府調達の競争性に関する協議調達方式の管理暫
定弁法」および「官民パートナーシッププロジェクトに
対する政府調達管理弁法」を次々と公布した。これらは
いずれもPPPモデルにより行政調達プロジェクトを拡大
するものである。ここから2015年も政府は引き続き、
PPPモデルについて積極的に普及を図っていく可能性が
高いものと判断される。

＜建議＞
①政府調達に関連する取引活動につき、独占禁止
法（供給者が通謀し価格を操作する行為等）
および不正競争防止法（商業賄賂等）による
取り締まり強化を要望する。

②WTO政府調達協定（Government-Procurement-
Agreement:-GPA）への早期加盟

　2007年12月より、中国政府から「政府調達協
定（GPA）」（以下「GPA」という）加盟のた
めのオファーが提出されており、2014年12月
には第6次改訂オファーが提出される等、継続
した取り組みを行っていることは評価されるべ
きである。しかし、政府調達の対象となる政
府機関、国有企業のリストや調達基準額の引き
下げが不十分であり、GPA加盟が実現していな
い。以下の問題を解決するためにも、中国が
GPAに早期加盟することを期待・要望する。

・輸入製品は、中国の政府調達から排除される場
合がある。

・中国で多くの製品を生産している日本企業が、
米国の政府調達に参加できない場合がある。

・米国に続き、EUの公共調達でも中国を念頭
に置いた制裁条項が検討されている。このた
め、中国で多くの製品を生産している日本企
業が、今後EUの公共調達に参入できなくなる
可能性もある。　

③日中韓FTA、RCEP交渉における政府調達章の
追加
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　日中韓FTA交渉、RCEP交渉が始まり、物品貿
易や投資等、日中両国を含む東アジア地域の
貿易自由化に向けた取組みが加速している。
政府調達市場の相互開放は、互いの国が政府
調達市場に参入できるだけでなく、自国の調
達機関の調達費削減、汚職の防止等、副次的
な効果も高い。かかる状況下、日中韓FTA交渉
およびRCEP交渉の中に政府調達章を入れ、複
数の協定で交渉を行うことにより、両協定に
おいて高いレベルで地方政府機関、国有企業
を含む政府調達市場の開放がなされることを
期待・要望する。

④政府調達活動の透明化

　2014年改正「政府調達法」および2015年3月
1日から施行された「政府調達法実施条例」
の規定では、政府調達情報、調達基準、落札
結果および調達契約等は指定されるマスコミ
にて公示しなければならず、情報公開に関し
て、以前に比べると大幅に改善されたことは
評価できる。政府調達活動の公平、公正な実
施のために、政府においては、政府調達のプ
ロセスにおいて評議審査を行う専門家の選任
メカニズム、運用規則等の分野の透明性をさ
らに向上させることを要望する。

⑤法律適用の明確化および統一化

　現在、貨物、サービスに関連する政府調達活
動と政府調達工事の入札募集・入札活動につ
いては、主として、それぞれ「政府調達法」
および「政府調達法実施条例」等の関連法規
と「入札募集・入札法」およびその実施条例
等の関連法規を適用しているが、両者には監
督管理部門、規制内容、適用手続等の点にお
いて比較的大きな相違が存在し、実務では法
律の適用関係が明確でないことによる混乱が
生じている。このため、両者の適用関係を整
理、明確化し、できる限り統一的な処理方法
を確立することを要望する。

⑥改正「環境保護法」が2015年1月1日に施行
された。同法第36条は「国家機関および財
政資金を使用するその他組織は、省エネ、節
水、資源の節約等環境保護に有利な製品、設
備および施設を優先的に調達・使用しなけれ
ばならない」と規定している。同法の目的を
達成するため、今後「省エネ製品政府調達リ
スト」および「エコマーク製品政府調達リス
ト」を改正する際は、省エネ・環境保護効果
の高い輸入製品を追加するよう要望する。
その他、「省エネ製品政府調達リスト」お
よび「エコマーク製品政府調達リスト」につ
いて、政府にはリストの更新サイクルを短縮
し、且つ企業が条件に適合した製品をリスト
に適宜追加できるような制度を構築すること

を要望する。

⑦「公務による航空券購入の管理強化関連事項
に関する財政部・中国民用航空局の通知」に
よれば、2014年6月以降、中国の公務員が公
務で海外渡航する場合は優先的に中国籍の航
空会社を選ぶことが定められた。しかし、海
外航空会社も価格・安全性・サービス等の面
で各々充実をはかっているところであり、海
外の航空会社が当該マーケットにおいても公
平に販売機会を得られるよう見直しを要望す
る。

⑧法律規定に関する事前公告および事後監督につ
いて、照会窓口等体制が不十分な中での実施
が多いので、改善していただきたい。

⑨政府調達代理機構資格の認定にかかわる行政許
可の廃止後、「政府調達代理機構資格の認定
にかかわる行政許可の廃止後における関連政
策の調整接続業務の実施に関する財政部の通
知」以外に、新制度下における政府調達代理
機構の政府調達活動参与につき、関連法規の
早期制定を要望する。
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商工会組織の問題点
中国における外国の商工会は、外国商会管理臨時規定

によって管理監督されているが、この規定では一国につ
いて一つの「商会」しか認めていない。このため、北京
の中国日本商会は民政部から認可された唯一の日本の商
工会組織である一方、他地域の多くの商工会組織は未公
認組織となっている。

中国には、進出日系企業で構成される商工会組織が40
以上ある。それぞれが独立運営されており、会員間の相
互扶助、地元政府との交流、会員企業の事業展開に対
する支援、地元社会への貢献など、重要な役割を果たし
ている。参考までに、会員企業・団体数の多い商工会を
順に並べると、上海(2,270)、大連(764)、北京(685)、
香港（661）、広州(613)-、蘇州(579)、深圳(467)、青
島(380)となる（出所:2014年全国日本人交流会会議資
料）。なお、中国における在留邦人は2013年10月現在
13万5,078名（出所:平成25年度-外務省-領事局政策課-海
外在留邦人数統計）で、多くは中国各地の日系企業で働
く者とその家族である。

こうした商工会組織は、製造、貿易、サービス事業な
ど企業のビジネス活動が円滑に進められるようさまざま
な支援と協力を行ってその実現を図り、中国の経済社会
の発展、日中両国経済関係の深化ひいてはグローバル経
済の進展に貢献していこうという団体である。

支援すべき事項の中でも専門的な技術的知見を必要と
するテーマに関しては、小グループを設けて情報交流や
検討を行っている。地域を越えた交流へと発展している
ケースもある。例えば、知的財産（商標・特許等）に関
するグループでは、北京・上海・広州で情報を共有して
連携を深めるとともに、さらなる成果実現に向け一体的
な活動を行っている。また最近では、危険化学品分野に
おいて、中国の関係当局や欧州の業界との交流・対話を
積極的に進め、企業の円滑な事業展開に大きな成果を上
げている。そうした動きに触発され、メディカル(医薬
品・医療機器)分野に化粧品業界も加わったライフサイエ
ンスグループが本格的に活動を開始した。ビジネスに大
きな影響を与える政策・施策について、日中双方の政府
当局者を交えた交流会がそれぞれの分野で実現するなど
効果的な取り組みが相次いでいる。

こうした取り組みは、日系企業のみに利益をもたらす
ものではなく、中国企業のビジネスならびに中国人民の
生活を充実・向上させる極めて公益的な活動であり、今
後さらに中国の中央政府、地方政府および関係機関と緊

密な連携関係を構築していきたい。

また、各地の商工会組織は、より公益的性格の強い社
会貢献活動をそれぞれの地域で行っている。例えば、小
中学校やその生徒たちへの援助、震災被災者救済のため
の義捐金提供などである。こうしたことを含め、中国で
起きる各種の出来事（政治・経済・制度・環境・邦人保
護等）に対し、各地の日系社会・商工会組織で情報と知
見を共有することが強く求められている。

一方で、中国各地の商工会組織はそのほとんどが未公
認団体という位置付けとなっていることから、次のよう
な運営上の困難に直面しているケースが少なくない。

（１）当該地方政府との交流・交渉において、未公認団
体であるため当該商工会組織名を提示できない場
合がある。

（２）当該組織としての銀行口座を開設できない。

（３）専任事務局を必要として事務所や職員を置く組織
において、事務所借用であるとか、職員の身分保
証やビザ取得などに苦慮している。

外国商会管理臨時規定は、1989年4月28日国務院第
39回常務会議決議に基づいて発布され、同年7月1日施
行以降一度も改定されていない。2013年12月に民政部
主催の外国商会登記管理工作会議が開催され、地方商会
の登記を可能にするとした場合の課題等についてのヒア
リングがあったが、その後は動きがない。

中国は地理的に広大であり外国企業の進出先も多都市
に広がっている。各地域においてそれぞれ実情に合っ
た商工会組織の運営・活動が可能となるような規制の緩
和と融通性のある運用を盛り込んだ規定の整備が望まれ
る。これにより、中国進出外国企業の健全な発展ととも
に、中国社会と外国企業の一層の交流促進が図られると
考える。

＜建議＞
- 支部組織を認める、各地域の商工会および日
本人会に対し法人格を与える等、融通性のあ
る活動ができる外国商会管理規定への改正を
要望する。

第11章
商工会組織
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中国の加工食品市場は年率二ケタもの成長を続け、3兆
元にせまる世界でも有数の規模となっている。その内容も
嗜好の多様化を反映し、より高付加価値化が進む。一方中
国製食品の安全性を疑わせる報道は収束するきざしが見ら
れない。中国政府は食の安全を国の重点課題として取り組
み、2014年には食品安全法をさらに厳格化した改正案も提
示された。中国で安全、安心な食品が流通されるためには
関連する法整備、適正な取り締まりと合わせて、なにより
も食品事業者のモラル向上が望まれる。

2014年の動向および回顧
中国政府の腐敗防止の取り組みの結果、超高級の料理
や酒類の消費は落ち込むかたわら、国民の所得の向上、
豊かで多様な生活を求める消費行動により、日本食など
外国料理、加工食品の消費は増え続けている。一方著名
な食肉加工メーカーが期限切れ肉を使用する等中国の食
に関する問題は根深く、偽装、汚染、有害食品の報告は
一向に無くなる気配がない。

2014年は食に対する関心の高まりを背景に中国政府も
食の安全を国の重要な課題として取り組んできた。食品安
全法の抜本的見直しが進められ、一義的な責任者を食品製
造販売者とし、食品安全法を遵守しなかった場合の罰則の
強化など改正案が示された。中国日本商会も主に公正、現
実的な対応という観点からパブリックコメントを提出して
きた。中国で販売される食品が安心して消費者に届くよう
になることは、食品事業に携わるものとして喜ばしいこと
であり、ぜひパブリックコメントを十分に考慮いただき、
適正な法整備と公正な運用を求めたい。

　

在中国日系企業が直面している問題点
生産許可関係
一言で食品と言ってもその分野は多岐に渡り、一部の
食品について中国政府の関係機関が詳細まで把握できて
おらず、既存の食品分類にない新分野への対応ができて
いない。例えばQS認証カテゴリーでは、以前から中国
従来食品を定義したものが多く、「弁当」「サラダ」と
いったカテゴリーが存在しなかった。食品分類には「そ
の他食品」という分類があるが、標準類が設定されてい
ないため新分野の食品認証手続がなかなか進まない、あ
るいはQS取得における審査対象としても認められないと
いったケースがあった。また標準策定や許認可手続に関
するスケジュールが示されることも少なく、新規分野へ

の参入計画が策定しにくい。さらに過去には許認可申請
の過程において当該食品と関連の無いと思われる資料を
要求される等、手続の効率が悪く許認可を得るまでの時
間がかかっている事例もあった。

食品の生産許可証について、地域により運用が異なり
中国内の複数の地域で事業を展開する企業が混乱する事
例があった。例えば、同一企業が既に許認可を受けた製
品を他省で生産するため許認可申請をしたところ、これ
までの実績が全く勘案されず、許認可を得るまでに非常
に長い時間を要したケースもあった。また食品を管轄す
る部署が中国国家食品薬品監督管理総局に変更になった
ことにより、一時期管轄する部署が政府のどの機関なの
か混乱する事例もあったが、この点に関しては現在徐々
に正常化してきている。

輸入食品中の樹脂製容器の可塑剤溶出が問題となった
際、新たな標準値が設定されたが、その値が中国内の分
析技術に則さない値だったため、問題の有無を証明する
方法がなかったという事態も発生した。さらに分析技術
については公的試験・検査機関における検査結果が企業
の分析結果と乖離している場合や、検査結果そのものも
示されない事例もあった。世界的には分析技術の向上に
より微量成分の分析や一斉分析ができるようになってお
り、実態に応じた技術レベル向上が望まれる。

模倣品の取り締まりに関しては各地政府の協力により
摘発されるケースも増えてきた。しかし模倣品業者の撲
滅には至っておらず、市場には未だに模倣品が散見され
る。さらに一度摘発されたにも関わらず場所を変えて再
び犯罪行為に及ぶ悪質業者も後を絶たない。

食品輸出入関係
食品輸入に関して、通関業務の運用が地域によって異
なり、国内の複数地域で事業を展開する日系企業が混乱
するケースが起きている。例えば通関時に適用される標
準が地域によって異なり、企業側の判断を困難にしてい
る場合がある。通関後衛生証書発行までの手続について
も通関によって異なり、震災後の輸入規制についても地
域で輸入可能品に差異が生じている。運用の統一が輸入
手続の円滑化につながると考える。

食品・食品添加物の輸入から衛生許可書発行までに時
間がかかりすぎるのも継続した問題である。通関する場
所によっても異なるが、ある場所では中国到着後約10日
間で通関が終わり、その後サンプル検査が開始され、検
査に2週間を要した。この点については、検査日数の短縮
が図られるなどの一定の改善が見られたが、衛生証明書

第１章
農林水産業・食品
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が届くのに10営業日を必要とし、食品を客先に提供でき
る日数は約1カ月もかかったままである。さらに同じ品目
を複数回輸入しても同様の手順を必要とし短縮されるこ
とはない。商品は衛生証書がないと流通できないため、
賞味期限が短いものは廃棄せざるを得ないケースもあ
り、企業収益を悪化させる一因となっている。

食品の輸出業務については、ペーパーレス化等手続簡
素化の動きはあるものの、現場では運用されておらず、
さらに輸出食品の検査日数に関してはむしろ延長された
事例もあり、業務効率化の妨げとなっている。

2011年の東日本大震災、福島第一原子力発電所の事
故から4年が経過したが、依然として輸入規制を受けて
おり、これは他国の対応と比較しても非常に厳しいもの
である。2014年には中国日本商会からも科学的なデー
タを基に規制範囲を縮小する要望書を国家質量監督検験
検疫総局へ提出した。一刻も早く規制が解除され震災復
興に中国でビジネス展開する日系関係企業も貢献できる
日を望んでいる。

また香港などからの密輸食品が依然存在していること
も継続した問題である。密輸貨物は税金を逃れているた
め価格が低く正規商品ではありえないような価格設定で
販売されている。正規の輸入業者が不利とならないよう
厳格な取り締まりを望む。

食品物流関係
中国の小売業はコンビニエンスストアをはじめとする
量販チェーンが増えており、かつそれらの店舗の多くが
チルド商品を扱うようになってきている。チルド網は北
京・上海等の大都市のみならず、高速道路の延伸と共に
地方都市へも徐々に整備されつつある。チルド商品を扱
う物流業者は増えているが、管理がずさんな業者も少な
くなく、チルド温度帯を保持できていない場合が散見さ
れる。チルド商品を確実に管理できる物流業者がさらに
増えることで中国国民の食生活がさらに豊かになること
を期待したい。

＜建議＞
＜生産許可関係＞

①新しい業務分野の標準策定や企業標準の更新な
ど、敏速な対応ができるよう政府内の体制を
整えてほしい。

②食品分野の許認可申請において、地域による不
統一な運用を改善いただき、公平かつ効率的
なものとしてほしい。

③食品分野の分析について、測定技術の現状を踏
まえて標準を作成し、公的試験機関の検査結
果については開示していただく等、透明性を
向上させてほしい。

④模倣品の取り締まりについては、各地の政府機
関で情報を共有する等さらに強化し、著名な
商標に対しては登録申請時に却下するなど厳

格な運用をお願いしたい。

＜食品輸出入関係＞

⑤食品輸入手続に関して、地域による不統一な運
用を改善し、公平かつ効率的なものとしてほ
しい。

⑥食品および食品添加物の輸入から衛生証書発行
までの時間については、手続の迅速化による
さらなる短縮を要望したい。

⑦食品輸出に関して、手続のペーパーレス化、検
査期間の短縮等、効率的な運用ができるよう
にしてほしい。

⑧東日本大震災後の日本産食品の輸入規制につい
ては、まずは食品輸入上問題となっている事
項を明確化し安全証明の必要書類に対して統
一見解を出していただき、科学的に合理的な
範囲まで縮小してほしい。また地域または時
期によってのCIQの取り締まりに差が生じない
ことを要望したい。

⑨香港等からの密輸食品取り締まりについてはさ
らなる強化を希望する。

＜食品物流関係＞

⑩道路貨物輸送に関して、大都市だけでなく地方
においても安定したチルド配送網の構築に支
援をお願いしたい。

⑪小売業の発展形態に則して対応できるよう管轄
当局間の調整がスムーズとなるよう配慮いた
だきたい。
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１．石炭

2014年は中国の石炭業界にとっては正しく激動の1年
であった。石炭火力がその8割を占めると言われる中国の
火力発電量だが、近年では、中国の経済成長の減速、こ
こ数年の経済成長に合わせての石炭生産増による供給過
多、石炭火力に対する環境規制、さらには水力発電量の
台頭に影響を受けて、中国国内の発電用一般炭価格の指
標である環渤海指数(5,500NAR)の下落が顕著となってい
る。当該指数は、2011年11月の853元/トンをピークとし
て以降下落が進み、2014年に入ってもその下落は止まら
ず、年初の610元/トンから水力発電量も多い夏場の8月下
旬時点で478元/トンを記録。これが2010年10月の環渤海
指数設立以来の最安値となった。その後、年末の冬場需
要、水力発電量の減少、国内大手サプライヤーと需要家
間の2015年の年間契約価格交渉に向けて指数は上昇して
いったが、2015年に入り国内年契交渉が一段落すると、
指数は執筆時点の2015年4月上旬で469元/トンと、早くも
昨年記録した最安値を下回り、下落を続けている。

図1：環渤海指数5,500NAR推移
（元/トン）
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出所：秦皇島海運煤炭交易市場

目まぐるしく移り変わる 
中国の石炭を取り巻く環境
発電需要の低迷
中国の経済成長の減速も影響し国内では電力発電量が
伸び悩みを見せている。確かに引き続き国内総発電量は
伸び続けてはいるが、2014年の前年比伸び率はここ数
年と比較して明らかに鈍化している。特に火力発電量
に至っては、ここ十数年で初めて前年比減少に転じた。

又、注目すべきは総発電量に対する火力発電量の割合低
下であり、火力発電量の約8割が石炭火力であるため、
石炭需要減少に直結し国内の石炭価格低迷の主要因の1
つとなっている。

表1：中国の電源別発電量推移 （単位：百万kWh)

暦年 火力-
発電量

水力-
発電量

その他
発電量-
(風力・
原子力
等)

総発-
電量

火力
発電量-
割合(%)

総発
電量-
前年比
伸び率
(%)

火力
発電量-
前年比
伸び率
(%)

GDP-
成長
率(%)

2008 27,900.8- 5,851.9- 816.5- 34,569.1- 81% 5% 2% 9.6%
2009 29,827.8- 6,156.4- 1,162.3- 37,146.5- 80% 8% 7% 9.2%
2010 33,319.3- 7,211.7- 1,540.6- 42,071.6- 79% 13% 12% 10.4%
2011 38,337.0- 6,989.5- 1,803.7- 47,130.2- 81% 12% 15% 9.3%
2012 38,554.5- 8,608.5- 2,214.7- 49,377.7- 78% 5% 1% 7.8%
2013 42,358.7- 9,116.4- 2,500.7- 53,975.9- 78% 9% 10% 7.7%
2014 42,049.3- 9,439.5- 3,148.8- 54,637.6- 77% 1% -1% 7.4%
出所：中国国家統計局
注釈：2014年の発電量は執筆時点では未公表なため、執筆者独

自の集計による推定。

供給過多の深刻化
中国では2013年まで、石炭の国内生産量と海外から
の輸入量（併せて供給量)は顕著な伸びを示していたが、
消費量（需要量)に関しては供給量程の伸びを見せておら
ず、その結果、生産量は原炭ベース、消費量は精炭ベー
スという差異はあるが、年間で数億トンもの石炭が供給
過多となっていることがデータから見て取れる。この慢
性的な供給過多の状況は、昨今の継続的な石炭価格の低
迷を導く要因となっている。

多くの石炭企業の限界生産コストは約500元/トンと言
われているが、(1)で論じたように2014年後半以降の国
内石炭価格は、冬場の一時を除いては既にそれを下回っ
ており、2014年通年では中国の石炭生産者の実に8割が
赤字になったと見られている。

その現状を危惧した中国政府は、国内の石炭生産者を
救済すべく2014年期中からさまざまな政策の施行を開
始した。①その第一弾となったのが生産量の削減であ
り、8月には神華集団、中国煤炭、同煤集団等の大手石
炭者に対して前年比約10%の生産量削減を命じ、結果と
して2014年の石炭生産量は前年比で1億トン（2.5％）
減少した。②ほぼ同時期に前年比で合計5,000万トンの
輸入削減も指示しており、大手電力会社各社に対して
合計で約2,000万トンの輸入削減を指示した。③10月に
は、ゼロとなっていた石炭の輸入課税を2007年以来再
開し（褐炭は既に2013年から3％課税導入済み）、原料
炭・無煙炭に3％、一般炭に6％、その他の石炭（亜瀝青
炭）に5％の輸出税が課されることとなった（尚、イン

第２章
鉱業・エネルギー



96 中国経済と日本企業2015年白書

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

ドネシア等FTA締結国は所定手続を踏めば免税。オース
トラリアとは2014年11月にFTAに合意済みも、2015年
4月上旬の執筆時点では正式締結はされておらず引き続
き課税対象国である）。

斯様な政府主導による環境変化の結果として、2014
年の石炭輸入量（褐炭も含む）は10数年振りの前年比減
となり、約2億9,200万トン（量にして3,500万トン・率
にして10.8％減）に止まった。

表2：中国の石炭需給推移（単位：百万トン）

暦年 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

供給
量

生産量 2,716 3,050 3,413 3,463 3,650 3,969 3,870
輸入量 44 133 185 224 289 327 292
合計 2,760 3,182 3,598 3,687 3,939 4,296 4,162

輸出量 45 22 19 12 9 7 6
需要量
(消費量) 2,811 2,958 3,122 3,430 3,526 3,610 3,505

供給量
－(輸出量
＋需要量)

-97 202 457 245 403 679 651

出所：中国国家統計局、中国海関総署、中国煤炭市場網
注釈：輸入数量には褐炭を含む

石炭に対する品位管理規制の施行開始
現在、中国の石炭関係者の間で注目されているのが、
2015年1月1日から施行が開始された石炭に対する品位
管理規制策である。

本政策は2014年9月中旬に政府から概要が発表され、
その具体的な運用基準・方法が年末にかけて明らかとな
り、最終的には予定通り2015年1月1日から施行が開始
された。そもそもは環境保護の観点から石炭品位を規制
するものとして政府が打ち出したものであるが、表3に
ある政府が設定した規制値に対し、それぞれの分析値の
内どれか1項目でも数値が規制値を超えてしまった場合
には、輸入・販売・遠距離輸送が出来ないこととなる。
灰分、硫黄分、正味発熱量に関しての規制はさほど厳し
い設定では無いものの、これまで揚げ地で積極的に分
析が行われていなかった5つの微量元素（水銀、ヒ素、
燐、塩素、フッ素)が分析項目に加えられたことの影響
が大きい。中国への石炭輸入を行っていた海外サプライ
ヤー、トレーダー、国内需要家にとっては、品位検査で
不合格となった場合のシップバックのリスクを考えると
輸入を控えざるを得ない大きな懸案材料となった。

表3：石炭に対する品位管理規制の概要
品位-
DB：Dry-
Basis-
ARB：As-
Received-
Basis

規制値
褐炭 その他の炭種(褐炭以外)

通常
距離輸送 遠距離輸送 通常

距離輸送 遠距離輸送

600km以下 600km以上 600km以下 600km以上
灰分(DB),-% 30％以下 20％以下 40.0％以下 30.0％以下
硫黄分
(DB),-% 1.5％以下 1.0％以下 3.0％以下 2.0％以下

正味発熱量-
(ARB)-
MJ/kg

-

16.5MJ/kg
以上

-

18.0MJ/kg
以上

3,941kcal/
kg以上

4,330kcal/
kg以上

水銀-(DB) 0.6㎍/g以下
ヒ素-(DB) 80㎍/g以下
燐-(DB) 0.15％以下
塩素-(DB) 0.3％以下
フッ素-(DB) 200㎍/g以下

政策が施行されてから3カ月間が経過したが（執筆時
の2015年4月初旬時点)、本政策による影響は通関統計
の数字にも顕著に表れている。中国の2015年1～2月の
褐炭を含む石炭輸入量は合計で3,204万トンとなり、前
年同期比で実に45.3%の減少に転じている。

本規制策は輸入炭・国内炭共に対象となるはずである
が、国内炭に関しては遠距離輸送され対象となっている石
炭であったとしても実際に検査されたという報告は無い。

石炭業界の今後の展望
2014年の中国の褐炭を含む石炭輸入量は、ここ十数
年来で初めての減少となる約2億9,000万トンであった
が、今年2015年の輸入量は前年比15%程度減少し2億
5,000万トンを下回り、場合によってはそれよりもさら
に大きく減少するのではないかとの見通しもある。石炭
消費量を減少させ、再生可能エネルギーの使用比率を上
昇させることで、環境に配慮した取り組みを推進させて
いることを世界に示そうとしている中国であるが、世界
最大の石炭消費国である中国での石炭需要減退、各種政
策による消費・輸入量減少は、既に中国のみならず世界
の石炭業界全体に大きな影響を及ぼしている。

中国炭輸出復活の可能性
世界一の石炭生産量、並びに石炭消費量を誇る中国で
あるが、2000年代前半までは世界でも有数の石炭輸出
国であった（石炭輸出量のピークは2003年の約9,400万
トン）。

現在、中国国内では石炭の販売に対しては17%の増値
税が設定されているが、輸出を拡大し始めた1990年代
後半からは、輸出に対しては一定率の増値税還付が認め
られ、政府も輸出を奨励していた。しかしながら2006
年9月に増値税還付は取り消され、2カ月後の2006年11
月には原料炭に対して当初は5％の輸出税を設定。その
後、国内需要の拡大を背景に、2008年8月には全ての石
炭に10%の輸出税が課され、これが中国炭の国際市場に
おける価格競争力を失わせ、輸出量を減少させた大きな
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要因の一つとなった。

昨年2014年12月に、中国政府は低迷する国内石炭市
況へのテコ入れと国内石炭企業の救済の観点から、石
炭の輸出税率を現行の10%から3%に引き下げることを
正式に発表。輸出税率は2015年1月1日から実際に3%
に引き下げられた。しかしながら、この7%の減税分を
加味しても現状の中国炭輸出コスト・価格は世界市況
から大きく乖離しており、輸出量を回復させる条件は
整っていない。

ここ数年、世界市場でも石炭は供給過多という状況に
なっており、国際市況低迷下で中国炭が輸出競争力を発
揮することは難しい環境ではあるが、近距離ソース・或
いは供給ソース多様化を考え、今でも多くの日本の需要
家が中国炭の輸出復活を期待している。中国炭輸出復活
のためには、先ずは輸出税の完全撤廃、さらには増値税
還付制度の再施行が期待される。中国、日本両国の友好
関係強化、ひいては石炭ビジネスを通した互いの発展の
ためにも、中国炭が再び国際市場に登場し、日本向けに
も過去の実績に迫る数量でもって長期安定的に供給され
る日を待ち望むばかりである。

＜建議＞
①石炭輸出における輸出関税の“完全”撤廃および
増値税還付の再開

- 中国の石炭輸出においては、2006年9月に増
値税の還付が取消され、2006年11月から原料
炭のみ5％、2008年8月からは原料炭・一般炭
ともに10%の輸出関税賦課となっていたが、
2014年12月にその税率を10%から3%に引き
下げることがようやく正式決定され、2015年
1月1日より施行が開始された。高コスト体質
といわれる中国の石炭企業は、近年の石炭市
況の低迷に苦しめられており、実に全体の80%
の会社が赤字に陥っているともいう。そのよ

うな中での本政策の施行は、赤字に苦しむ多
くの石炭企業に対して、中国政府として、少
しでも彼らが販売を増やし利益を享受できる
環境・機会を提供しようという狙いが背景に
あると思われるが、価格面で見ても7%の“減
税”程度では、国際市況において中国炭にはほ
とんど競争力が生まれないというのが実情で
ある。

- 中国国内の発電用一般炭価格の指標である環
渤海指数(5,800NAR)の2015年4月上旬の価格
は514元/トン、輸出税賦課前で約83ドル/ト
ン。それに対し豪州一般炭価格の指標である
Global-Coal- Index(6,000NAR)の同時期におけ
る価格は約58ドル/トン(6,000NAR)で、価格
比較のために単純に発熱量等価すると、約56
ドル/トン(5800NAR)。一方で、中国炭には
2015年1月以降は3%の輸出税が適用となるの
で、中国炭の価格は約86ドル/トンとなり、
その差はFOB価格(5800NAR等価)比較で実に
約30ドル/トンとなる。日本までの海上輸送
運賃で、近距離である中国炭に7～8ドル/ト
ン（2015年4月上旬パナマックス船スポット
ベース）の分があったとしても、日本着の価
格では20ドル/トン以上の差となり、中国炭に
はほとんど競争力が無く、中国炭の輸出増に
はつながっていない。

- 日本では2016年の4月にも電力小売りが「完
全」自由化されると言われており、各電力会社
はいかに安く原料を調達できるかが、競争力の
カギとなるであろう。その中でも火力発電の原
料となる石炭は、他の燃料と比較しても価格面
での優位性が有り、また原子力発電の見通しが
立ちにくい中では、日本における発電用一般炭
需要は今後も高まっていくものと思われる。そ
のような環境下、過去に中国炭にまだ価格競争

表4：中国の石炭輸出量、輸出税推移 (単位：百万トン)

暦年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
輸出量合計 58.8 85.9 85.8 93.9 86.6 71.7 63.3 53.2
日本向け数量 16.5 26.7 27.6 31.3 29.0 23.2 20.6 15.7
日本向け割合 28% 31% 32% 33% 33% 32% 33% 30%

増値税還付率-
(施行開始月) 13% 13% 13% 13%

一般炭/無煙炭:-11%
原料炭:-5%-
(1月～)

一般炭/無煙炭:-8%-
原料炭:-5%
(5月～)

増値税還付
ゼロ(9月～)

輸出税-
(施行開始月)

原料炭:-5%-
(11月～) 原料炭:-5%

暦年- 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015年
輸出量合計 45.4 22.4 19.0 12.1 9.3 7.3 5.8 -
日本向け数量 13.4 6.4 6.5 6.3 4.0 3.1 2.2 -
日本向け割合 29% 29% 34% 52% 44% 42% 38% -
増値税還付率-
(施行開始月)

輸出税-
(施行開始月)

全ての
石炭:-10%-
(8月～)

全ての
石炭:-10%

全ての
石炭:-10%

全ての
石炭:-10%

全ての
石炭:-10%

全ての
石炭:-10%

全ての
石炭:-10%

全ての
石炭:-3%
(1月～)

出所：中国国家統計局
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力があった際の取引実績や、有事の緊急調達の
ための近距離ソースとしても、中国炭が再び日
本向けに本格輸出されることを望む需要家の声
も多い。ゆえに、両国経済関係のさらなる発展
のためにも、中国での石炭輸出における輸出関
税の“完全”撤廃、ひいては増値税還付の再開を
強く要望する。

②石炭関連政策の発表における明確な内容と運用
基準

- 中国政府は2014年に国内石炭市況の回復と
環境保全を主眼として、国内石炭生産量の削
減、輸入量の制限、輸入税の導入、輸出税の
減税、販売・輸送・使用品位規制、資源税率
の改定等のさまざまな政策を打ち出した。し
かしながら、それら政策は時として公示から
施行までの時間が短かったり、その適用が不
明瞭であったりした。特に石炭の販売・輸
送・使用品位規制については、発表時点でも
その解釈が議論を呼び、その運用詳細が判明
するまでに時間がかかり、施行開始後によう
やく運用実態がつかめるというような項目も
あり、中国向けに石炭販売を行っている関係
者は対応に苦慮したというのが現状である。

- 今や世界一の石炭輸入国となった中国におい
て、そのよう品位規制は世界の石炭市況にも
大きな影響を与えるものでもあるので、今後
の各種政策の発表においては、より明確な内
容と運用基準を伴って開示されることを強く
要望する。
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２．レアアース

レアアース（希土類）は、永久磁石、ガラス研磨剤・添
加剤、自動車排ガス等の助触媒、蛍光体などに使用され、
ハイテク産業分野を中心に現在の日本の産業界にとって不
可欠な金属資源である。世界生産の9割以上を中国が占め、
日本もレアアース資源の大部分を中国からの輸入に依存し
ているため調達リスクが高く、供給面での不安定性が指摘
されてきた。ここ数年は、世界経済の低迷や省使用の推進
によりレアアース需要は鈍化、また米・豪をはじめとした
供給源の多様化が再び進展し、日本の対中依存度も低下傾
向にある。

レアアースは主に、軽希土類（La:ランタン、Ce:セ
リウム、Nd:ネオジム-等）と、重希土類（Y:イットリウ
ム、Tb:テルビウム、Dy:ジスプロシウム-等）に分類され
る。一般的にレアアース鉱床は中国にしか存在しないと
思われがちだが、重希土類を豊富に含むイオン吸着型の
鉱床は中国南部一帯にしか存在しない一方で、軽希土類
の鉱床は世界中に広く分布している。しかし、国別の生
産量を見てみると、鉱床が広範分布する軽希土類も含め
て、レアアースの生産は極端に中国に集中している状況
が続いている。

中国レアアース産業と政策
中国レアアース産業は1970年代に始まり、80年代の
大規模鉱床の発見、精製・分離技術の発達で開発が加
速、高利益産業であったこと等を背景に90年代に急速
に拡大した。90年代半ばになると、中国からの安価な
レアアースの供給増加を受けてレアアース価格は下落、
米・豪などが生産から撤退し、中国の独占状態が作られ
た（図1）。中国国内の産業も、価格下落から規模拡張
に走り、効率の低下、収益性の悪化、環境負荷の増大と
いった矛盾が生じた。

図1：世界のレアアース生産量の推移
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改革開放期のレアアース政策は、急激な経済発展の波
に乗ってやや粗放であった感がある。例えば、鉱産品輸

出に対する税還付が行われていた状況の中で輸出割当制
度が導入されるなど、方向性が異なる政策が同時に実施
されていた時期もある。

生産が盲目的に拡大し、同時に“闇の生産ルート”が跋
扈する状況が問題視され始めた2000年代半ば以降は、
生産規模の抑制と生産効率の向上、乱掘や違法採掘への
対策、環境保護など管理監督強化がレアアース政策の
柱となった（表1）。これらの政策は一定の成果を得る
も、産業内の矛盾点の多くは残されたままである。

表1：中国政府による主なレアアース産業政策
開始時期 内容

1985年2月 レアアース鉱産品輸出に対する税還付を
開始(還付率17%)

1999年1月 レアアース製品の輸出割当制度が開始

2004年1月 レアアース鉱産品輸出に対する税還付を
廃止(還付率13%→なし)

2006年11月 レアアース金属鉱および酸化物の
輸出関税の徴収開始(税率10%)

2007年 レアアース鉱産品および精錬分離製品を
指令性生産計画対象品目に指定

2007年～2012年 レアアース資源の輸出関税を
鉱種ごとに順次引き上げ(10%→15～25%)

2010年5月 国務院「稀土業界の持続的かつ健全な発展
に関する若干の意見」発表

2011年 レアアース企業の環境保護検査を開始、
合格企業リスト公表

2011年4月 レアアース資源税の税率引き上げ(3元/トン
→軽希土60元/トン、重希土30元/トン)

2012年 レアアース業界参入条件を新たに規定
2012年6月 レアアース資源専用の増値税領収書を導入

2013年 レアアース等鉱産資源の合理的な
開発に関する“三率”基準を制定

2014年 落後(立ち遅れた)生産能力の淘汰目標の
対象品目にレアアースを追加

2014年 レアアース違法産業チェーン取り締まり
特別活動を実施

2015年1月 輸出割当品目からレアアースが対象外に

出所：各種報道より筆者作成

WTOパネル報告書を受けた 
各種輸出規制の撤廃
2006年にレアアース輸出関税の賦課が開始されたが、

2010年の第二期からはレアアース輸出割当量が大幅に削
減され、また2011年3月にはレアアース鉱石の資源税も
大幅に引き上げられた。中国税関での最低輸出価格指導に
加え、供給減を見越した投機筋の資金流入も相まってレア
アース価格も急騰し、世界的に供給懸念が広まった。

これに対して、米国、EUおよび日本は、輸出割当制度
や輸出関税賦課など中国のレアアース、タングステン、モ
リブデンの輸出を制限する一連の措置がWTO規則に違反
するとして、2012年3月に協議要請を行い、4月に協議を
行ったが解決に至らなかったため、同年5月、WTOに対し
て本件に関する紛争処理小委員会（パネル）の設置を要
請、翌月紛争解決機関会合でパネル設置が承認された。そ
の後、パネル会合を経て、2014年3月、中国のレアアース
輸出を制限する一連の措置はWTO規則に違反するとの報
告書が公表された。4月に中国はパネル報告書の内容を不
服として上級委員会に上訴したが、2014年8月にパネル報
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告書を支持する内容の上級委員会報告が公表され、同月の
紛争解決機関会合で正式に採択された。このWTOパネル
報告書を受け、2014年12月、商務部は、2015年の輸出割
当品目からレアアース製品を除外している。

輸出割当制度に関しては、割当量が前年比で大幅に削
減された2010年を除けば、実際の輸出量が割当量に満
たない状況が続いており（図2）、今回の輸出割当の撤
廃が世界市場に大きな影響を及ぼすことはないとの見方
が強い。一方、中国国内では輸出割当の撤廃により、い
まだ存在するレアアースの“闇の生産ルート”による輸出
が容易となるなど、違法生産行為へ対する監督管理が難
しくなるとの懸念の声も上がっている。

図2：中国の輸出割当量と輸出実績量の推移
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出所：『中国稀土』（安泰科）

中国依存からの脱却
過度の中国依存からの脱却を目的として、2010年以
降、米国、オーストラリア等でレアアースの生産が再
開した。米Molycorp社や豪Lynas社なども近年では生産
量、販売量ともに拡大させており、これに伴って世界生
産総量に占める中国の割合も減少傾向にある（図1）。

日本のレアアース資源の調達先も多様化に向かいつつ
あり、一時90%近くであった中国への依存度も2008年
頃を境に低下を続け、近年では60%前後まで下がってき
ている（図3）。

世界的な供給源の多様化が再び進展することは、日本
をはじめとしたレアアース消費国にとって資源の安定供
給の面から歓迎すべき状況であり、中国国内においても
「資源保護に繋がる」として歓迎する声が聞かれる。

図3：日本のレアアース輸入先の推移
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レアアース価格と消費動向
供給元の多様化が進む一方で価格下落は続いている。
ランタン、セリウムは2015年に入り2011年の急騰以前
の水準まで落ち込んでいる。磁石用のプラセオジウム、
ネオジム、ジジム等は急騰以前の水準までは戻っていな
いが価格下落傾向は続いている。また、2011年の急騰
以降、数度にわたって投機資金流入により価格が高下す
るトレンドが見られており、今後も投機筋の影響を受け
る場面も想定される。

ここ数年、中国国内では、泛亜非鉄金属取引所（雲南
省）、天津渤海商品取引所（天津市）、南方レアメタ
ル取引所（湖南省）、包頭レアアース取引所（内モンゴ
ル自治区）など、レアアースを取り扱う取引所が次々と
設立され、または既存の取引所がレアアースを対象品目
に追加している。公平・公正な取引環境が期待される一
方、投資家による投機資金が流入しやすい環境ができて
いるという側面も持つ。需給バランスによる適正な市場
価格を保持するための制度設計と運営が求められる。

レアアース需要が低迷しているとは言え、消費量が大
きく落ち込んでいる訳ではない。2011年の価格高騰に
より2012年の消費は一時的に大きく落ち込んだが、翌
2013年には回復し、2014年も前年比で微増している。
世界消費量のうち中国が占める割合は、2011年の約
72%をピークに減少し2014年には68%以下まで落ち込ん
でいる。

中国レアアース産業政策の方向性
中国政府は引き続き、生産規模抑制や生産効率向上、
乱掘や違法採掘対策、環境保護など管理強化を政策とし
て進めているが、レアアース産業の高度化、高付加価値
化に向けては、応用技術や高度加工などの研究開発水準
の向上も求められる。

2014年7月、財政部と工業情報化部の共同運営により
「レアアース産業補助資金」が創設され、採掘、選鉱、
製錬や高度実用化、環境保護などの技術開発への国家に
よる資金援助スキームが強化された。中国アルミや五鉱
集団傘下の研究部門、有色金属研究総院、包頭レアアー
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ス研究院など、既存あるいは新設された専門研究機関に
よる技術開発の加速が期待される。

レアアース産業の構造改革、管理強化を目的とした政
策の一環として現在、6社の大規模集団公司を軸とした
産業再編が進められている。2014年末時点で既に工業
情報化部の認可を得て設立準備段階に入っており、6社
はそれぞれ、得意鉱種、研究開発、海外連携パートナー
の選定などで独自性を打ち出そうとしている。

日本企業の進出と政府間協力
近年では、それら集団企業と日本企業との連携事例も
見られ始めている。

TDKと東海貿易は2013年5月、広東稀土産業集団の母
体となる広晟有色金属との共同出資により広東省梅州市
に稀土類磁石製造企業を設立、2015年には供給を開始
する予定である。また、村田製作所は2014年3月、五鉱
稀土公司の母体となる五鉱集団公司傘下企業との共同出
資により広東省仏山市にセラミック加工企業を設立、同
年6月より生産を開始している。福建稀有稀土集団の母
体となる厦門タングステン業にはアライドマテリアルお
よび三菱商事が出資をおこなっている。

またこの他、レアアース業界老舗の三徳は2001年に
内モンゴル自治区包頭市に現地企業と合弁企業を設立、
2011年には江西省贛州市に五鉱集団傘下企業との間で
合弁企業を設立し、現地生産を開始している。2012年
には信越化学が独資にて福建省で希土類磁石用合金製
造を開始、日立金属も今年2月、希土類磁石製造の合弁
企業設立に向け現地企業と交渉に入ったと報じられるな
ど、日本企業の中国への進出、レアアース産業への参入
も加速している。

日中両国間では、1988年から定期的に「日中レア
アース交流会議」が開催され、主に経済産業省と発展改
革委員会を中心に政府間協議、情報交換が行われてき
たが、2009年以降は開催されていない。また、2012年
にはレアアースに関する官民協議会の設置が合意された
が、現時点では実現に至っていない。

＜建議＞
①レアアース製品類、タングステン、モリブデ
ンについて、2015年より輸出割当対象品目か
ら除外された点、ならびに2015年5月1日より
同品目の輸出関税が完全に撤廃された点につ
いて歓迎する。輸出関税の撤廃に伴い、レア
アース鉱産品に賦課される資源税が過度に増
額されないこと、過渡期における混乱が生じ
ないよう適切な税制見直しが行われることを
期待する。

②近年、中国政府の主導により、６大集団企業体
制へ向けたレアアース産業の再編や、非鉄金
属資源を専門とした交易所の設置が進められ

ている。国内におけるバランスのとれた産業
配置や、各地の交易所の適切な運営により、
中国において中長期的に安定したレアアース
の生産、供給が実現することを期待する。
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３．電力

電力需要は至近10年平均10%前後で伸び続けてきた
が、2014年は3.8%の伸びの5兆5,233億kWhに留まった
（図1参照)。今後の見込みとして、国民生活レベルの向
上を反映し、第三次産業と民生用の伸び率は引き続き
6%前後で推移する一方で、第二次産業はエネルギー効
率の低い企業の淘汰が進み伸び率は漸減、全体では第12
次五カ年規画（以下12・5規画）目標の8%を下回り4%
前後の成長になるものと思われる。

長年の課題であった電力の安定供給は概ね実現した一
方、大気汚染が慢性化し社会問題となっている。省エネ
とクリーンな電力エネルギー、停電が少なく品質の良い
電気の提供など電気事業が新しい発展段階に突入したこ
とは衆目の一致するところである。具体的には発電分野
の環境対策、送配電分野ではスマートグリッド構築が注
目される。

2014年の動向および回顧
電力設備については、2014年に約1億3,000万kW
程度の新規電源が運開し、2014年末の総発電設備容
量は13億6,019万kW(国家能源局速報値)となった（図
2参照）。内訳をみると総発電設備容量に占める火力
発電の比率は67.3%に低下している。火力発電の設備
利用率は電力消費量の伸びや水力発電の状況で左右さ
れ、2011年は60.4%と高かったが、2013年は53.7％
に低下している（設備利用率＝能源局発表利用小時(時
間)/8,760(時間)）。

西電東送を実現する特高圧送電線の建設も順次行われ
ており、発電設備容量不足による電力不足は基本的に解
消されている。

図1：電力消費量の推移
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図2：発電設備容量と最大電力の推移
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全国の最大電力需要（ピーク）は2014年中に更新の
報道がなく、更新されていないと思われる。ピークシフ
トや電力使用制限が一部計画的に行われた程度であっ
た。しかしながら精密電子機器のメーカー等からは瞬時
電圧低下が増加傾向との声がある。これは大気汚染対策
のため大都市部の発電を控え、電力を遠隔地から送電す
る広域運用の結果ではと推測される。

なお2014年の電力設備投資の内訳は電源分野3,646億
元、流通小売分野4,118億元であった。火力電源への投
資額は減少傾向にある。

2014年もpm2.5に象徴される慢性的な大気汚染による
健康被害や環境破壊の顕在化が1960～70年代の日本同
様、国民の不満を高めており、中央政府は2013年9月に

図2：発電設備容量と最大電力の推移
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

太陽光 3 26 222 328 1,556 2,652
その他 30 67 87 3 0 1 82 16 5 46
風力 126 207 420 839 1,760 2,958 4,623 6,083 7,650 9,581
原子力 685 685 885 885 908 1,082 1,194 1,257 1,466 1,988
火力 39,138 48,382 55,607 60,286 65,108 70,967 76,834 81,917 86,473 91,569
水力 11,739 13,029 14,823 17,260 19,629 21,606 23,298 24,890 25,073 30,183

ピーク電力 33,220 38,575 44,974 47,360 54,114 58,823 64,022 66,910 73,461 73,461

出所：中国電力年鑑、2014年は電力統計速報値(国家能源局)
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「大気汚染防止行動計画」2014年9月に「石炭火力の省
エネ・排出削減グレードアップと行動計画」を制定し積
極的対策を打ち出した。

在中国日系企業が直面している 
問題および中国政府への改善要望
電力事業においては環境問題への取り組みが今後の大
きな課題であり、12・5規画では2015年に非化石エネル
ギー発電設備比率33%、また2014年11月発表の「エネ
ルギー発展戦略行動計画(2016-2020)(以下、エネルギー
行動計画2020)」では2020年に一次エネルギー消費に占
める非化石エネルギー比率20%と目標設定されている。
日系電力関係企業は高度な省エネ・環境技術や、電力設
備の保守管理技術などでさまざまな実質ある貢献が期待
できる。

電力ユーザーの視点からは、環境問題の改善そのも
のより数値目標の達成が重視され、強制的な節電や、
2,000km超の電力系統での自然災害等による停電増加の
懸念も指摘されている。

化石燃料発電のクリーン化
・石炭火力の電源の主役としての座は変わらない。
2014年9月に「石炭火力の省エネ・排出削減グレー
ドアップと行動計画」が発表された。石炭消費率やば
いじん、SOX、NOXへの規制値を規定、立ち遅れた設
備の淘汰促進などが謳われている。脱硫装置は2013
年末の設置率95%、脱硝装置については50%となって
いる。しかし不良品や効果の出ない運用例などが聞か
れ、事業者の意識改善と、装置の品質や運用管理面の
向上が必要と推量される。

・天然ガスは効率的でクリーンな石炭代替エネルギー
として12.5規画で熱電併給自家発設備を中心に推
進が謳われているものの発電利用への位置づけは低
い。背景には天然ガスが高価で現在の電気料金では
採算が合わないという現実がある。ただし今後、補
助金制度や国内非在来ガスの開発が進めば見直され
る可能性がある。

非化石エネルギーの推進
・12.5規画およびエネルギー行動計画2020の電源種別
の開発目標は(表1)のとおりである。中央政府は2013
年9月、小売り料金への再エネ普及負担金を0.015元に
値上げ(従来は0.008元)した。本来託送コストの高い家
庭、農業向けは除かれており、政策的に小売価格を低
く抑えた印象がある。また再エネ事業者への卸電気料
金の補助金の支払い遅延が生じている。

表1：分野別の主な非化石エネルギー発展目標 
　（発電設備容量）

12.5規画 エネルギー
行動計画2020

2014年
（実績） 2015年 2020年 2020年

水力 3.02億kW 2.9億kW 4.2億kW 3.5億kW
(揚水除く)

風力 9,581万kW 1.0憶kW 2.0億kW 2.0億kW

バイオ
マス 不明 1,300万kW 3,000万kW

記載なし
(代わりに地熱
利用規模5,000
万標準炭トン)

太陽光 2,652万kW 2,100万kW 1.0憶kW 1.0憶kW

原子力 1,988万kW 4,000万kW 7,000万kW
5,800万kW
(建設中3,000万

kW)

出所：中長期発展計画、12.5規画、能源局速報等

・風力発電：2014年末の速報値によると、全国の系統
連系済風力発電設備容量は9,581万kWと世界最大であ
る。建設認可済みのものが少なくとも5,500万kW程度
と大量にあり、グリッドの充実や海上風力開発が課題
である。

・太陽光発電：2014年末の速報値によると、設備容量
は2,652万kWである。分散型の普及が課題である。

・原子力発電：中国の原子炉はPWRが主で、運転中の
原子力発電所は、11発電所、22基、合計1,988万kW
（能源局速報。国家核安全局発表は1,993万KW）であ
る。2014年中の新規着工はなかった。

- 現在、第三世代PWRのAP1000を世界に先駆けて建設
中で、海外輸出をにらんだ国産・低コスト化も進めら
れている模様である。12.5規画に掲げた容量達成は難
しいが、推進の姿勢は基本的に変わっておらず、今後
は内陸部の計画再開に向けて安全の徹底はもちろん、
情報公開と理解獲得努力が課題と思われる。

送配電設備
・スマートメーターの導入：各区域電網公司で都市・
農村開発と一体となったスマートメーターの導入が
始まっている。プリペイド式デジタルメータが基本
である。電気料金徴収は電気事業の要であり、電力
量計には高い精度と信頼性が要求されるが、年7,000
万から1億台ベースで急ピッチに工事を進めている点
が特徴である。

・特高圧送電線の整備：国家電網では2020年までに
「五縦五横」ならびに±800kV直流送電線27線路の
建設を実施する。また南方電網は2014年までに、
「八交八直」と名付けた基幹送電網16回線3,500万
kWを実現する計画である。長距離直流送電の故障時
に現在は発電機トリップで対応していると推測する
が、交流迂回ルートの整備で西電東送のさらなる活
用が期待できる。

・電気自動車(EV)の導入：EVの利用促進策や電網公司
が中心となった蓄電池交換スタンド整備を実施中。
一層の利用促進のため充電スタンド方式の整備も進
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む可能性が高い。

・分散型電源の系統連系に積極的な対応を見せており、
今後連系事例が増えていくと思われる。

＜建議＞
①市場経済ルールの整備と適正運用

・石炭に比べ高い燃料を利用する天然ガス発電の
推進や、クリーンな発電での直接供給の推進
に向け、政策的助成金の充実、託送料金制度
の標準化などで発電のクリーン化を力強く押
し進めることを要望する。また、非効率で環
境対策の遅れた発電所はもちろんのこと、対
策を実施していても不適正な運用を続けてい
る発電所があれば、稼働を抑えるなどの改善
措置を図られたい。

・風力発電や太陽光発電等の再生可能エネルギー
に関しては、稼働率上昇とさらなる発電設備容
量増を進めるためのグリッド設備の充実や、系
統安定機能を持つ大型蓄電池などに対する補助
金等の充実を要望する。揚水発電の建設を促す
料金ルール等の整備も必要と考える。

・発電会社の経営安定と電力安定供給に向け、卸
および小売電力料金の適正化、託送料金制度
の標準化を引き続き要望する。また再エネ事
業者への卸電力料金の政府補助金支払いが一
部遅延しており、早期精算に向け検討を進め
ていただきたい。

②過剰な政府規制の緩和

・原子力発電所の情報公開の推進を要望する。

・環境、省エネ関連分野での情報交換を要望す
る。環境対策、USC、IGCCなど石炭クリーン
発電、特高圧送電やスマートメーターなど多
方面で、ウィンウィンの協力関係の強化発展
を希望する。

③内外無差別とグローバルスタンダードの採用

・スマートグリッド推進や電気自動車普及に向け
た充電設備構築では、国際標準化へ向けた活
動の継続と、各国関係各機関とのさらなる協
調を要望する。

・合わせて電力流通設備への投資や設備調達では
日系企業に対してもプロジェクト参画機会を
与えていただけることを要望する。

④その他

・再生可能エネルギーや大型電源の新規設置と並
行した送電網整備を着実に進めるとともに、実
施に於いては発電所が連系しやすく高効率で高
信頼度に運用できるシステムとなるよう、連系
電圧や直流交流を適切に選定したネットワーク
を建設することを引き続き要望する。

・配電網、電力メーターについては信頼性に加
え、耐久性や美観にも適した設備の構築を要
望する。

・高度な工業製品を生産する工場等では、瞬時電
圧低下等、従来にも増した高品質な電力が必
要となっている。また一般需要家からは非化
石エネルギー比率目標や大気汚染対策等で電
力の利用制限が行われることへの懸念の声も
きかれる。その一方で電力供給がまだ十分で
ない地域も一部ではあるが存在し、無電化地
域解消も重要な使命である。こういった多様
な需要家ニーズに配慮した電力供給を電気事
業者が協力して実現することを期待する。
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１．建設
2014年の不動産投資額は9.5兆元、前年比で10.5％増

と、2009年1～7月期以来の低水準となり、2014年の
GDP成長率が24年ぶりの低水準の7.4％となった要因の
一つとなった。2014年の新規着工面積は17.9億㎡と前
年比で10.7％減となり、14年1～11月の9％減から減少
ペースが加速した。また固定資産投資全体では、2014
年度の都市部の固定資産投資額が50兆2,005億元（注1）
で、前年比で15.7%増加と、2011年の23.8％、2012年
の19.3％、2013年の19.6％に比べ、低い伸び率となっ
た。今後も製造業の設備投資の低調さを主因として、増
勢鈍化が続く見通し。

注1：国家統計局発表資料による。

今後の投資は、「新常態」下で、省エネ、環境、中低
所得者向け住宅（保障房）等、社会公益や新たな発展分
野に向けられると思われる。投資の方向性の転換、地方
政府債務問題等も相俟って、中国建設業のあり方は大き
な転換点を迎えている。

このような状況下、進出日系建設会社が直面する問題
点と改善要望に関して述べる。

建設業にかかわる問題点と改善要望
土地使用に関する法規と実態が乖離している問題
工業プロジェクト用地に関する国の規制が企業活動の
実態に合っておらず、外資企業の参入障壁になってい
る。国土資源局の規定で、地区・業種毎に定められてい
る必要投資額が、現実に必要な投資金額を相当上回って
おり、遵守が困難な一方で、地場企業はこの規定を遵守
せず土地を購入し、事業を行っている例が散見される。

入札に関する問題
「入札法」（主席令第21号）、「工事建設項目入札
募集範囲および規模の標準規定」（国家発展計画委員会
第3号令）では、インフラ施設・公用事業・国有資金投
資・国家融資・国際組織または外国政府の資金使用等の
プロジェクト等については入札募集が必要であると規定
されている。

上述規定では省政府レベルで入札募集範囲、規模を規
定できるため、上海市、江蘇省等では、外資民間投資プ
ロジェクト（非国有投資）では入札手続が不要な一方、

北京市、天津市等においては、入札募集が必要であり、
地域毎にばらつきが有る。

入札手続については資格を有する入札代理機構が実施
し、入札評価も第三者機関が実施するため、発注者の意
向通りの発注ができない可能性が有る他、入札手続に時
間を要する、少なからぬ入札代理公司報酬の発生等、プ
ロジェクト遂行に影響が出ている。

建造師資格に関する問題
2008年2月の住宅都市建設部通知（建市[2008]48
号）により、項目経理（プロジェクトマネージャー）制
度が建造師制度に変更されたことで、日本人を含む外国
人項目経理に対する扱いが変更となり、外国人が現場責
任者となる場合、「建造師」試験を受験、合格するしか
方法が無くなった。

後述の建設会社の資質認定標準でも、この「建造師」
有資格者数が関係するため、「一級建築士」など日本の
公的資格を保有し、中国人の建造師資格保有者と同等の
技術水準にある日本人技術者を「建造師」人数に算入で
きないことは、建設業の資質維持の観点から経営上の問
題であると同時に、外国人技術者に対する不平等となっ
ている。

営業税の納付先に関する問題
（上海市における問題点）
上海市内で工事施工時、企業登録地と施工場所の管轄
税務局が異なる場合がある。原則的には、「登録地の
税務局で営業税を納付するとされている」が、工事場所
の管轄税務局より営業税の納付を求められるケースが有
る。また、国務院令第540号14条では、建築業役務を提
供する納税者は課税役務発生地で納税との考えが示され
ている。上海市以外で施工を行う場合、施工地の税務局
へ納税することから問題はないが、上海市の区の場合は
この国務院令の発布を機に登録地に加えて施工地の税務
局から要求されることで、対応が困難となっている。

外資企業の設計資質、 
外資独資建築企業についての問題
外国の設計事務所が、中国国内で設計業務を請負う場
合、建市[2004]78号により、中国での設計資質を有す
る中国の設計事務所（設計院）との合作設計が必要であ
る。また、外国の設計事務所が中国国内で設計会社を設
立する場合、「外商投資建設工程設計企業管理規定」に
より、常駐外国人技術者（中国居住期間が1年間で6ヵ月
以上）の数が、独資の場合技術者総数の4分の一、合弁

第３章
建設業
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の場合8分の一を下回ってはならないとされており、常
駐技術者数維持が負担となっている。

また、外資独資建築企業については、「外商独資建
築企業管理規定」により、請負可能な工事について、
①100％外資、海外無償援助　②国際金融機構による借
款、③外資50％以上の中外聯合建設、外資50％未満で
あるが技術的に困難で、省、自治区、直轄市政府が許
可した中外聯合建設、等の工事に限られており、国内建
設投資の主要部分である中国資本100％の工事について
は、中国企業では施工が技術的に困難な場合のみ省、自
治区、直轄市政府の許可を得て中外建築企業は受注可能
であるが、外資独資建築企業へは門戸が開かれていな
い。この結果、中国の建設市場は日系建設会社にとって
魅力的な市場となっておらず、また保有する先進的技術
を活かす機会を失している。

一昨年9月に発足した「中国（上海）自由貿易試験
区」では、試験区内で設立された外資独資建築企業は上
海市で外資50％未満の工事の請負が可能となった。従来
の規制の緩和という点では歓迎できるが、既に試験区外
に設立されている外資独資建築企業には適用されないこ
と、また施工エリアが上海に限られること、依然中国資
本100％の工事には適用されないこと等、日系建設会社
が規制緩和の恩恵を受けるには不十分であり、今後のさ
らなる規制緩和に期待したい。

新建築業資質標準についての問題
中国の建設業者は、外資企業も含め「資質」と呼ばれ
る等級の取得が義務付けられている。資質取得には特
級から三級までの等級毎に各種要件が定められており、
また等級毎に請負可能な工事範囲、規模が定められてい
る。2014年11月に、一級から三級までの資質標準が改
訂された（建市［2014］159-号）。今回の改訂には、
頻発する不良工事問題や農民工の処遇改善への対応が背
景に有ると思われるが、以下で今後直面することが想定
される問題点を挙げたい。

①各建築資質で等級に応じ労務技術者資格保有者数が資
格要件に追加となった。進出日系建設会社の多くが保
有する「建築一級元請負」資質の場合、最低150名の
労務技術者の直接雇用が要求されており、市場の縮小
が続く中で、費用負担増が懸念されている。

②従来の標準では特級を除き請負可能金額について「資
本金の5倍」までという制限が設けられていたが、こ
れが撤廃された一方で「建築一級元請負」では3,000
万元という下限が設けられた。既実施の案件における
3,000万元未満の小規模改造工事について、今後も継
続して受注可能なのかどうか現時点では不明であり、
既存顧客対応の面で懸念が有る。

③「建築二級元請負」では、受注可能な延床面積が「4
万㎡以下」と従来の「12万㎡以下」と比べ大幅に減少
しており、工事受注機会の逸失が懸念される。

これら懸念される問題点について柔軟な運用や基準の
緩和を要望すると共に、住宅都市建設部として各地建設

行政機関が追加制限を実施しないよう運用統一の指導を
要望したい。

品質終身責任追及制の問題
14年8月に住宅都市建設部より公布された「建築工程
五方主体項目負責人質量終身責任追及暫行弁法」（建質
〔2014〕124号）により、建築プロジェクトにかかわる
五方（発注者、勘察会社、設計会社、施工会社、監理会
社）のプロジェクト責任者個人は、工事対象物の設計使
用年限（通常50年）において品質の終身責任を負うこと
になった。

この責任は個人が所属会社を離職した場合でも継続し
て追及され、品質問題が生じた場合は資格停止処分等行
政罰の他、刑事罰を負うことも規定されている。

工事品質を重視するという政策意図は理解できるもの
の、経済のソフト化進展により建設業への従事希望者が
年々減少している中で、このような政策はさらに建設業
が敬遠される一因となることを懸念しており、規定の撤
廃を含め今後の見直しに期待したい。

施工許可申請における諸問題
建設工事施工許可は、施工地の建設行政機関に申請を
行うが、地方により以下のような各種要求・指導が行わ
れ、プロジェクト工程に影響が出ている。さらに要求条
件によっては当該地域への進出断念、工事受注機会の喪
失といった問題に直面しており、解決が望まれる。

分公司（支店）の設立に関する問題
一部施工地の行政機関から分公司の設立を条件とされ
ることが有る。この場合、農民工保証金の納付、法人名
義口座維持、一定面積の事務所維持等が必要となり、工
事費に影響が有る。また、地方により必要な条件、書類
が異なる等手続が煩雑で、適時に分公司設立が出来ない
場合、工程に多大な影響が出ている。2011年住宅都市建
設部発出の意見書（建市[2011]86号）では、外地企業の
地方進出時に当該地方での子公司（子会社）設立の要求
を禁止している。中国の建設会社への聞き取りではこの
意見書発布後、各地方政府の子会社設立要求は緩和され
ているようだが、依然要求されることが有るようで、さ
らなる改善指導および分公司設立要求についても中央政
府としての見解が明確に示されることに期待したい。

工事登記人員(現場施工管理有資格者)の 
社会保険証明についての問題
日系建設会社の進出地域のほとんどで、現場施工管理
有資格者が自社従業員である証明として社会保険証明
の提出が求められている。ただし、各地の社会保障局発
行の社会保険証明は書式・記載内容にばらつきが有り、
往々にして施工地の建設行政機関の書式・記載内容要求
を満たせず、解決に時間を要している。この他、分公司
名義で納めた社会保険証明を認めない、直近5年間の納
付証明でなければ認めない等の地域も有り、年々厳しく
なるそれら諸要求につき、制限の緩和・運用の統一に期
待したい。
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工事ボンド(担保状)についての問題
工事ボンド(担保状)とは、工事費支払ボンド、請負者契
約履行ボンド等、請負契約当事者双方の債務不履行を担
保するものであり、契約条件により相手方に差入れるも
のである。しかし、当事者間で差入不要と約定しても、
一部地域では建設行政機関より差入（契約条件の変更）
を指導されることが有る。

要求されるボンド種類・金額は地域により異なるが、
契約当事者双方で一工事1,000万円以上の費用(ボンド費
用)が発生する地域も有り、工事費増加への影響が有るた
め、契約当事者間の合意を尊重した運用に期待したい。

施工契約モデル書式についての問題
上記③と類似の問題であるが、一部の地域では工事
請負契約約款について、施工地行政機関から「モデル書
式」（住宅都市建設部・各地建設局制定）の使用を強制
されることが有る。

一方、日系を含む外資系工事の発注者からは、全世
界の拠点で統一して採用している契約約款（FIDIC約款
等）の使用を強く主張され、建設会社もこれに応じるこ
とが多い。しかし、当事者間で合意して発注者指定の契
約約款を使用して契約締結しても、さらに当局要求によ
り、「モデル書式」による申請用契約の締結が必要とな
ることが有る。

これにより、両者の整合性確認に多大な時間・労力を
要する他、紛争発生時に混乱が生ずるリスクが有るた
め、これも契約当事者間の合意を尊重した運用に期待し
たい。

＜建議＞
①企業活動の実態に即した工業プロジェクト用地
に関する国の規制について、実態に即した見
直しと法令の整備を要望したい。

②建設業の本社所在地以外の地域への進出、およ
び同地における施工許可申請取得のために子
公司（子会社）、分公司（支店）設立を条件
とすることの撤廃を要望したい。

③子公司（子会社）、分公司（支店）設立に関し
て、中央政府による統一的な法整備により、
地域格差の無い統一性の確立を要望したい。

④外資系工事（非国有民間投資プロジェクト）に
おいて、勘察（事前探査）・監理・設計・施
工それぞれの業者決定にあたり発注者による
入札実施が必要であることの見直し、手続の
簡素化を要望したい。

⑤建設業の従事する外国人社員と現地社員との資
格取得制度の不平等な取扱の是正と法令の整
備が必要である。外国人社員が、中国人社員
と同等な取扱をされる制度への見直しを要望
したい。具体的には日本の一級級建築士、施
工管理技士などの資格を中国の建造師資格等

と同等に取り扱うことを要望したい

⑥納税制度の地域格差の是正と見直しが必要。建
設業という業態にあった法令の整備を要望し
たい。

⑦納税や保証金の支払において二重払いが課せら
れる状況が見受けられるので、改善を要望し
たい。

⑧外資企業の設計資質取得規制(中国設計院との
合弁、常駐外国人設計士の人数等)について緩
和を要望したい。

⑨外資独資建築企業について受注規制（中系客先
工事受注制限)の緩和を要望したい。

- 中国(上海)自由貿易試験区に新たに法人を設立
した場合には、受注規制が緩和されるが、既
存中国法人の域内支店に対してもこの規制緩
和の適用を要望したい。

⑩2014年11月6日付けで公布された建設業企業
資質標準における、新しい認可要件と受注制
限内容に関し、以下をはじめとして、各種の
柔軟な運用や緩和を要望するとともに、住宅
都市建設部として各地建設行政機関に追加制
限を実施しないよう運用統一の指導を要望し
たい。

・認可要件として追加された「一定数の技能工の
雇用義務付け」基準の緩和。

・建築工程施工総承包1級資質における「受注下
限金額3,000万元」の改善。

・同2級資質における「延床面積制限4万㎡以
下」の緩和　など。

⑪中国における建築技術水準向上に資する建設関
連資格制度の広範な普及を促進するという観
点から、「プロジェクトに携わる発注者・勘
察・設計・施工・監理責任者個人に対する品
質終身責任制」の撤廃を要望したい。

⑫施工許可申請時における以下の諸要求の緩和・
地方毎の運用ばらつきの改善を要望したい。

・工事登記人員（現場施工管理有資格者）の社会
保険証明書提出。

・当事者間（発注者-施工業者）では不要と合意
している工事ボンドの発行要求。

・請負契約締結にあたっての「施工契約モデル書
式」の使用強制　など。
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２．不動産

2014年中国不動産マーケットの概況
オフィスマーケット

2014年、中国大陸での総新規供給面積は、2013年の
大量供給を超える約600万㎡に達した。全体的には堅調
な需要が続いているが、大量の新規供給に伴って空室率
は16%程度にまで上昇した。

経済の減速が指摘される中、中国国内企業の拡張意欲
は引き続き非常に旺盛で市場の動きを牽引した。主に外資
系企業のMNC(多国籍企業)の新規投資や面積拡張は、やや
減速気味の傾向にあった。業種別に見ると、金融機関など
は控えめながら堅調な需要を示し、製造業はコスト削減の
ための郊外移転や、ビルグレードを下げての移転が目立っ
た。法律事務所や会計事務所などの専門職オフィスは需要
の回復傾向にあり、ITやハイテク関連企業は活発な動きを
見せている。大きな傾向としては外資系企業は契約更新か
コスト削減移転、中国国内企業はビルグレードアップ、ス
ペース拡張のための移転が目立った。

2003年第3四半期と、2014年第3四半期の賃料イン
デックス比較では、深圳：約1.85倍、北京：約1.7倍、
上海：約1.6倍、2級都市群：約1.4倍、広州：約1.2倍
となっており、金融危機の影響や各エリア毎の動向に
違いはあるものの、全体的には右肩あがりの傾向を堅
持している。空室率では上海(約5%)・北京(約4%)・広
州(約10%)・深圳(約5%)が低く、成都(約37%)・重慶(約
38%)・無錫(約39%)・長沙(約40%)などは非常に高い。
平均では1級都市群で約6%前後、2級都市群では約25%
となっている。

今後の新規供給では、2017年までの間に、上海(既存-
約1,000万㎡、新規-約400万㎡)・北京(既存-約700万㎡,
新規-約200万㎡)・広州(既存-約600万㎡,新規-約250万
㎡)・深圳(既存-約550万㎡,新規-約300万㎡)と、既存オ
フィス面積に対して約50%程度の割合で追加新規供給が
見込まれ、重慶（既存-約300万㎡、新規-約300万㎡）、
天津（既存-約200万㎡、新規-約400万㎡）、長沙（既
存-約200万㎡、新規-約300万㎡）などは、約100％～
200%の大量新規供給が計画されている。2級都市群の平
均新規供給割合は、既存面積に対して約90%程度となっ
ている。

ただ中国では意図的、あるいは意図的でないにしても新
規物件の竣工遅れはよく見られる傾向であり（2010年以
降、実に40～50%の新規物件の竣工が遅れている）リー
ス契約の更新やオフィス移転の検証はできるだけ早めに開
始し、今後の経済情勢との相関関係をじっくり見極めた上
で、方針決定をする事が非常に重要だと思われる。

ここ数年、中国内資企業の顕著な伸びが目立ってき
ているが、未だ各都市の主要オフィスビルの大半の面積
を使用しているのは外資系企業であり、それらは今後数

年、大幅な新規投資や人員増強をする傾向には無いと思
われ、今後も巨大な中国マーケットをターゲットとする
新規進出や業務拡大は続くと予想されるが、既にMNCの
多くは進出済みであり、近年顕著な伸びを見せているも
のの第3次サービス産業や中・小企業が賃貸する面積が
マーケット全体に与えるインパクトは限定的だと思われ
る。一方、内陸の急速な発展は魅力的であり、未だ空室
率の高い成都、今後空室率の上昇が見込まれる重慶や長
沙などは、高グレードのオフィス物件に廉価な価格で入
居できるチャンスであり、検討に値すると思われる。現
在、同じく空室率の高い瀋陽、今後空室率の上昇が見込
まれる天津、杭州、広州、南京などは、賃貸交渉におい
てより良い条件を引き出せる可能性の高い、テナント有
利のマーケットと言えるだろう。

今後も、基本的にはCBD- (セントラル・ビジネス・
ディストリクト/市内中心部)の賃料高騰は継続していく
傾向にあるため、コスト削減を意図した新興DBD（ディ
セントラル・ビジネス・ディストリクト/やや郊外）エ
リアの新築オフィスや、ビルグレードを落とした移転が
増加していくと思われる。

表1：オフィスの新規募集賃料
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商業施設マーケット
2014年、中国での総新規供給面積は、過去最高だっ
た昨年には及ばなかったものの600万㎡以上に達した。
昨年来、供給過剰が指摘されているが、大量な供給が
あったにも関わらず、旺盛な需要は堅調に続いており、
全体市況の空室率はやや下がって8%前後で推移してい
る。2003年第3四半期と2014年第3四半期の募集賃料
（1階スペース）比較では、上海：約2.5倍、深圳：約2
倍、北京と広州：約1.8倍、2級都市平均でも約1.6倍の
上昇を記録している。

ただ、典型的な事例として瀋陽市鉄西区に見られるよう
に、ごく限られたエリア内で、85万人程度の定住人口に対
して、ここ数年で新規開発された（一部現在も建設中の面
積を加味すると）ショッピングモールとデパートメントス
トアの新規供給面積が約100万㎡に達するという、そもそ
もの都市計画に問題があるのでは無いか、という状況も生
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まれてきており、今後は各エリア、各プロジェクト毎によ
り鮮明に明暗が分かれてくると思われる。

2014年第1四半期時点での、世界の商業施設新規開
発計画の面積比較では、トップ20に中国の都市13（上
海、成都、深圳、天津、武漢、北京、南京、広州、杭
州、瀋陽、重慶、青島、大連）が入っており、今後も大
量の新規供給が投入される予定。今後の新規供給等を総
合的に鑑みると、投資リターンの側面では上海、北京、
杭州が魅力的だと言えるが、供給過剰の傾向が強い地域
では投資リスクが高いと思われる。

需要の内訳を考察してみると、体験型の施設：アイス
スケートリンク、ボーリング場、シネマコンプレック
ス、トレーニングジム、各種娯楽施設などが、非常に顕
著な伸びを示している。ハイエンドのレストラン等は、
少しターゲットを下げ、より広い層に受け入れられる
よう自己変革をしてきており、ユニクロ等のファスト
ファッション、デザイナーズブランド、ブリッジブラン
ド（ハイエンド・ブランドやインポート・ブランドと、
ドメスティック・ブランドとの中間的なブランド群）な
どが躍進してきている。反対にインターナショナルなラ
グジュアリーブランド、中国国内ブランド、デパートメ
ントストアなどは苦戦を強いられている。新規参入と拡
張路線の外資系リテーラーと、ポジショニングの再構築
を迫られている国内リテーラーというトレンドが続いて
いる。

同様の好立地にあるa)運営経験の豊富な商業施設オペ
レーターと、b)経験の乏しい商業施設オペレーターの収
益賃料インデックス比較によると、プロジェクト成長期
には約2.5倍、安定期には約3倍程度の大きな開きが見
られ、運営成否は必ずしも立地だけで決まるとは言え
ない事が伺える。因みに、運営経験の豊富な商業施設オ
ペレーターによるa)好立地プロジェクトと、b)好立地で
はないプロジェクトとの比較では、成長期には約2倍、
安定期には2.2倍程度になっており、好立地でないプロ
ジェクトでも、a)運営経験の豊富なオペレーターが手掛
ける場合、その実績はb)好立地という優位性があるにも
関わらず経験の乏しいオペレーターの実績を上回ってい
る。この事からも、特に商業施設マーケットにおいて、
競合プロジェクトとの熾烈な競争を勝ち抜くためには、
市況でのポジショニング、ターゲット層の設定、プロ
モーションやテナントミックスの工夫など、兎にも角に
も戦略とそれを基にした運営がキーになってくると言え
るだろう。

表2a：商業施設1階の平均新規募集賃料
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出所：CBRE

表2b：商業施設1階の空室率
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物流施設マーケット
ここ数年来同様、昨年もEコマース企業が爆発的な急
成長をみせ、倉庫施設の開発デベロッパーも一挙に手持
ちの土地に新規の倉庫施設を竣工させた。最大手の2社
（GLP社、GOODMAN社）の新規開発スペースは2014年
（GLP社650万㎡、GOODMAN社430万㎡）、2012年の
開発面積（GLP社270万㎡、GOODMAN社210万㎡）と
比べて2倍以上となった。

その他の大手倉庫開発デベロッパーも順次建設を進め
ており、また自社倉庫の開発にも乗り出してきている各
Eコマース企業の新規スペースがあるにも（基本的には
自社使用で外部への貸し出しはしていない）関わらず、
マーケットの需要は非常に旺盛で、1級都市群、2級都
市群の双方とも賃料は右肩上がりの傾向で堅調に推移し
ている。2003年第3四半期から、2014年第3四半期ま
での賃料インデックス推移を見ると、2008年第3四半
期（2003年第3四半期と比べて約1.3倍まで上昇してい
た）は金融危機の影響で若干の調整が入ったものの、
2010年第1四半期には底打ち、その後の反転以降は継続
して上昇している。2014年第3四半期には、2003年第3
四半期と比べて約1.6倍（平均賃料は、1級都市群と2級
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都市群で殆ど差が無い）まで上昇してきている。

2013年までの主要な倉庫所在地を見ると、華北エリ
ア：遼寧省・北京・天津、華東エリア：江蘇省・上海・
浙江省、華南エリア：広州と沿岸部に集中していたが、
2016年末までの新規計画を見ると、既存のエリアに加え
て新たに華北エリア：河北省・山東省・河南省、華東エリ
ア：安徽省、華中エリア：湖北省・湖南省、華南エリア：
福建省、華西エリア：四川省・重慶と、特に内陸・西側へ
向けての伸張が顕著に現れている。その中でも廊坊市、重
慶市、済南市などは急激な倉庫スペースの新規供給が見ら
れる。

工業施設マーケット
人件費の継続的上昇、事業関連コストの高騰、競争激
化による利益の減少により、特に製造業を中心に中国で
の生産見直し、統廃合の計画が進んでおり売買案件が急
増している。会社清算には保有不動産の売却が欠かせな
いが、新しい買主に対してエリア行政から間接・直接問
わず、実質的な要求がある場合が大半であり、また昨今
の綱紀粛正の影響も相まって、難易度の高い課題となっ
ている。行政との直接交渉は、特殊な事情を除けば、有
利にレバレッジを掛ける事が殆どできないため、客観的
な市場価値を評価しながら、専門家を交えた体制で交渉
に臨まれるのが最善と思われる。

表3：各セクターの賃料サイクル（都市別）
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【都市名表記】
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　出所：CBRE

＜建議＞
①不動産の賃貸借・売買に関する関係法令の整
備や管轄官庁の対応の統一を進めていただき
たい。

②抵当権が設定された不動産の賃借において、賃
借人のリスクが不明確である。賃貸人または
エージェントに対し説明義務を設けていただ
きたい。

③2012年11月に消防審査のルールが厳格化し
たが、要する期間が不明確であり移転スケ
ジュールを確定することが困難な場合があ
る。ルール運用の明確化をお願いしたい。

④工場やオフィス等の移転に伴う、商業不動産登
記（移転）申請方法が複雑で時間がかかる。
改善を要求したい。

⑤オフィス移転の際、住所変更申請に関する手続
がタイミング・方法とも不明瞭であり、窓口
に相談すると窓口担当者によって回答が異な
り、どれが正しい方法かわからない。早急な
改善を要望したい。

⑥北京において現登記住所と異なる区に移転を検
討した際、異なる区にオフィス移転すること
は出来ないと政府機関に指導されたケースが
あるが、明確な法に基づく根拠がない。行政
の秩序ある対応を要望したい。

⑦ある企業の納税管轄区税務局と現在の事務所所
在地が異なる場合、この相違が問題にならな
いのか不明である。納税に関する明確で統一
的な対応を要望したい。

⑧工業団地内の不動産売却の際、工業団地側が売
却に際し、制限とも思われるさまざまな条件
を伝えてきた。厳格な法令・ルールの順守の
実践を要望したい。

⑨オフィスやサービスアパートの急激な賃料の上
昇に困惑している。物件の供給を増やす施策
（外資参入の規制緩和・容積率の緩和・イン
フラの整備など）を期待する。

⑩不動産ブローカーとの間で不当な金銭（接待を
含む）のやり取りが散見している。業界の秩
序を保つべく、両者（ユーザー・ブローカー
共）への罰則規定の厳格化を要望する。
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１．繊維・アパレル
中 国 経 済 の キ ー ワ ー ド を 「 新 常 態 （ ニ ュ ー ノ ー マ

ル）」とし、さまざまな歪みを抱えながら高度成長を続
けるのではなく、安定成長と構造改革の両立を目指すの
が党指導部・中央政府の経済政策の最重要課題となって
いる。繊維・アパレル産業においても、無秩序な増設・
増産と新規出店が不可逆的に需給失調と過当競争を生み
出していた時代に終わりを告げ、持続成長可能なビジネ
スモデルへの転換が模索されている。中国紡織工業聯合
会の王天凱会長は2015年1月北京で開かれた「第10回中
紡円卓フォーラム」での挨拶で「『新常態』とは経済原
則に則り行動すること」と述べ、安定成長を維持しなが
ら内部矛盾を解決し、外部環境の変化に対応していくこ
との重要性を強調した。

日本の産業界もこの中国事業環境認識を共有するもの
であり、日中の繊維･アパレル産業が貿易・投資面で最
重要パートナーであるという相互理解の下、両国産業の
発展について継続的な協力を行っている。

中国の繊維･アパレル産業動向
2014年の生産動向

表1：2014年繊維製品生産量

単位 前年比-
増減％

’12/’11
増減％

対象-
企業数

紡績糸 万㌧ 3,379 5.6- 7.2 NA
生地 万㍍ 7,036,842 -0.5- 4.6 3,819
うち先染め※ 万㍍ 263,847 1.2- 5.5 251
綿製 万㍍ 3,882,050 -4.0- 5.1 2,182
綿混製 万㍍ 1,274,876 4.3- 2.4 1,001
化繊製 万㍍ 1,879,624 4.1- 4.8 1,111

後染め生地 万㍍ 5,367,357 -2.5- -2.2 1,080
毛織物 万㍍ 60,003 0.4- -1.6 170
不織布 万㌧ 361 10.7- 12.4 515
衣類 万点 2,992,060 1.6- 1.3 10,916
うちニット製 万点 1,441,360 2.9- -1.1 4,224
布帛製 万点 1,550,700 0.5- 3.8 7,554

化学繊維 万㌧ 4,390 5.5- 7.9 NA

注：出所：国家統計局。年商20百万元以上の企業が対象
※デニムを含む。

かつては全品目で前年比2ケタ増の増産が続いていた
が、2014年生産統計では、需要増が続いている産業用
繊維のみが2ケタ％増で、多くは1ケタ、品目によっては
減産も見られる。

無秩序な増設・増産の筆頭格はポリエステル長繊維
であった。中国化繊信息網によると2006年の年産能力
1,483万トン、生産量991万トンが2013年にはそれぞれ
3,015万トン、2,100万トンと7年で約2倍に達した。し
かし2014年は年産能力3,163万トン、生産量2,118万ト
ンで増加率は4.9％、0.9％に止まった。年産能力は148
万トン増であるが新設が208万トンあるとされ、低効率
の老朽設備が60万トン廃棄されたことになる。輸入量は
前年並みの11万トン、輸出量は24％増の160万トンで、
生産量に輸入量を加え輸出量を差し引いた国内ミル消費
量は1,969万トンとなり、前年に比べ0.7％減少した。撚
糸や織布、編立てなど川中の稼働率が低迷したことなど
が影響している。その中で活況を呈したのが産業用ポリ
エステル長繊維。年産能力は167万トン、生産量は135
万トンで、それぞれ前年比10.8％、22.7％増加した。

因みに日本が2014年に生産したポリエステル長繊維
は13.6万トンだった。

表2：2014年中国服装生産量（省別）

順位 省区市 万点 前年比
増減％ シェア

全国 2,992,060 1.6 100.00%
1 広東省 636,477 5.5 21.30%
2 江蘇省 462,853 2.2 15.50%
3 浙江省 398,455 -0.5 13.30%
4 福建省 374,528 7.6 12.50%
5 山東省 306,885 -1 10.30%
6 河南省 138,281 13 4.60%
7 江西省 122,430 -31.2 4.10%
8 安徽省 109,263 5.8 3.70%
9 湖北省 106,302 0.3 3.60%
10 遼寧省 63,033 -2.6 2.10%
11 河北省 58,916 3.9 2.00%
12 上海市 49,975 -2.4 1.70%
13 湖南省 36,158 12.2 1.20%
14 吉林省 26,251 24.3 0.90%
15 広西 21,694 14.8 0.70%
16 天津市 19,222 12.6 0.60%
17 四川省 18,559 10 0.60%
18 重慶市 10,700 -4.2 0.40%
19 北京市 8,515 -15.7 0.30%
20 黒龍江省 6,386 5.9 0.20%
21 内モンゴル 4,312 -1.6 0.10%
22 貴州省 4,289 82.2 0.10%
23 陜西省 2,219 -3.2 0.10%
24 雲南省 1,697 37.9 0.10%
25 山西省 1,537 7.8 0.10%
26 新彊 941 -2.9 0.00%
27 寧夏 837 32.6 0.00%
28 甘粛省 692 63.1 0.00%
29 青海省 615 11.2 0.00%
30 海南省 38 -27.5 0.00%
31 西蔵 NA NA NA

出所：国家統計局、網掛けは中部8省

第４章
製造業
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衣類生産量は前年比1.6％増の299億点となった。国家
統計局は年商2,000万元以上の企業を統計対象にしてお
り、対象外の小規模零細企業の生産量は不明だが、中国
全体では前年比微減の400億点弱が生産されたと推定さ
れる。

縫製など衣類生産業は典型的な労働集約型産業で、
人件費高騰の影響を直接受けるため、沿海部から内陸
部への生産移転が見られる。2014年の省別生産量を前
年比で見る限り、沿海部の上位5省は山東省・浙江省が
微減で、他の3省は全中国の伸びを超える増加となって
いる。一方中部8省は、吉林省の24.3％増から江西省の
31.2％減に至るまで凹凸が激しい。しかし中期的に見る
と2008年に10％だった中部8省の全国シェアは2014年
には18.4％と、着実に上昇している。

2014年の繊維品貿易

図１：中国繊維品輸出の推移
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出所：中国海関統計

2014年の中国繊維品輸出は前年比5.1％増の2,985億
ドルとなり、5年連続で過去最高を更新した。近年伸び
率は鈍化しているが、この10年間で規模は3倍を超え
た。日本においては縫製業を中心に中国生産の魅力は薄
れつつあるように見えるが、欧米向けは依然増加基調に
あり、繊維に関して「世界の工場」は健在である。

繊維品輸入は1.7％減の266億ドルで貿易黒字は5.8％増
の2,716億ドルに達した。全貿易黒字への繊維品貢献度は
71％。前年に比べ28ポイント低下したとはいえ、外貨の
稼ぎ頭という位置は変わっていない。

表3：2014年中国繊維品輸出（地域別）

相手国地域 輸出額
（億ドル）

前年比
増減％ シェア

全世界 2,984.91 5.1 100.00%
うちASEAN 361.01 5.5 12.10%
うちＥＵ 586.64 13.6 19.70%

① 米国 447.39 7.5 15.00%
② 日本 245.12 -9.1 8.20%
③ 香港 164.77 -15.7 5.50%
④ ベトナム 158.13 19.8 5.30%
⑤ ロシア 131.85 6.1 4.40%
⑥ イギリス 115.18 3.9 3.90%
⑦ ドイツ 114.14 3.8 3.80%
⑧ 韓国 82.31 2.8 2.80%
⑨ アラブ首長国連邦 80.23 1.5 2.70%
⑩ オランダ 62.02 28.3 2.10%

出所：中国紡織品進出口商会

主な市場別ではEU，ベトナム，米国が好調で、日本と
香港が落ち込んだ。最大市場であるEUは金融危機の影響
で2012年に11.9％減となったが、13年の8.2％増に続き
14年は13.6％増と牽引役となった。米国は13年の7.0％
増に続き14年も7.5％増と堅調に推移。13年に28.3％増
と激増したASEANは5.5％増と鎮静化した。縫製用素材
が多いベトナムも13年の45.0％増に比べると鈍化したと
はいえ、19.3％増と高水準だった。

日本は円安・元高と縫製品のASEANシフトが影響し
9.1％減。大陸からの直接輸出の増加で中継基地として
の存在感が弱まる香港は15.7％減。国・地域別ランキン
グでは4位ベトナムに7億ドルの差まで迫られ、今年の逆
転はほぼ確実になった。

商品別では、紡績糸，テキスタイルなど「紡織品」が
4.9％増の1,122億ドル、アパレルなど「服装」が5.2％増
の1,863億ドルで素材4：製品6というバランスをほぼ維持
している。中国では繊維品貿易にカウントしない化合繊
長・短繊維など「繊維原料」が29億ドルあり、日本式に
これを含めると3,000億ドルの大台に乗ったことになる。

アパレル国内消費
2011年まで国内のアパレル販売額は20％台で右肩上
がりを続けていたが、12年以降減速が鮮明になってい
る。14年の増加率は、国家統計局による全国社会消費財
小売総額の服装類が10.9％、中華全国商業情報センター
による全国重点小売企業100社の服装類が1.0％となっ
た。2013年までほぼ同じトレンドを示していたのが14
年に差が大きくなった原因は、前者がインターネット通
販を統計対象に加えたためとみられる。



130 中国経済と日本企業2015年白書

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

図2：中国アパレル販売額の伸び率推移
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個人消費全体の伸びが鈍化する中、百貨店を始めとす
る実店舗販売の苦戦とネット通販の好調の対比がますま
す鮮明になっている。商務部によると2014年のネット
通販は前年比25％増で、ネット通販のうち20数％がア
パレルとされる。11月11日「独身の日」にB2Cサイト
「天猫」等を運営するアリババグループが仕掛けた特別
セールの成約額は24時間で571億元と、前年の350億元
を大きく上回った。

繊維・アパレル企業収益
国家統計局によると、統計対象となる繊維製造業3
万8,319社の2014年の売上高は6兆7,220億元で前年よ
り6.8％増加した。利潤総額（税引き前利益に近い）
は6.1％増の3,663億元だった。13年は11.5％増収、
15.8％増益だったことから、中国繊維製造業全体の成長

表4：2014年中国繊維品貿易（商品別）

数量単位
輸出 輸入

数量 前年比増減％ 金額(億㌦) 前年比増減％ 数量 前年比増減％ 金額(億㌦) 前年比増減％
繊維原料 万トン 133.1 24.8- 29.3 9.4 425.5 -28.7 102.9 -27.1-

綿花 万トン 1.3 100.1- 0.3 98.3 244.1 -41.2 50.0 -40.9-
繭糸 万トン 0.8 -2.5- 3.9 -6.8 0.3 0.5 0.1 0.4-
羊毛 万トン 1.8 12.4- 0.9 5.1 33.2 -4.9 24.3 -12.1-

ウールトップ 万トン 4.8 9.2- 5.1 0.4 1.1 8.9 0.8 2.5-
化学繊維 万トン 123.9 25.9- 19.0 15.7 65.6 -7.5 20.5 -9.7-
その他繊維 万トン 0.5 -30.9- 0.1 10.3 81.2 8.4 7.2 32.6-

紡織品 1,121.8 4.9 203.9 -5.9-
紡績糸 万トン 399.9 8.4- 120.7 -0.3 270.0 -3.2 89.0 -7.3-

綿糸 万トン 43.1 -17.6- 20.6 -18.0 201.1 -4.2 62.3 -8.7-
絹糸 万トン 0.5 -20.2- 2,.3 -10.6 0.0 -31.2 0.1 -51.7-

毛糸・獣毛糸 万トン 3.3 2.3- 10.1 -4.8 1.6 -0.6 2.2 3.5-
化繊紡績糸 万トン 271.9 13.2- 76.1 4.8 39.6 -8.0 20.7 -6.8-
その他紡績糸 万トン 81.0 11.9- 11.5 14.7 27.6 14.1 3.9 10.2-

テキスタイル 544.4 4.9 72.4 -9.7-
綿織物 億メートル 83.8 -8.1- 142.1 -5.4 6.5 -17.1 14.3 -18.4-
絹織物 億メートル 1.6 -7.0- 9.0 -6.0 0.1 -27.4 0.5 -16.7-
毛織物 億メートル 0.8 0.8- 6.2 4.0 0.4 -3.7 4.8 2.1-
化繊織物 億メートル 177.9 7.8- 202.1 10.2 12.1 -10.4 24.8 -5.0-

その他テキスタイル 億メートル 116.2 10.1- 185.0 8.9 14.5 -12.2 27.9 -10.4-
製品 456.7 6.3 42.4 4.9-
家庭用製品 194.5 4.3 1.7 14.0-

絨毯 億平方メートル 6.3 6.4- 26.8 7.0 0.4 14.5 1.6 7.7-
産業用製品 76.1 3.1 20.2 2.0-

不織布 万トン 120.0 12.2- 46.0 11.3 18.9 7.7 13.1 9.9-
その他製品 113.4 10.0 5.8 1.4-

服装 1,863.1 5.2 61.6 15.8-
ニット製衣類 億点 222.1 -2.0- 817.3 -6.0 2.8 37.9 19.6 26.0-

綿製 億点 100.6 -9.4- 363.4 -17.1 2.0 45.9 10.6 35.3-
絹製 億点 0.5 -81.6- 2.8 -55.3 0.0 -8.1 0.1 -11.7-
毛製 億点 1.3 16.4- 22.1 17.0 0.0 -1.8 2.2 7.2-
化繊製 億点 99.1 6.6- 358.9 4.4 0.5 23.2 4.6 21.9-
その他製 億点 20.5 10.2- 70.1 13.1 0.2 22.4 2.0 19.5-

布帛製衣類 億点 133.0 25.0- 776.6 20.3 2.6 96.0 33.5 14.6-
綿製 億点 43.3 22.6- 292.9 19.5 0.6 11.2 11.7 9.4-
絹製 億点 0.4 13.7- 7.5 8.4 0.0 12.7 1.0 12.4-
毛製 億点 0.6 -1.3- 19.6 -1.2 0.0 -12.0 4.1 5.0-
化繊製 億点 76.7 31.2- 373.4 27.4 1.8 182.8 14.2 21.5-
その他製 億点 12.0 3.0- 83.1 3.2 0.1 50.7 2.4 20.8-

毛・皮革製衣類 億点 0.2 -2.4- 33.4 23.1 0.0 -14.2 1.5 -7.3-
付属品 160.0 3.5 4.9 0.8-
帽子 45.3 2.1 0.5 15.6-

その他服装 億点 7.4 1.2- 30.5 1.2 0.2 17.5 1.6 6.4-

出所：中国紡織品進出口商会
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が減速していることが分かる。赤字企業比率は11.5％と
前年並みだが、赤字総額は212億元と12.4％増加した。

この大きな流れの中で個別企業の2014年業績は明暗
がくっきり分かれた。カジュアル衣料チェーンでは「セ
ンマー」の浙江森馬服飾が売上高81.6億元（前年比12％
増）、純利益10.9億元（21％増）、一方「メーターズ・
ボンウェイ」の上海美特斯邦威服飾が66.2億元（16％
減）、1.5億元（64％減）。両社とも2012年に上場以来
初の減収減益を計上していたが、森馬は2013年から回
復して2年連続で増収増益なのに対し、美邦は3年連続
の減収減益だった。この業界は「ユニクロ」「H&M」
「ZARA」など外資系の出店攻勢を受け、競争がひとき
わ激しい。不採算店閉鎖や在庫圧縮などリストラの進捗
具合や商品政策で差がついた。森馬の場合は、子供服事
業も大きく貢献した。

スポーツウエア・用品業界では安踏体育用品が明、李
寧が暗となった。安踏は売上高89.2億元（23％増）、純
利益17.0億元（29％増）で2年続いた減収減益から脱し
たのに対し、李寧は純損失7.8億元を計上した。最終赤
字は3年連続となる。

メンズアパレル業界でも中国利郎が2013年の減収減益
から、2014年は増収増益に転じたのに対し、福建七匹狼
実業は2年連続で2ケタ％の減収減益となった。

固定資産投資

表５：2014年繊維製造業固定資産投資 
 （農村部含まず）

投資額-
(億元)

前年
比増
減％

施行
件数

前年
比増
減％

新規
着工-
件数

前年
比増
減％

竣工
件数

前年
比増
減％

総計 10,363 13.4 18,069 -0.1 13,646 -0.5 13,558 6.3
紡織 5,306 12.9 9,301 -1.1 7,125 -0.7 7,098 5.7
服装
服飾 3,704 18.5 7,351 2.1 6,530 0.9 5,485 7.2

化繊 1,081 4.9 938 -1.3 654 -4.5 616 5.3

出所：国家統計局

生産と同様、新増設など固定資産投資もスローダウン
している。国家統計局によると繊維製造業の2014年投
資額は1兆362億元で前年比13.4％増加したが、伸び率
は3.9ポイント低下した。新規着工件数は1万3,646件で
0.5％減少、13年は5.9％増だった。業種毎に新規着工件
数の増減率をみると、紡織が0.5％減、服装が0.9％増、
化繊が4.5％減となっている。

2015年の展望
量的な拡大を優先せず、産業の構造改革を進める中
で、市場ニーズに合わせた質的向上を図るという流れは
益々強まると予想される。川上の素材分野ではポリエス
テルやレーヨンなどの汎用繊維で老朽設備の廃棄が進む
一方、炭素繊維やアラミド繊維など高機能繊維の開発が
進むだろう。織布・編立てや縫製など川中・川下分野で
は、沿海部の人件費高騰や労働力不足、FTA/EPA交渉の
行方も睨んで、ベトナムやカンボジアなどASEAN諸国へ
の進出が加速する。国内アパレル販売では、市場の安定

成長時代にふさわしいサプライチェーンへの再編が急務
になっている。

2015年は第12次五カ年規画の最終年でもある。年内
に策定作業が行われる第13次5カ年規画では、「新常
態」に即した繊維産業の青写真が描かれるとみられる。

具体的な問題点と改善要望
日本の繊維産業にとって、中国は輸出・輸入ともに最
大の貿易相手国であり、日本企業による中国への直接投
資（現地生産）も多い。また中国から見ても日本は最大
の輸出先（2000年前後は日本が1位、現在順位は後退し
たが依然として3兆円規模）の一つである。この様に相
互に最重要パートナーとの認識の下、両国繊維業界は、
日本繊維産業連盟と中国紡織工業連合会の業界間国際会
議「日中繊維産業発展・協力会議」を2004年から開始
させ、相互の産業発展、貿易拡大のための各種情報、意
見交換を行ってきた。

その後、アジアの繊維先進国同士の新たな協力関係構
築を目指して、韓国を加えた「日中韓繊維産業協力会
議」を2010年から立ち上げ、協力関係をさらに発展さ
せ、繊維先進国として相応しい見識と豊富な経験を活か
して意見交換を深め、相互の繊維産業の発展に結びつく
方策を見出している。

環境保護、省エネを織り込んだ産業政策と 
製品安全対策
昨今大きくクローズアップされている大気汚染に代表
されるように、中国にとって環境問題は喫緊の課題と
なっている。中国政府も本年から改正環境保護法を施行
させるなど最重点で取り組んでいるが、日本の繊維産業
界は世界に先駆けて環境問題に直面した実績があり、長
年培った繊維技術や特殊機能を付与した繊維製品は、大
気･水環境の保全、浄化に大いに貢献するものである。
既に中国の繊維業界とも各種の情報交換を行っている
が、政府としても環境対策のために有効な繊維技術、繊
維製品が積極的に導入、活用されるような法制度作りを
推進するよう要望する。

中国は既に世界最大の繊維生産国であり、繊維産業自体
の環境問題への対応も重要である。地球温暖化対応（CO2
削減）の観点からの省エネ、リサイクル、非石油由来の各
種繊維開発、有害化学物質の排出削減、大気汚染、水質汚
濁防止等への徹底した取り組みが必要である。

また繊維製品オペレーションのボーダレス化が進む
中、製品安全にかかわる情報交換、業界基準と運用に関
する情報の共有を推進し、共有の懸案課題の検討を実施
していくことも重要なテーマとなっている

知的財産権保護について
知的財産権保護の問題は日中の繊維産業界双方とも重
要な課題と認識、2008年末に日本繊維産業連盟と中国
紡織工業協会（現聯合会）の間で覚え書きを締結した。
知的財産権侵害の内容はさまざまであるが、繊維産業に
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おいて最も多く深刻なのは　i)商標の冒認登録　ii)イン
ターネットサイト等での模倣品の横行の2点。冒認登録
とは、例えば日本のアパレルの著名商標が、中国の第三
者によって中国で登録されてしまい、現地での販売行為
に支障を来すもの。模倣品は、日本アパレルのブランド
やデザインを無断でコピーした商品であり、そのブラン
ド価値や企業イメージを毀損するもの。

現在、覚え書きに基づいてこうした問題の解決･予防
策を協議中であるが、中国国内企業、国民へのさらなる
啓発が必要である。今後の日本企業の中国への投資活動
を促進する上でも知的財産権保護に関する協力が重要で
あり、昨年度に引き続き商標登録審査の厳格化、模倣品
に対する取り締まり強化を希望する。

自由貿易協定（FTA等）に向けた取り組み
前述の通り日中間の繊維貿易は巨大であり、貿易自由
化の効果も非常に大きい。貿易自由化、特に関税撤廃
による国内産業への影響は慎重に検討しなければならな
いが、日本の繊維産業界は中国からの輸入拡大の脅威よ
り、成長する中国市場向けの輸出ならびに投資機会の拡
大に期待を置く。その上で2012年11月に合意された日
中韓FTA交渉の開始を歓迎、その重要性を認識し「日中
韓繊維産業協力会議」における専門家委員会を通じて情
報交換を進め、マーケットアクセス、原産地規則に関す
るそれぞれの考え方を整理し、報告書を取りまとめた。

一方、去る2015年2月に仮署名された中韓FTAの繊維
分野は、関税撤廃除外と長いステージングが多くあるな
ど、留意を要する点もある。この内容が日中韓FTAにも
影響するとASEANにおける商流構築が加速し、特に中国
にとっては、日本からの直接投資の大幅減、高度なサプ
ライチェーン構築への悪影響が出るものと危惧される。

中国政府として、高レベルの自由貿易構築こそが互い
の繊維産業を将来の繁栄に導き、投資も増大させ、今後
も世界の繊維先進国としてのさらなる発展を実現すると
いう認識を新たにしていただきたい。加えて知的財産権
保護の問題、製品安全基準の統一等の非関税障壁につい
ても情報交換や共同研究をさらに進める必要があり、推
進についての積極的な支援を希望する。

投資、事業運営に関する障害、各種問題点の是正
－昨年度から引き続き要望する問題点

・外貨決済による中国を産地とした三国貿易において、
仕入先に対する決済のタイミングを、売り先からの
入金確認がない段階でできるよう改善を要望している
が、現状変化はない。中国からの輸出拡大の奨励策と
して引き続き規制緩和を求める。

・アパレル製品に関する品質表示基準について、依然と
して商品の下げ札に記載する品質表示基準が不明確
で、各省により異なったルールが運用されている。ま
た品質表示は、混率や組成状況および商品品質の分類
記載も必要以上に細かく求められているため、遵守す
る企業は限られている。中国全土での統一基準の制定

を要望すると共に、品質表示をより簡素化し、遵守可
能なルール運用をしていただきたい。

・品質管理基準については、自社の基準を企業基準とし
て登録できる対象を、生産型企業に限定せず、非生
産型企業も対象とするルール改正を引き続き要望した
い。また国内販売する商品の品質検査は、CNAS（中
国適格評定国家認定委員会）とCMA（中国内販試験検
査機関）双方から認定・認証を受ける必要があり、こ
れにより企業はほぼ同内容の監査を2度受け入れなけ
ればならない。品質検査機関への認定・認証はCNAS
とCMAのどちらか片方で済むような改正を要望する。

＜建議＞
①環境保護、省エネ、製品安全対策を織り込ん
だ産業政策が望まれるが、喫緊の課題として
環境問題の解決に貢献する繊維製品・技術の
導入強化（例としてグリーン購買制度の導
入）、ならびに製品安全にかかわる情報交換
を希望する。

②知的財産保護について、引き続き商標登録審査
の厳格化、模倣品に対する取り締まり強化を
希望する。

③繊維製品の広域経済連携、特に日中韓FTA交渉
に向けた取り組みに関し、関税の相互即時撤
廃を含めた高いレベルを目指して、中国政府
としての積極的な推進支援を希望する。

④外貨取引における仕入先への決済時期の改善を
引き続き希望する。

⑤アパレル製品の品質表示法に関しては、全国統
一かつ簡略化してルール遵守可能な法律の運
用を希望する。

⑥品質管理基準について、生産型企業以外でも自
社基準を適用できるよう、また品質検査機関
への認定・認証はCNASまたはCMAいずれかと
するよう希望する。
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２．化学品

2014年の中国の石油・化学工業市場は、主要製品の生
産の堅調な伸びなどを背景に売上総額は前年比6％増の約
14兆元となったが、経済成長の鈍化や設備過剰による市
況低迷が影響し利益総額は過去10年で初の前年割れとな
る約8,200億元となった。2015年は「新常態」と呼ばれ
る中国経済の新たな局面への移行や「一帯一路」などの
国家戦略の推進によって生まれる成長機会がプラスに作
用することなどが見込まれており、売上は前年比7％増の
15兆元前後、利益は前年比6%増の8,800億元前後と予測
されている。一方でマクロ経済の下振れ圧力が依然とし
て高いことに加え、設備過剰の問題も顕在化しており、
環境・省エネルギーや高付加価値化など時代のニーズに
即した量から質への転換をいかに図っていくかが課題と
なっている。

原油輸入依存度は引き続き増加
2014年の中国原油需要は、前年の成長率から大きく
増加し前年比6.1％増の5.2億トンに達した。原油輸入量
は前年比10％増の3.1億トンと過去最高を突破したが、
この背景には、原油安を追い風とした備蓄量の積み増し
があるとみられ、内需の回復にともなうものとは言い難
い状況である。一方で国内生産量はほぼ横ばいの2.1億
トンで、輸入比率は59％に達している。中国石油・化学
工業連合会（CPCIF）では2015年の原油消費量を前年比
5％増の5.4億トンと予想しており、輸入比率はさらに高
まることが見込まれる。

また、中国石油経済技術研究院によると昨年の中国
のエネルギー消費総量に占める非化石エネルギーの割
合は、前年比1.5ポイント増の11.3%となった。中長期
的には、引き続き非化石エネルギーの増加に取り組む
とともに、エネルギー自給率を維持向上させていくた
め、シェールガスをはじめとする非在来型を含め、天
然ガスの生産量の増産や海外における資源確保の加速
に取り組んでいくものとみられる。

表1：原油  　　　　  　（単位：億トン）
11年実績 12年実績 13年実績 14年実績

原油生産量 2.03 2.07 2.08 2.10
純輸入量 2.51 2.69 2.80 3.08
消費 4.54 4.76 4.88 5.18

輸入依存度（％） 55 56 57 59
出所：中国国家統計局、中国通関統計

エチレン生産量は史上最高に
化学品の基礎原料であるエチレンは、中西部における
石炭からのオレフィン生産（CTO）やメタノールからの
オレフィン生産（MTO）の新規設備稼働のほか、2013
年半ばに稼働を開始した中国石化（SINOPEC）グループ
の武漢石化（湖北省）の年産80万トン設備がフルに寄与

したことなどにより、2014年は2年連続で前年の生産量
を上回り、1,700万トンを超え史上最高となった。

プロピレンについては、需要がエチレンの伸び率を上
回る傾向があることや、ポリプロピレン以外の誘導品用
途の新増設が本格化していることなどから、メタノール
を原料にしたMTPまたはMTOなどによる生産やプロパン
脱水素といった、プロピレンを選択的に生産する計画が
多く打ち出されている。2014年については生産量が前
年比19.1%増の約1,929万トン、消費量は前年比18.6％
増の2,234万トンとなった模様である。

表2：エチレン   　　　 　　（単位：万トン）
11年実績 12年実績 13年実績 14年実績

生産 1,528 1,487 1,623 1,704
輸入 106 142 170 150
輸出 1 0 0 0
消費 1,633 1,629 1,793 1,854

消費対前年（％） 8.9 -0.2 10.1 3.4
出所：中国国家統計局、中国通関統計

表3：プロピレン           （単位：万トン）
11年実績 12年実績 13年実績 14年実績

生産 1,467 1,534 1,620 1,929
輸入 176 215 264 305
輸出 0 0 0 0
消費 1,642 1,749 1,884 2,234

消費対前年（％） 10.9 6.5 7.7 18.6

出所：CPCIF、中国通関統計

設備過剰問題が深刻化
高純度テレフタル酸（PTA）、フェノール、カプロラ
クタムなどの誘導品については、過剰設備の問題を受け
厳しい事業環境が続いている。ポリエステル繊維の原
料であるPTAは、2014年に年産1,000万トン程度の新増
設が行われ、国内の総生産能力は年4,000万トンとなっ
た。年間の輸出量が前年比およそ3.7倍の46万トンに達
するなど既に中国のPTAが海外市場にもあふれ出してい
るなかで、2015年も数百万トン規模の増強が計画され
ている。フェノールについては2014年は一部に新設計
画の遅れがみられたが、2015年以降それらが相次いで
立ち上がってくる予定であることから、近々に自給可能
な体制になるとみられ、これまで中国に輸出していた周
辺諸国への影響が懸念される。カプロラクタムについて
は、2014年は市況低迷要因などで生産能力の増強率に
減速感がみられたものの、国内総生産能力は内需を上回
る211万トンに達している。既に顕在化しているこれら
一連の誘導品の過剰設備問題は、改善の見通しが見えな
いまま深刻さを増しており、危急の課題となっている。

化学産業分野における 
具体的な問題点と改善要望
中国の経済成長モデルが転換期を迎える状況の下、化
学産業においても、量的拡大に加えて、高度化の必要
性が高まっている。こうした中、化学産業が持続的に発
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展するために、生産性向上、品質確保、環境対策を重視
する政策方針が今後も堅持されることが必要である。化
学品は中国の多くの産業のサプライチェーンを支えてお
り、省エネ、環境保護や、化学品管理などの規制が合理
的な基準をもって整備され、円滑且つ公平に運用される
ことも中国の経済発展に不可欠である。また、化学産業
の過剰設備問題は危急の課題である。以上の諸策の実効
を挙げるためには、レスポンシブル・ケアの活動を普及
推進し、広く社会との対話により相互理解を深めること
が重要である。

省エネ、環境保護への対応
化学産業の役割は環境の保全とエネルギーの効率的な
利用を促進し、社会が求めるニーズに対応することおよ
び新しい価値を提供することにより、社会の持続的な発
展に貢献することである。

今後の環境規制の策定と実施に当たっては、公平性と
透明性が不可欠である。

即ち、法令を遵守し、自主的努力により排出物削減や
エネルギー効率利用に実績のある企業が、新規制導入に
より不利にならないよう公平性が確保されること、およ
び、化学業界との十分な意見交換により、規制と運用が
合理的なものとなることが必要である。

環境規制、炭素税・炭素取引および環境保護綜合リス
トについて、上述の観点から数点の建議を提案する。

化学品管理
①危険化学品規制に関しては、第一に、危険化学品登記
を実施する事業者の円滑な経済活動のため、少量危険
化学品の登記を免除し、企業自有データを承認する等
の運用の改善を強く要望する。第二に、危険化学品判
定基準を始めとする危険化学品規制全体に対する関係
部門および事業者の理解を一層促進する等により、政
府関係部門間で整合性が取れ、地域或いは国際的に調
和した制度が構築され、合理的に運用されることが必
要である。以上の観点から、9項目の建議を提案する。

②新化学物質規制に関しては、第一に、登記証取得後の
年度報告や登記内容変更等、事後手続の改善又は明確
化が必要である。第二に、外国で取得された試験デー
タの採用や申告免除要件の緩和等、新化学物質申告制
度の改善を要望する。以上の観点から、6項目の建議を
提案する。

過剰設備問題への対応
過剰設備解消の重要性、緊急性に対する認識の深まり
を背景に、鉄鋼、セメント、電解アルミ等の重点業種で
は、中央政府の指導の下で、生産能力削減に向けた政策
措置が推進されている。

近年、化学産業においては、一部製品で、技術的に劣
後する生産能力の淘汰や需給バランスの改善の兆しが伺
えるものの、全体としては依然として生産能力の調整過
程にある等設備過剰の矛盾が顕在化しており、市場の原
理に加え、政府の適切な指導により市場秩序が回復され

ることが望まれる。

こうした状況下、生産能力の総量規制、参入条件の厳
格化等の措置により、盲目的な生産能力の拡張を抑制す
る政策が引き続き推進されることが重要である。また同
時に、汚染物排出やエネルギー消費の少ない企業を優遇
することで、化学産業の技術水準の高度化を促進すると
ともに、環境規制に適応していない企業や、技術劣位企
業の退出を促進する法規制を整備することにより、公平
な競争ができる基盤を早急に整備することが化学産業が
持続的に発展するために不可欠である。

社会との対話と共存（レスポンシブル・ケア）
化学産業は、多くの日常生活で使われている製品を提
供するとともに、今後とも社会のニーズに応えた優れた
製品を提供することにより、市民生活の向上と、中国経
済の発展に貢献していく使命を持っている。

中国の化学産業が社会と調和し、持続的に発展するた
めには、健康、安全、および環境それぞれの面で、管理
の水準を不断に向上することが重要である。例えば、物
性、安全性、環境面での正しい知識に基づき、生産（技
術、製造プロセス）、使用、リサイクル/廃棄という製
品のライフサイクルを通じて、適切な管理が継続的に維
持向上されることである。

そのために、政府、事業者と地域社会間の透明な対話
を通じて、科学的且つ合理的な管理のための法規制が整
備され、平行して企業の法令遵守と適切な情報公開が促
進され、地域社会の理解、信頼を得るとともに社会の意
識を向上させることにより、化学産業が社会と調和共存
し、持続的な発展ができるよう、関係当局の理解と積極
的な支援をお願いする。

＜建議＞
- 中国の経済成長モデルが転換期を迎える状況
の下、化学産業においても、量的拡大に加え
て、高度化の必要性が高まっている。化学産
業の持続的発展のため、生産性向上、品質確
保、環境対策を重視する政策方針が今後も堅
持されることを期待したい。

- 化学品は中国の多くの産業のサプライチェー
ンを支えており、省エネ、環境保護や、化学
品管理などの規制が合理的な基準をもって整
備され、円滑且つ公平に運用されることも中
国の経済発展に不可欠である。また、化学産
業の過剰設備問題は危急の課題である。

- 以上の諸策の実効を挙げるためには、レスポ
ンシブル・ケアの活動を普及推進し、広く社
会との対話により相互理解を深めることが重
要である。

　以下に4項目に分けて建議を提案する。
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＜省エネ、環境保護への対応＞

- 化学産業の役割は環境の保全とエネルギーの
効率的な利用を促進し、社会が求めるニーズ
に対応することおよび新しい価値を提供する
ことにより、社会の持続的な発展に貢献する
ことである。

１．	 環境規制

１）公平性と透明性

- 今後の環境規制の策定と実施に当って
は、公平性と透明性が不可欠であると考
える。

①現在までの削減実績の反映

- CO2やCOD等の総量規制は、現状から
の一律削減ではなく、現在に至るまで
の企業の自主的削減実績を反映させる
ことが公平である。合理的で実態に即
したきめ細かい施策の実施を関係当局
に強く要望する。

②-法令遵守の徹底

- 環境法令の実際の運用に際しては、違
法操業を厳しく取り締まり、法令を遵
守している企業が不利にならないよう
な、公平な取り締まりや指導をするこ
とが、企業間の健全な競争と環境の保
全につながると考えている。

③規制の策定については、化学業界と積極
的に意見交換することを通じ、合理的な
政策が実行されることを要望する。

２）-排出規制に関する具体的な意見

①-固体廃棄物について

- 現状では固体廃棄物処理の資格がある
機構（処理会社）は数と処理能力とも
に発生量に対して不足しており、処理
できない固体廃棄物が蓄積されること
が懸念されている。従って、助成金等
の活用により、適切な処理レベルと必
要な処理能力を持った処理機構の数を
増やす施策を強く要望する。

②-大気汚染防止法について

- 企業が作成する必要がある大気汚染防止
管理制度（第7条）の内容を前広に且つ
具体的に明らかにしていただきたい。

③-水汚染防止法について

- 数年後に計画されている法改正の意見募
集については、意見募集期間を少なくと
も1ヵ月以上に設定することを要望する。

④-土壌汚染防止法について

- 今後公布される予定の土壌汚染防止法
の制定に際しては、規定（土壌のサン
プリング方法、測定方法等）や基準
が、実態に即した合理的なものとなる
ように広く関連業界に意見聴取するこ
とを要望する。併せて、十分な意見募
集期間を設定することを要望する。

２．	 炭素排出取引および炭素税

- 現在の炭素排出の割当量は過去の実績平均値の
みが基準となっているため、排出削減努力が反
映されず、また、企業の経済活動の変動を吸収
できず、割当量と実際の排出量には大きな乖離
が生じる可能性が大きい。従って、推奨される
削減努力を反映するべきであり、企業の経済活
動の変動を加味した合理的な割当量の分配方法
を設定することを強く要望する。

３．	 環境保護総合リスト

１）環境保護総合リストは2013年版から意見
募集がされているが、意見募集の期間は1
週間しかなく、関連業界が十分に検討し
意見纏めができるように、意見募集の期
間を少なくとも1ヵ月に延長することを要
望する。

２）現在は高汚染、高環境リスク製品のリス
トを公表する際は、製品名と除外プロセ
ス名だけが公表されているが、高汚染、
高環境リスク製品と判断した合理的な根
拠も同時に公表することを要望する。

３）優遇政策の対象であった環境友好プロセ
スは、2014年版のリストから削除された
が、企業が先進的なプロセスを採用する
ことをさらに促進するため、引続きリス
トアップし、優遇政策を講じることを要
望する。

＜化学品管理＞

１）危険化学品関係

①少量危険化学品の登記免除

　少量の危険化学品については、事業者の
円滑な商業行為のため、危険化学品登記
を免除するか、或いは登記に代わる簡便
な制度を導入することが望ましい。例え
ば、年間の生産又は輸入量が1トン以下の
危険化学品に対する登記免除、或いは、
備案制度（備案提出後即時生産、輸入可
能）の導入を強く要望する。
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②企業自有データの承認

　危険化学品登記において、GHS分類(物理
化学危険性)に必要なデータおよび登記表
上の記載必須物理化学データについて、
外国GLP実験室の試験データ、国内の鑑定
資質を有する試験機構の試験データ、お
よび権威あるデータベース掲載データ以
外に、企業の自己責任で、企業自有デー
タの利用を認めることを強く要望する。
また、企業自有データに基づくGHS分類
により危険化学品に該当する場合は、化
学品物理危険性鑑定を不必要とする等の
手続簡素化も併せて検討願いたい。

③鑑定サンプル輸入手続の明確化

　危険化学品登記のために鑑定用サンプルを
輸入する場合、登記証未取得で輸入するこ
とになり、制度上の整合性が取れていな
い。この問題への対応方法を明確化（例え
ば、鑑定サンプル輸入の備案制度の導入）
し、周知することを強く要望する。

④危険化学品登記の全面開始および移行期間

　危険化学品登記管理弁法（第53号令）施
行後、一部の下位文書等が未公布のまま、
各地方個別の運用が先行しているため、事
業者側に運用状況に対する認識の相違が見
られる。下位文書が公布された段階で、登
記業務の全面開始時期を文書により公表し
ていただきたい。また、全面開始後一年間
程度を移行期間と位置付け、当局と事業者
双方が本制度に対する理解を深めるととも
に、企業の経済活動に支障がでないよう、
十分な準備を実施する期間としていただき
たい。

⑤危険化学品判定基準の継続的検討

　危険化学品目録記載の危険化学品定義およ
び確定原則によれば、GHS注意喚起語「危
険」および「警告」相当の危険有害性区分
が該当することになる。「警告」の区分を
含めると、対象化学品が膨大な数となり、
事業者、行政双方の管理負担が過度に大き
くなる恐れがあるため、「危険」の区分の
みを危険化学品の確定対象とする検討を継
続していただきたい。

⑥危険化学品法規制に対する理解促進

　目録で特定される危険化学品と、GHS分
類（危険化学品定義および確定原則）で
判定される危険有害性を有する化学品に
対する規制内容を、関係部門および事業
者に十分に周知することを要望する。特
に、輸入化学品のGHS分類結果が中国と
仕出地で異なる場合、通関時に中国国内

法に適合させるための対応、例えば、輸
入者によるSDS・ラベルの差し替え、が円
滑に実施できるような配慮を要望する。

⑦輸送規制のさらなる整備と簡素化

　危険化学品の輸送については、複数の部
門から種々の法令が公布され、詳細に行
政手続を定めている。特に劇毒化学品の
省を跨る輸送において、各部門に対し、
或いは各地域で実施する手続の量が多い
ことに加え、調和が取れていない場合が
あり、事業者の負担となっている。部門
間或いは地域間で規制の調和を図り、国
連危険物輸送勧告等の国際標準との整合
性を高め、同時に行政手続の簡素化をお
願いしたい。

⑧部門間で整合したSDS審査

　国家標準に準拠して正しく作成したSDS・
ラベルであれば、危険化学品登記（安全
生産監督管理部門）、新化学物質申告
（環境保護主管部門）および通関検査
（質量監督検験検疫部門）でそのまま通
用するような部門間で整合した運用を要
望する。

⑨危険化学品環境管理登記

　危険化学品環境管理登記弁法（試行）に
よる、危険化学品環境管理登記および排
出移動量報告の制度設計および運用に際
しては、運用性を高めるため、対象とな
る危険化学品を合理的な範囲に限定する
ことが望ましい。数量範囲に加えて、濃
度範囲を設定することを要望する（例え
ば、重点環境管理危険化学品であれば生
産と使用量100キログラム以上且つ含有
濃度0.1%以上、それ以外の危険化学品で
あれば1トン以上且つ1%以上を危険化学
品環境管理登記の対象とする）。

２）新規化学物質関連

①他国試験データの採用

　一部の生態毒性試験については、中国の生
物により国内施設で実施した試験データし
か認められていない。国際整合性の観点か
ら、生態毒性に関する外国で取得された然
るべき根拠のある試験データ（外国政府に
認可された実験室又はGLP実験室の試験報
告書）を採用することを強く要望する。

②登記証記載事項の変更手続の簡素化

　登記等級内での登記数量の変更、或いは用
途等の情報を変更する場合には、当該変更
情報のみを変更申請票に記載して提出する
等の簡便な手続で変更できるような仕組み
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の導入を強く要望する。

③既存モノマーから重合されたポリマーの
申告免除

- 既存モノマーから重合されたポリマーの申
告とその後の年度報告は、対象ポリマー数
が多いことから、事業者の重い負担となっ
ている。既存モノマーから重合されたポリ
マーの申告を免除する検討を継続していた
だきたい。

④試験機関の処理能力向上

　試験従事者の育成、試験設備の充実および
拡充による処理能力の向上を試験機関によ
り強く働きかけるとともに、指定試験機関
数の増加をめざした施策を要望する。

⑤簡易基本申告における試験データ取得免除

　簡易基本申告に必要な生態毒理学試験デー
タを将来は不要とすることについて、継続
的検討をお願いしたい。

⑥年度報告の締切期限の延長

　年度報告制度はかなり定着してきている
が、毎年一定数の事業者が年度報告を期限
（2月1日）内に完了することができてい
ない。１カ月では準備期間が十分ではない
ため、年度報告期限を変更（例えば3月1
日）することを検討していただきたい。

＜過剰設備問題への対応＞

　過剰設備解消の重要性、緊急性に対する認識
の深まりを背景に、鉄鋼、セメント、電解ア
ルミ等の重点業種では、中央政府の指導の下
で、生産能力削減に向けた政策措置が推進さ
れている。近年、化学産業においては、一部
製品で、技術的に劣後する生産能力の淘汰や
需給バランスの改善の兆しが伺えるものの、
全体としては依然として生産能力の調整過程
にある等設備過剰の矛盾が顕在化しており、
市場の原理に加え、政府の適切な指導により
市場秩序が回復されることが望まれる。こう
した状況下、生産能力の総量規制、参入条件
の厳格化等の措置により、盲目的な生産能力
の拡張を抑制する政策が引き続き推進される
ことが重要である。また同時に、汚染物排出
やエネルギー消費の少ない企業を優遇するこ
とで、化学産業の技術水準の高度化を促進す
るとともに、環境規制に適応していない企業
や、技術劣位企業の退出を促進する法規制を
整備することにより、公平な競争ができる基
盤を早急に整備することが化学産業が持続的
に発展するために不可欠である。

＜社会との対話と共存(レスポンシブル・ケア)＞

- 化学産業は、多くの日常生活で使われている
製品を提供するとともに、今後とも社会の
ニーズに応えた優れた製品を提供することに
より、市民生活の向上と、中国経済の発展に
貢献していく使命を持っている。中国の化学
産業が社会と調和し、持続的に発展するため
には、健康、安全、および環境それぞれの面
で、管理の水準を不断に向上することが重要
である。例えば、物性、安全性、環境面での
正しい知識に基づき、生産（技術、製造プロ
セス）、使用、リサイクル/廃棄という製品
のライフサイクルを通じて、適切な管理が継
続的に維持向上されることである。そのため
に、政府、事業者と地域社会間の透明な対話
を通じて、科学的且つ合理的な管理のための
法規制が整備され、平行して企業の法令遵守
と適切な情報公開が促進され、地域社会の理
解、信頼を得るとともに社会の意識を向上さ
せることにより、化学産業が社会と調和共存
し、持続的な発展ができるよう、関係当局の
理解と積極的な支援をお願いする。
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３．医薬品

医療分野における 
日中の連携強化の重要性

中国共産党第18期中央委員会第三回全体会議において
「中国共産党・改革の全面的深化をめぐる若干の重要問
題の決定」が策定され、その中の「11の重点改革分野」
において「医薬衛生体制」が重点分野として挙げられて
いる。

これは「より公平で持続可能な社会保障制度の構築」
を2020年までに目指すものであり、特に社会保障制度に
おける医療分野の日中官民連携強化は重要性を増して来
ている。

中国日本商会および医薬業界組織としては、中国政府
のこれら取り組みに積極的に関与して貢献していくべき
と考える。

医療政策と医薬品市場の状況
「医薬衛生体制改革重点実施方案（2009年～2011
年）」において中国政府は、2009年より3年間で約12
兆円（8,500億元）を投じて、薬価制度・医療保険償還
制度・医薬品入札制度等の新制度構築、公立病院の効率
化、流通再編を実施した。

また、それに引き続き2011年から2015年までの五ヵ
年計画である「第12次五カ年規画（十二五）」の重点
項目、すなわち①国家基本薬物制度の全面的な整備、②
公立病院の改革、③基本医療保障の強化、④医療ネット
ワークの充実、⑤重大疾患の監督管理強化、⑥中国特有
の医療・医薬の発展推進、⑦医療機関運営の開放、⑧医
師の診察・医療行為の自由化の実施による加速化、そし
て2020年に向けての目標である｢健康中国2020｣では、今
後の医療制度改革、国家医療戦略、2020年までの国民の
健康維持管理にかかわる事業発展計画、医薬品・食品安
全管理、医療設備投資などの取り組みを示している。

上記の連続且つ複合的な政策方針に則り、「医薬品価
格に関する法整備」「新GMP」「GSP規定」、「低価格
医薬品管理政策」（発改委[2014]856号）、「医薬品購
買と入札管理政策」（食薬監弁財[2014]120号）、「県
級公立病院総合改革」（国衛弁体改函[2014]504号）
等々各種の新しい関連法規が公布されており、制度化は
着実に進んでいる。

市場を見ると、2013年医薬品流通業界総売上高は前
年比16.5%増で、1兆3,018億元まで達した（中国商務
部初歩統計データ）。医薬品販売端末市場規模は「第
11次五ヵ年規画（十一五）」期間中では、年平均成長
率（CARG）の20%まで立ち上り、「第12次五カ年規
画（十二五）」期間中の2012年、2013年はそれぞれ
18%、15%の増長率であった。CFDA南方医薬経済研究

所の統計により、2013年中国医薬品端末市場（注1）
の規模は1兆985億元に達した（図1）。中国全体GDP成
長の鈍化に伴い、医薬品市場の成長率も減速されている
が、中国医薬品市場は依然大きく、潜在力のあるもので
ある。医療改革の強化により、民間資本は医薬市場に参
入し、民営医療施設の増加、医療機構システムの健全化
が見られる一方、医薬品製造および販売企業間の買収、
新薬の増加、インターネット経由の医薬品販売システム
の構築等進んでいる中、医薬品業界の競合もより激しく
なっている。

図1：2007-2013 中国医薬品端末市場規模推移
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注１：この統計は化学原料薬、化学製剤、生物製剤、医療機
器、衛生消耗材、漢方薬、漢方加工薬など全種類の総計
である。また、「端末」とは、各級公立病院、社区衛生
サービスセンター、衛生院等すべての公立医療機関およ
び各類薬局を全て含んでいる。

日本企業が直面する問題点
日本の医薬品企業は多くの革新的で有用性が高い医薬
品を中国の患者に提供してきており、また、中国の改革
開放に伴い、多くの日本医薬品企業が積極的に中国に投
資してきた。2013年に設立された中国日本商会メディ
カルグループは、2014年化粧品企業の正式加盟により
ライフサイエンスグループとなり、グループ53社の内、
医薬品は22社となっている。これらメーカーは事務所・
研究開発・生産・販売または投資会社を設立し、中国の
医療・人々の福祉に積極的に貢献している。今後も、中
国日本商会・官民訪中などの活動を通じて、日本の経験
が中国の医療改革に役立つよう積極的に交流活動を行っ
ていく予定である。

この様に中国で活動し、中国の医療に日々貢献してい
る日本医薬品企業も以下の諸問題に直面しており、中国
政府に改善を希望する。

法規の実施細則作成と改正時の対話促進
中国当局は、医療改革を推進するなかで各種法規・ガ
イドラインの作成・整備を進めているが、その運用に当
たっては事前通知と実施細則の作成による周知徹底が望
まれる。

また、日中間の政府・民間レベルでの対話は定期的・
不定期的なものを含め実施されており、中国関係当局も
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日本との対話に前向きである。中国日本商会を窓口とし
た対話の実施を希望する。

新薬開発における審査・許認可制度の改善
CFDAは2013年2月に「医薬品の審査・承認制度の改
革を深化させ、イノベーションを一段と奨励することに
関する意見」を発表したが、この方針に基づいた早期の
関連法整備、医薬品の特許にかかわる優遇措置、ならび
に研究開発の推進を期待する。それに、国内外未承認の
輸入薬は一類新薬（生物製剤および化学医薬品）として
開発する時、審査と承認段階のプロセスと優遇措置の公
開が望まれる。

2014年12月にCFDAが発表した「2013年度中国医薬
品審査報告」によれば、審査開始までの待ち時間は年々
延びている。CFDA・CDE審査担当者の増員・育成、申請
前の事前相談制度の充実、申請者との対話などによる審
査期間の大幅な短縮を期待する。

長い臨床試験と審査待ち段階に発生した変更（製造場
所・製造方法・剤形含量など）と追加（安定性試験デー
タ・安全性データ）に関する資料提出の随時受け入れ或
いは柔軟な対応が望まれる。それに、国外既承認国内未
承認薬品にとって、IND提出後の変更を考慮して、輸入
薬の登録検定も国産品と同じくNDA段階で行うことを希
望する。

資源節約の観点から、申請書類の簡素化とe-CTD申請
資料フォーマットのさらなる推進を期待する。

薬価新政策の推進
2014年末に国家発展改革委員会から、最高小売価格を
撤廃し自由競争により薬価形成を行う、保険償還制度を
整備するという薬価新政策が発表された。現在、最高小
売価格の撤廃が先行しているが、医薬品管理法や価格法
等の関連する法規との整合性を取り、日系製薬企業など
の意見を募集しながら、法整備が進むことを要望する。

現行法規では、新薬創出時の研究開発・特許・品質・
市販後調査・安全性情報収集等に要する費用を薬価に反
映させる評価基準が未確立である。そのため世界的新薬
と海外の製造・管理基準を満たさない後発品の価格差が
問題となり、新薬の価格を引き下げようとする動きが顕
在化している。今回の政策が過剰な新薬薬価の引き下げ
を誘導するのであれば、安全で信頼できる医薬品を供給
しようとする企業努力を阻害することになる。また、単
純な薬価引き下げは市場の拡大を抑制し、結果として後
発品市場を縮小する可能性がある。新薬の供給推進なら
びに後発品保護のために、新薬の薬価算定方法の分離が
望まれる。

今後、保険償還薬の薬価は償還価格を基に設定されて
いくと聞いている。償還価格設定によっては、医療機構
との交渉時に過剰な値下げ圧力につながり価格の公平性
が失われる可能性がある。適切な償還価格設定と価格交
渉制度整備を推進していただきたい。

昨年末より各地で新しい医薬品集中購買制度が試行さ

れ始めている。従来の入札制度と同様に多様な制度とな
れば、医薬品の供給に地域差が生まれる。安定した供給
を達成するために、制度運営方法の全国的な透明化と統
一を要望したい。これまで突然の入札公示後、登録期間
が短いため、輸入薬の場合、資料を取り寄せ提出する時
間が足りない場合があった。輸入薬が対応できるように
実施予定を明示し、登録期間を設定いただきたい。オリ
ジナル薬と後発品の品質差を適正に評価する制度の構築
も要望したい。

保険償還薬リストについては、原則2年に1回となって
いる改定が、2009年から5年間改定されていない。品目
数は改定毎に増えているものの、化学薬品は甲乙リスト
合わせて1,164品目であり、患者が最適な薬を選択でき
ているとは言い難い。リスト収載後も、医院ごとの対応
が異なり半年以上も償還が実施されない場合がある。こ
のように新薬の市場への投入後、保険償還されるまでに
長い時間がかかっており、患者は新薬の使用機会を制限
されている。患者がより早く最適な新薬を使用できるよ
う、人力資源社会保障部に対し、償還リスト更新の短縮
およびより多くの品目の償還リスト収載を求めたい。収
載の基準や過程について明確にしていただければ我々製
薬企業は基準を達成するために努力する。

MAH制度の導入
今日、医薬品製造は、国境を跨いだ委託生産が広
く行われており、日本を含む主要国は全て販売承認
（Marketing-Authorization-Holder）制度を導入済であ
る。一方、中国においては未だ国内企業が国内で製造す
ることを前提とした製造承認制度を続けている。MAH制
度を導入できれば、医薬品供給（製造と販売）に対する
企業の責任の明確化や生産体制の合理化が期待できる。
医薬品の品質および安全性確保や新薬研究開発への経営
資源投入を活性化し、医療サービスのさらなるレベル
アップを図るためにも、グローバル基準に沿ったMAH制
度の早期導入が望まれる。

安全で信頼できる医薬品の供給
医薬品の製造企業および流通企業に対しては、それぞ
れ「薬品生産品質管理規範」（新版GMP、2011年1月公
布）および「医薬品経営品質管理規範」（GSP、2013年
2月公布）に指定期限内に対応することが要求されてお
り、医薬品企業の資質向上や品質安全保障におけるレベ
ルアップが図られている。これら製造および流通におけ
る医薬品の品質および安全性向上への取り組みを今後も
継続して行くことが望まれる。

上記の品質および安全性向上への努力がなされている
一方で、医薬品の安定供給という面では課題もある。な
かでも許認可における課題は企業の国籍を問わない共通
の課題である。

まずは一つの医薬品承認に対し一ヵ所の製造場所しか
登録できないことによる製造所移転や製造トラブル発生
などの際の市場での医薬品欠品リスクが挙げられる。日
本など主要国では一承認に対し複数製造所での製造が認
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められている。安定な医薬品供給のため、中国において
も同様な制度が取り入れられることが望ましい。

次に許認可更新の遅延に起因する許認可切れ期間発生
による市場での医薬品欠品リスクが挙げられる。更新遅
延の原因としては更新前に申請した補充申請の審査手続
の遅れによる更新審査の中断や更新審査手続自体の遅れ
がある。従って医薬品欠品のリスクを防ぐためにも、審
査迅速化・時間厳守による審査遅延の解消が望まれる。
また、審査手続の遅延による許認可切れ期間が発生した
際の救済措置として臨時輸入許可の回数制限撤廃や更新
審査結論受領までの「品目許可証」の期限延長などの制
度の充実も望まれる。

OTCの承認審査簡素化とスイッチOTC
海外の多くの国で承認されている使用経験が長く安全
性が高いOTC製剤については、医療費低減に繋がるセル
フメディケーションを浸透させるため、新規OTC製剤に
現在要求されている新薬と同じ申請要件の軽減化（資料
の軽減化と臨床試験の省略化）と既承認Rx製剤のスイッ
チOTC化を推進することにより、患者が選択できる製剤
数を増大させることが望まれる。

＜建議＞
- 新薬を一日も早く中国国民に供給すること、
安全で高品質の医薬品を中国国民に供給する
こと、医薬品製造業の発展を願い、以下の改
善を提案したい。

①法規作成・改正時につき以下の改善を要望し
たい。

ａ．法規公布・改正時、中国日本商会を日系
企業との窓口とした対話の実施。

ｂ．法規実施細則の作成と周知徹底。-

②新薬開発の審査・許認可制度につき以下の改善
を要望したい。

ａ．臨床試験実施に関する障害軽減。

１）CFDA・CDE審査担当者の増員による臨
床試験許可までの期間の大幅な短縮。

２）CFDA・CDE申請前相談制度の充実。

３）申請者との対話によるCDE審査の事
務手続期間短縮。

４）輸入薬登録薬検をIND段階ではなく、
NDA段階で実施。

５）CDE審査待ち段階での補足資料の受
入れ。

６）申請者向けCDEのガイドラインの充実。

７）検体の海外輸送規制の簡素化。

８）審査過程で発現する問題点と対応事
例の公開。

９）輸入品一類医薬品（バイオおよび化
学医薬品）登録申請の承認。

ｂ．申請資料要件のグローバル化。

１）申請書類の簡素化と英語資料の受け
入れ。

２）eCTD申請資料フォーマットの推進。

③検討中の薬品の価格政策につき以下の改善を要
望したい。

-a．薬価政策-

１）-医薬品価格政策に関連する法規の整
備と幅広い意見募集。-

２）新薬創出時の研究開発費・特許・品
質・市販後調査・安全性情報収集等に
要しているコストの薬価への反映。-

３）償還価格/価格談判方式等政策の推進。-

-b．医薬品集中購買-

１）実勢価格を決定する集中購買制度運
営方法の透明化と統一。-

２）集中購買実施時期の明示、および
輸入医薬品に対する資料提出期間
の猶予。-

３）医薬品の「品質」評価の強化。-

-c．医療保険償還

１）保険償還薬リスト改定間隔の短縮。-

２）保険償還薬リスト収載品目選定過程
の透明化。-

３）保険償還薬リスト収載後、医療機構
での速やかな償還の実施。

④MAH制度の導入を要望したい。-

⑤安全で信頼できる医薬品を供給するために以下
の改善を要望したい。

ａ．医薬品、原体の品質向上への継続努力。

ｂ．医薬品許可更新の時間厳守と許可内容の
速やかな通知、および審査遅延品目に対
する救済措置の充実。

ｃ．安全供給を図るための、１製品複数製造
での供給。

⑥OTC専用の承認審査制度の確立とスイッチOTC
の推進を要望したい。
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４．医療機器・ 
体外診断用医薬品

中国の医療機器・ 
体外診断用医薬品産業状況

人口13億人を超え、社会の近代化、国民所得の向上を背
景として、高齢化や健康管理への関心の高まりなどによっ
て多くの患者が存在しており、巨大な医療需要が見込める
市場である。医療機器・体外診断用医薬品市場は、10年以
上高い成長率で成長しており、現在もその成長率は衰えて
いない。また、今後は都市部だけではなく農村部での医療
設備の充実も期待されている。

近年、医療保険をはじめとするさまざまな医療制度改革、
高齢化の進展、人間ドックや家庭での健康管理への関心の高
まりなども追い風となり、医療関連サービスに対する需要は
拡大している。特に高齢者割合の増加に関しては、2010年の
60歳以上の高齢者は既に全人口の13%を越えており、2011
年以降も高齢化は進み、60歳以上の人口比率が2040年には
全人口の28%に達すると言われている。また、PM2.5等の環
境汚染からの健康への影響などもある。この様なことから、
中国の医療機器・体外診断用医薬品市場は急速に成長して
いる。医療機器市場は、2001年から2010年にかけて年平均
24.4%増と、世界の平均8%増をはるかに上回るペースで拡大
し、2010年には1,200億元に達した。近年も高い成長率を維
持しており、2014年には2010年の2倍となる2,400億元を超
える見込みである（出典：日本貿易振興機構(JETRO)｢中国の医
療機器市場調査（基礎データ収集）｣）。

一方、都市部と農村部の医療サービスの格差は顕著に
なっており、2014年12月に習総書記が江蘇省鎮江市丹徒
区の衛生院を視察した際、｢医療衛生業務の重心を地方に移
し、医療資源を地方に配置することで、都市と農村の医療
サービスの均等化を推進しなければならない｣とコメントし
ている。今後は農村部も急速に医療設備の充実に進む可能
性がある。

中国の今後の市場では次のような傾向が予想される。

ハイエンド市場だけでなく、 
ミドル・ローエンド市場にも注目
中国国内の病院施設数を見ると、全国の約2万の病院施

設のうち、ハイエンド（3級）病院は約1,800とその割合
は少ないが-、診療延べ人数、病床数では大多数がこのセ
グメントに集中している。すなわち、今後もハイエンド市
場の需要は続くとみられる。一方、中央政府はそのような
医療資源配置のアンバランスさや農村部の医療アクセスの
悪さ（いわゆる看病難・看病貴）に対し強い課題意識を有
しており、全国の県クラス公立病院強化や農村部を中心と
した地域医療の抜本的な改革を推進する方針であり、今後
はミドル・ローエンド市場にも大きな財政投資が見込まれ
ている。-

慢性疾患向け診断設備に対するニーズ拡大
高齢化の進展と共に、腫瘍、脳血管疾患、心臓病、糖尿

病などの慢性疾患が増加しており、医療サービスや医療機
器へのニーズが増大する。中国は糖尿病患者の増加ペース
が世界一速い国となっている。

日本企業が直面する問題点
監督管理法令の大幅改訂
2014年6月に「医療機器監督管理条令（医疗器械监督管

理条例（国务院令第650号））」が改訂され、それに応じて
多くの医療機器および、体外診断用医薬品の監督管理法令
が変更となった。我々が2014年白書にて強く求めていた更
新申請の簡素化に関しても証書期限の延長申請と変更申請
という仕組みに変わり、今後の審査の簡素化、期間短縮が
期待できると考える。しかしながら、法令改訂後、受付セ
ンターやCMDE審査センターに具体的な申請書類に関する質
問をしても回答が得られないことや、一日当たりの受理件
数が極端に少なくなるなど、運用面では少なからず混乱が
生じている。

具体例として、「食品薬品監管総局『医療機器登録管理
弁法』および『体外診断試薬登録管理弁法』実施に関する
関連事項の通知（食品药品监管总局关于实施《医疗器械注

册管理办法》和《体外诊断试剂注册管理办法》有关事项的

通知（食药监械管[2014]144号））」において、医療機器の
更新申請と変更申請が同時期に発生した際の対応が記載さ
れているが、申請資料の分割と受理の分割の各規定につい
て、受付センターにおいて解釈が混同しており、適切な対
応が取れない状況にある。また、医療機器1類・体外診断用
医薬品1類については今回届出制へと変更になり、その対象
製品はリストに掲載されているが、過去CFDAに1類として
認可を得た、またはCFDAが1類として分類した製品におい
て一部リストに載っておらず、それらの製品は新たに分類
申請をしなければ受付センターは受理しないとの判断がな
されている。既に販売中の製品について更新ができず、病
院への供給が止まり、結果として多くの中国国民の方々に
影響を与えてしまうという問題が発生している。

さらに、「消毒製品衛生安全評価規定（消毒产品卫生安

全评价规定（国卫监督发〔2014〕36号））」の様に、法令
発布後、半年を経過しても幾つかの省庁では申請書類が受
理できない状況も発生している。我々としては、法令改訂
の効果をできる限り早く享受できる様にしたいと望んでお
り、中国当局には混乱を早期に治める取り組みをして欲し
い。また、法令発布後、申請書類の受理ができない様なこ
とは是非避けていただきたい。

臨床免除や中国での適合性評価の簡略化
2014年度に発布された法令改訂では、GHTF（Global-

Harmonization-Task-Force：現IMDRF）ガイダンスで示さ
れている内容が大幅に取り入れられた。これは中国行政の
IMDRFへの参加、CIMDRによる国際的な規制、標準への相
互の理解を深める活動などの賜物と考える。中国の法令が
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グローバルスタンダードに近づくことを大いに歓迎する。
しかしながら、GHTF創設国（日本、米国、カナダ、EU、豪
州）で承認実績がある品目に関しても実機試験を伴う厳し
い適合性評価が求められており、さらには、中国での臨床
試験を求める場合があることも規定された。GHTF創設国で
承認実績がある品目は、既に適合性評価および臨床評価を
済ませた品目であり、改めて中国での評価を行うことは双
方に取って負担が大きい。実機試験の省略や臨床試験免除
などの簡素化を要望する。

CMDEの体制強化、仕組み改善
日々進歩し続ける医療機器・体外診断用医薬品を適切に

審査するためには、CMDE審査官の能力アップは欠かせない
ことと考える。非常に多くの申請案件を審査するために、
CMDE審査官の増員など中国当局も最大限の努力をしてい
ることと思う。しかしながら、増員したCMDE審査官が新し
い医療機器の知識や医療現場での知見を身につけることは
非常に難しいことでは無いかと思う。CMDE審査官によっ
ては、新しい医療機器・体外診断用医薬品の知識不足や医
療現場を知らないことなどから、審査期間が長期化するこ
ともある。我々は、日本の多くの医療機器・体外診断用医
薬品メーカーが参画した団体であり、最新の医療機器・体
外診断用医薬品の知識や医療現場の知見などの情報を提供
し、交流することができる。我々としてはさらなる審査期
間短縮のため、共に協力してCMDE審査官の能力アップを
実現して行きたい。また、中国のCMDE審査センターと類
似する組織として、日本にはPMDA（Pharmaceuticals-and-
Medical-Devices-Agency-,Japan）という組織がある。PMDA
には審査前の事前相談制度があり、審査期間の大幅短縮に
寄与している。CMDE審査センターでも同様に事前相談制度
を設けて欲しい。

法令やGB/YY標準を確実に遵守できる様にするために
法令やGB/YY標準の発布後、施行までの期間が非常に短

い場合が多々見受けられる。特にGB/YY標準に適用させるた
めには、設計変更や製造工程変更、品質確認が必要となる
場合もあり、遵守に相当な期間が掛かることもある。さら
には発布されたGB/YYが入手できないこともある。GB/YYが
入手できる様になってから、最低２年程度の猶予期間を設
けて欲しい。また、新しい法令やGB/YY標準を発布する際に
は、事前に十分なパブリックコメント等の意見募集を行っ
ていただきたい。さらに我々は、日本の多くの医療機器・
体外診断用医薬品メーカーが参画している団体であり、法
令やGB/YY標準の審議に参画することもできる。我々の知見
が中国の医療機器および体外診断用医薬品関連法令やGB/YY
標準制定に貢献できると確信している。

また、GB/YY標準は国際標準（ISO/IEC）の参照を行いつ
つあるものの、中国独自の変更が加えられていることや、
国際標準の古いバージョンを参照したままの場合がある。
そのような場合、他国で既に承認、販売の実績がある医療
機器・体外診断用医薬品であっても、中国向けだけに追加
の適合性評価を実施する必要があり、国際標準の旧バー
ジョンで要求される試験を改めて中国国内で行わなければ
ならなくなっている。国際標準に該当するGB/YY標準は、最

新版の国際標準をそのまま引用する様にして欲しい。

最近の医療機器ではソフトウェアを搭載している製品も
多くなってきている。中国のCFDA登録申請時に求められ
るソフトウェア情報は、コア情報等、他国に比べ極めて詳
細であるため、諸外国と同程度の内容に留めて戴きたい。
また、ソフトウェアはさまざまな事情からバージョンアッ
プが必須となる。しかしながら、現在ソフトウェアのバー
ジョンアップに関する中国CFDA登録変更に関する明確な規
定が無い。セキュリティ強化やBUG修正など医療行為にかか
わる安全性で問題が無い場合は、CFDA変更申請を不要とす
るかCFDA行政審査のみとして欲しい。

通関手続の統一、簡便化
生物由来原料/純化学製品の輸出入が複雑で時間が掛か

る。H.S.コードの変更への対応時間が短いなど、通関手続に
苦労している。特に、実機試験および自社内品質管理時に
使用する標準物質や上位物質（中国国内調達不可品、CFDA
未登録品）の輸入が非常に難しい。さらには、中国には通
関拠点数が4,000近くあり、それぞれの税関において法制度
やH.S.コードの解釈違いが見られるなどの問題が発生してい
る。地域による通関手続の統一と手続の簡便化をお願いし
たい。

2014年度は医療機器監督管理条例の改定に始まり、多く
の医療機器および体外診断用医薬品の監督管理法令が大幅
に改訂され、中国当局も改善活動に努力されていることが
分かる。しかしながらまだ改善していただきたいことはあ
り、我々としては中国当局と共に協力して中国の医療環境
をより良くすべく努力していきたい。

＜建議＞
- 中国行政のIMDRFへの参加、CIMDRによる国際的
な規制、標準への相互の理解を深める活動が行わ
れ、2014年には医療機器監督管理条例を初め、
多くの医療機器および体外診断用医薬品の監督管
理法令が大幅に改訂された。Ⅰ類の医療機器およ
び体外診断用医薬品は共に届出制度に変更になっ
たことや、医療機器の更新品が、証書期限の延長
申請と変更申請という仕組みに変わり、審査の簡
素化、期間短縮が期待できる。大きな進展があっ
たことに、規制当局の努力に感謝したい。しかし
ながら、法令改訂後の運用面では少なからず混乱
していることもある。さらに、安全で高品質の新
しい医療機器および体外診断用医薬品を一日も早
く中国医療施設などに供給することで、中国の医
療発展に貢献することを願い、以下の改善につい
て提言したい。なお、本建議は作成時点のもので
あり、その後の法令改訂、行政通知等で改善が進
められている可能性がある。

①法令の発布や改訂後の混乱を早期に治めて欲しい。

・2014年度は、医療機器監督管理条例を初め、多く
の医療機器および体外診断用医薬品の監督管理法
令が改訂された。しかしながら、法令改訂後の運
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用面では少なからず混乱している。CFDA、受付セ
ンターとCMDE審査センターが一緒に企業と座談
会を開催する等して、混乱を早期に治める取り組
みをして欲しい。

・新しい法令の発布や改訂が為されても、実施細則
が決まっておらず、中国行政側が運用できない
（例えば、申請書類の受理ができない）場合があ
る。法令の発布、改訂時は運用もできる様に準備
と周知徹底を要望したい。または、中国行政側が
運用できるまでは、法令の発布、改訂を控えて欲
しい。

②GHTF創設国で承認実績がある品目は、臨床免除
や中国での適合性評価の簡略化を望む。

・2014年度に発布された法令改訂では、GHTF
（Global-Harmonization-Task-Force：現IMDRF）
ガイダンスで示されている基本要件への適合性評
価が受け入れられた。GHTF創設国(日本、米国、
カナダ、EU、豪州)で承認実績がある品目は既に
適合性評価が行われているので、それらの国で承
認実績がある場合は、中国での適合性評価は簡略
化するなどの措置を要望したい。

・2014年度に発布された医療機器登録管理弁法
（局令第4号）および体外診断用医薬品登録管理
弁法（局令第5号）では、輸入医療機器に関して
も臨床試験を求める場合があることが規定され
た。GHTF創設国で承認実績がある品目は既に臨
床評価が行われているので、中国での臨床試験は
免除して欲しい。または、臨床試験免除リストの
充実を要望する（体外診断用医薬品に関する臨床
試験免除リストは非常に少ない）。

・医療機器および体外診断用医薬品を実際に試験場
に持ち込んで試験を課す実機試験を廃止すること
を要望したい。廃止が困難であれば、少なくとも
他国の承認申請の際に既に実施されている試験に
ついては免除する規定を設けることを要望したい
（IEC60601-1電気安全性評価-等）。

・新規申請時、当該製品での「生体適合性評価資
料」が要求されている。ISO10993-1や、諸外国
の審査要求と同様、新原材料のみ生体適合性の
評価対象とし、既存原材料は提出不要としてほし
い。若しくは、別製品での同原材料の生体適合性
評価資料を受け入れてほしい。

③CFDA/CMDEの仕組み改善、体制強化を進めて、さ
らなる審査期間の短縮を実現して欲しい。

・CMDE審査員の増員と共に、審査レベルの統一、最
新科学水準への理解を深めるための育成プログラ
ムの実施等を行い、量・質共に充実させ、さらな
る審査期間の短縮を望みたい。

・新製品を申請する際、特に中国市場に類似品がな
い場合、クラス分類や一般名称、中国の関連標準
や評価方法が不明のまま申請し、CMDE審査側も

製品内容が不明確なまま審査するため、審査期間
の長期化に陥る場合がある。審査期間の短縮、審
査業務の効率化や省力化にも繋がるため、CMDE
との事前相談制度を設けてほしい。

・GB/YY標準や国際標準のどこにも規定がなく
CFDA/CMDE内部規定により通知単が発行され
ることがある。内部規定の情報公開をお願いし
たい。

④メーカーが法規や標準（GB/YY）を確実に遵守で
きる様、仕組みの改善をお願いしたい。

・新標準（GB/YY）発布後、医療機器および体外診
断用医薬品ともに、即時の標準適用が困難な場合
が多い（設計変更、製造工程変更や品質確認が必
要となる）。よって、企業が対応できる様に、新
規標準の施行猶予期間を新標準が入手できる日か
ら最低2年設けていただきたい。また、パブリッ
クコメントをホームページで公開し、最低限1ヵ
月以上の回答期間を設けていただきたい。

・規制の公布から施行までが即日など、非常に短期
間の場合が少なくない。従来規制との変更量にも
よるが、6カ月から1年程度の猶予期間（周知期
間）を設けて戴きたい。また､パブリックコメン
トを募集し、十分に期間を取って、広く意見を聞
いて欲しい。

・国家強制標準のGBがインターネット上で無料検索
閲覧できる様になったことは、非常に有難いこと
である。感謝の意を表する。GB/T、YY標準も同
様に無料検索閲覧できる環境を提供していただき
たい。

・ソフトウェアの変更に関しての審査が厳しくなっ
ている。ソフトウェアは、バグ修正や小規模な
バージョンアップなど頻繁に実施されるものであ
る。安全性、有効性に大きく影響しないソフト
ウェアの変更に関しては、審査不要とするか審査
簡易化する様、お願いしたい。

・日本の承認を持たない輸出専用の医療機器および
体外診断用医薬品（CEマーク品など）があるが、
医療機器監督管理条例に｢届出人所在国の主管部
門が医療機器の販売を承認する証明書類を提出す
ること｣が定められているので、中国では当該医
療機器および体外診断用医薬品を登録できない。
登録できる様にすることを要望する。

⑤法規、手続などの統一化を実現して欲しい。

・地域により異なる通関手続を統一し簡便化してほ
しい。

・医療機器および体外診断用医薬品の一般名称にお
いて、CFDA認可時の一般名称、病院での薬価や
物価局で記載されている一般名称の統一化をお願
いしたい。
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５．化粧品

概況
2013年の中国化粧品市場は、それまで長らく続いてい

た二ケタ成長は達成できなかったものの、日本を越えて
アメリカに次ぐ世界第二の市場になったと考えられる。
そして今後もこの成長を継続するポテンシャルは十分に
あり、日本のみならず全世界の化粧品企業にとって非常
に重要な市場であり続けると考えられている。

2014年度の回顧と今後の動向
中国国民の可処分所得の増加、美容意識の高まりに支
えられた販売地域、年齢層、所得層の拡大傾向はここ数
年変わっていない。中国の「化粧人口」は当面は今後も
順調に伸び続けること、そして1990年代生まれの「90後
世代」が、化粧品購買においても主役・リーダー役とな
ることが予想されている。

化粧品販売チャネル別の売上構成とその成長率に関し
ては、ここ数年、チャネルの多様化が進む傾向に変わり
はない。しかしながら、直近で最も目立つ特徴は、百貨
店チャネルの落ち込みとインターネット販売の急激な伸
長である。既に家電品、装飾品などでは見られる傾向で
あるが、消費者は百貨店、専門店等で商品を見たり、試
用したりして自分の欲しいものを決め、同じものをイン
ターネットで検索し、より安価に販売しているところに
注文するといった新しい購買行動が出てきていることが
ひとつの大きな原因であろう。必然的に、化粧品販売企
業もインターネット販売に力を入れざるを得ない状況が
出てきている。インターネットでの販売は、その産業と
しての新しさから規制面での対応が十分ではなく、並行
輸入品のインターネットでの販売拡大等のさまざまな問
題、トラブルが生じている。当局もこの点を重視し、法
規の整備を進めようとしている。

次に、売上構成をカテゴリー別に見てみる。主に化粧
人口の増加による市場成長を反映し全てのカテゴリーで
増加が見られる。そして、スキンケア化粧品が多くを占
めるという日本と類似した傾向が続いている。スキンケ
アにおいては「美白」や「アンチエイジング」といった
効能を持つものが人気を集めると同時に、「自然、天然
成分」や「敏感肌用」といった、より安全なものを求め
る傾向も依然として強い。

ところで、中国政府は「法による統治」という基本方針
の下、急速かつ精力的に法整備を進めているが、化粧品領
域も例外ではない。主なものだけでも2014年に以下のもの
が発布された。

①既使用化粧品原料リスト（中文名：已使用化妆品原料

名称目录）2014年6月発布

②化粧品監督管理条例(意見募集稿)（中文名：化妆品监督

管理条例）2014年11月発布

③化粧品ラベル管理弁法(意見募集稿)（中文名：化妆品标

签管理办法）2014年11月発布

中国では、これまでにも化粧品に配合可能な原料を収
載したリストがいくつか公表されていたが、まとまった
リストは存在していなかった。それを一つにまとめたの
が、①既使用化粧品原料リストである。このようなリス
トが作成されたことは、我々企業側にとって大変歓迎す
べき状況であるが、従前のリストに収載され本来は本①
リストにも収載されるべき原料が収載されていないと
か、本①リストの追補・修正に関する運用ルールが明確
でない等の問題点が残っている。この点については早急
な改善を希望する。

上記②は、化粧品領域の最上位法である現行化粧品衛
生監督条例の改正案である。上記③は、後述の通り多く
の問題点を抱えながら2014年12月にWTOにTBT通報さ
れ、法制化のステップを進んでいる。

上記のような法律法規類の整備は、より安全かつ安心
な化粧品を消費者に提供すべきという当局の強い意思に
基づくものであると考えられ、2015年になっても「化粧
品安全技術規範」、「化粧品生産許可業務指南」、「化
粧品生産許可検査要点」および「化粧品新原料申請お
よび評価指南」の意見請求稿の公開等、化粧品関連の法
規、基準の整備という流れは変わらないと推測する。

最後に、法規制度の運用面での2014年のトピックスに
ついて概述する。2013年11月に発布された「化粧品の許
可・届出管理に関する事項の調整についての通知（中文

名：关于调整化妆品许可备案管理有关事宜的通知）」に
基づき、2014年7月より国産非特殊用途化粧品の管理が
CFDAから省級FDAに移管された。それに伴い、登録手続
がインターネット経由となった。この運営上の変更は、
我々企業側にとって大変歓迎すべきものであるが、現場
ではいくつかの問題に直面した。例えば、地方によって
本運用の開始日に違いが生じたり、資料不備等の理由で
却下される製品の多発や届出であるのに審査のような指
摘を受けるという事例も発生した。2015年も輸入非特殊
用途化粧品の管理がCFDAから省級FDAに移管することが
予定されている。今回は上記のような問題を生じること
なく、円滑に運営されることを期待する。

日本企業が直面する問題
前章で記したように、2013年3月にCFDAが設立されて
以降、法規ならびにその運用管理体制の整備が非常に精
力的に行われていることは、企業にとって基本的に好ま
しい方向性であり、先ずここで深く敬意を表すると共に
感謝したい。我々日本企業は、中国企業や他の外資企業
と同様、化粧品が中国国民の美しさの向上に貢献するこ
と、加えて中国の化粧品産業の健全なる発展に貢献する
ことを強く希望している。

そのような前提に立ち、本章では、日本企業が直面す
る問題を中国化粧品産業の健全な育成といった観点でい
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かに解決するかを述べたい。

まず③化粧品ラベル管理弁法(意見募集稿)は、特に輸入
化粧品に対して不当な差別的取扱いとなりうる内容を含ん
でおり、消費者保護の観点からも国際貿易の観点からも過
剰かつ不当な措置が講じられていると考えられる。特に問
題となる点が4項目ある。

第7条では、化粧品表示は「貼り付け、切り取り、消し
直し等の方法で修正、補足してはならない」と規定され
ているが、世界中のどの地域でもその国の法律に従った
表示を貼りラベルで記載することが認められており、貼
りラベルによる対応については引き続き認めるべきと考
える。

第19条では、化粧品効能の宣伝訴求について、「効
能評価検証機構」が試験し、かつその試験結果を公表す
ることと規定されている。効能評価方法には各企業のノ
ウハウが含まれており、その公開は企業競争力の低下に
つながることが懸念されることから、公開すべきではな
い。また、「効能評価検証機構」については、その機構
としての要件が満たされていれば中国国外の機関や企業
でも認められようにすべきである。

第14条および第15条では、生産者の表示について、
当該化粧品の品質・安全性について法的責任を負う企業
（輸入品の場合は中国国内に所在する企業）の名称およ
び所在地だけでなく、生産の委託先の企業等の名称およ
び所在地の表示も要求しているが、当該製品の品質・安
全性に関して最終的な法的責任を負う企業の名称および
所在地だけを表示する方式の方が消費者に与える誤解が
少なくなる。

第34条に規定する施行期日（2015年7月1日）が要求す
る内容は、実際の商品開発から販売までのプロセスが考慮
された内容とはなっておらず、企業にとって対応が極めて
難しい。従って、企業が本弁法をより遵守できるようにす
るために、弁法発布から施行まで少なくとも2年の猶予期
間が設定されること、さらに企業が中国政府の意図を正し
く理解するためにガイドライン（細則）案等の提示を是非
検討いただくことを、強く希望する。

二つ目の問題は、新原料登録のハードルが高いことで
ある。2010年4月に「化粧品行政許可申告受理規定」が
施行されて以降、4原料が登録されたに過ぎない。

この状況を打破すべく、我々日本企業も独自の取組みを
行っている。2015年1月12日には、日本化粧品工業連合
会と中国日本商会化粧品連絡会が合同で中国香料香精化粧
品工業会と共催の形で、中国化粧品原料管理研討会を開催
した。本会では、化粧品の原料管理に関する日中双方の制
度、運営要領が紹介された。双方に対して多くの質問が出
され双方の理解は深まったが、問題はこれだけで解決でき
る訳ではなく、双方の理解を深めるような活動を今後も粘
り強く展開してゆくことが必要だと考える。

最後に②化粧品監督管理条例(意見募集稿)について記し
たい。これは日本企業が直面する問題というよりも、中
国化粧品市場で事業を営む者としての期待である。この

期待に応えていただくことが、10年先、20年先の中国化
粧品産業の健全な発展につながると固く信じている。

本②は、現行化粧品衛生監督条例の改正案である。現
行の化粧品衛生監督条例は1989年に発布されたもので
あり、発布後四半世紀以上を経て改訂されることを強く
歓迎する。今回改正の目的は、法規の内容を時代にマッ
チ、現状の問題点解消、実施細則との一元化であると伝
えられているが、それらに加えて中国化粧品産業に関す
る中国政府のビジョンが明確に示されることを強く期待
する。

本②の意見募集稿では、中国市場と企業経営の管理に
主眼が置かれている。これらが重要なことは言を待たな
いが、今後は本化粧品領域における中国化粧品のアイデ
ンティティ確立、即ち中国発のグローバルブランド・グ
ローバル企業の育成を考える時期にあると考える。その
ためには、グローバルな主流となりつつある考え方「企
業による自主管理の促進」の中で、健全且つ高い競争力
を有する中国企業を育成できる法規が制定されることを
期待して止まない。

＜建議＞
- 2013年3月国家食品薬品監督管理総局（CFDA）
が設立されて以降、法規ならびにその運用管理
体制の整備が非常に精力的に行われていること
に対し、深く敬意を表すると共に感謝する。

- 化粧品が中国国民の美しさの向上に貢献するこ
と、加えて中国の化粧品産業の健全なる発展に
貢献することを期待し、以下に提案する。我々
の提案が、当局の法規策定並びにその運用管理
に役立つことを、強く希望する。

＜法規の制定および改定について＞

- 現在制定・改定作業が進められている下記2法
規、および法規の運用について提言する。

①化粧品監督管理条例(意見募集稿)

- 化粧品衛生監督条例が、発布後四半世紀以上を
経て改正されることを歓迎する。

- 法律の条文は、政府の意思であり、メッセージ
である。化粧品監督管理条例は、世界第2位の
化粧品市場を有する中国の化粧品領域の最上位
法として、時代の先を読む先見性・新規性と法
規の世界標準として他国から尊敬される普遍性
に溢れた条文になることを強く期待する。その
ためにこの条例が具備すべき基本要件は、本業
界に対する中国政府のビジョン、すなわち10年
後、20年後の本業界をどうするのか、それを
どのように実現するかが盛り込まれること、グ
ローバル化および国際的ハーモナイゼーション
という流れに対して世界の大国としての度量を
示すことであり、それを切に希望する。
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- 現行法規では、主に中国市場と企業経営の管理
に主眼が置かれてきた。その結果、市場と企業
の健全な発展および安定が図られてきた。しか
し今後は、従来の要件に加えて本化粧品領域に
おける中国化粧品のアイデンティティ確立、即
ち中国発のグローバルブランド・グローバル企
業の育成を考える時期にあると考える。

- 日本や欧米の政府が目指す、企業による自主管
理の促進という方向性の下で、健全且つ高い競
争力を有する中国企業を育成するために必要な
ことは、研究開発に対する投資と世界標準下で
の競争の促進である。その実現を促進するた
め、科学性、客観性を重視する政府の姿勢を、
条文中で示すことを期待する。

②化粧品ラベル管理弁法(意見募集稿)

- 2014年11月に発布された本弁法は、輸入化粧
品に対して不当な差別的取扱いとなりうる内容
を含んでおり、消費者保護の観点からも国際貿
易の観点からも過剰かつ不当な措置が講じられ
ていると考えられる。また、化粧品効能の宣伝
広告に関する条項には、企業のノウハウについ
て不必要に公開を求める条文があり、公正な企
業間競争を損ねる可能性がある。このように本
弁法には大きな問題があることから、発出され
たパブリックコメントを参考として適正に修正
された後に公布されることを希望する。

③法規公布後の猶予期間

- 公布から施行までの期間や、施行後に認められ
る猶予期間が市場のサイクルや企業活動のサイ
クルに合致しない場合、企業に大きな負荷をか
けることになる。その行為は、企業の基礎体力
を奪うだけに留まらず、コスト面や市場のス
ピード感の点で、中国の消費者にマイナスの影
響を与える懸念があることから、企業活動や市
場の実態に即した期間の設定を希望する。

④同一領域の管理法規間の整合性確保

- 例えば化粧品の表示は、主に「化粧品ラベル管
理規定（国家質検総局令第100号）」と「消費
品使用説明化粧品通用ラベル(GB5296.3)」に
よって規定管理されている。それらに加えて、
上記の「化粧品ラベル管理弁法(意見募集稿)」
や施行が2016年5月まで延期された「消費品使
用説明第一部分：総則（GB5296.1-2012）」
も、今後は化粧品の表示に対して法的拘束力を
有することが予想される。

- 各種の規定類および国家標準の間で重複や矛盾
が生じると、企業が判断に迷うばかりか消費者
が混乱する可能性もある。そこで、化粧品の市
場投入前の速やかな審査認可と公平な市場管理
の実現のため、管理規定や国家標準が統合され
ることを要望する。統合が実現できない場合

は、例えば化粧品の表示については、CFDA並び
に国家質量監督検験検疫総局、さらには国家標
準化管理委員会等、異なる部門が発布した法規
間で整合が図られることを強く希望する。

＜新原料管理について＞

- 受理規定発布後、5年間で4原料しか新原料許可
を取得できていない状況は、中国の化粧品産業の
発展にとって、大きな妨げとなっている。中国の
消費者は外国で販売されている最新原料を配合し
た化粧品を使用できない状況にあり、流行に後れ
をとることになる。CFDAがこの状況を問題視し
改善に向けた法整備を進められることは、業界の
要望に沿ったものと評価する。

- 現状を改善するため、2015年1月12日に開催さ
れた「化粧品原料管理研討会」で研討されたよ
うな、新原料を安全性上のリスクレベルに応じ
て分類管理する管理方法の採用を提案したい。

- 消費者にとって利益のある新技術、新原料を迅速
に中国市場に提供するためにも、化粧品原料にか
かわる国際的な流通や安全管理の実態等を踏まえ
た、実効性のある詳細な運用ル－ルの早急な整備
を強く要望したい。

＜平行輸入品について＞

- 中国における企業活動に多大な影響を与えてい
る外的要因としては、ニセモノの横行、商標権
の侵害に加えて、並行輸入品の販売が、店頭の
みならずネット上でも年々著しく拡大してきて
いることである。

- 化粧品に関しては、輸出先より中国国内企業1社
のみ授権できるとされているが、授権者が労力を
費やし資料を作成し、疑義照会を通じて、厳格な
審査を経た上で、登録もしくは認可という流れを
経て漸く輸入販売している商品が、全く別ルート
で中国国内にて販売されていることは、CFDAが目
指す薬事行政と相いれない。

- さらに、消費者にとって一番大きな問題は、正
規の授権者が、それらの商品について、全く責
任を取れないことである。これは、部分最適の
最たるものであり、消費者保護の観点、また、
薬事行政の視点より、整合性のあるものにして
いただくことを強く希望する。
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６．セメント

概況
2014年のセメント生産量は、24.8億トンと前年比

4,400万トン増（伸び率1.8%）となったものの、固定資
産投資鈍化の影響を受けた結果、伸び率は1991年以来の
低水準に止まった。

全世界における中国のセメント生産量占有率は、過去
最高水準の約6割を引き続き堅持し、30年間連続首位とそ
の地位を揺るぎないものとしている。なお、前年比増加
した4,400万トンは、現在の日本の年間総需要に匹敵する
レベルである。

環境対策と生産能力過剰解消は、目下セメント産業全
体の最重要課題である。

環境対策において、2014年は特に政策の面で動きが活
発化した。史上最も厳格と評されている改正環境保護法
は4月全人代にて可決され、2015年1月1日より施行され
た。また関連法の改正、通達も相次ぎ、セメント産業各
社は新法令への対応、新基準をクリアするための対策等
が求められている。

生産能力過剰解消については、2013年に国務院から
生産能力過剰業種に指定され、2014年はその解消にむ
けた通達が数多く出され、工信部発表では2014年淘汰
量は生産能力ベースで8,100万トンであった。

表1：中国セメント生産量の推移
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

生産量
(百万トン) 1,354 1,388 1,617 1,868 2,051 2,203 2,432 2,476

伸び率(%) 9.6 2.5 16.5 15.5 10.4 7.4 9.6 1.8

出所：数字水泥網

2014年動向
セメント生産量・売価関連
2014年の固定資産投資は前年比15.7%増であったが、
セメント産業と特に関連性が強い不動産投資は前年比
10.5%増（内、住宅投資の占める割合は67.7%で前年比
9.2%増）と10年来最低の伸び率であった。特に東北地区
における固定資産投資は3.14%の伸び率に止まり、不動産
投資に至っては13.27%減とマイナス成長に陥った。

なお、セメント関連の新規投資額（生産ラインの新増
設、改造等）は、前年比16%減となり、2011年の大幅下
落後、4年連続マイナスとなった。生産能力過剰解消に対
する政府政策の浸透が主な原因と考えられる。

このように固定資産投資鈍化の影響を受けた結果、セ
メント生産量は、24.8億トンと前年比4,400万トンの増加
に止まった。伸び率は大幅に減速し通年で1.8%となった
が、特に2014年9月から12月の各月は2013年を下回り、
マイナス成長となった。地域的にみると、固定資産投資
の動向と同様、南高北低が鮮明となり、南部は好調を維

持したものの、北部は総じて低調、特に華北地区は前年
比10%減と大幅マイナスとなった（参照：表2「2014年
生産量（地域別）」）。

2014年のこれら状況により、中国セメント協会は
2013年まで右肩上がりに成長してきたセメント産業に
おいても「新常態」に突入したと表明している。

図1：固定資産投資とセメント生産量伸び率推移
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出所：中国水泥網　

表２：2014年生産量（地域別）              (単位：万トン)

区域
セメント クリンカ

生産量 前年比 割合 生産量 前年比 割合
全国 247,619 1.77% 100% 141,665 2.88% 100%

華
北

北京
天津
河北

内モンゴル
山西

23,093 -10.04% 9.33% 12,465 -1.94% 8.80%

東
北

遼寧
吉林
黒竜江

14,126 -3.78% 5.70% 7,834 -0.68% 5.53%

華
東

山東
江蘇
安徽
浙江
江西
福建
上海

79,311 1.42% 32.03% 44,057 3.05% 31.10%

中
南

河南
湖北
湖南
広東
広西
海南

68,185 4.78% 27.54% 36,654 4.66% 25.87%

西
南

チベット
雲南
貴州
四川
重慶

40,469 7.80% 16.34% 26,461 6.47% 18.68%

西
北

陝西
甘粛
青海
寧夏
新疆

22,435 1.28% 9.06% 14,193 -1.90% 10.02%

出所：数字水泥網

セメント価格は例年8~9月まで下降線を辿り、底打ち
後第4四半期に上昇し、年初価格程度まで戻るのが一般
的である。2014年のP•O-42.5の全国平均のバラ市場価
格は、年初の377元／トンから下降し8月度に325元／ト
ンと最低値を付けた。2014年は9月以降の最需要期にお
いても需要減退の影響から価格競争が激化し、12月末時
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点においては、329元／トン（前年比48元／トン安）と
なった。地域的に見てみると華東、中南地区は比較的高
値を維持した一方、西南および東北地区は第4四半期に
おいても価格競争が激化した結果、セメント価格は断続
的に下落した。

中国セメント企業の動向
2014年10月に開催された中国建材連合会会合では、
第12次五カ年規画で主眼とされていた「走出去」（海外
進出）政策において、2014年はその手法の転換期と位
置付けた。中国セメント企業の海外進出は、今まで主に
セメント設備の輸出販売、セメント工場の建設が中心で
あったが、2014年は合弁会社設立、出資等、資本の輸
出が主流となった。

主な事例は、同力セメント（モザンビーク）、華新セ
メント（タジキスタン）、海螺セメント（インドネシ
ア）が現地合弁会社を設立、インドで中材集団、キルギ
スでは上峰セメントによる現地企業の買収も行われた。

また中央政府は、生産能力過剰解消の観点からもセメ
ント産業における合併、再編を推奨しており、中国国内
においても企業合併が活発に行われた。

第12次五カ年規画で「2015年末時点、上位10社で
45%」と目標設定している生産集中度については、上位
10社で37.1%となった。現段階では目標に達していない
ため、2015年も引き続き企業の集約化が進むと推測され
る。また集約形態は中国国内ではこれまでの大企業による
中小企業の吸収合併が主体であったが、ラファージュ・ホ
ルシム社のような大型対等合併の形態も視野に入れて統合
が進むと中国セメント協会では予想している。

図2：2014年クリンカ生産能力
(万トン)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000
29,986.3

17,877.7

8,794.7
7,030.8

5,849.7 5,446.7 5,328.9 4,417.53,534.0 3,366.6

中
国
建
材

海
螺

中
材

冀
東

華
潤

台
泥

華
新

山
水

紅
獅

金
隅

出所：中国水泥網

外資企業の動向
2014年4月、セメントメジャー筆頭のホルシム社（ス
イス）と世界第2位のラファージュ社（フランス）は、
両社の合併に合意をし、2015年に合併を実施すると発
表した。合併後の新会社は、セメント生産能力4億2,700
万トン、世界90カ国で事業展開をする巨大企業となる。
しかしながら圧倒的な業界首位となる新会社は、各国で
合併承認を得るため、合算シェアが高くなる市場では資

産売却を進めており、既に欧州などの一部資産をアイル
ランド建材大手のCRHに売却（売却総額は65億ユーロ
（約8,600億円））したことから、2014年12月欧州委員
会において合併が認可された。

中国国内では、ホルシム社は生産能力8位の華新水泥
の筆頭株主であり、ラファージュ社は生産能力13位の拉
法基瑞安水泥を中心に事業展開をしている。単純合算で
は、生産能力5位、シェアは3%程度となる。なお2015
年3月1日現在、中国での合併批准は下りていない。

生産能力6位と2014年唯一外資系でベスト10に入っ
ている台湾セメントは、近年積極的な合併戦略により規
模を拡大しており、2014年も湖南、四川で買収を実施
し、拡張を続けている。

日系企業の中国におけるセメント生産事業展開の現況
は主に以下の通りである。

太平洋セメント：大連市、秦皇島市、南京市の3合-
弁会社にメジャー出資。

三菱マテリアル：煙台市の合弁会社にメジャー出資。

住友大阪セメント：クリンカ生産能力17位の雲南昆鋼嘉
華水泥建材に間接出資。

環境保護法改正
史上最厳格と評される環境保護法改正案が2014年4月
全人代にて審議、可決され、2015年1月1日より施行さ
れた。中国の環境保護関連法体系は、約30の関連法およ
び90程度の行政法規から成り立っており、今後、改正環
境保護法を大黒柱として、改正版関連法が続々と発表さ
れる見通しである。

環境保護法改正は23年ぶりであり、本法の主な改正の
内容は、以下の通りである。

・汚染物質の総量規制、環境モニタリングと環境アセス
メント、行政区を跨ぐ共同予防システムなどが完備さ
れた。

・環境保護の管理監督における政府の職責が明確化さ
れた。

・政府および企業の情報公開、国民の参与が定められた。

・環境汚染を引き起こした企業への処罰が明記され、制
裁金については、汚染発生日から計算を開始し、処理
改善しなければ制裁金が増えていく仕組みに改めた。

・法を犯した企業は企業名を公表され、社会的な制裁を受
けることとなり、企業幹部に対する罰則も強化された。

環境対策関連事項
2014年10月新疆ウイグル自治区と兵団は11月1日から
翌年3月1日まで全新疆地区におけるセメント生産窯停止を
発表した。11月下旬には東北三省が冬季における生産停止
を発表した。その後、華北地区全体にも自主停止の気運が
広がり、2015年1月から2カ月程度セメント生産窯の停止
が実施された。これらは、需要減退地域における省エネ、
コスト削減、環境対策の一環として自主的に実施されたも
のであると中国セメント協会では解釈している。
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また、APEC開催期間、北京周辺地域では、唯一危険
廃棄物処理を担っている金隅集団の北京セメント以外、
全てのセメント企業の生産停止が実施された。その他地
域においても、例えば南京市における青年オリンピック
開催期間における1カ月以上にわたる生産停止等国際イ
ベントや会議等開催期間は地方政府より生産停止等を求
められたセメント企業が数多く見られた。

「32.5複合珪酸塩セメント」規格取消
2014年12月国家標準改正通知が公布され、2015年
12月1日より「32.5複合珪酸塩セメント」の規格が取消
しとなる。同セメントは現規格上、混合比率50%以下と
なっているものの、一部の中小企業は50%以上の混合物
を使用している商品が多いとされ、低品質品の象徴とさ
れている。2014年セメント総生産量約25億トンうち、
約13億トン程度が当該品種である。なお、本施策は生産
能力過剰対策でもあると一般認識されている。

2015年展望
中国セメント協会によると、2015年の政府経済成長
目標は7%程度と2014年を下回る可能性があるものの、
積極的な財政政策により国民経済の安定成長が見込める
こと、また具体的施策として都市化の進展、京津冀協同
発展、長江経済帯等戦略も明確化されており、一定の建
設投資も確保できると予想し、2015年セメント生産量
は、2014年並みと予測している。

売価については2014年9月30日実施の新政策（不動産
刺激策）および金利引き下げ等により、不動産投資が再
度上昇に転じると予想するものの、在庫解消期間を考慮
すると政策浸透は下期以降となり、セメント売価上昇に
寄与するのは限定的と捉えている。

また、セメント産業が将来に渡り安定的に維持発展す
るためには、過剰生産能力の解消と環境問題改善の2つ
の最重要課題に向き合い解決に導かなければならないと
言及している。　

2015年は以下の通りセメント産業と関連性のあるさ
まざまな法律が施行され、各企業は真摯な対応を求めら
れる。多方面の規制強化への対応や社会との共存という
観点での廃棄物処理等の拡大も必須となり、コスト増は
避けられない時代に突入している。今後は生き残りをか
けての合併、海外に活路を求める企業等も増加すると予
想される。

・改正環境保護法（2015年1月1日施行）

・セメント工業大気汚染物排出基準の全面施行-
（新規設立会社：2014年3月1日施行、既存会社：
2015年7月1日施行）

既存会社の過渡期が7月に終了し、新排出基準に達し
ない企業は設備改造、新規設備据え付け等対策投資を迫
られる。

・32.5複合珪酸塩セメント基準取消（2015年12月施行）

・炭素排出権取引管理弁法（2015年1月8日施行）

本弁法は管理体系のみの総則的位置づけであり、15年
は準備段階と言える。2016~20年に取引運用に向けた各
論的法律が整備される見通し。セメント産業はCO2排出
総量の18%前後を占め、火力発電、冶金工業につぎ排出
量は3位である。

・石炭品質管理弁法（2015年1月1日施行）

灰分（Ad）16%以上等の低品位炭の生産販売に対する
抑制が目的。セメント企業は石炭を本法に従い購入しな
ければならない。

セメント産業の 
具体的問題点・改善要望
盲目的な生産停止、閉鎖命令等に関する要望
セメント産業は生産能力過剰5大重点産業の一つに指
定され、旧式設備淘汰等生産能力削減は業界の重大課題
である。

このような中、ある地域において各法規制を順守して
稼働中のセメント製造ラインが法的、科学的根拠を示
されずに地方政府から一方的に閉鎖の通告を受けた。環
境問題やその改善が必要不可欠である事が背景であろう
が、このような閉鎖圧力は、地元従業員の雇用問題の観
点、かつ地元経済の発展に貢献していこうとする企業活
動の意欲を削ぐものであり、地元政府に対して適切なる
対処をお願いする。

セメント工業大気汚染物排出基準運用方法に 
関する要望
セメント産業にかかわる今回の基準改正では、煤
塵とNOxの基準を強化し、煤塵の排出基準はセメント
キルンのような加熱設備では現行の50mg/m3Nから
30mg/m3Nに引き下げられた。NOxについても、現行の
800mg/m3Nを400mg/m3Nに引き下げ、世界トップク
ラスの厳しい基準となった。

セメント産業はその製造過程において一般に認識され
るように環境に負荷を与える産業ではあるが、その一
方で増大する産業廃棄物や都市ごみ焼却灰、下水汚泥等
の都市廃棄物を安全に無害化、資源化できる機能を併せ
持っている。

今後、本法を施行する中で科学的根拠、検証を加えな
がら業界の発展も見据えて運用する事を要望する。

各行政部門における手続の明確化、 
サービスの向上等に関する要望
2014年設備輸入の際、以前3回と全く同様の設備を輸
入したのにも関わらず、関税率の高いHSコードに具体的
な説明もなく訂正を求められた。納期の関係上、迅速に
通関させることが最優先であり、この段階で当局と交渉
する時間はない。

やむを得ない理由により変更を求める場合は、その理
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由および説明をきちんと行う等、行政サービスの改善を
要望する。

労働行政に関する規制緩和の要望
現在、北京市登録の企業に勤務するための就業証手続
をするためには、北京市内の住所が必要不可欠である。

北京市のオフィスおよび居住用マンション、ホテルの
賃料は高騰、高止まりしており企業の収益を圧迫して
いる。特に北京市南部、南西部に工場、事務所を有する
企業に勤務する場合、市中心部に住み長時間かけて通勤
するよりも、市外（河北省や天津市等）に立地するホテ
ル、マンションに居住する方が便利であり、コスト面に
おいても合理的である。

北京市以外に居住していても勤務地が北京市である場
合、就業証手続を行えるよう規制緩和を要望する。

＜建議＞
①稼働中の製造ラインが法的、科学的根拠を示さ
れずに地方政府から閉鎖圧力を受けることが
ある。このような閉鎖圧力は、地元従業員の
雇用問題の観点から問題であり、かつ、地元
経済の発展に貢献していこうとする企業活動
の意欲を削ぐものであり、地方政府に対する
適切な指導をお願いする。

②2015年から工場の汚染物質の排出基準が強化
される。特にセメントプラントに関しては、
世界で最も厳しい基準となる。今後、法を施
行する中で科学的検証を加えながら、業界の
発展を見据えて、運用方法の検討をお願いす
る。

③全く同じ手続を同時期に行っても窓口（担当
者）が違うだけで必要書類が異なることが
多々見受けられる。行政機関での手続の際、
必要書類の統一、手続の明確化、案内等、行
政機関のサービス意識向上をお願いする。

- 例えば次のような事例が挙げられる。

１）設備輸入の際、以前と同じ設備を輸入し
たにも関わらず、関税率の高いＨＳコー
ドに訂正を求められた。納期の関係上、
迅速に通関させる事が最重要事項であ
り、粘り強く説明、理解を求める時間は
ない。変更が必要な場合は相応の納得で
きる説明をしてほしい。少なくとも過去
に輸入しているものは同様に扱ってもら
いたい。

２）房産証名称変更手続の際、1ヵ月の間に同
様の手続を2度行ったが、1回目と2回目
で必要書類が異なり、結果手続完了に4ヵ
月も差が生じた。

３）土地使用権証変更手続において、手続要

領に従い提出書類を準備し、さらに申請
前に窓口に行き、担当者に確認し、意見
を聞きながら提出書類を用意したが、申
請時（申請前にアドバイスを受けた窓口
とは別の窓口）に書類不足で受理されな
かった。

４）行政手続関連の窓口はどの機関も混雑し
ており、相応の順番待ちをする必要があ
り、（昼休みを含む）業務時間の見直し
を要望する。少なくとも業務時間内は対
応窓口をすべて開き、混雑解消に努めて
ほしい。また、申請窓口とは別に相談専
用窓口を設けてほしい。

④北京市以外の居住者であっても、勤務地が北京
市である場合は、北京市にて就業証手続（発
行、変更等）ができるよう、居住場所と勤務
地の一致の原則を撤廃願いたい。
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７．鉄鋼

中国鉄鋼業の概況
2014年の中国の粗鋼生産量は前年比1.2%増の8.2億トンと

なり、2013年当初予測されていた伸び率（3%増）を下回っ
た。2014年の世界全体の粗鋼生産量（16.6億トン）は5年連続
で過去最高を更新し、うち中国のシェアは全体の50%を占め
た(図1)。

図１：中国の粗鋼生産量と世界シェア
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出所：World-Steel-Association,中国国家統計局

中国の粗鋼生産量は1981年以降、毎年前年水準を上回って
推移しているものの、2000年以降の急速な拡大局面を経て、
近年は供給過剰の状況が深刻化しており、2014年の対前年比
伸び率（1.2%増）は1982年以来、最も低い水準となった。内
需不振、鋼材市況の下落が続く中、輸出シフトに拍車が掛か
り、鋼材輸出量は空前の1億トンに迫る規模へと急増した。鉄
鋼企業の業績は、鉄鉱石をはじめとする原料価格が大幅に下落
したことなどもあり、前年と比べやや持ち直す傾向が窺えたも
のの、環境保護コストの増加や、資金調達難、資金調達コスト
の増大、銀行からの貸し剥がしなど、業界全体の経営環境は依
然として厳しい状況が続いた。中国鉄鋼業では、従来型の生
産規模拡大や価格競争による成長モデルは既に転換点に差し掛
かっており、引き続き生産能力削減の取り組みを継続しつつ、
製品の高付加価値化や統合・再編の促進、海外進出などに新た
な成長点を模索している。

鉄鋼需給～2014年の回顧と2015年の展望
2014年、粗鋼生産は5月に月間過去最高を記録したもの

の、年央以降は不動産開発投資が調整局面に入ったことが
影響し、建材分野を中心に生産量が低迷、また11月のAPEC
（於・北京）開催に当たっては、大気環境保全のため一部地
域で生産制限措置が採られた。

2014年の主な鉄鋼需要産業は前年と比べ概ね低迷した。
固定資産投資額をみると、インフラ関連投資が全体を牽引し
ているようにみえるが、実際の条鋼類を中心とした鋼材生産
量は低迷を続け、実体経済面での恩恵には結びつかなかった
ことが窺える。不動産開発投資の鈍化は製造業の生産活動に

も影響を与え、これまで高成長を続けていた自動車生産・販
売の下押し圧力となった。家電は輸出が概ね堅調であった一
方、国内向けは低迷を続けた。機械関連では鉱山、重工など
能力過剰関連セクター向けを中心に低迷が続いたほか、2013
年から新規受注量が回復傾向にあった造船業も年末には急減
速をみせた。

工業情報化部（以下、工信部と表記）によると、2014年の
粗鋼見掛消費量は前年比4%減の7.4億トンと報告している。
2015年の見通しについては、中国冶金規劃研究院によると粗
鋼生産量が前年比1.1%減の8.1億トン、鋼材需要量が前年比
0.3%減の7.0億トンと予測している。

鉄鋼貿易～2014年の回顧と2015年の展望
2014年の鋼材輸出（前年比50.5%増の9,378万トン）は年

初から高水準が続き、年末には月間1,000万トン超へと拡大、
暦年では2007年（6,265万トン）の過去最高を7年ぶりに更新
した。中国では微量のボロンを添加した合金鋼鋼材は、用途
が非合金鋼の汎用鋼材と同じであっても輸出の際には輸出増
値税還付（9%又は13%）を享受できるため、近年輸出量は増
加の一途を辿っており、2014年には鋼材全体の3割超に当た
る約3,000万トンが輸出された。

中国の鋼材輸出の急増に伴い、各国による貿易救済措置（ア
ンチ・ダンピング等）が頻発している。2014年は主要輸出向
け先地域であるASEAN諸国のみならず、最大の鋼材貿易相手国
の韓国からも新たに形鋼類に対するアンチ・ダンピング措置が
講じられたほか、中南米やアフリカ諸国でも新規の調査開始案
件があった。さらにアンチ・ダンピングに加え、セーフガード
調査についても新規案件が相次ぐなど影響が一段と拡大してい
る。急増するボロン鋼の輸出については、各国からの懸念が高
まっていることを受け、中国政府は2015年1月1日より、同鋼
材に対する輸出増値税還付の取消しを行った。しかしながら、
2015年初の段階にあってもなお高水準の輸出が続いていてお
り、引き続き今後の輸出動向が注目される。

鋼材輸入は前年比2.5%増の1,443万トンと2年連続のプラス
となったが、伸び率は前年比0.6ポイント鈍化した。最大の輸
入元である日本からは、前年比0.2%減の600万トンと2年ぶり
の前年割れに転じた。他方、日本に次ぐ韓国からの輸入は前年
比7.8%増の458万トンと2年連続で増加した。中国政府は2014
年、加工貿易方式で輸入される一部鋼材に対して保税措置を取
り消す旨の通知を出しており、今後の輸入鋼材への影響が注視
される。

中国の貿易救済措置については、2014年5月、高温高圧用
合金鋼継目無鋼管へのアンチ・ダンピング調査につき、米国
製、EU製に対しては損害認定の最終決定を行った一方、日本
製に対しては輸入数量僅少のため調査を中止した。また、中
国による日本・EU製高性能ステンレス継目無鋼管に対するア
ンチ・ダンピング措置（2012年11月）に関しては、WTOの
紛争処理小委員会（パネル)にて同措置の整合性について審理
が行われている。
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中国鉄鋼業の構造改革の動き
中国鉄鋼業は供給過剰の状態が深刻化しており、工信部に

よると、2014年末の製鋼能力は11.6億トンに達し、今後さ
らに増加する可能性もあると述べている。この状況に対し、
中国政府は2013年10月に、第12次五カ年規画の旧式生産能
力廃棄目標を1年前倒しで達成した上に、1,500万トンを上
積みして廃棄し、さらに2017年までに主要地域中心に8,000
万トンの生産能力を圧縮する目標を掲げている。2014年7月
には政府は環境保護のための製鉄所移転プロジェクトであっ
た場合でも、現有能力と同等、或いは縮小を前提としてプロ
ジェクトを審査する方針を打ち出したほか、過去3度に渡り
「鉄鋼業規範条件」（参入条件）適合企業リストを公表する
など、生産能力の管理強化に取り組んでいる。2015年3月
の全人代では2014年の具体的な廃棄実績は明らかにされな
かったが、計画どおりの旧式生産能力廃棄が行われたと報告
されている。

また、各省レベルの構造調整計画が続々と発表され、この
うち河北省は2017年までに6,000万トンの鉄鋼生産能力圧
縮を掲げ、さらに2017年までに500万トン、2023年までに
2,000万トンの能力を海外移転させる目標を明らかにしてい
る。これは、インフラ輸出等を中心に中国政府が推進する陸
海シルクロード経済帯戦略（「一帯一路」）と歩調を合わせ
た海外進出計画とも見受けられ、今後の具体的な展開が注目
される。

企業の統合・再編関連では、2014年3月に「国務院、企
業統合・再編市場環境整備のさらなる最適化に関する意見」
（国発[2014]14号）が発表され、税制や土地管理、従業員配
置等の行政面の合理化、企業主体の市場化を整備することで
企業の統合・再編を促し、ひいてはこれを過剰生産能力解消
と産業構造の高度化に結び付けていく考え方を示した。

2014年の企業別粗鋼生産量（表1）をみるとトップ10社の
集約率は36.6%となり、前年と比べ2.8ポイント低下した。中
国鉄鋼業界では2015年までにトップ10社の集約率60%へと引
き上げることを目標としているが、現状では目標達成は極め
て困難な状況となっている。

表１：中国メーカー粗鋼生産ランキング　トップ5社
（単位：万トン、％）

企業名 -14年粗鋼生産量- 企業シェア
(1)-河北鉄鋼集団 -4,709.4- 5.7%
- 唐山鋼鉄 -1,509.5- 1.8%
- 邯鋼集団 -1,247.1- 1.5%
- 宣化鋼鉄 -702.1- 0.9%
- 承徳鋼鉄 -834.1- 1.0%
- 舞陽鋼鉄 -196.3- 0.2%
- 石家庄鋼鉄 -220.4- 0.3%
(2)-宝鋼集団 -4,334.7- 5.3%
- 宝鋼股份 -1,436.3- 1.7%
- 八一鋼鉄 -767.0- 0.9%
- 広東韶鋼 -628.4- 0.8%
- 寧波鋼鉄 -455.3- 0.6%
(3)-江蘇沙鋼集団 -3,533.2- 4.3%
- 沙鋼集団 -2,246.8- 2.7%
- 淮鋼特殊鋼 -285.1- 0.3%
- 永鋼集団 -761.6- 0.9%
- 鑫瑞特殊鋼 --- ---

- 江蘇錫興 -91.5- 0.1%
(4)-鞍鋼集団 -3,434.8- 4.2%
- 鞍山鋼鉄 -2,359.6- 2.9%
- 攀鋼集団 -1,075.2- 1.3%
(5)-武鋼集団 -3,305.3- 4.0%
- 武漢鋼鉄 -1,678.0- 2.0%
- 昆明鋼鉄 -765.9- 0.9%
- 鄂城鋼鉄 -310.8- 0.4%
- 柳州鋼鉄 -1,139.1- 1.4%
上位5社計 -19,317.4- 23.5%
上位10社計 -30,093.8- 36.6%
全国計 -82,269.8- 100.0%
出所：Mysteel
注:集団計と集団傘下企業合計は必ずしも一致しない。

鉄鉱石について
2014年の鉄鉱石輸入量は、前年比13.8%増の9.3億トンと、

3年連続で過去最高を更新した。国産鉄鉱石生産量は前年比
3.9%増の15.1億トンと2年連続で過去最高を更新した。

景気の減速と鉄鉱石価格の大幅下落、輸入鉄鉱石の拡大
に伴い、国内鉱山企業は苦境に立たされているとされ、政
府と鉄鋼業界は共同で「鉄鉱石業界中長期発展規画」の作
成に着手するなど、何らかの手立てを講じるものと伝えら
れている。

2012年5月に発足した中国鉄鉱石現物取引プラットフォー
ムの2014年までの累計取引実績は3,700万トンに止まってお
り、今後も政府、業界をあげて活用を促すこととしている。

省エネ、環境保護に関する動き
2014年も中国政府から多くの環境政策が発表された中で、

中国鉄鋼業界で大きくクローズアップされたのは4月に改正
され、2015年1月1日から施行されている新「環境保護法」
であった。また、同法施行と同時に強制規格（GB）として規
定されている鉄鋼業界の新たな環境基準も引き上げられてお
り、これらの対応のため企業の環境保護コストは大幅に上昇
するとみられている。但し、これらの環境規制が強化される
以前において、既に鉄鋼企業の約7割が環境基準を満たすこと
ができていないとも言われており、同法施行により、これま
での違法行為や環境基準未達の現状に対し、果たしてどれほ
ど厳格な運用がなされ、改善を促す効果をもたらすのか、今
後の影響が注目される。

＜建議＞
①中国鉄鋼業「過剰生産能力」に対する政策について

- 中国政府は、2005年に発表した「鉄鋼産業発展政
策」以降、関連の政策を次々と打ち出し、旧式設
備の淘汰を進め、相当程度の成果を上げたが、実
需を大幅に上回る新規設備が建設された結果、製
鋼設備の稼働率※は2006年（88.7％）から2012年
（72.0％）へ大きく低下した。

- こうした中、2013年9月国務院より「大気汚染防
止行動計画」、同10月には「深刻な過剰生産能力
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の削減に関する指導意見」が発表された。これらの
政策の中で、さらなる鉄鋼生産能力の削減が具体的
に指示され、同時に生産能力の新規建設は厳しい制
約を受けることとなった。

- また、2014年4月には新「環境保護法」（2015年
1月執行）が公布された。これに違反すれば「違法
行為」として処罰されることから、企業は定められ
た基準を満たすための設備投資、運用が求められ、
これを満たせない企業は撤退を迫られると見られて
いる。

- 中国鉄鋼業界がこれら政策・法律に従って、能力の
削減、鉄鋼ミルの統合・再編、環境汚染の改善な
ど、所期の目標を達成し、健全化を実現するよう大
いに期待する。

- 日本鉄鋼業界としては中国政府の政策・法律を全面
的に支持し、過剰生産能力削減の進捗に対して特に
重大な関心を持って注視するとともに、日本鉄鋼業
界の過去の経験を共有するなど協力努力を惜しまな
い所存である。

　※公開資料を基に鉄連北京事務所で算出

②鉄鋼生産について

- 2014年は、3年連続で7％台のGDP成長率にとど
まったが、習近平指導部は中国経済が高速成長か
ら中高速成長へ移行した「新常態（ニューノーマ
ル）」にあるとの認識を示している。

- また2014年は国内の鉄鋼需要が前年並みにとどま
る中、一部鉄鋼ミルでは依然として生産設備の稼働
率や市場占有率の維持を目的に増産を続けており、
これが供給過剰を招き、鉄鋼企業の業績悪化につな
がった。

- 2015年の鋼材消費も前年比1.4％増の7億2,000万
トン（冶金工業規画研究院）とほぼ前年並みとの見
通しが示されている。

- こうした中、日本鉄鋼業界は、中国鋼鉄工業協会
（CISA）と鉄鋼ミル各社が「需要に見合った生
産」に積極的に取り組み、健全な鉄鋼市場の構築に
向けて尽力されることを期待している。

- そのためにも、日中鉄鋼対話などさまざまな機会を
とらえて、中国鉄鋼業界との相互交流を維持・促進
させ、中国鉄鋼業の発展にさらなる貢献をしていき
たい。

③鉄鋼貿易について

- 2014年の中国の鉄鋼貿易は高水準の生産を背景
に、鋼材輸出もこれまでの最高であった2007年
の6,265万トンを大幅に上回る9,300万トン強に達
し、世界各国で中国からの鋼材輸入に対する警戒感
が強まっている。

- こうした中、CISAは「現在のような低付加価値製品
を主体とした輸出により国内の過剰生産の消化を図
ることは、長期的に見て好ましくない」との認識を

示し、CISA会員に改善を求めているところである。

- 日本の鉄鋼業界としては自由で公正な貿易の堅持が
世界経済発展のために不可欠と認識しており、世界
各国におけるここ数年の保護貿易的措置の蔓延を憂
慮している。とりわけ、世界の鉄鋼生産の半分近く
を占める中国が世界市場に与える影響力は莫大なも
のがあり、中国政府ならびに中国鉄鋼業界に対して
は、東南アジアをはじめとする世界鉄鋼市場の持続
的な発展と安定を維持・促進することに配慮し、輸
出に対する税の仕組みなどの見直しなどを含めた鉄
鋼産業政策の立案・推進をお願いしたい。

- また日中鉄鋼貿易においてはこれまで長きに亘り
培った信頼関係をベースに、鉄鋼対話というプラッ
トフォームを通じ、鋼材貿易に関する議論、相互理
解を深めていきたい。

④省エネ・排出削減について

- 中国鉄鋼業界の省エネ・CO2排出削減については、
近年積極的に関連設備を導入すること等により、着
実な進展を遂げてきた。

- 日本鉄鋼業界は、2005年7月にスタートした日中
鉄鋼業環境保全・省エネ先進技術交流会（その後
の専門家交流会）での議論を通して、中国鉄鋼業
の省エネ・排出削減に貢献したと認識している。
同交流会は残念ながら2012年以降中断されている
ものの、日本鉄鋼業界としては引き続き両国が地
球規模での温暖化対策という観点から、同交流会
の開催等を通じて協力を続けることが重要である
と考えている。

- また、中国鉄鋼業界には国際的協力事業の一環であ
る「エネルギー効率向上に関する国際パートナー
シップ（GSEP:-Global-Superior-Energy-Performance-
Partnership）鉄鋼WG」等への積極的参画・貢献が
期待される。

⑤統計

- 実需に見合った生産レベルを自律的に維持・確保
し、また業界全体の「構造調整」を円滑に推進す
るためには、広範囲をカバーする鉄鋼関連統計シ
ステムの構築が不可欠である。中国鉄鋼業界は、
すでに相当程度の鉄鋼関連統計（メーカー在庫を
含む）を整備済みであるが、鉄鋼業全体のさらな
る質的向上に資する統計システムの整備・拡充を
期待している。

- 日本鉄鋼業界として、2012年以降中断している日
中鉄鋼統計交流会の再開等を通じ、これらの目的達
成に必要な鋼材需要部門別の用途別受注や流通・
ユーザー在庫等に関する統計システムの整備、さら
には部門別鋼材消費量の推計等について協力してい
きたい。
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８．家電

中国の家電業界は大きな変化の時期を迎えていると言
える。テレビのコモディティー化による競争激化と販売
単価の下落、携帯電話の普及によるデジタルカメラ市場
の急激な縮小などAV機器は需要の縮小が続いた。白物家
電は比較的安定しているものの、大気汚染を背景にした
空気清浄器への中小企業の参入の加速などの競争激化、
ネット販売の急拡大、景気・不動産市況の低迷による新
規・買い替え需要の減少など急激な市場環境の変化が進
んでいる。

（※業界動向のグラフ、数字データ出所はGfk）

主要商品の概況
薄型テレビ
2014年のテレビ販売台数は約4,200万台と前年より
減少した。３Dテレビ、スマートテレビの盛り上がりも
一巡し、曲面OLED（有機EL）テレビなども発売されて
いるが市場の盛り上がりには欠けている。大型テレビの
価格下落にともない売れ筋も次第に大型へシフトしてい
る。携帯電話で有名な小米や動画配信の楽TVなどのいわ
ゆるネット企業など他業種からの参入が引き続き増加し
ているが、機能・性能による差別化も非常に難しくなっ
てきており、価格勝負のコモディティー化はさらに進行
していくと予想される。ネット販売は中・小型にとどま
らず、大型テレビにも拡大している。

図1：テレビ販売台数
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デジタルカメラ
2014年のデジタルカメラ販売台数は約600万台となり前

年からの縮小幅がさらに拡大した。スマートフォンの内臓カ
メラの高画質化も進みコンパクトデジタルカメラの需要はス
マホにほぼ奪われている。小型・高画質のミラーレスの人気
は一定程度あり、大型の一眼レフも本格派への人気を保って
いるが、今後のスマホ高画質化により差別化が難しくなるこ
とが予想されるため動向が注目されている。なお、全体需要
の減少にともないネット販売も縮小している。

図2：デジタルカメラ販売台数
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冷蔵庫
2014年の冷蔵庫の販売台数は約3,400万台となり、前
年から若干ではあるが減少となった。この数年間、販売
台数はほぼ横ばいが続いており、台数でみると需要は一
巡している。ただし、商品カテゴリーでは、ローエンド
の2ドアのニーズが減少を続ける一方、多ドアやサイドバ
イサイドなどのハイエンド商品の需要が引き続き拡大し
ている。冷蔵庫の様な大型白物家電でもネット販売は着
実に増加している。

図3：冷蔵庫販売台数
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ネット販売のさらなる拡大
前述の通り、中国のネット販売は急速拡大している
が、特に今年度は11月11日独身の日の販売が注目を集
めた。1990年代に始まった独身の日（1が4つ並ぶた
め）に合わせたネットの販売は2010年以降に急速に拡
大し、中国最大のネット商戦となった。アリババ（タオ
バオ＋Tモール）では、1日で１兆円以上を販売したとし
て日本でも注目を集めた。ブランド別でみると、小米、
華為、海尓などが上位に入り込んだ。特に小米は1日で
携帯116万台、テレビは4.3万台を販売したとして大きく
報道されている。広大な国土を持つ中国で、このネット
販売の勢いは止まる様子を見せず、今後もさらなる拡大
が期待されている。
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スマート家電と業界を超えた 
提携の動き
15年3月に開催された全人代で「互聯網＋（インター
ネットプラス）」という言葉が出て話題となったが、家
電業界でも家電とネットの融合によるスマート家電は大
きな潮流となっている。これまでのテレビのスマート化
から白物家電のスマート化への動きへと拡大している。
14年12月には中国大手家電メーカーの美的と小米が提
携し、ネットと白物家電が融合された商品を出すと話題
となっている。また、美的はネット販売の京東とも提携
し、スマートホームの推進を狙っている。このように、
中国の家電業界では、過当競争、価格競争からスマート
化、ハイエンド化を探る動きが鮮明となっている。

家電製造の日本回帰の動き
中国の人件費向上や元高・円安の動きを受けて、複数
の家電メーカーで中国の製造を縮小し、日本の生産を増
やす動きが出ており日中で大きなニュースとなるなど注
目を集めている。しかしながら、15年春節で日本でも大
きな話題となった「爆買い」という背景もあり、中国の
所得が上がるにつれ日本製造の商品を求める声が大きく
なってきたことに対応するという一面もある。実際に家
電量販店では「日本製造」がセールスポイントとして打
ち出されている。

＜建議＞
１.廃棄電器電子製品回収処理管理条例関連

①「廃棄電器電子製品回収処理管理条例」（中国
版WEEE）は、2009年2月25日に公布、2011
年1月1日に施行され、「廃棄電器電子製品処
理基金徴収使用管理弁法」も2012年5月21日
に公布、2012年7月1日に施行された。メー
カーの立場としては、公平性と透明性確保の
観点から、処理基金の徴収・使用実績に関し
て製品別や中国生産品・輸入品別などの詳細
を公開いただくとともに、生産者・輸入者の
処理基金納付額の定期的な見直しをお願いし
たい。

②中国WEEE対象製品第2回目録の公布が見込
まれているが、正式な処理基金徴収時期確定
時、メーカー対応可能性を配慮して一定の猶
予期間の設定をお願いしたい。

２.省エネ関連（エネルギー効率ラベル制度）

①エネルギー効率ラベル制度の対象製品となった
場合、メーカーにとって、能率限度値および能
率等級の認証、試験、マーク添付等が煩雑でコ
ストアップの要因となる。関連法規・基準の整
理と効率的運用をお願いしたい。国家基準制定

時には、外資企業、メーカー団体の参画を含め
た公開性の向上と検査等の運用面での企業間の
平等性の確保を検討いただきたい。

②省エネ製品の発展を促すためのトップランナー
制度実施案が公布された。その中で、「ライ
フサイクル全過程中エネルギー消耗が低い」
は判断指標の一つになるが、具体的な評価基
準の公布をお願いしたい。

３.製品標識標注規定の廃止後の対応

①国家品質監督検験検疫総局2014年の第70号公
文書で「製品標識標注規定」を廃止すると公
告された。以前、その規定に基づき表示して
いた内容について、今後の表示根拠、表示内
容の正確さが把握できない状況にある。以下
の三点に関する表示項目の要求を明確にして
いただきたい。

１）輸入品および委託生産（ODM／OEM）製
品の生産者名称の表示

- 以前の「製品標識標注規定」に基づき表
示した場合の問題の有無。

２）輸入製品の品質合格証の表示

- 以前と同様に、品質合格証を表示なしで
よいか。

３）輸入品の適合規格の番号表示の必要性

- 輸入品は企業規格を中国で登録できず、
表示ができない現状にある。

４．その他

①早期に中国に進出した外資家電メーカーの生産
拠点は商品ごとに分散しているが、連結納税
制度が認められていないため、実効税率の高
い積極的な投資ができない。グループ一体経
営による競争力強化とさらなる発展に向けた
連結納税制度の検討をお願いしたい。

②現在、保税取引については、保税区の販売会社
もしくは、製造会社が行う保税加工取引のみ
が認められている。一方、顧客が免税輸入枠
で輸入品を購入するなど取引先のニーズによ
り、外商投資性会社においても保税取引の必
要性が出てきており、外商投資性会社への保
税取引の許可のご検討をお願いしたい。
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９．事務機器

中国の事務機器市場概況
中国の事務機器（OA機器）市場は経済成長に伴い、

需要が年々拡大してきていたが、2008年のリーマン
ショック時に一時的に落ち込み、中国政府の積極的な投
資による経済回復で再度順調な伸びを示すも、2012年以
降の中国経済の減速の影響を受け、現在の市場成長は鈍
化傾向にある。但し、成長が鈍化したとは言え、中期的
にはまだ緩やかな成長が期待できるため、単独国での販
売台数規模・プラス成長が続く地域として中国市場の存
在感は大きく、メーカー各社の新興国戦略上、最重要国
との位置づけが続くと予測される。

巨大市場である中国の事務機器（OA機器）市場であ
るが、商品セグメントとしては低価格機が主力であり、
カラー機販売もまだ発展途上と言える。2014年もモノ
クロ機、カラー機共に、中国市場ユーザー向けを意識し
た仕様、価格帯の商品が数多く投入され、低セグメント
市場は予想を超える成長を示したが、高セグメント市場
では景気後退や政府購買の減少影響もあり、成長鈍化が
みられる。巨大な市場に対する期待は高いものの、ト
ナー、インク、パーツ等の消耗品は模倣品によるアフ
ターサービス市場浸食で、純正消耗品販売が伸びない、
という特徴を持つ中国市場では、グローバルでのビジネ
スモデルが通用しにくく、OA機器メーカー各社は苦労し
ている。

A4製品とA3複合機の棲み分け・競合
中国のA4製品(プリンタ・複合機)市場は販売台数にお
いてその殆どが白黒の低価格機種となっている。巨大か
つ低価格市場という構図はA3複合機市場と変わらない。
A3複合機については日系メーカーが上位を独占している
のに対し、A4複合機・プリンタでは日系以外のメーカー
がシェア上位を占め、日系メーカー全体の市場占有率は
30%以下と推定される。台数規模ではA4製品市場はA3
複合機市場の約10倍であり、A3複合機とA4製品が競合
するケースが増えているため、日系のA3複合機メーカー
にとってA4機市場に如何に取り組むかは、非常に重要な
テーマとなっている。

多様な販売ルート
OA機器の販売ルートとしては、メーカーによる直接販
売もあれば、代理店を通じた販売もある。中国は国土が
広く、直接販売は概ね沿岸部の大都市が中心であり、地
方は代理店を通じて販売することが多い。代理店もユー
ザーに直接販売サービスする場合とさらに小さな販売店
に卸す場合に分けられる。そして、代理店に対しては
メーカーからさまざまな支援がなされている。直接販売
型代理店や販売店には営業担当やサービス担当がいて、
直接的な顧客対応をしている。売価の安いA4低速機製品
（複合機やプリンタ）は、電脳城のような電気街で売ら

れるほか、オンラインモールでの販売も近年増加傾向に
ある。

PP印刷分野への拡大
また、近年、多くのOA機器メーカーはProduction-
Printing、又はProfessional-Printing（以下PP）と呼ばれ
る、高速・高品質・小ロット/多品種印刷の分野に進出
している。かつてオフセット印刷が担っていたこの分野
では、デジタル化技術の進展に伴いOA機器メーカーが
得意とする電子写真方式が浸透しつつある。従来型のオ
フィス分野の印刷だけでは成長が見込めなくなってきて
いるため、このPP市場、特に企業内印刷、グラフィック
アーツなどの分野に各社が積極的に市場進出、ビジネス
拡大をしており、OA機器業界の一つのビジネス領域と
なっている。

中国事務機器市場の特徴と問題点
純正品以外の消耗品の存在
事務機器事業において、機器の設置とそれに伴うアフ
ターサービスがビジネスモデルの中心となるが、中国で
はトナーやパーツなどの消耗品は互換品の台頭や模倣品
の影響で、日本や欧米と比較すると、アフターサービス
で収益を上げることがなかなか難しい。OA機器（A3複
合機）メーカーの純正品トナーの流通率（本数ベース）
は50%を下回っていると推定される。各メーカーは模倣
品摘発などで多額の資金を使って対策を講じているもの
の、未だに大きな改善は見られていない。日本や欧米で
は一般的に採用されるOA機器のメーターチャージ契約
は、特に中国系企業において獲得が難しいこと、中国政
府が互換品使用を推奨し、入札時の条件として互換品使
用時の品質保証をメーカー側に求める動き等もあり、中
国におけるアフターサービスビジネスの困難さを助長し
ている。

製品に対する純正消耗品比率は各社により多少異なる
と思われるが、人件費が年々上昇する中、商品ライフサ
イクルの中での顧客満足維持、中長期での企業収益・事
業基盤の安定のためには、この純正消耗品比率の改善に
よるアフターサービス収益の増大がカギとなることは間
違いない。

顧客ニーズの多様化
また、中国でも顧客の業務効率改善につながるような
提案（ソリューション提案）をいかに行い、成果に結び
付けられるかが大事なカギとなりつつある。単なる複合
機やプリンタの導入だけでなく、顧客の印刷環境分析に
よる総合的なコストダウン、ICカード認証と連動したセ
キュリティ管理、PCやサーバーなども含めた総合的なIT
環境を提供するワンストップサービスなど、多様な価値
提供が求められるようになってきている。

例えば、日系顧客の傾向としては、拠点集約化による固
定経費削減、本社方針による中国国内統一購買の実施や、
企業内システムとの連携によるさらなる効率化などが見
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られる。欧米系顧客の関心は、コピー業務の集中管理によ
るコスト削減、アフターサービスのワンストップ化（特定
ベンダーに管理を一任）、グローバル契約によるソリュー
ション世界標準対応などが中心と考えられる。アウトソー
シングのニーズも今後一層高まるであろう。

中国系顧客では、コスト削減以上に生産性効率の改善
やノンコア事業の切り出しなどへの関心が強く見られる
ほか、大手顧客では全国事業展開に伴い全国統括購買を
志向する企業が徐々に増えつつある。中国系といっても
政府機関においては、入札条件としてMade-in-China製品
であることが強く求められ、環境認証においても高いレ
ベルの認証取得が求められる傾向が強くなっている。ま
た、政府系も同様に中央購買が増えてきており、価格面
での競争が激化しつつある。

煩雑な認証取得
事務機器を中国で販売するためには多くの認証、認可が
必要となる。代表的なもので、通関・販売時に必要な強制
標準であるCCC（安全規格）とEE（能効標識）、FAX等公
衆回線に接続する機能がある場合に必要なNAL認可、強制
ではないものの政府調達リスト掲載要件となるES（節能標
識）とEL（環境標示）があげられる。デジタル化が進み、
新製品投入のサイクルも年々短くなってきていることもあ
り、年間を通して数多くの試験や工場監査を受けることと
なるが、同一内容の試験が要求されているにも関わらず、
異なる認証で二度同じ試験が行われ、試験費用の企業負担
が二重となっているものもある。低炭素認証標準や中国
EPEATなど新たな標準の検討が始まっているが、従来から
ある認証とオーバーラップする部分も多々あるため、従来
規格との整理を含めた慎重な検討が期待される。

中国事務機器市場の将来
今後の成長と転換点
上述の通り、OA機器の需要は近年成長が鈍化しつつあ
る。ただし、モノクロ機とカラー機の比率を鑑みると、
カラー化という観点でまだ成長の余地が十分にある。日
本や欧米などの先進地域ではカラー比率が50%を超えて
いるが、中国でのカラー比率は未だに10%程度であり、
今後は各社がカラー化を進めることが予想される。ス
ピードセグメントでも、景気が好転すれば中高速化が進
むことも期待されるが、カラー化、中高速化という収益
向上の機会はあるものの、一方では価格競争が年々激
化しており、アフターサービス獲得の難しさとも相俟っ
て、利益面では非常に厳しい情況にある。

また、iPadに代表されるスマートデバイスの普及に伴
い、オフィス内における印刷ボリュームの減少が予期さ
れ、長い目で見た場合には既存のビジネスモデルが縮小
するリスクも十分にあるため、新たなビジネス領域をど
れだけ広げられるか、という点で、今後OA業界は転換点
に立たされることになるだろう。

新たな成長が期待できる分野
既存のオフィス内OA機器ビジネスは、高付加価値提案
とアフターサービスの確保に力を入れ、着実かつ安定的
な収益源を確保しつつ、新たなビジネスを加えて成長を
目指すことになる。

その一つとして、PP分野への拡大は、オフィス内で
減少した印刷ボリュームを補い、新たなアフターサービ
ス収益源となっている。しかしながら、オフセット印刷
全体の印刷量はこれまでの様な増加方向には向かってお
らず、デジタル印刷をはじめとする高付加価値印刷物の
躍進が今後の印刷業界の担い手となっていくと考えられ
る。小ロット＆多品種印刷、短納期など、電子写真方式
の強みを十分に生かしたオンデマンドプリンティングを
訴求することで、オフセット印刷からデジタル印刷へ転
換を容易にし、業界の成長を促す。

また、従来のオフィス顧客に対しては、複合機を核と
しつつ周辺領域であるIT分野、企業内コンテンツ管理分
野にまでサービスを拡大することが重要である。単なる
機器販売だけでなく、ソリューションを組み合わせた販
売ニーズは既に顕在化しているが、さらに一歩進めてプ
リンティング以外の周辺領域に拡大し、OA機器も使用さ
れるオフィス全体で業務効率を如何に改善するか、また
コストを如何に低減するかという視点でオフィス全体を
捉え、顧客への提供価値を高めることでさらなる成長を
狙うことができる。

日系企業は以上のような産業・市場認識の下、日々ビジ
ネスに取り組んでいるが、その中で直面している問題点・
建議として、以下の内容を中国政府に改善要望したい。

＜建議＞
①製品標識標注規定

・同規定の廃止に伴い、外国製品についても国内
生産品と同様に-「企業標準番号」などの表示
が必要となっているが、外国製品については
企業標準の登録先が無く対応が不可能である
といった問題が生じている。本規定の廃止に
対する代替措置の導入を要望する。

②情報セキュリティ関連制度

・情報セキュリティ関連の標準や制度が導入さ
れ、さらなる導入が検討されている。これら
の標準や制度の導入について、中国国産技術
や独自規格を用いることが情報セキュリティ
の確保につながるとの考え方が示されている
が、情報ネットワークは世界中と接続されて
おり、むしろ世界において広く用いられ安全
性が確認された機器や技術を中国の標準や制
度においても認めることが中国の情報セキュ
リティの向上に資するものと考える。

③拡大生産者責任（EPR）制度

・使用済み事務機器の回収責任に関する議論が始
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まっているが、生産者、ユーザー、販売店、
中古品回収業者、処理業者等多くの利害関係
者が存在しており、政府による強制力のある
関与がなければ成立しえない。中国の社会状
況にふさわしい回収システムを慎重に検討す
ることをお願いしたい。

④省エネ・環境関連ラベル制度

・能効標識のように国際的なEnergy- Star基準
に合わせるように動いていただいており、企
業の負荷も減る方向なので非常にありがたい
が、特に強制標準については通関に影響する
ため公布日から施行日まで十分な猶予期間を
取っていただきたい。

-・異なる認証で同一内容の試験が要求されてい
る。例えばCCC認証とNAL認可を両方取得する
場合、EMC試験とサージ試験が双方で要求さ
れており二度同じ試験が行われている。試験
費用も二重にかかっており企業に不要な負荷
がかかっているため、試験結果を共有で使え
るなどの改善をお願いしたい。

・低炭素認証標準や中国EPEATなど新たな標準の
検討が始まっているが、従来からある能効標
識・-節能認証・-環境標示でもオーバーラップ
する部分が多々あるため、従来規格との整理
を含めて慎重な検討をお願いしたい。

⑤政府調達事業者登録

・外資系企業による事業者登録の手続が中資企業
と比べて非常に煩雑となっている。半年に一
度の更新時に毎回膨大な証明書類を提出する
必要があるため、申請資料の準備に十分な期
間を設定いただきたい。また少しでも企業負
荷を減らすために証明書類関係の提出は年に1
回にするなどの改善をお願いしたい。

⑥模倣品取り締まり

・中国市場では依然として模倣品（消耗品）が多
く存在しているが、近年では模倣品製造の組
織化・分業化が進んでいる。模倣品は複数の
部品を組み立て完成させるが、トナーやイン
クのボトルのプラスチック成型専門工場や、
そのボトルにトナーやインクを充填するだけ
の工場があったりする。プラスチック成型
専門工場は、ボトル自体は大変低額であるた
め、これらが押収されても、経営に影響がな
く、かつ、すぐに製造を再開でき、懲罰的効
果が低く再犯がおきやすい。一方で、プラス
チック成型の金型は高価であり、かつ、金型
の製造自体に時間がかかる。懲罰的効果を高
め、再犯を防止するためにも、トナーボトル
やインクボトルのプラスチック成型用の金型
を押収するようにしていただきたい。また、
中国で生産される模倣品が海外へ輸出される

ことにより、海外市場での模倣品流通を助長
する恐れもあるため、税関による模倣品輸出
取り締まりも引き続き強化願いたい。
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10．電子部品・デバイス

中国の経済成長はかつてのような2ケタの成長から新
常態と言われる7%程度の中高速成長に移行した。本章
で扱う電子部品・デバイスの中で、例えば半導体デバイ
スについてみると、世界消費は2011年からの5年間で平
均4%程度の成長が見込まれるが、特に中国に於いては
同9%程度の伸長が見込まれている。その中心はスマホ
などワイヤレス通信およびPCなどデータ処理用途である
が、中国市場の半導体製品の約8割は輸入に頼っている
のが現状である。これを受け中国政府は2014年に国内半
導体集積回路産業の振興を目的に「綱要」を発表、「基
金」の設立を表明した。日本企業を含む外資系企業にお
いても中国半導体産業の発展に貢献すべく、これら政策
に公平に参入できる機会となる事を望む。

世界と中国の 
半導体デバイス市場の状況
2012年に前年比で一旦減速した半導体デバイス市場
は2013年に反転し、2014年は前年比9%増の約3,738
億ドル程度の消費が見込まれている（図1）。地域別
では、中国市場が世界市場の約40%を占め、13年は約
1,387億ドルと前年比で16%増、14年は約1,528億ドル
前年比約10%増で世界の半導体デバイス市場の伸びを上
回る成長となる見込みである。

図1：世界の地域別半導体デバイス消費規模
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出所：IHS-Q4-2014

次に中国市場の半導体デバイス消費についてデバイス
別にみると、メモリと専用ロジックがほぼ同額で合わ
せて約半分を占め、続いてMPU、専用アナログ、オプ
ティカルとなっている。また半導体デバイスの製品用途
別構成でみると、2014年はスマホなどワイヤレス通信
が43%、PC関係が34%、民生家電用途が11%を占める
見込みである。特にスマホなどワイヤレス通信用途は海
外メーカーに中国メーカーも加わり2012年の消費は前
年比49%と急激に伸びPC用途を初めて超え、2013年は
31%増、2014年は減速するものの11%増となる見込みで
あり今後もこの用途別構成比率は継続すると予測され最

重要市場となっている。

中国半導体産業の状況
中国半導体デバイス市場の急速な消費拡大に対して、
中国内の半導体産業の状況として半導体デバイス製品の
設計・製造という切り口で見ると、従来から設計は外資
系が強くおよそ8割を占めると思われる。また製造は台
湾系、韓国系、欧米系、日系、中国系と分散している。

まず設計に関しては、携帯化、高速・ローパワー化、
大容量およびネットワーク化の世界において中国の設
計力は急激に改善している。特にワイヤレスデバイス、
IOTおよびクラウドコンピューティングなどの一部領域
ではすでに世界電子情報市場の発展をリードし始めてい
る。しかしMCU、メモリおよびデジタルシグナルプロ
セッサ等の製品の実力は依然として低く産業集中度も低
い。また多くの企業はプロセス、EDAツールと設計サー
ビスにより製品技術は進歩してきているが基盤の研究開
発能力と創造革新能力はまだ弱い状況である。

次に製造に関して、CCIDの統計を元に2013年のシェ
アを大雑把に推計すると、最終デバイス製品となるパッ
ケージングは約170億ドル、ファブレス約130億ドルを
加えて消費に直結する中国内デバイス製造は約300億ド
ル程度とみられる。一方、ウエハ製造であるファンダリ
は97億ドルであり、この大部分はパッケージングされ、
またパッケージング済み完成品やファンダリ製造のウエ
ハの一部は輸出にも向けられる事を考慮すると、中国半
導体デバイス消費全体に直結する中国系製造のシェアは
設計と同じくおよそ2割程度と推定され、残りの半導体
デバイスは現状輸入に頼っている状況である。なお参考
ではあるが2013年の中国の半導体デバイス輸入額は約
2,300億ドルとされており原油輸入金額約2,200億ドルに
匹敵する規模となっている。

このアンバランスな状況を改善し、設計から製造ま
でをすべて中国のローカルチェーンでカバーすべく、
2014年には国内振興のための下記のような各種政策が
打ち出された。

・北京市政府が集積回路産業の新たな支援政策を-
　発表（2月8日）

・国家集積回路産業発展推進綱要を発表（6月24日）

・国家集積回路産業投資基金（200億ドル）の設立を-
　発表（10月14日）

これらを受け統合や買収によりさっそくファブレス会
社が設立されたり、国家集積回路産業基金の内、50%を
2015年に自国工場へ投資、その内70%をウエハ工程へ
投資するなどの情報も伝えられており、政府のてこ入れ
が活発化される状況である。中国半導体産業の発展に貢
献すべく、これら振興策に対しても日本企業を含む外資
企業が公平に参入できる体系構築を望む。



190 中国経済と日本企業2015年白書

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

電子部品・デバイスに関する 
具体的な課題
過去に建議した項目のうち改善が見られた点
①通関リードタイム短縮、一部ペーパーレス化など輸出
入手続簡素化の動きがあり通関スピードがある程度改
善された。

②過剰な政府規制の緩和については、年検制度取消しか
らインターネット申告への変更、企業組織機構コード
証の年検制度から年度報告制度への変更、営業免許証
年検制度から年度報告公示制度への変更などの簡素化
の動きが見られた。

③外貨管理局への届出が必要な送金限度金額の緩和や、
免税/控除仕入増値税の計算方法が購進法から実耗法
へと変更され事務作業が軽減された。

引続き改善が求められる点
市場経済ルールの整備と適正運用
税関業務の運用では、これまでの改善をさらに推し進
め、運用・解釈の統一化、通関トラブル時の弾力的運用
に加え、ペーパーレス通関の「全面適用」などの制度改
善を引き続き望む。また税務行政の運用改善については
地域間格差の解消のため国家税務総局からの明確な運用
ガイドラインの発行と地方税務局への指導により税務行
政の統一的運用をお願いしたい。

過剰な政府規制の緩和
輸入検査制度の改善として商品検査検疫と税関による
検査の統一化や、中古設備・暗号製品の輸入規制の緩和
を希望する。また労務規制の緩和として労働派遣につい
ての代行職位に対する雇用比率制限の緩和または比率上
限の撤廃を望む。

内外無差別とグローバルスタンダードの採用
移転価格調査・課税の改善としてOECD国際基準によ
る調査、良識ある分析と公正な判断を望む。また知的
財産の保護では電子部品市場の特性に合った模倣品対策
（認定・行政指導）を望む。さらに中国の半導体集積回
路産業発展への貢献のため、前述の優遇政策への外資参
入機会の公平性確保など、集積回路産業の新たな支援策
に対する具体的な政策の開示と外資企業の参入が公平に
できるような体系の構築をお願いしたい。

＜建議＞
①市場経済ルールの整備と適正運用

-（1）税関業務の運用改善

- 免税手続の時間が長い、通関システムのトラ
ブルで延滞金を課金、休日通関で実際の引き
取りが不能、税関審査でHSコードや輸入審査
の解釈が担当者により異なり混乱、等の事例
が依然見受けられるため、引き続き、税関業
務運用・解釈の統一化、トラブル時の弾力的
運用に加え、ペーパーレス通関の全面適用な

どの制度改善を望む。なおHSコードの解釈変
更が税率アップのためと思われる事例も散見
され適正で統一的な運営を望む。

-（2）税務行政の運用改善

- 税務行政では法律の解釈が複数あったり窓口
裁量権のため地域間格差が大きい、また制度
変更時の周知期間が短いなどの問題があり、
国家税務総局からの明確な運用ガイドライン
の発行と地方税務局への指導により税務行政
の統一的運用をお願いしたい。また外国本社
から中国子会社への出向者が中国内でPE認定
を受けるケースが発生しておりPE課税判断の
適正化を望む。これらに対応するため、納税
者が税法、通達の解釈を確認できる中央窓口
の設定と共に、納税者救済手続の円滑化や不
服申立制度の改善をお願いしたい。

-（3）税負担の軽減・企業発展への助成

- 企業所得税、都市維持建設税、教育付加価値
税、河道管理費などの税率の軽減または納付基
数の引き下げ、また固定資産の前倒し廃却など
将来に備えた企業努力に対する税前控除など、
企業の発展を助成する制度を希望する。

②過剰な政府規制の緩和

-（1）輸入検査制度の改善、輸入規制の緩和

- 輸入時の検査で、商品検査検疫と税関による
検査が各々行われているが両者の申請・検査
の統一化を行ってほしい。また中古生産設備
の輸入審査（CCC）制度の簡素化や、暗号管理
条例による海外製暗号製品の輸入・販売の規
制緩和、並びに規制該非区分の明確化を要望
する。加工貿易にかかわる手冊制度では企業
側の責に依らない未消込リスクを解消するた
めの新制度の検討を希望する。

-（2）労務規制の緩和

- 労働派遣については代行職位に対する雇用比
率制限（10%）があるが、業界ごとに事情を勘
考した緩和または比率上限の撤廃を望む。ま
た請負労働業務の内容を明確化し、あわせて
規制緩和を望む。現行労働契約法では３回目
の更新で無固定契約へ移行する規定となって
いるが見直しを希望する。さらに最低賃金に
ついては地域経済や企業業績を勘案した、現
状よりも柔軟な最低賃金決定方式の検討をお
願いしたい。

③内外無差別とグローバルスタンダードの採用

-（1）移転価格調査・課税の改善

- 移転価格の調査強化に伴い、中国内複数のグ
ループ法人に対して一斉に移転価格調査がな
され、各税務局が夫々に独自の調査を行な
い、国外関連者への所得移転の蓋然性を確認
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することなく調査、課税が展開されている。
OECD国際基準による調査、良識ある分析と公
正な判断を望む。

-（2）二国間相互協議の推進

- 2014年に入り二国間協議の開催回数が減少し
た。中国課税案件が増加する一方、相互協議の
回数が十分に確保できないことから、課税案件
が長期に放置される状態となっている。二国間
相互協議の積極的な開催をお願いしたい。

-（3）知的財産の保護

- 電子部品市場においてはメーカー名や商標を
付さない模倣品が横行している。事実認定を
即座におこない、模倣メーカーの営業停止、
企業名公開、関連物品の処分など行政指導を
強化し模倣品排除の徹底を要望する。また先
使用権を証明できた実施製品と共に、そのバ
ラエティ製品や改良製品への先使用権の拡大
も認めてほしい。さらに、侵害品の排除に関
しては行政ルートで差し止めを求めても侵害
者による無効宣告で審議停止となると侵害が
継続され、売り上げやビジネス機会を失うた
め、行政ルートに加え民事ルートを併用し侵
害品の排除をしやすくしてほしい。

-（4）優遇政策への外資参入機会の公平性確保

- 北京市政府から集積回路産業の新たな支援策
が発表され、また中国政府からも国家集積回
路産業発展推進要綱の発表や国家集積回路産
業基金の設立が報道されたが、具体的内容の
公表がない現段階で既に、中国大手はファブ
レス設計会社を設立、また基金の内半分を
2015年で自国ファブへ投資する計画が進めら
れているなどの動きがあり情報開示の公平性
が懸念される。綱要の目的である、2015、
2020年、2030年の三段階の発展目標に対し、
製造・設計に対する具体的な政策の開示と外
資企業の参入が公平にできるような体系の構
築をお願いする。
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11．自動車

2014年1～12月自動車工業経済 
運行状況について

2015年1月23日、工業情報化部装備工業司の発表による
と、2014年の中国自動車市場は、2013年の発展の勢いに続
き穏やかな成長を維持し、自動車の生産販売は安定した状
況で伸長した。新エネ車は重要な進展を遂げ、大企業集団
の生産販売規模は全体として向上し、自動車産業の構造が
さらに最適化された、としている。

自動車の生産・販売台数はともに 
2,300万台を上回り、世界一を維持した
2014年の中国自動車市場は穏やかな成長を見せ、月平均

の生産・販売台数は190万台を突破し、年間生産・販売台数
は累計でともに2,300万台を上回った。

中国汽車工業協会（CAAM）の統計によると、2014年の
中国自動車累計生産台数は2,372.29万台になり、同期比で
7.3%増加した。販売台数は2,349.19万台に達し、同期比で
6.9%増となった。そのうち、乗用車生産・販売台数はそれ
ぞれ1,991.98万台と1,970.06万台にのぼり、同期比はそれ
ぞれ10.2%増、9.9%増となった。商用車の生産・販売台数は
それぞれ380.31万台と379.13万台となり、同期比はそれぞ
れ5.7%減、6.5%減となった。

新エネ車の発展は大きな進展を遂げた
新エネ車普及における組織・指導・総括・調整機構を設

立し、新エネ車支援体制を整備した。工業情報化部を筆頭
部署とし、18部署が参加し省エネ・新エネ車産業発展に関
する部署間合同会議制度を構築した。国務院弁公庁が「新
エネ車普及応用に関する指導意見」を公布したことを受
け、関連部門は取得税免除、充電施設配置の奨励、普及状
況の公表、党政機関の調達等一連の政策措置を打ち出すと
ともに、新エネ車産業技術創新プロジェクトを実施し、78
項目の電気自動車基準の発表などにより新エネ車の発展は
確実なものとなった。

2014年に300モデル以上の新型車が市場投入され、年間生
産台数は8.39万台になり、同期比で4倍弱増加した。そのう
ち、12月の生産台数は2.72万台に達し、新エネ車の月間生産
台数の世界新記録を達成した。2014年、中国の新エネ車産業
発展は、導入期から成長初期に入った。

排気量1.6L以下の乗用車市場は安定し、 
省エネ乗用車の市場は急成長した
2014年の排気量1.6L以下の乗用車の市場シェアは基本

的に変わらず、排気量の小さい乗用車の市場シェアは穏や
かに回復した。2014年の1.6L以下の乗用車年間販売台数は
1,314.60万台に達し、前年比は10.25%増となった。乗用車
市場の66.73%を占め、2013年より0.22%増加した。自動車
市場の55.96%を占め、2013年より1.75%増加した。

2014年9月、国家発展改革委員会・工業情報化部・財政

部は「省エネ製品恵民工程・省エネ環境自動車（1.6L以下
の乗用車）普及目録」（第1弾）、計163モデルを発布し
た。機動車完成車出荷合格証の統計によれば、9～12月の生
産台数は合計で56.7万台に達した。

自主ブランド乗用車の市場シェアは下落
2014年の自主ブランド乗用車の販売台数は、前年比4.1%増

の757.33万台となり、乗用車販売市場の38.4%を占め、市場
シェアは前年比で2.1%減となった。このうち、自主ブランド
の普通乗用車（セダン）の販売台数は277.44万台に上り、前
年比17.4%減で、普通乗用車に占めるシェアは22.4%となり、
市場シェアは前年比で5.6%下落した。

企業の経済的利益は好調を維持
2014年1～11月、17社の重点企業（グループ）の工業総

生産は累計で2.50兆元に達し、前年同期比で10.6%増加し
た。主要営業収入は累計で2.81兆元を実現し、前年同期比で
10.0%増加した。利益総額は累計で4,905.15億元に達し、前
年同期比で8.6%増加した。

大手企業・グループの産業の集中度はさらに向上
2014年6社の自動車メーカー（グループ）の生産販売規模

は100万台を超えた。そのうち、上汽集団の自動車販売台数は
500万台を突破し、558.37万台を達成。東風が380.25万台、
一汽が308.61万台、長安が254.78万台、北汽が240.09万台、
広汽が117.23万台に達した。トップ6社の2014年の自動車販
売台数は1,859.33万台になり、自動車販売総量の79.2%を占
め、自動車産業の集中度は同時期に比べ2.6%増加した。

中国の自動車販売トップ10の企業グループは合計で
2,107.65万台を販売し、自動車販売総量の89.7%を占め、自
動車産業の集中度は前年比で1.7%増加した。

自動車完成車輸出は下落し、輸入市場は拡大を維持
2014年1～11月の中国の自動車完成車の累計輸出台数

は85.59万に上り、前年同期比で1.9%減となった。自動車
完成車の累計輸入台数は129.54万台に達し、前年同期比で
20.7%増加した。全国の自動車製品の輸出入総額は累計で
1,660.37億ドルに達し、前年同期比で13.8%増加した。その
うち、輸入金額は896.81億ドルで、前年同期比で20.3%増
加した。輸出金額は763.56億ドルで、前年同期比で6.6%増
加した。

出所：工業情報化部装備工業司（訳責：中国日本商会）

CAAMによる2014年モーターサイクルの
市場運行分析について
CAAMが発表した2014年の中国のモーターサイクル業界

の発展状況は下記の通り。

2014年中国のモーターサイクル業界の発展状況
2014年の中国のモーターサイクルの生産販売台数は、

それぞれ2,126.78万台と2,129.44万台になり、前年比で
7.08%減と7.59%減となった。-
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モーターサイクルエンジンは、2,522.62万基を生産し、
前年比で3.61%減となった。-

数年来、モーターサイクル市場は徐々に変化してきた。
農民生活水準の向上によって、自動車は主要な移動手段と
運送ツールとなり、モーターサイクルが占めた農村市場
シェアが縮小してしまった。都市歩行者の移動手段を主な
用途とするスクーターの生産台数が増えているほか、娯
楽・レジャーに使われている250cc以上のモーターサイクル
の成長が速く、市場シェアも拡大しつつあり、車種も毎年
増加する。-

モーターサイクルの娯楽性・個性化が顕著になり、消費者
の外観設計、性能、安全性に対する要求が高まってきた。-

国内販売について、2014年は1,271.06万台になり、前年
比で8.48%減である。そのうち、農村市場の低迷により、
基本型（跨る式）とアンダーボーンの減少幅が大きくなっ
た。小型四輪車に代替され、三輪バイクの国内販売台数は
205.56万台になり、前年比で8.52%減である。スクーター
の国内販売市場は穏やかに拡大した。また400cc以上の大型
車の国内販売台数が1.46万台に上り、前年比で231.82%増
である。-

輸出について、税関統計によれば1～11月中国の輸出台数
は853.17万になり、前年同期比で6.53%減であり、輸出金
額は45.85億ドルに達し、前年同期比で5.73%減である。中
国のモーターサイクルの輸出は、相変わらず中小排気量に
集中している。1～11月の50cc＜排気量≤150ccの輸出台数
は、788.82万台に達し、輸出総台数の92.46%を占めた。-

輸入について、国内のモーターサイクルのレジャー・娯
楽市場の発展を受け、大きい排気量の輸入台数が急成長し
てきた。2014年1～11月のモーターサイクルの輸入台数が
1万527台に上り、前年同期比で182.38%増となった。その
うち、500cc以上のモーターサイクルは6,621台になり、輸
入総台数の62.90%を占め、前年同期比で134.37%増であっ
た。2014年輸入台数が1万1,000台を超えることを見込んで
いる。500cc以上の輸入国は、米国・ドイツ・イタリア・
オーストリアに絞られて、輸入総量の半分以上になった。-

業界の利益について、生産販売台数も輸出台数も下落し
ているのに、中国のモーターサイクル業界の全体利益は増
加している。1～11月の営業収入は1,098.77億元になり前
年同期比で1.98%減、営業コストは953.53億元に上り前年
同期比で2.3%減、営業利益は31.48億元に達し前年同期比で
8.20%増、利益総額は36.53億元に上り前年同期比で10.96%
増になった。2014年の利益総額は約42億元を実現できると
予測する。

2014年、モーターサイクル業界に於ける 
重要な意義のある事項
2014年10月21日よりポリスバイクの国賓整備車列が復活

したことは、1980年から実施されている都市部のナンバー
プレート発行規制にて人為的に都市市場を排斥したモー
ターサイクルの役割とイメージを肯定するものと思う。使
われている車種は、自主研究開発した春風650Gである。-

CAAM二輪車分会の数年来の努力で、250cc未満のモー

ターサイクルの消費税免除を実現し、現在のモーターサイク
ルの市場需要を拡大することができると思われる。-

二輪車分会は、モーターサイクル業界が直面している海
外市場の厳しさと国内のモデル転換と高度化による圧力を
商務部に説明しながら、モーターサイクル輸出時の増値税
等の還付率を17%に戻すことを求めた。努力が実った結果と
して、2014年末、財政（2014）150号で増値税等の還付率
は17%に戻すことを明確に定めた。

2015年市場予測について
自動車産業の展望
2015年1月12日CAAMは記者会見で、2015年自動車市場

予測を発表した。①マクロ経済が、構造調整、効率向上、
ニューノーマルに適応する段階にある。②GDP成長率の安
定によって、影響力の大きい刺激策がないかぎり、中国の
自動車市場は穏やかな伸び率を維持していくと見込んでい
る。③2015年中国の自動車販売台数は、2,513万台（その
うち、国内販売は2,427万台であり、輸出台数は86万台）で
7%増と予測する。-

乗用車市場について、以下の通り予測している。①潜在
需要が相変わらずある。②政策が新エネ車の発展をより一
層促進する。③ブランド管理弁法の改訂と実施は、自動車
メーカー、ディーラーなどの関連企業に対して、販売、販
売チャンネルの構築、サービス提供において大小の影響を
与え、営業モデルの変化と市場の不確定を招く。④公用車
改革は、一部の政府や団体機構の個人購入を促させる。⑤
黄標車の淘汰政策の遂行によって自動車消費の高度化を促
進する役割がある。⑥購入規制は、自動車消費市場の健全
で秩序のある発展を妨げる。-

商用車市場について、①マクロ経済の増加率の鈍化によっ
て、微成長段階に入る、②軽型トラックが排ガス規制の厳格
化から受ける影響は、2014年より小さくなる、③都市化の進
展が商用車を促進していく、と見込む。-

輸出入市場について、①米国などの発達経済体に牽引さ
れ、2015年新興市場の経済も好転することおよび、中東地
域・東欧州の政治変動やアフリカ・南米市場政策の変化な
ど輸出に有利と不利な要素が並存するため、輸出台数が約
86万台で5%減との見通しである、②2015年のマクロ経済
成長の低下によって、輸入車市場の伸び率も下落し、輸入
台数は156万台で10%増、と予測する。

モーターサイクル産業の展望
今後数年間、ナンバー規制と市場調整からの二重の圧力

に直面してきたにもかかわらず、市場経済で成長してきた
中国のモーターサイクル業界は、比較的強い自己調整能力
を備え、また、市場競争も、台数の拡大と価格から、品質
と差別化に転換し、国4排ガス基準の導入に伴い、適者生存
による企業や製品の構造調整が実現できるため、健全に発
展を図る新時代を迎えると思う。-

モーターサイクル産業のモデル転換とグレードアップ
の進化によって農村市場が縮小し、一方都市市場で特に大
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排気量車のレジャー娯楽市場が急成長する。今後、中国の
モーターサイクルの販売台数は相変わらず下落し、国内市
場の減少は年間8%程度で続くと見込んでいる。国内市場の
底打ちは約800万台と予測、輸出は800～1,000万台を維持
すると予測する。輸出は相対的に安定し、現有の200数社の
モーターサイクルメーカーの中、一部が撤退する見込みで
ある。-

＜建議＞
①厳しくなる排気規制に対応するためには、新しい
排気技術を導入する必要がある。しかしこれらの
技術導入には、同時にクリーンな燃料が要求され
る。中国では、市場における燃料が粗悪なケース
が多く、排気規制のレベルと適合していない。排
気規制のレベルと市場での燃料性状を整合してい
ただきたい。

②燃費規制未達メーカーに対する管理強化に関する
通達、CCC認証実施規則が発行され、未達時のペ
ナルティなどが明らかになり、これは改善点であ
る。しかし、早急に第三段階燃費規制の管理弁法
を発行し、プーリング、クレジットトレード、罰
金等に関するルールを明確化してもらいたい。第
四段階においても第三段階の管理弁法が踏襲さ
れ、実施時点で混乱が無いことを望む。また、第
三段階燃費規制への企業平均値算出の際に輸入車
と現地生産車のプーリングが認められず、輸入車
のみ扱っている会社の規制値達成が難しい状況と
なっている。輸入車と現地生産車のプーリングを
認めていただきたい。また、燃費規制においてEV
は企業平均燃費計算の対象外となっている。EVを
燃費計算の対象とし、市場導入に対するインセン
ティブとなるよう考慮していただきたい。

③国産車と輸入車の認証や環境保護部の環境目録
など、認可として自動車を管理する部門が多岐
に渡り、対応が非常に煩雑化している。国家と
して自動車の認可を管理する部門の一本化を要
望したい。

④環境保護の観点で、排気部品に対するマーキング
の要求や、触媒測定の要求、排気目録のための
VIN登録要求など相次いでいる。このような要求
を出す前に、きちんと各国のメーカー等とも十分
な議論を行い、リードタイムを確保した上での導
入を要望したい。

⑤部品パッケージ記載内容等の法規改定にかかわる
執行部門および窓口の一本化を要望したい。

⑥本来、業界の推薦規格であるQC/Tなどを認証時
に強制法規として課すケースが存在する。規格は
あくまでも強制的なものではなく、技術の方向性
を示すものとして、国際的な場でも議論されてい
る。未だ欧米の技術規格（ISO,-SAE等）をベースと
した自主基準（QC/T、GB/T等）が認証ルールに引

用され、強制法規同等に扱われている。強制法規
はあくまでも国家標準「GB」のみとし、QC/Tなど
の規格を認証時に強制として適用するのは止めて
いただきたい。

⑦研究開発成果・ブランドの適切な保護に関し、審
査基準の国際的な統一、早期審査制度の導入、部
分意匠および意匠の実体審査の導入、商標法改正
による馳名商標の適切な保護、商標許諾契約届出
義務の緩和などを要望したい。中国におけるデザ
イン模倣は年々巧妙化しており、現在の意匠制度
ではオリジナルデザインを十分に保護しきれない
現状がある。早急な制度化を要望したい。

⑧模倣行為の排除を要望したい。刑事移送、厳罰
化、製造設備と金型の押収等による再犯者に対す
る効果的な抑止、国務院レベルの模倣対策特別行
動の継続実施を要望したい。また無審査登録の実
用新案権・意匠権の濫用防止、パテントトロール
の対応策強化の検討を要望したい。

⑨公路安全保護条例の緩和を要望したい。トレー
ラーの全長規制16.5mと短く設定されているが、
運送コスト上厳しい状況に直面している。トレー
ラー全長規制の緩和を要望したい。

⑩危険物等の輸入、危険物等の国内物流の新法規の
事前告知の徹底と、窓口部署の一本化による正確
な情報伝達を要望したい。地域・時期により法規
適用が異なり、オペレーションへの悪影響が過去
発生している。

⑪自動車生産企業において、50％を超える出資がで
きない。また、50％以内の出資率でも、出資率変
化に対し国家発展改革委員会、工業情報化部、商
務部など関係諸官庁の許可を得ることが必要であ
る。これにより、合弁企業の実質的支配権を掌握
することができず、50％内での出資比率の変更に
ついても、関係各当局から条件（法･規則に則っ
たものではない）を付けられることが多く、会社
事業の方向性に国が影響力を行使できる形となっ
ている。50％超の出資も認めていただきたい。ま
た、現制度下でも、出資持分の変動に関して複雑
な許認可を不要としていただきたい。

⑫新工場建設や拡張、新モデル導入の認可取得に自
主ブランド車と新エネルギー車の導入が義務化さ
れている。工場建設認可と引き換えに、関連の無
い自主ブランド車と新エネルギー車を通じた新技
術の中国への移転を強要する形となっている。工
場や新モデル導入認可と自主ブランド・新エネ車
導入を切り離していただきたい。

⑬地方税関、地方税務局業務のルール化について、
以下を要望したい。

・通関ルールが地方毎に異なるケースがあり、認証
車両の一時通関時にトラブルが生じている。一部
の港では、認証車両であるにも関わらず、ある一
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定距離を走行しているために中古車扱いとなり通
関できないケースがある。税関には、認証車は一
時通関であり転売を目的としたものではないこと
を理解していただき、全土で共通の認識を持って
対応いただきたい。

・通関手続、増値税還付手続のWEB化によるペー
パーレス化が図られたが、一方で当局の効率化ば
かりが目立ち申請者のメリットが乏しい。通関手
続のさらなる簡素化、増値税還付のリードタイム
短縮をお願いしたい。

・国税より税制上の規定があるにもかかわらず、各
地方税務局の実務上、異なる実行基準や規定を追
加してしまい、矛盾してしまうケースがある。例
えば、輸出上、VAT発票適用では発票リストに対
して適用されるところとされないところがあり、
企業間の対応に支障がでている。国税局は地方を
またがる税務上の規定を決める場合に実行可能性
を加味した上、関連する地税局の規定を矛盾がな
いように管理していただきたい。

・輸入部品価格について、全般的にではなく特定の
部品価格が他社と比べて安いという指摘を受け、
輸入元の価格設定方法についての説明を求められ
るなど、地方税関からの質問に対し回答準備に多
大な労力を費やしている。価格の妥当性について
は商品の原価のみならず企業のポリシーなどが少
なからず影響するため、一輸入者としてはコント
ロールし難く、且つ「適切」と思われる価格レベ
ルが何なのかも不明確につき、対応に苦慮してい
る。極力地方税関の調査には協力はするものの、
税関における明確な基準を明示した上で調査を実
施して欲しい。

・通関時のルールが地方毎に異なり、通関ルールの
当局解釈が事前通知も無く変更され通関が止まる
ケースがある。全国でのルール一本化、ルール変
更時の事前通知等徹底してもらいたい。また、通
関手続において時折遅延が発生する。遅延の理
由、見通しについての説明をお願いしたい。

・原産地証明の発行規定はあるが、地方政府の解釈
により、必要な書類（または書類のレベル）が異
なることがある。申請後の承認プロセスとリード
タイムが明確となっていない。原産地証明発行に
必要な手続について、明確な解釈と承認プロセ
ス・リードタイムを明示していただきたい。

・地方税関におけるHSコードの解釈が税関（または
個人）によって異なり、同じ商品でも一方では正
しいHSコードと認識されるが、他方では誤ってい
ると指摘を受けるケースがあり、対応に苦慮して
いる。地方税関間でのHSコードに対する共通認識
を是非強化していただきたい。

・税関への輸出通関申告上、HSコード別に申告単位
の管理をしている。但し、当局が自動車部品の輸

出税関申告上でも増値税還付申告上でも重量を単
位としているのに対し、企業の実態では部品集計
上、個数を単位として管理しており、その都度、
マニュアル作業で個数単位を重量単位に変換せざ
るを得ないという不効率な作業が発生している。
企業業務上の実態に合わせてHSコード別にいく
つかの申告単位の選択肢を設定してほしい。例え
ば、重量単位か個数単位かなど、申告者が自社の
業務実態に基づいて自由に選択できるようなシス
テム上の設定にしていただければありがたい。

⑭二輪車の都市への乗り入れ規制について、多くの
都市で交通安全、または環境のためという理由で
二輪車の登録や乗り入れの制限を行っているが、
二輪車は、省エネ、省スペースの都市に適したコ
ミューターであり、不合理な規制であるため、撤
廃もしくは少なくとも緩和をしていただきたい。

⑮大型二輪車の取り扱いについて、中国の経済発展
に伴い、今後大型二輪車の需要も増えると考える
が、30％を超える関税や高速道路の通行禁止な
ど、諸外国に比べ大型二輪車普及への障害が存在
する。このような大型二輪車に対する不合理な関
税や不公平な取り扱いを改善していただきたい。

⑯工業情報化部、公安部合同2014年10月23日発布
「軽自動車キャブオーバーバンおよびオートバイ
の生産、登録管理に関する通知」の中、オートバ
イについて、工場からの出荷時に、国家標準に見
合うヘルメットを必ず付けなければならない、と
の記載が有る。違反した場合、オートバイの出荷
および販売禁止となっている（発効は2014年11
月1日から）。オートバイユーザーの安全を守る
目的でヘルメットを準備、提供する事自体には賛
同するが、ヘルメットには大中小のサイズが有
り、オートバイ購入者が確定した後、ヘルメット
のサイズも確定する。工場出荷時、オートバイ1
台にヘルメット一個付けて出荷する、という規制
は現実的ではない。また、国内で年間1,000万台
を超える販売のオートバイに、1,000万個のヘル
メットを準備するには、適切なリードタイムが必
要。本通知は、発布から8日後に発効で、事実上
運用不可能。守れない事が明らかな通知について
は、廃案をお願いしたい。
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１．情報通信
工業情報化部（MIIT）報告によると、2014年、全国

の電話利用者は15億3,552万（前年比2.6%増）である。
固定電話利用者数は減少し2億4,900万戸（前年比9.34%
減）、一方で移動（携帯）電話は6,000万近く増加し12
億8,600万ユーザ（前年比4.6%増）となり利用者全体の
84％を占めた。インターネット利用者は6億4,900万人
（前年比2.1%増）に達し、こうした携帯電話とインター
ネット利用者の増大はあるものの、通信料金の低価格化
も相まって、同期間の電信主営業務収入は昨年度とほぼ
同等の1兆1,541億元（前年比1.3％減）となった。また
光ファイバによるFTTHが進められ、新規インフラ投資が
続く。インターネットを利用した電子購買に加えてイン
ターネット理財商品も加わり、産業の牽引役としての情
報通信の存在が大きくなってきている。

固定通信、インターネット、新サービス
電話ユーザ数
中国の携帯電話ユーザ数は前年同期から6,000万ユー
ザ近く増加した（詳細は後述）。一方で固定電話は減少
の一途をたどっている。

表1：固定電話、携帯電話のユーザ数と普及率

中国
ユーザ数-

中国
普及率-

日本ユーザ数-
(2014年9月
時点)-

日本普及率-
(2014年9月
時点)-

固定電話- 2億4,946万 18.3％- 5,629万 43.9％-

携帯電話- 12億8,609-万 94.5％- 1億4,754万 115.2%-

出所：工業情報化部資料「2014年通信運営業統計公報」、
「2014年12月通信業主要指標完成状況」、総務省報道
資料「情報通信主要データ」

インターネット利用者数
インターネット利用者総数は、2014年12月末で6億
4,900万人となり、全人口に対する普及率は47.9％（注
1）となった。利用者数は世界最大である。モバイルイ
ンターネット利用者数は5億5,700万人で、2013年末
から5,672万人増となり全利用者の85.8％と、スマート
フォン拡大に伴い大きな伸びをみせた。

注１：出所：CNNIC資料「中国インターネット発展状況統計報
告(2015.2)」

図1：インターネット利用者数
（%）（万人）
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2014年電気通信産業界の主な動き
光ファイバ、WiFi等のインフラ整備
中国電信など通信各社は光ファイバの敷設に注力して
いる。2014年末で中国全土の光ファイバ総延長は2万
460kmとなり、インターネットに向けて広帯域接続終端
数も1億8,900万個と増加した。しかしながら光ファイバ
によるFTTH価格は諸物価に比較し高価なためインター
ネットはモバイルからのアクセスが8割を占めるなど一
般的であり、北京、上海市内などではWiFiによるアクセ
ス拠点整備が進められている。

微博、微信、インターネット購買
微博（中国版ツイッター）利用者が昨年の2億8,000万
人から2億4,000万人に減少した。一方、微信（チャット/
音声パケットアプリ）は月間アクティブユーザ数が5億
人を突破、インターネット購買等の新サービスは2014
年も大きく伸びた。インターネット購買はB2B、B2C、
C2Cともに伸び、一般ユーザでインターネット購買を利
用した人は3億6,000万人を超えている（CNNIC）。余額
宝などインターネットでの理財サービスも活況を呈して
いる。動画配信やゲーム配信も含めこうしたコンテンツ
ビジネスに必要となる許可証は残念ながら外資系企業に
は与えられていない。データセンタ、コールセンタなど
のライセンスについても同様に外資には開放されていな
かったが、コールセンタや国内VPN等一部サービスにつ
いては上海の自由貿易試験区において外資企業に開放さ
れる動きがあり、今後のさらなる展開を期待したい。

第５章
情報通信業
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移動体通信（携帯電話）
中国移動体通信の現状

図2：中国の携帯電話ユーザー数推移
（百万人）
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出所：中国移動有限公司、中国電信股分有限公司、中国聯合網
絡通信（香港）股分有限公司

- 各社の報道発表資料

2014年、中国の携帯電話総ユーザー数は、12億
9,100万人と13億人まであと一歩というところまで増加
した。また、2013年12月にスタートした4Gサービスが
好調という影響もあって、ユーザーのモバイル･ブロー
ドバンドサービス（3Gサービス＋4Gサービス）への移
行率は、2014年末で46.7％と、前年同期比で12.9ポイ
ント向上した。

図3：国内携帯端末出荷台数
       ４G端末とその他端末

出荷総数
4.52億台

４G端末
37.8%
(1.71億台)

その他
62.2%
(2.81億台)

スマートフォンとフィーチャーフォン

フィーチャー
フォン 13.9%
(0.63億台)

スマートフォン
86.1%
(3.89億台)

出荷総数
4.52億台

出所：中国工業情報化部「2014年携帯端末業発展の回顧と
展望」

2014年1年間の携帯端末の出荷総数は、4億5,200万台
と2013年に比較して22％減少したものの、その内訳を
見ると4G端末が全体の37.8％を占め、4Gサービスへの

移行が拡大したことを示している。また、スマートフォ
ンの出荷数は3億8,900万台で、前年比で数量は8.2％減
少したものの、その構成比は13ポイント増加し、スマー
トフォン化がさらに進んでいることを示している。

図4：モバイルインターネットにおける 
　　   サービス別利用率
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出所：中国インターネット情報センター「第35期-中国インター
ネット発展状況統計報告」

中国全体のインターネットユーザー数は6億5,000万人
を超えたが、そのうち5億7,000万人がモバイルを利用し
てインターネットにアクセスしている状況であり、その
利用率は85.8％に上る。

モバイルインターネットユーザーのサービス別利用状
況としては、We-Chat（微信）に代表されるインスタン
ト･メッセンジャーを利用している人が最も多く、全体
の91.2％を占め2013年の利用率より5.1ポイント増加し
た。また、2014年はオンラインショッピング、オンラ
インペイメント、ネットバンキング、旅行予約といった
サービスの利用が前年と比較して10ポイント以上増加し
ており、モバイルインターネットを利用したモノやサー
ビスの購入・決済が拡大していることを示している。
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表2：中国通信キャリアの契約数および決算状況
中国移動 中国電信 中国聯通

ユ
ー
ザ
ー
数

携帯
8億663万
ユーザー
[5.1%増]

1億8,562万
ユーザー
[0.02%増]

2億9,910万
ユーザー
[6.5%増]

(再)
3G+4G

3億3,581万
ユーザー
[75.3%増]

1億1,863万
ユーザー
[15.1%増]

1億4,911万
ユーザー
[21.6%増]

固定 －
1億4,356万
ユーザー
[7.9%減]

8,206万
ユーザー
[6.4%減]

ブロード
バンド －

1億695万
ユーザー
[6.8%増]

6,879万
ユーザー
[6.4%増]

売上高 6,414億元
[1.8%増]

3,244億元
[0.9%増]

2,847億元
[3.5%減]

純利益 1,093億元
[10.2%減]

177億元
[0.8%増]

121億元
[15.8%増]

[ ]内は前年同期比
出所：中国移動有限公司、中国電信股分有限公司、中国聯合網

絡通信（香港）股分有限公司
- 各社の公開数値ならびに報道発表資料

モバイル最大手の中国移動グループは、2014年10
月にユーザー数が８億人を超えた。特に４Ｇサービス
のユーザー数は、2014年の１年間で9,000万人増やし
ている。一方で、同グループの香港上場会社が発表し
た2014年決算によると、売上高は6,414億元と前年比
1.8％増加したものの、純利益は前年比10.2％減少して
1,093億元だった。これについて、同社は決算発表の中
で、通信サービスに対する税制改革（後述）の影響に言
及しているものの、減益傾向自体は2013年度の第３四
半期から見られているものであることから、ユーザーの
端末購入時における支援策等によるコスト増加を指摘す
る声もある。

中国電信グループならびに中国聯通グループは、
2014年決算においてそれぞれ増益を確保したものの、
その規模において中国移動グループと比して大きな開き
がある傾向に変化は見られない。

2014年中国移動体通信の主な動きと2015年の展望
4Gサービスの進展
2014年の中国移動通信業界は、4Gサービスの進展を
中心として推移した。

4Gサービスについては、2013年12月4日に工業情
報化部より、中国移動、中国電信、中国聯通3社に対
して中国が開発に注力してきたTD-LTE（Time-Division-
Duplex-Long-Term-Evolution）方式による4Gサービスの
ライセンスが発給されたところであるが、まずは同方式
のサービス開発において主導的な役割を担っていた中国
移動が商用サービスをスタート、その後、中国電信と中
国聯通についても、2014年3月から6月にかけてそれぞ
れサービス戦略や対応端末を発表してサービスを開始し
ている。これらの動きに呼応して、4G対応端末も多数発
売され、また、アプリ等を通じたモバイルインターネッ
トサービスが多様化することで、関連業界の相互に相乗
効果を発揮し、中国の4Gサービスは順調にユーザー数を
伸ばしてきた。

2015年については、4G技術をベースとした高品質の
音声サービスである「VoLTE（Voice-over-LTE）」のス
タートも計画されており、また、2015年2月27日に、
日本や欧米で先行導入されているFDD-LTE（Frequency-
Division-Duplex-Long-Term-Evolution）方式による4G
サービスの商用ライセンスが中国電信と中国聯通に対
して交付されたことで、さらなるサービスの充実やユー
ザーにとっての選択肢多様化を通じて、ユーザーの増加
とビジネスチャンスの拡大が期待される。

MVNO（仮想移動体通信事業者）試行プランの 
実行フェーズ
MVNO試行プランに基づくライセンスは、2014年末
の締め切り時点で42社に対して交付された。

先行企業のサービス開始当初は、ＭＶＮＯに対して４
Ｇサービスが開放されていなかったり、ＭＶＮＯ用に
割り当てられた電話番号帯でネットバンキングなど一部
のサービスが利用できない等の問題が発生したこともあ
り、ユーザーの立ち上がりが予想より遅れている印象
だった。しかしながら、その後、アリババ系の万網や京
東等、顧客基盤を有する企業がサービスを開始すると、
ユーザーは徐々に増加し始め、2015年3月末時点でライ
センスを取得した42社中20社がサービス提供状態にあ
り、累計ユーザー数は410万となっている。

なお、MVNOに対する4Gサービス開放については、
2014年12月に中国移動がすでに提供意思を明確にして
いるところであり、2015年4月には最初のMVNOによる
4Gサービスがスタートする予定である。

当初の計画によると、本試行プランは2015年末まで
となっていることから、当局としては、各社のサービス
提供状況を注視しながら、本格的実施に向けてさらなる
効果的な運用方法の確立を目指して準備が進められるも
のと思わる。

その他
2014年におけるその他の大きな動きとして、まずは
タワーカンパニーの設立がある。これは、国有資産監
督管理委員会（SASAC）が主導し、工業情報化部を中心
に中国通信キャリア3社（中国移動・中国電信・中国聯
通）が協力して設立準備をしてきたものだ。その目的
は、通信基地局の鉄塔やそれに付帯する機械室等の共同
建設・共有の促進にあり、国有企業である通信キャリア
3社の設備投資の効率化、重複投資の回避等を狙ったも
のである。すでに2014年7月15日に、通信キャリア3社
の共同出資（中国移動40.0％、中国電信29.9％、中国聯
通30.1％）により「中国鉄塔股份有限公司」を設立。今
後、まずは新規の鉄塔について、同社が建設・保守を担
うことになるが、その後は対象を既存の鉄塔に拡大する
と言われている。

また、もう一つの大きな変化として、通信サービスに
対する税制改革がある。2014年4月30日、財政部と国家
税務局は「通信業において試行的に営業税に代わり増値
税徴収を導入することに関する通知」を発表、これによ
り、一律3％の営業税が課されていた通信サービスにつ
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いて、同年6月1日より基礎通信サービス11％、付加価
値サービス6％の差異税率による増値税が課税されるこ
ととなった。現地報道の試算によると、この税制改革に
より通信キャリア3社は、短期的に10～20%の利益が減
少する可能性があるとしている。

＜建議＞
①通信関連の法整備の推進

　情報通信、特に移動体通信は技術の進展、市場
の発展速度が著しいことから電信法をはじめ
とする関連法制の整備が喫緊の課題であり、
政府の積極的な取り組みと実効性のある成果
を期待したい。

②事業ライセンス取得要件の緩和と外資への非開
放項目の改善

　基礎通信の事業については、2013年5月17日
に発表された工信部通[2013]191号「移動通信
転売業務試行プランに関する通告」により、
基礎通信サービスに民間が参入できる道が開
かれた訳だが、外資に対する扱いは、「参入
事業者が海外で上場している場合に外資の出
資比率が10％未満」と低い状況である。民間
に開放する意義は、競争を導入することによ
り経営効率を上げると共に、サービスの品質
を向上することであり、そのためには、外資
のノウハウ・経験も入れることで、価格競争
に拠らない健全な業界発展にも資するものと
考える。試行プランが完了して正式展開する
際には、中国の顧客に対し、広範囲な選択肢
の中から、より顧客ニーズ（品質など）に合
致した選択を実施いただけるよう、外資に対
する緩和を是非進めていただきたい。

　付加価値通信サービスにおいては、2014年1
月6日に工業･情報化部より中国（上海）自由
貿易試験区における対外開放に関する意見が
表明されているところであるが、その具体的
な推進ならびに自由貿易試験区に留まらない
外資参入要件の緩和ならびに対外開放の拡大
を希望したい。
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２．ソフトウェア

中国のソフトウェア産業は、日本を始めとする海外か
らのオフショア開発拠点として発展してきた。近年の中
国の経済発展に伴い、廉価な生産拠点という位置付けか
ら、重要なマーケットとして捉えた企業進出が増加して
いる。ソフトウェア業界においてもこの傾向が増加して
おり、オフショアとしての生産拠点を有する企業に加え
て、中国をソフトウェアビジネスの市場と捉える企業の
動きが増大している。ソフトウェアビジネス市場として
特に有望な領域は、中国社会が抱える社会問題の解決手
段を提供する分野である。環境、高齢化、労働人口の減
少等の諸問題を解決するための重要な役割として、ソフ
トウェアを活用したICTが期待されている。

ソフトウェア産業にとって、現地人材の育成が鍵である
ことは言うまでもないが、それに加えて、中国に適合した
ビジネスモデルの構築が重要である。特に最近、世界的な
トレンドとなっているクラウド、インダストリー4.0は、
地場資本の企業も含めた在華企業にとって有益なものにな
ると想定される。

中国ソフトウェア産業の沿線
日本企業にとって中国のソフトウェア産業は、長きに
渡り日本向けのソフトウェアを廉価に開発する拠点と
しての位置付けであった。日本のソフトウェア開発企業
やシステムインテグレータは、廉価で優秀な人材を求め
て開発子会社を設立してきた。自動車、産業機器、家電
など組込ソフト等を必要とする企業や、自社向けのソフ
トウェアを自前で開発する企業などは、中国国内のソフ
トウェア会社と開発ラボラトリィ契約を締結するなどし
て、長期に渡るローコスト開発拠点として育成・活用を
図ってきた。これらの動きは、中国当局の外資誘致、外
貨獲得および雇用増加といった基本政策にも合致するも
のであり、沿岸部だけでなく内陸部までもソフトウェア
パークなどのインフラが整備され、ソフトウェア産業の
誘致、助成の政策となって表れている。

一方、日本企業においては自前で開発していた業務ア
プリケーション分野にまでグローバルなソリューション
の適用が促進されており、ソフトウェア開発投資の一巡
といったサイクルの重なりもあって、新規ソフトウェア
の開発量が減少している。こうした開発量の減少傾向に
加え、昨今の急激な円安により、中国におけるオフショ
ア開発拠点の優位性が低下しつつある。さらに、中国に
おける労働者コストの高騰は、タイ・インドネシア・ベ
トナムなどのASEAN地域におけるオフショア拠点の優位
性を招く結果となってきた背景もある。

このような環境の大きな変化は、単なるオフショアとし
ての機能しか有さない会社を窮地に追い込む結果となって
いるが、中国国内向けのソフトウェアビジネスは確実に増
大しており、これらのマーケットに対応できているソフト

ウェア会社は急速に成長している。そのため、多くのソフ
トウェア会社はオフショア主体のビジネスから在華企業・
組織をターゲットとしたビジネスへとビジネスモデルの転
換を図っている。

中国のソフトウェアマーケット
中国のコンシューマも含むICTマーケット（Gartner、
2014年6月）によれば、マーケット規模は1,290億ドル
である。この内、エンタープライズ市場は410億ドルあ
り、プロダクト、ソリューションとサービスでほぼ均等
に分け合っている。しかし、ソフトウェアやサービスの
伸び率は、プロダクトの伸び率を大きく上回っており、
今後も成長が期待できる。このマーケット状況には、以
下の様な顕著な傾向が見て取れる。

投資分野の変化
日系を含む外資企業が、中国を世界の工場から世界の
市場へと位置付けを変え、生産中心のIT投資から販売領
域へのIT投資（製販一体の仕組みや販売チャネルの確立
など）が増加している。また、人件費高騰を背景にした
一層の効率化の追求、情報セキュリティおよび環境対策
といった新規分野への投資の変化が顕著となっている。

中国政府の保護政策
急速な近代化を目指す中国政府のインフラ整備を海外
技術依存から脱却して、中国独自技術を優先させる政策
（IOE問題）も進行している。

オープンソースの活用
商用ソフトウェアのライセンス料の高騰もあり、オー
プンソースの活用も活発化している。

ソフトウェア産業の方向性
このような状況変化の中で、中国マーケットにおける
ビジネスの成長を目指す日系のソフトウェア開発会社や
システムインテグレータは、以下のような顧客の特性を
理解し、これに対応しなければならない。

実績のあるソリューションの提供
中国では外資企業も地場企業（組織）も例外なく、で
きるだけ迅速かつ安全にICT化を進めたいと考えている。
そのため、一部の例外を除いて、実績のあるソリュー
ションの活用を強く望んでいる。お客様が実際に、「目
で見て」「操作して」導入時のイメージが体感できる
パッケージソフトウェアの提供が強く望まれている。

ソフトウェアビジネスの現地化強化
中国におけるソフトウェア人材のコストは上昇を続け
ているが、日本人駐在員あるいは、日本からの出張者に
よる開発・実施に比すれば、コスト面の優位性を持って
いる。新たなソリューションの企画・開発に置いては日
本にその優位性があるが、導入後の維持や改善のコスト
ダウンと迅速な対応については、顧客側も中国人技術者
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を求めている。

社会問題に対するICTでの取り組み
環境汚染、交通渋滞、医療、高齢化等の問題解決は、
中央政府・地方政府が最も力を入れている政策である。
センサー技術、画像解析技術、ビックデータ技術等の日
本が有する先進的な技術を活用して、社会問題を解決す
る実証実験が活発に行われており、今後は実証実験から
得られてノウハウをベースとした早急なビジネス展開が
考えられる。

SaaSをはじめとするサービスビジネスへの取組み
ICTにかかわるハードウェアやソフトウェアを自前で
購入して資産化するのではなく、費用として処理するこ
とのできるSaaSや、現在世界中でトレンドとなっている
クラウドの提供など、ソフトウェアに基づいたサービス
ビジネスへの取組が必要となっている。

具体的な問題点と改善要望
ソフトウェア人材育成・確保のための優遇措置
ソフトウェア人材への優遇措置として、都市戸籍の獲
得や個人所得税の還付などがあるが、地方によって政
策が異なっており、同じ企業に所属していても勤務する
都市によって待遇が異なる状況となってしまう。在華の
日系ソフトウェア企業は、複数のグループ会社に分散し
た人材の流動性を高めるために、給与体系や福利厚生な
どの統一を図る必要性を感じているが、このような地域
個別の優遇措置の違いが足枷となり苦慮している。そう
いった面でも全国統一の政策を期待する声は多い。

ソフトウェア人材育成
日系のオフショア開発企業においては、大量に採用し
た大学新卒者に対して、高度のIT専門知識と日本語のカリ
キュラムを用意するとともに、実プロジェクト内でのOJT
との両輪で、オフショア開発に適した高スキル技術者の育
成を図ってきた。さらに、企業がインターシップで多くの
学生を受け入れ、IT企業への興味を喚起することで、自社
企業への就職誘導を活発化している企業もある。

ビジネスモデルが転換し、在華企業や組織を市場とす
るソフトウェア企業においても、日本語教育は別として
基本的には同様の育成方法を行うと予想される。しかし
ながら、中国の労働市場における流動性の高まりが、企
業における新卒者の採用やインターシップの受入の阻害
要因になっている。

企業による人材教育投資は、企業のさまざまな思惑は
別として結果的には、教育を受けた中国人技術者のレベ
ルアップに繋がり、中国のIT産業発展に寄与するものと
なるはずである。企業のソフトウェア人材育成に向けた
教育投資を行い易くするための補助金制度等、恒常的な
支援措置が望まれる。

知的財産権保護、ライセンス支払いの土壌
Gartnerの調査によると、ハードウェア（特にPCな
ど）の売上額は日本を大きく超えているにも関わらず、
ミドルウェアやアプリケーションソフトウェアなどの売
上額は、日本に比して3分の1以下という状況にある。こ
れは、ソフトウェアにおける違法コピーが氾濫している
と言われている中国国内のソフトウェア環境を、売上額
といった側面から類推させてしまう調査結果と言える。

ソフトウェア企業にとって、その知的財産権を侵害す
る模倣や許諾していない複製の出回りは死活問題であ
り、中国でのソフトウェア産業への投資を躊躇させてい
る主要因の1つとなっている。このような状況は、結果
的に中国国内のユーザーが最新のソフトウェアサービス
を活用できないことに繋がり、長期的な損失は計り知れ
ないものとなる。不適切なコピー製品を活用している企
業・個人に是正を促し、知的財産権保護に対して、先進
国並みの断固たる処置を下す諸政策が期待される。

日本への中国社員の出向・研修時の課税問題
ソフトウェア人材の技術レベル向上や日本人技術者との
合同プロジェクトを目的に、中国人技術者を日本で研修さ
せたり、出向させたりする事例が定常的に発生している。
特に合同プロジェクト遂行のためには、派遣期間が長期に
及ぶケースもしばしば発生する。しかしながら、両国にお
ける二重課税問題は、企業において日本派遣がコスト高と
なってしまい、両国間の技術者の人材交流を阻害する要因
となっている。

社会問題解決に取り組む優遇措置
環境汚染、交通渋滞、医療、高齢化等の問題は、中国
社会に置いて早急に対応すべき課題である。この分野は
日本が過去に直面し乗り越えて来ている分野であり、日
本には行政および企業ともにノウハウ蓄積が十分あると
考えられる。これらの諸問題は、一企業での対応は難し
く、関連する複数企業の強みを連携してこそ早期解決が
図れると考えられる。例えば、環境問題に置いては、セ
ンサー技術・分析技術・シミュレーション技術、交通問
題に置いては、動的な位置情報の把握技術・画像解析技
術・シミュレーション技術といった具合に、全ての技術
に秀でた一社はほとんど存在せず、個々の技術を有する
企業や組織の連携が必要となる。しかしながら、現状は
中国の各企業が地方政府や大学の研究機関と個別に連携
はしているものの、問題解決へのスピード感に欠ける。
問題分野毎に、行政主導で課題解決のスキームを作り、
積極的に先行する技術を保有する日本企業を活用するこ
とが、中国に置いて有益と考えられる。

クラウドサービスにおける 
ソフトウェア事業と通信事業の分離
アプリケーションをソフトウェアサービスとして提供
し、稼働するハードウェア資源と併せて利用させるクラ
ウドサービス（いわゆる「SaaS」）は、利用者に対し利
便性を向上させ、TCOを削減できるものとしてICT利用
の世界的トレンドとなっている。アプリケーションを含
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むソフトウェアや、サーバ・ストレージなどのインフラ
を自己資産化することなく、ICT周りの運用・維持・保
守も必要としないサービスの享受は、中規模・小規模企
業の多い中国にとって、限りある資金を本業に集中でき
る。TCO削減と資本の本業集中によってもたらされる経
済効果は、非常に大きいものと期待される。しかしなが
ら、中国では、当該サービス自身が、いわゆる「第一種
付加価値電信業務（中华人民共和国电信条例：增值电信

业务）」に該当するのではないかという解釈があり、外
資企業の事業参入を妨げている。クラウドサービス事業
に置いて一日の長がある外資企業の参入を阻害すること
は、在華企業にとって経営上有効なサービスを利用する
機会損失となっていることは間違いない。業務上のICT
活用に寄与するクラウドサービスについては、経済効果
の観点から外資企業の参入を含め、奨励されるべきもの
と考える。

＜建議＞
①ソフトウェア人材育成

　ソフトウェア開発においては大学卒業後、す
ぐには即戦力とはならないことが多い。その
ため、新入社員への人材育成教育・OJTに対す
る企業側の投資が大きい。近年では企業のイ
ンターンシップとしての学生受け入れが積極
的に行われ、企業・学生双方の状況理解を深
めるために利益のある制度と思われる。人材
育成に対する企業への支援およびインターン
シップ制度を加速する学生支援策の実施をお
願いしたい。

②日本への中国人社員の出向・研修時の課税問題

　ソフトウェア人材レベル向上のために、日本の
本社に1年以上出向し、日中双方で給与を支払
う場合、法制度上は中国の個人所得税は還付
できることが、実際には運用されないケース
が多い。この二重課税問題は、日本へ人材を
派遣する際の阻害要因である。日中間の租税
条約の確実な実行をお願いしたい。

③模倣品対策・知的財産権の保護

　ソフトウェア産業における知的財産の保護があ
ることで、企業から中国への革新技術の開発
移転や研究開発が進む。中国から見ても、ノ
ウハウの蓄積や最先端技術の人材育成に影響
を与えることになるので、必要な措置および
具体的な対応を要望する。

④ソフトウェア事業環境変化に伴う優遇策

　人件費、オフィス賃料の高騰、急激な円安等、
中国における日系のソフトウェア産業の経営
環境の厳しさは年々増してきている。特にソ
フトウェアの対日オフショア開発会社の経営
環境は非常に厳しい状況に置かれている。東

部沿海地域から西部内陸部への移転、会社間
の買収・合併が予測され、また業務革新への
取り組みが必須となっている。これらに対す
る、労働契約の最適化、税制優遇等による事
業変革への支援をお願いしたい。

⑤中国社会における問題解決分野への参入促進

　中国社会での環境汚染、交通渋滞、医療・高
齢化等の問題は、中央政府、地方政府が最も
力を入れている政策である。環境関連ビジネ
スの市場は、環境サービスで5,000億元を上回
り、環境建設関連では1兆6,000億元を上回る
予想がある。例えば、センサー技術とビッグ
データ技術を用いて、大気、水質などの重点
汚染領域に対して監視および警戒情報などの
ソリューションを提供できる。交通渋滞にお
いても、映像、車両データを利用する事で交
通渋滞を緩和できる先進的なテクノロジーを
有している。この分野の関連政策策定での情
報公開、参入機会の拡大をお願いしたい。ま
た、先進的な製品を提供できる企業への優遇
施策の検討をお願いしたい。

⑥クラウド等ソフトウェアサービス事業と通信・
インターネット関連事業の明確な分離

　アプリケーション等ソフトウェアをサービスと
して提供（いわゆる「SaaS」）し、稼働する
ハードウェア資源と併せて利用させる「クラ
ウド」サービスは、利用者の利便性を向上さ
せるだけでなく、TCO削減を実現するものとし
てICT利用の世界的トレンドである。中国にお
いては、当該「クラウド」サービスが通信・
インターネットサービスに該当するのではな
いかという解釈がある（通信・インターネッ
トサービスは外資規制）。外資企業のソフト
ウェアビジネス実施上の障害、さらには在華
企業が経営上有効なサービスを利用する機会
を損失させている。「クラウド」サービスの
B2Bサービスは、一般向け通信・インターネッ
トサービスとは異なるものであることを明確
にしていただきたい。
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３．コンテンツ

中国には日本のコンテンツに対する高い市場ニーズが
あるものの、過度な規制により普及度は低く、そのため
海賊版や違法配信が蔓延する状況が続いている。国内産
業の保護よりも健全な競争市場と適正な著作権保護体制
の構築こそが、中国コンテンツ産業のさらなる発展に効
果的であり、外国企業や海外コンテンツに対する規制の
緩和や参入障壁の撤廃が必要である。

成長を続ける中国のコンテンツ市場
中国のコンテンツ市場は年々拡大しており世界有数の
市場規模を有する。2014年の市場概況は以下のとおり。

映画
2014-年の中国映画年間興行収入は、前年比36.2％増
の約296億元であった。そのうち輸入映画の興行収入は
134億元を占めた。2014年には1,015の映画館と5,397
のスクリーンが新設されるなど、中国映画産業は既に世
界第2位の規模を有するが、今なお急成長している。な
お、日本の同年の興行収入は前年比6.6％増の2,070億円
である。

テレビ番組・ネット動画配信（アニメ含む）
2013年のテレビ放送は総人口の98.2％をカバーし、
有線のラジオ・テレビは2億2,893万世帯、そのうちデジ
タルは1億7,159万世帯に普及している。テレビ産業の
市場規模は着実に拡大している一方で、若年層を中心に
テレビ離れが加速し、ネット映像配信市場が拡大してい
る。2014年のネット映像視聴市場は前年比76.4％増の
239.7億元を記録した。

出版
2013年の出版、印刷、発行サービス業全体の売上は
前年比9.7％増の1兆8,246億元であった。2013年の出版
図書は44万タイトル（前年比3万増）、図書出版部数は
83.1億冊（前年比3.8億冊増）。デジタル出版の売上は
前年比31.3％増の2,540億元。

音楽
2013年の中国音楽産業は596億元。内訳は、CD/DVD
のパッケージ市場が6.5億元、デジタル音楽市場が440億
元、音楽演出産業が140億元、図書出版産業が7億元、
音楽著作権運営管理産業が2.5億元。2013年のデジタル
音楽ユーザーは4.5億人以上、関連事業者は695社に及
ぶ。この2年間で世界の大手・独立系レコード会社が中
国の8大オンライン音楽配信企業とのライセンス契約を
締結するなど、かつて違法配信していた市場に正規品が
流通してきている。

ゲーム
2013年の中国インターネットゲーム市場の規模は前年
比24.3％増の1,108億元で、PC用オンラインゲームが全体
の65.7％、ブラウザゲームが17.7％、モバイルゲームが
16.6％。また、外国製ゲーム機の販売が2014年に解禁さ
れ、今後コンソールゲーム市場の拡大が見込まれる。

外国企業や海外コンテンツに対する 
過度な規制が存在
従前より以下のような規制や参入障壁があり、日本企
業の投資機会の損失に繋がっている。

映画
映画館設立への外資規制
2004年より施行された「外商投資電影院暫定規定」
により、外資が独資で映画館を設立すること、および院
線（映画館チェーン管理組織）を設立することを禁止。
また、合資・合弁会社設立の場合は、登記資本金におい
て中方の投資割合が51％以上であることが要件となって
おり、期限も30年以内と定められている。

輸入・放映に関する規制
広電総局が上映を許可する海外映画は年間最大64作品
であるが、日本映画は2012年7月以降2015年4月まで劇
場公開されていなかった。日本映画については、2011
年までは年間3～4本程度上映されていたが、上映期間は
約2～4週間であり人気のハリウッド映画作品に比べると
短い。国家広電・電影局における「公序良俗」や「政治
的配慮」に関する検閲・審査が厳しく、日本映画に対し
ては不公平な市場参入障壁が存在する。

厳しい契約慣行
多くの米国映画は、配給元と海外映画輸入会社（中国
電影集団公司、華夏電影発行有限責任公司の2社のみが
認可されている）の間で「分率」契約（利益分配方式）
が締結され、共同配給の扱いを受ける。一方、日本を含
む他国の映画は「フラット」契約（版権買いきり方式）
が適用され、50%と極めて高い関税率が課されるほか、
中国語字幕制作費として一律70万元のコストが掛かるた
め、中国側は確固たる興業収入が見込めない限り輸入に
慎重となる。

テレビ番組（アニメ含む）
テレビ制作会社の外資参入禁止
2004年に公布された「中外合資・合作広播電視節目
制作経営企業管理暫定規定」により、外資との合資によ
るテレビ制作会社の設立が認められた。しかし、2009
年に公布された「一部の広播影視に関する規定と規範的
文書の廃止に関する決定」により、テレビ制作会社の外
資参入が再び禁止された。

海外映画・ドラマの放送時間に関する規制
海外映画・ドラマはゴールデンタイム(19時から22時の
間)に放送することが禁止されている。22時以降の海外枠
もアメリカの大型映画が中心で、日本コンテンツの放送
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は極めて少ない。また、各チャンネルが放送する輸入ド
ラマは、１日内で放送するドラマの25％を超えてはなら
ないという規制もあり、海外ドラマが普及しにくい。

近年は海外番組（ドラマ・バラエティ番組）を中国企
業がフォーマット購入して中国版を製作するケースも多
くあるが、広発〔2013〕68号「関於做好2014年電視
上星総合頻道節目編排和備案工作的通知」（強化版限娯
令）により、このような海外フォーマット番組もゴール
デンタイムに放送してはならず、新規番組の放送は１年
間で１番組を超えないことと規定された。また、同通知
の全文は当局のホームページ上で公開されていない。

海外映画・ドラマのインターネット上での 
配信に関する規制
近時、海外の正規版コンテンツを海外における公開と
同時又は直後に中国国内のネットで公開することによっ
て、非正規コンテンツのネット流通を防ぐ対策に一定
の効果が認められているが、2014年9月に公布された
「ネット上の海外映画・ドラマの管理について改めて審
査審理することに関する規定」に基づく事前審査等の新
規規制により正規版コンテンツの迅速な公開が妨げられ
ることによって、非正規コンテンツの流通が再び増加に
転じることが大いに懸念される。また、コンテンツの流
通に対する当該規制は、中国国内企業が近年来構築して
きた海外企業との商流に水を差すものである。

海外アニメに対する輸入規制・ 
国産アニメ産業の過度な保護
海外アニメに関しても、17時から21時までのテレビ
放送は禁止されている。国産アニメの放送枠は、アニ
メ放送枠全体の7割を下回ってはならないという規制
（「2004年「わが国のアニメ産業発展に関する若干意
見」）や、国産アニメを制作した機関はその制作時間と
同じ分まで海外アニメを輸入できる（2008年「テレビア
ニメ放送管理強化に関する通知」）等の国内産業優遇制
度が存在する。また、輸入済みアニメの放送認可が益々
厳しくなってきている上に、新規に輸入を申請してもな
かなか許可がおりない状況が続いている。実際に、日本
アニメのテレビ放送は2007年以降許可されておらず、既
に許可されたアニメのみが再放送される状況が続いてい
る。一方、日本アニメへの視聴ニーズは高いため、CCTV
では劇場版アニメをアニメ枠ではなく映画枠で放送した
り、独自審査権により放送したりすることで対応してい
るが、他のテレビ局では同様の対応は取り難い。

出版
出版事業への外資参入は禁止されており、小売りへの
参入は資本金49％までと規制されている。外国書籍の輸
入は許可を得た国有企業のみ可能であるが、中国図書進
出口（集団）総公司が輸出図書市場の60％を取り扱って
いる状況である。原版の輸入ではなく、中国版を出版す
る場合は、書籍、漫画は書号（書籍コード）を取得すれ
ば出版できるが、近年は海外の漫画作品の出版許可に対
する審査・批准が厳しくなっている。雑誌の出版には刊
号（雑誌コード）の取得が必要だが、海外雑誌コンテン

ツへの単独での新規刊号の認可はおりない。そのため、
既に刊号を取得している中国国内の雑誌と提携し、コン
テンツを提供する形での市場参入しか出来ない。

音楽
海外の音楽ソフトを輸入するためには新聞出版総署審
査・批准が必要である。さらに輸入音像製品をインター
ネットで流通させる場合には、文化部の審査・批准の後
に、新聞出版総署の内容審査・批准を受ける必要があ
る。また、外資企業による音楽作品の制作・放送への参
入は禁止されており、音楽ソフトや映像等の流通販売は
合弁での出資に限られ、且つ外資の出資比率は49％まで
とされている。

ゲーム
ネットゲームの場合、文化部の網絡文化経営許可証を
取得し、インターネット文化関連の運営会社の資格を有
する輸入機関を通じる必要があり、外資系企業のみでの
配信、課金活動は実質的に不可能である。また、ゲーム
の内容は文化部進口遊戯製品内容審査委員会、ゲームの
出版（発行）は新聞出版総署の審査・批准を受ける必要
がある。

メディアミックス・各種イベントの開催
外資企業や海外コンテンツへの各方面の規制・参入障
壁が原因で、有力コンテンツを核とした、（例えばコ
ミック出版×テレビ放送など）メディアミックスやマー
チャンダイジング、イベント、プロモーション等の実施
に大きな制約がある。本来コンテンツビジネス発展のた
めのブースターには、こうした施策の連動が不可欠であ
るが、現状では各分野の規制などを背景にして、それぞ
れが個々の展開に終止してしまっているケースが目立
ち、結果としてコンテンツビジネスの大きな成功事例へ
と育ちにくい状況になっている。こうした分野で経験を
有する海外コンテンツの成功事例は、国内コンテンツ企
業発展のためにも寄与していくはずである。

著作権保護体制や 
行政手続における懸念事項
今次の著作権法改正案では、関連法規の整理のほか、
創作の奨励・取引ルールの整備・権利保護の強化に関す
る規定が設けられた。特に権利保護に関しては、司法救
済において賠償や証拠収集の面で強化が図られたほか、
行政救済手続についても一定の強化が図られた点は評価
する。但し、著作権法改正案や行政手続に関しては、依
然として以下のような懸念がある。

従業員への奨励を法定することについての懸念
著作権は専利権等と異なり、多くの従業員が日常的に創

作し、登録を要せず発生する権利でもあることから、数量
が膨大になるおそれがある。これにかかわる奨励、従業員
の権利の拡充が認められると、企業の負担が過大になり、
多くの企業の正常な経営に支障が生じるおそれがある。
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法定許諾の範囲についての懸念
テレビ局等による放送、新聞・雑誌掲載記事の転載な
ど、一定の要件で無許諾利用（法定許諾）を認める条
文が少なくない。事実上著作者からの許諾がなく著作物
を利用できることに繋がるおそれがある。著作物の利用
は、著作権者との利用にかかわる協議を前提として、無
許諾利用は原則排除すべきである。ベルヌ条約第9条と
の整合性も検証が必要かと思われる。

著作権登記制度についての懸念
改正案は著作権登記制度を強化し、登記を「基礎的な
証拠」と位置付けている。ただし、著作権は登記が無
くとも発生するものであり、登記を強調することで本来
の権利者を侵害することにならないよう留意が必要であ
る。特に現状では登録権利の取消し手続が未整備であ
り、著作権を冒認登記された場合に権利が守れない懸念
がある。中国での登録が困難な海外コンテンツについて
は特にこの危険性が高く、現行制度でも日本の多くの著
作権が冒認登記されている。

著作権集団管理組織に関する懸念
著作権集団管理組織については、組織の存在や実態、
権限等が不明瞭である。著作権集団管理組織制度は今後
も強化されると思うが、より多くの権利者に対して情報
公開を進めることが必要である。また、著作権集団管理
組織に属さない権利者がそのことによる不利益が生じな
いよう、著作権者の権利が十分に尊重されるよう配慮が
必要である。

その他の懸念
・プログラムの互換性に関する複製解析等を認めること
で、不正利用を助長する懸念がある。

・技術的保護手段回避が可能な要件が法定されることで、
海賊版を助長する懸念がある。回避禁止規制は積極的な
回避や改変行為を禁止するのにとどまるべきもの。

行政手続の簡素化・迅速化
・映画・アニメ・ドラマ・出版物への事前内容審査・検
閲が存在し、規制基準も不透明である。

・中国では、コンテンツソフトの制作から流通まで全て
のプロセスに規制が存在し、さまざまな官庁が二重三
重に規制を行っていることから手続に時間を要する。

非正規コンテンツの市場からの排除
中国では、あらゆる分野に非正規版が存在している。
映画・アニメなどの映像についてはネットへの無許可・
違法配信および無許可テレビ放送、漫画など書籍につい
ては海賊版およびネット海賊版、音楽については海賊版
CDおよび無許可・違法配信、ゲームについては海賊版お
よびネットへの無許可・違法配信、キャラクター商品に
ついては模倣品および非正規ルートの販売などがある。

インターネットでの無許可・違法動画配信問題
中国には6億人超のインターネットユーザーが存在
し、そのうち8割のユーザーがモバイルWebを利用して
いる。版権元にとって、インターネットでの無許可・違
法動画配信問題の改善・解決は急務となっている。近年
主力動画サイトが日本の人気作品の正規版の配信を始め
るなど、版権に関する意識が少しずつ高まってきたこと
は、市場の健全な発展のためにも好ましい。ただし、ま
だ多くの作品が無許可で配信され、違法にビジネス展開
されている。

産業発展や人材の創造性育成への障害
模倣品・海賊版の横行により、版権元が本来得るべき
利益を享受できていない。事業者の利益の保護や健全な
市場競争こそが、事業者の創作性の育成や産業の発展に
繋がる。また、非正規コンテンツへの対応・対策は、事
業者に負担を課すのみでなく、行政機関や国民にとって
も社会的費用となる。著作権改正案では、再犯者に対す
る罰則強化等、権利保護強化に関する規定が導入されて
いる点は評価したい。また、さらなる運用の強化を期待
したい。

＜建議＞
- 2014年白書にて建議した事項につき、制度・
運用上の改善を実務上実感することが出来な
い。また、ネット上の映像コンテンツに対し
てはさらなる管理強化が図られるなど、我々
の建議に逆行する動きもみられる。よって、
以下のとおり建議する。

①外国企業・海外コンテンツに対する規制の緩
和・参入障壁の撤廃

- 中国コンテンツ産業の発展は国内企業の保護
ではなく、健全な競争による国内企業・人材
の育成が鍵である。また、市場ニーズがある
にも関わらず正規版の市場参入が制限されれ
ば、政府の事前審査や検閲を通過していない
模倣品や海賊版のコンテンツが市場に蔓延す
る結果に繋がる。2014年9月に公布された
「ネット上の海外映画・ドラマの管理につい
て改めて審査審理することに関する規定」
は、非正規コンテンツの流通に繋がり、且つ
中国国内企業が近年来構築してきた海外企業
との商流に水を差すものである。そこで、以
下を建議する。

・外国企業や海外コンテンツの輸入・制作・流
通・販売等に対する各種規制や参入障壁を取
り除くこと。

②著作権保護体制の整備・促進、行政手続の簡素
化・迅速化

- 中国コンテンツ産業の発展には、規制緩和と
ともに、著作者の権利のさらなる強化が必要
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である。そこで、著作権法や行政手続に関し
て、以下を建議する。

・権利者の許諾を得ずに使用できる「法的許諾」
は例外的な場合に限るように規定する。

・著作権の冒認登録が行われた場合に、登録を抹
消する手続を整備する。

・著作権集団管理組織の実態、権限等に関して情
報公開を進める。また、著作権集団管理組織
制度においては、著作権者の権利が十分に尊
重されるよう配慮する。

・コンテンツに関する事前内容審査・検閲の規制
基準を明確化する。

・コンテンツ分野における行政手続の簡素化や迅
速化を進める。

・職務著作・実演において従業員に奨励を与える
ことは重要だが、奨励・報酬の方法や金額等
については個社の経営判断に委ねるべきであ
るため、それを法定しない。

③非正規コンテンツの市場からの排除

- 正規事業者の利益を保護し、中国のコンテン
ツ産業のさらなる発展を促進するためにも、
以下を建議する。

・積極的な行政取り締まりの継続と、再犯等悪質
な権利侵害者に対する処罰を強化する。

・インターネットを介した海賊版や無許可コンテ
ンツの配信・ダウンロードサイトの管理監督
を強化する。

・著作権に関する紛争が多く、当事者、行政、司
法、社会にとって負担となっている状況を改
善するため、著作権保護に関する普及啓発等
を推進する。
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４．広告

中国広告市場の現状
中国の大手調査会社、央視市場研究股份有限公司(CTR)

によると、2014年の中国広告市場は8,200億元となった。
これにより、中国は世界第2位の広告市場となるが、広告
市場の減速も観測される中でGDPに占める広告市場は、
2013年の1.4%に対して2014年は1.2%にとどまった。

2014年は改正商標法の発効、改正広告法のパブリッ
クコメントの実施など、広告市場にかかわる環境が大き
く変化する途上であった。

中国広告費の内訳
2014年、-メディア（テレビ、新聞、雑誌、ラジオ）
の広告費は7825億元と前年と同じ規模ながらマイナス
成長を記録した。新聞・雑誌などの紙媒体での広告費減
少が顕著となっている。デジタル領域の広告費は359億
元を記録した。

業種別の広告出稿量では、上位5業種は、①化粧品・
トイレタリー、②飲料、③食品、④サービス業、⑤医薬
品であった。2013年との比較では、酒類広告が前年比
12%減、不動産が8%減と大きく出稿量を減らし、中国経
済の先行きの不透明感および政府の腐敗防止活動が上記
2業種に大きな影響をもたらしたと考えられる。

一方で、通信関連のサービスは前年比11%増と大きく
伸張、スマートフォンのゲームやアプリケーションの出
稿量増加が大きく寄与した。2013年に規制強化を受け
て大きく広告出稿を控えた医薬品分野は、サプリメン
トなど医薬品周辺分野の積極的な広告出稿もあり前年比
11%増と規制前の市場規模に戻った状況にある。

表1：業種別出稿量

業種 2013
（千億元）

2014
（千億元） 前年比

日用雑貨・化粧品 1.20- 1.10- -8%
飲料 0.97- 0.99- 2%

サービス業 0.80- 0.77- -3%
食品 0.80- 0.84- 4%
医薬品 0.51- 0.57- 11%
種類 0.48- 0.39- -19%
不動産 0.46- 0.42- -8%

娯楽・旅行 0.47- 0.47- 1%
交通 0.42- 0.42- 0%
通信 0.26- 0.29- 14%

出所：CTR,-Adexpower

主なメディア
テレビ
テレビ広告は引き続き2～3%の成長を記録するもの
の、広告市場に占めるシェアが50%を初めて下回った。
各媒体社はデジタル・モバイル媒体への移行による収入
減少を止めるべくデジタル化や付加価値化を進めるが、

CCTVの収益が前年比10%減を示すなど、大きな市場環
境変化に直面している。

新聞・雑誌
新聞・雑誌広告は引き続き年率5～8%のマーケット減
少に直面している。デジタル化による浸透度の回復、読
者層拡大に向けたフリーペーパーの導入など各社の施策
は進むものの、広告媒体としての価値は年々減り続けて
いるが、年率10%の減少を記録した2010～2013年に比
して減速のスピードは落ちている。

デジタル
広告市場におけるデジタル領域の拡大は年々進んでお
り、2013年には市場の30%を占めるまでに成長した。
デバイスの変化などによるデジタル広告領域内での変化
も激しく、モバイル広告とビデオ広告が今後の主流とし
て大きな成長を見せる環境となっている。

iResearch社によると、モバイル広告市場は広告市場に
おいてすでに3%の市場を占め、今後も80%程度の継続的
な成長を続けると予測されている。モバイル広告領域に
おいては、モバイルAppが主たる広告になる、パーソナ
ルコンピューターで使われていた消費者特定技術が利用
できないなど、これまでのデジタル領域とは違う広告手
法が必要となっている。

ビデオ広告は、インターネット動画サイトの発展と
ともに定常的にオンラインビデオを視聴する消費者の
数は4億5,000万人を超えて拡大を続けており、2013
年に広告出稿料の伸びが200%を示した（フォレスター
社）。今後も50%程度の成長が見込まれると同時に、
iQiYi,- LeTV,-Alibabaなどネット各社がテレビ一体型の
スマートテレビを発売しており安価な価格設定にとも
なってビデオ広告のプラットフォームの大幅な拡大も
予想されている。

表2：媒体別広告費(2014年未確定 単位：RMB’M）
媒体種別 2014出稿額 2014シェア
テレビ -388,165- 46.8%
ラジオ -22,573- 2.7%
新聞 -66,633- 8.0%
雑誌 -15,967- 1.9%
屋外広告 -76,390- 9.2%
デジタル -260,272- 31.4%
合計 -830,000- 100.0%

出所：CTR,-Adexpower

広告会社の動向
2012年時点で、中国内には約29万社の広告代理店が登
録されており、毎年20%前後の伸びで増え続けている。広
告会社の平均成長率は10%前後にとどまる中で、これまで
外資系がローカル広告会社を買う形で行われてきたM＆A
が、ローカル同士での合従連衡、もしくはローカル広告会
社のグローバル化が進んでいる。
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表3：中国関連M＆A実績（2014年）
買収社 被買収社 事業内容

WPP（UK）

Polestar-(PRC) e-Commerce
AppNexus-(PRC) Mobile
Teein-(PRC) Social
XMKT-(PRC) Digital

Bluefocus-(PRC)

Admaster-(PRC) Data/Optimizer
Metta-(HK) Creative

Cossette-(Canada) Creative
Fuse-project-(US) Digital
Citizen-Relation-(US) PR
北京北聯偉業電子商務

有限公司 e-Commerce

上海凱詰電子商務
有限公司 e-Commerce

杭州網営科技有限公司 e-Commerce

Leo-Group-(PRC)

Arkr-Digital-(PRC) Social
Amber-Communication-

(PRC) Digital

Media-V-(PRC) Data/Optimizer

New-Culture-(PRC)
Tulip-(PRC) Digital
Dakesi-(PRC) Digital

SPEARHEAD-(PRC)
D&S-(PRC) PR
Allyes-(PRC) PR,-Event

ACTIVATION-
GROUP-(PRC) NODEPLUS-(PRC) Social

広告業務を取り巻く環境変化
2014年、商標法の修正が発効し、先使用商標の導
入、音声商標の導入、著名商標の保護が明確化されるな
ど不当競争防止と権利主の保護が進んだ年となった。運
用上の課題は引き続きあるものの、日本企業にとって
は、先使用商標や著名商標が導入されたことは広告およ
び中国内でのブランド構築にあたって必要な環境整備が
進んでいる。

2015年、1995年2月1日に発効した広告法は発効後
15年を迎えることとなり、立法府による修正作業が行わ
れている。修正作業は2014年2月に第1回のパブリック
コメントの募集、7月の委員会のレビューと承認、2014
年12月に第2回のパブリックコメント募集の草稿が公開
された段階にある。

第2回パブリックコメント案に提示された修正案で
は、煙草広告の販売所以外での禁止、酒類広告における
自動車運転表現の禁止などの煙草・酒類に関する規制強
化、10歳以下の未成年の保護などが盛り込まれている。

修正は規制業種にとどまらず広範に及んでおり、中国
市場の広告で一般的な有名人・著名人による商品推奨広
告について、商品の使用経験がない著名人が推奨をした
場合に、消費者の誤解を招く表現や商品の品質が著しく
劣ることを知りつつ推奨を行った場合には広告主と同じ
責任を負う（修正第60条案）、消費者の承認（オプトイ
ン）なしでの広告送信、電話などが禁止される（修正第
45条案）など、これまでの慣行を大きく変える規制導入
が提案されている。

また、上記規制強化にあわせて、罰則の強化（修正第
56条案）、国家工商行政管理総局の広告業管理の権限強

化（修正第7条案）-も提案され、WTO合意条項との齟齬
も解消に向かう予定である。

広告法の修正にあわせて、2015年にはインターネット
広告に関する規制、広告営業ライセンス管理規制および
広告事業監査規制の関連規制の修正も予定されており、
2015年から2016年にかけて広告業務の中国におけるビジ
ネス慣行が大きく変化する転機となる可能性が高い。

広告主、広告会社、媒体社に限らず、広告に従事する
者は広く上記変更を理解する必要があり、広告表現の可
否、利用可能なコミュニケーションの手法や媒体、個人
情報の活用方法などが大きく変化することに留意する必
要がある。

同時に、広告法修正に関して市民社会からの注目度は
非常に高く、新狼微博上の広告法修正に関するトッピク
は300万人以上がフォローするなど、プライバシーや消
費者権利に関する意識が高くなっていることがうかがえ
る。法規規制に限らず、市民感情の変化に留意すること
も重要となる。

参考資料: 国家工商行政管理総局、国務院、中国互連網信息中心
  現代広告(Modern Advertising)、AdexPower、CTR、iResearch
--

＜建議＞
①広告業務への外資参入規制

- 中国のWTO加盟時の合意では、加盟後4年以内
に外資独資子会社の設立を許可すると定めら
れ、現在-100%外資の広告会社設立を認めてい
る。しかし、その条件として、外国投資者が広
告業務を主要業務として3年以上行っている企
業でなければならず、実際の外資参入には制限
をかけられている。同時に、ゲームや映像を含
むコンテンツを営む企業、アグリケーション
サービスなど複数企業にまたがる情報提供を行
う企業など広告を主たる業務でない企業が広告
事業を行うケースが増える中、一定の条件を満
たせば主要業務でない企業も広告業務を展開で
きるよう規制緩和を要望する。直接参入により
多段階におよぶ取引が単純化されることは、国
家の目指す健全なクリエイティブ・広告産業の
発展に資することと考える。
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１．海運

2014年の中国の貿易総額は前年比3.4%増の4兆3,030
億ドルとなった。その成長率は近年に比べて減速した
が、商務部によれば貿易総額世界一の座は維持した模様
だ。その世界経済を牽引する影響力の大きさは依然とし
て変わらない。これとともに貨物輸送を支える外航海運
の果たす役割も従来と変わらず大きい。

ここに、中国政府の交通運輸政策、バルク輸送の動
向、コンテナ船輸送の動向を概観する。-

中国政府の交通運輸政策 (2014年の実
績と2015年の重点目標)
2014年12月28日、交通運輸部の全国交通運輸工作会
議で行われた報告のうち、主なものは以下の通り。

2014年の交通運輸業における達成実績（海運関連）
①船舶輸送能力の構造調整展開

②南京から長江下流水深12.5メートル航路一期工事の竣
工(2014年7月)。

③中国（上海）自由貿易試験区において六つの海運関連
開放政策を実施

④コンテナの「海上から鉄道への一貫輸送」というモデ
ルケースの推進

⑤極地水域における船舶航行規則の制定に積極的に参加

2015年の交通運輸行政の重点目標（海運関連）
①＜全国の沿海港-配置計画＞と＜全国の内航航路配置計
画＞の実施

②長江基幹航路等に関する管理体制の改革推進

③南京から長江下流水深12.5メートル航路二期工事等の
重点プロジェクト推進

④省エネと排出減少に関する新技術と新プロセスの-
応用強化

⑤海上シルクロード沿海諸国との実務協力と海運分野で
の相互協力と相互往来の拡大

バルク輸送の動向

2014年回顧
ドライバルク市況は、各船型の主要水域平均が通年値
で、ケープ/パナマックス/ハンディマックス/ハンディで
各々1万3,798ドル/7,733ドル/9,825ドル/7,683ドルで
あった(前年度は1万4,446ドル/9,461ドル/1万385ドル
/8,220ドル）。通常、盛り上がりが期待される10～12
月についても比較的低調で、ケープで1万4,355ドル（前
年同期比48％減）、パナマックスで8,493ドル（前年同
期比40％減）、ハンディマックスで9,782ドル（前年同
期比31％減）、ハンディで7,111ドル（前年同期比30％
減）に留まった。

同市況が総じて低調に終わった主な要因は以下の通り。

・バルク輸送全般としては、輸送需要の伸び（前年比
8.9％）が船腹供給の伸び（前年比5.0％）を上回った
ものの、絶対数としての需給関係は依然、逼迫と呼べ
る状態には至らなかったこと。

・積揚地のインフラ整備や荷役オペレーションの向上に
よる滞船減少。

・水域間の情報精度もあがり、荷主も計画的に輸送手配
をすることが可能となり、乱高下要因が減ったこと。

・ブラジル鉄鉱石大手シッパーによる大型専用船運航の
拡大。

・中国経済減速による輸送需要の下方修正と先行き不透
明感。

・中国による石炭輸入減（2013年比11.2%減(褐炭含
む・海上輸送分のみ)）。

・インドネシアにおける未加工天然資源の輸出禁止。

・大手シッパーの生産能力増強による鉄鉱石供給増。主た
る消費地である中国においては、価格が下落し続ける
中、港頭在庫も含め十分な供給量が確保されているた
め、買い手側が焦って手配する必要は生じなかった。

・主として中国からの大西洋向け鋼材輸出伸長がFH市況
を押し下げた可能性。

タンカーのVLCC市況は春頃より低迷期に入り5月末に
はWS32にまで下落。その後しばらく低調が続き、8月よ
り世界的な原油安が顕著となり始めるが、WSが上昇し
たのは冬季需要も重なった11月頃からであった。中国に
おいては景気減速を背景にディーゼル油を中心とした石
油製品の消費が鈍化し、輸出の増加にもつながっていた
が、原油については積極的な国家戦略備蓄・民間備蓄を
目的として国内需要以上の輸入が行われていたと言われ

第６章
運輸業
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ている。原油安効果もあり、12月には月間過去最高とな
る3,040万トン輸入量を記録する等、年間で前年比4％増
の3.1億トンに達した。タンカー市況もこれに呼応するか
のように12月に2014年の最高値WS81を記録している。

2015年展望
ドライバルク市況に大きな影響力を持つ中国発着主要貨
物の荷動きについては、鉄鉱石輸入が国内産鉱石の競争力
低下により続伸、鋼材輸出は前年並み、石炭輸入は前年比
減、穀物輸入は横ばいから微増と予想する向きが多い。

2014年のドライバルク市況低迷の一要因になった
ファンダメンタルの弱さが今後短期間の内に解消する可
能性は低いと思われるが、以下要因については今後の市
況好転材料として注視が必要。

・市況低迷の継続による船社経営破綻の進展と、それに
伴い信用不安のない船社への需要が高まること。

・中国で本年発効した新環境保護法による過剰生産能力
の解消・淘汰動向（解消淘汰が進展し、かつ労働力
の円滑なシフトや不適切な補助政策の是正がなされれ
ば、産業構造の改善、鉄鋼会社等の競争力と収益性の
回復が期待される）。

・インドの石炭輸入拡大の可能性。

・バラスト水管理条約等、環境規制強化による船腹需給
の引き締まり（規制強化が老齢船やサブスタンダード
船の市場からの退出を促し、需給引き締めに貢献する
ことが期待される）。

タンカー市況に関しては、引き続き原油安による輸送
量増が期待できる他、洋上備蓄用途のVLCC需要も増し
ており、当面は需給が引き締まる方向にある。年間を通
じて見ても季節需要等に応じた浮き沈みはあるものの、
全体的に前年より明るい材料が多いと言える。また、
中国市場においても原油安を背景に2014年10月頃より
ディーゼル油等の消費量が増え始めている。

但し、船腹供給側面においては、新造船流入のピーク
は過ぎたものの依然老齢船のスクラップが進まない等船
腹過剰感は残っており、また、急速な大量在庫の反動に
よる荷動き鈍化の可能性も考えられる。-

 コンテナ船輸送の動向
2014年回顧
主要航路毎に2014年を2013年と比較して振り返って
みたい。

北米貨物輸送量
東航（アジア→北米）の1～12月累計ベースでは前年
比5.9%増となった。このうち中国(含む香港)積みは前年
比5.6%増。西航(北米→アジア)の中国(含む香港)揚貨物
は前年比5.6%減と落ち込んだ。

-(出所：-PIERS社の統計を「日本海事センター」が纏めたデータ)

欧州貨物輸送量
西航(アジア発)は前年比8.6%増、東航(アジア着)は前
年比2.1%増となった。

(出所：CTS(Container-Trade-Statistics)社の統計を｢日本海事セ
ンター」が纏めたデータ)

日中間貨物輸送量
日本→中国向けが前年比-7.3%減、中国→日本向けが
前年比1.1%増となった。

(出所：財務省貿易統計に基づく日本海事センターの推計)

アジア域内貨物輸送量
アジア域内貨物輸送量は海運同盟事務局(SCAGA)の統
計によると、2014年は、2013年比1.9％増の1,443万
TEUであった。うち中国からの輸出は488万TEU-(2013
年比5.5%増)、中国への輸入は296万TEU- (2013年比
1.8%減)であった。

中国貿易のアジア域内貨物輸送量に占める割合は
54.3％となっている。

(出所：海運同盟事務局(SCAGA)統計に基づく日本海事センターの推計)

2015年の展望
米国は個人消費の好調が続き荷動きは堅調に推移する
と期待される。一方欧州も地政学上の問題が懸念材料と
して挙げられるが、経済自体は安定に向かい、荷動きの
大きな落ち込みは無いと思われる。　　　　

＜建議＞
①船社がレート・アグリーメント（運賃に関
する取り決め）を締結できる相手は、BCO-
(Beneficial-Cargo-Owner、自社貨物を動かす顧
客）-または交通運輸部に認可を受けた-NVOCC-
に限定される旨、中華人民共和国国際海運条
例第二十一条にて規定されている。船社と
しては、交通運輸部に認可を受けていない
NVOCC-からアプローチあった場合には、その
旨説明しているが、中国国外のNVOCCの中に
は上記法令を理解していない会社も多く、一
部混乱が生じているのが実態である。中国国
外のNVOCCに上記法令が周知されるよう、交
通運輸部からも働きかけていただきたい。-

②人民元建てのサーチャージ（運賃とは別に徴収
される料金）に関して、その基となるコストが
上昇した場合には、船社から交通運輸部に対し
て料金引き上げの申請を行うこととなるが、最
近は認可を受けられないケースが多くなってい
る。実際に中国国内において諸コストは上昇し
ており、船社からどういった資料を提出すれば
認可を受けることができるのか、明確なガイド
ラインを示していただきたい。
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２．空運

国際航空運送協会（IATA）は2030年までに中国が
世界最大の航空市場に成長するとの見通しを示してい
る(2014年10月発表)。世界の年間航空旅客数は今後20
年で倍増、なかでも中国関係路線では現在の8,560万
人から13億人へ膨らむとみている。また、年平均成長
率は5.5%を確保し、世界全体と米国の平均（それぞれ
1.4%、2.3%）を上回る見込みとしている。

また、中国では年間旅客数1,000万人を超える空港が
24港（日本は7港）に達している。北京首都空港の年間
旅客数は5年連続で世界2位、上海浦東空港の貨物取扱
量は7年連続で世界3位（出典：2014年12月26日-新華
社）。こうした諸データから、中国が航空輸送大国の地
位を確立していることは既成の事実といえよう。

2014年の概況および2015年の予測　
航空旅客
2014年、中国全空港の旅客取扱い実績（出発・到着
の総計）は約8億3,153万人、前年比約10.2％増であっ
た。内訳は国内線（香港、澳門、台北路線含む）が約7
億6,064万人で約10.1％増、国際線が約7,089万人で約
11.7％増となっており、国内線・国際線ともに中国の航
空旅客数は持続的に増加している（出典：中国民用航空
局。特に記載ない限り以下も同様）。

2012年9月からの日中関係冷え込みにより、双方の訪
問者数は大幅に減少した。2014年においても日本人の
中国への渡航は271.76万人、前年比5.56%減となり、減
少に歯止めがかからなかった。

しかしながら、日本への中国人渡航者数については
2013年夏以降回復に転じた。2014年においては240.92
万人で前年比83.3%増となり、国別増加率で1位となっ
た（国土交通省観光庁統計）。2015年1月に上海総領
事館で発行された日本行き観光ビザの内訳においては、
個人が初めて団体を上回っており（個人：団体＝53：
47）、都市部を中心に旅行の個人化が急速に進展してい
ることがうかがえる。

「爆買い」が流行語となったことが象徴的であるが、
訪日の目的の多くは買い物である。日本で販売されてい
る商品への信頼感に加えて円安や2014年10月からの免
税制度拡充が後押ししたといわれている。また、2015
年初より日本を訪問する中国人へのビザ発給要件が緩和
されたこともあり、当面は旺盛な訪日需要が続くであろ
う。しかしながら、LCC（ローコスト・キャリア）を中
心とした中国系航空会社の積極的な増便により総需要の
一層の喚起が期待できるが、一方で航空会社間の競争は
むしろ拍車が掛かっており、2015年も同様の状況が続
く見込みである。

航空貨物
2014年、中国全空港の貨物取扱い実績（出発・到着
の総計）は約1,356万トン、前年比約7.8％増。内訳は国
内貨物（香港、澳門、台北路線含む）が885万トンで前
年比6.7％増、国際貨物は471万トンで前年比9.8％増で
あった。

景気回復基調にともない、米国向けや生産分業の進む
イントラアジア向けの輸出は今後とも好調に推移するこ
とが想定される。一方で欧州向けは、景気拡大テンポの
弱さが懸念され伸びは鈍化傾向にある。2015年につい
ても、日本向け輸出は伸び悩み、好景気持続が予想され
る北米向けを中心とした3国間流動が貨物総量を牽引す
る傾向が続くであろう。

また、中国と北米を結ぶ直行便も増加傾向にあるが、
長距離輸送できる重量に制限があるため、軽量貨物は直
行・重量貨物は日本経由といったすみ分けができている
状況である。

　　　　　　　　　　　　

今後の展望・課題
経済成長と旅客・物流の活況が持続しているなか、中
国各地で積極的な空港開発が続いている。2015年初に
は上海浦東空港の第4滑走路が完成、また今後数年間で
北京や広州など多くの新空港建設案件があり、航空運送
サービスの供給量は飛躍的に増加することが期待され
る。しかし、施設拡大の一方で空域・スロット不足を解
消しなければ、本来のパフォーマンスが有効に発揮でき
ないという声もある。そして、国内路線に関しては運航
の定時性・料金面で高速鉄道との厳しい競合にさらされ
ているケースもある。また、他国と同様にパイロット不
足も盛んに指摘されている。拡大し続ける需要に対して
ハード・ソフトが歩調を合わせて成長できるかが鍵とい
えよう。

また、中国キャリアの新規路線開設と増便の勢いは凄
まじいが、日系航空会社は中国側スロットの取得が困難
な空港が多く、今後の早期環境改善に期待したい。

＜建議＞
①羽田路線増便の実現

　2012年8月に日中間で合意し、発表された「日
中航空関係の拡大について」について、合意内
容に従って実現されるようお願いしたい。

【合意内容】

１）2013年3月末から

・羽田＝上海（浦東）※路線で日中双方が2便/
日ずつ

・羽田＝広州路線で日中双方が2便/日ずつ

　※将来的に上海（虹橋）の国際枠が増加する場
合には、上海（浦東）から（虹橋）への振替
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可能。

２）2014年3月末から

・羽田＝北京路線で日中双方が2便/日ずつ

②混雑空港におけるスロット配分

　中国内の主要な空港は全て混雑している状況に
あるが、その空港のスロット配分において、
徐々に改善はされているものの、スロット前
年使用実績の通知やスロットの交換、回答期
限などに関するIATAルールの正確な適用をお
願いしたい。

③各種空港料金の見直し　

- 2008年から導入された新空港料金体系につい
て、国際標準を踏まえて見直しが必要だが、
未だ実施されていない。以下の如き料金の是
正をお願いしたい。

・PSC（Passenger-Service-Charge）の航空会社
負担から直接旅客負担への変更。

・TNC（Terminal-Navaid-Charge）を発着毎1回
の請求にすること。

・着陸料に附加されるサーチャージ（着陸料の
10％上限）の廃止。

④中国人社員の雇用形態変更

　外国航空会社は現地法人化できず、「駐在員事
務所」として登記しているために、中国人社
員を直接雇用はできず、国家認定の人材派遣
会社経由にしなければならない。この状況で
は実質的な雇用責任を企業が負う一方で、社
員のロイヤリティ確保が難しく、人材力を最
大限に活かした事業運営ができない。結果と
して中国人社員の育成やマネジメント登用等
において障害となるため、中長期的に見て当
該企業のみならず社員本人、そして中国社会
としてもマイナス面が大きい。外国航空会社
が直接社員を雇用できるよう変更をお願いし
たい。

⑤中国発着便の管制事由による出発遅れの改善

　航空路混雑や天候事由が重なるケースが多い
が、各空港の管制事由による航空便の遅れが増
加し、常態化している空港も多い。2013年8
月から8大空港の出発便についてフローコント
ロールの影響を受けない管制運用が発表され、
一部その効果が表れている空港があるものの、
現状では多客期間などを中心に出発、到着便
が混雑する時間においては、抜本的な解決には
至っていない。引き続き抜本的な航空路混雑解
消に向けた取り組みをお願いしたい。

⑥空港建設計画に関する情報提供

　北京第二空港、厦門新空港など新規開港やター
ミナルビルの増改築、滑走路の増設などの情

報に関して、現在まで外国航空会社に具体的
な説明がなされておらず、建設計画、運用方
法がわからない状況である。外国航空会社へ
の早期の情報開示と要望ヒアリング等の実施
をお願いしたい。

⑦中国国内不定期便運航認可手続の改善について

- 就航便座席数の制約や用機者のニーズによっ
て、不定期便運航の必要性が生じることが少な
からずある。しかしながら、不定期便を申請
しても運航直前まで認可をいただけない状況と
なっており、万が一認可が下りなかった場合に
は利用客に多大な迷惑をおかけするリスクを抱
えている。遅くとも運航月前月には認可可否を
通知いただけるようお願いしたい。

⑧空港安全検査時間の短縮

- 空港や時期にもよるが、旅客安全検査に時間
を要する状況が発生している。利用客のスト
レス・定時運航の観点から検査ブースを増設
するなどの適切な対処をお願いしたい。
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１．卸売業

中国の2014年の名目GDPは、63 兆 6,463 億元で実質
前年比7.4％増、また2015年の実質GDP成長率目標は7％
前後と設定されており、世界における存在感、影響力の
高さを示す高い経済成長を続けている。2014年の消費
のGDPに対する寄与度は51.4％と、投資・輸出合計を上
回っており、今後も内需・消費主導型経済へ移行するト
レンドに変化は無い。

中国の卸売業は、戦後の地域・商品別の専業公司と卸
公司の時代から始まり、1978年以降の改革開放による
新規参入増、卸市場の創設等市場化段階、2001年WTO
加盟以降の外資参入と競争激化などを経て、取り巻く環
境は劇的に変化してきている。現在は、地域格差、中小
企業の乱立・分散などの特徴がみられる（表1）。卸売
業の代表的な機能は、①調達機能、②（川上・川下業者
に対する）金融機能、③情報（市場分析・予測、販路開
拓）機能、④物流（在庫・配送）機能などがある。

表１：中国の商品別卸売業者の数と資産状況 
(2013年末時点)

商品別卸売業者 法人数(万社) 資産規模(億元) 資産平均(億元)
農林畜産 11.0 11,204.10 0.1
食品、

ドリンク、タバコ 18.1 24,301.60 0.134

紡績、服装、
家庭用品 22.5 25,537.30 0.113

文化、
スポーツ用品 6.1 6,402.20 0.105

医薬、医療機器 5.0 10,452.60 0.21
鉱山品、建材、
化学製品 51.6 129,720.40 0.25

機械、金属、
デジタル製品 42.8 43,418.90 0.101

一般貿易と代理 6.6 9,332.80 0.14
その他 11.0 96,501.00 0.08

出所：第三回経済センサスの公開数値を整理

表2：消費財販売総額の過去5年の推移（単位：億元）

年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
総額 156,998 183,919 210,307 237,810 262,394
前年比 18.3% 17.1% 14.3% 13.1% 10.3%

出所：中国統計年鑑

2014年の動向、おもな政策・行政 
措置、2015年の展望・重点施策
国務院は2012年に、「流通業体制改革の深化による
流通産業発展加速に関する意見」（国務院2012年39号
文件）を発表、長期的な定性目標として、2020年まで
に、①卸売業の流動資産回転率向上、②GDP対比での物
流コスト低減、の2つを掲げた。

流動資産回転率向上に関しては、売掛金の回転率向上
のほか、在庫商品、売掛金を抵当化し融資を得る等、流
動資産の有効活用という観点から卸売業全体の資産効率
の向上を目指すもので、2014年12月、商務部と中国銀
行業監督管理委員会は共同で、「融資環境の改善による
中小零細商品貿易流通企業の融資サービス強化に関する
指導意見」を発表、特に中小零細商品貿易流通企業の在
庫商品、売掛金の抵当化による融資を推進、拡大するこ
とを提唱している。

物流コスト低減に向けては、2014年2月に、統制価格
であった鉄道貨物運賃の、一層の市場開放と需給による
取り決めを推進。2014年9月には、制限していた国内宅
配事業への外資参入を開放、先進国の宅配事業のノウハ
ウを取り込み、国内宅配産業の効率向上を図った。

2014年11月には、商務部より「中小商品貿易流通企
業の健康発展に関する指導意見」を公布し、物流専門企
業、低温物流や物流情報センター向けの支援を強化する
とともに、中小商品貿易流通企業による共同配送実施に
向けての試験都市建設を加速する意向を示した。

この結果、元来商品調達面で卸売業者に頼っていた小
売業、中でも小型店舗は、調達機能に強みのあった大型
店舗より商品価格は平均して高くなりがちだったが、こ
の価格差は縮まり、消費者は、自分の居住地付近の小型
小売店舗に買い物に行くようになった。大型店舗の小売
業者は、シェア縮小に対する対抗手段として、地域密着
型の管轄小型店舗の展開を試みている。

2015年の展望としては、まず2014年の11月に商務
部が公布した意見により、物流専門業者が台頭、さらに
従来大手卸売業者、小売業者等が自社商品のために保有
していた物流機能・資産を分離し、自社商品以外の商品
の取り扱いや共同配送を梃子に、グループ全体の物流機
能の有効活用と業容拡大を目的とした、「3PL（サード
パーティ・ロジスティクス）」が本格的に市場化するだ
ろう。もう1つは、ビッグデータの活用である。ビッグ
データを活用した国内初のネット銀行の設立、民間企業
や個人の信用評価への動きは、ビッグデータ産業の今後

第７章
流通・小売業
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の成長を期待させるものだが、それにより、卸売業の代
表的な機能の一つである「情報機能」のアウトソーシン
グ化が進むものと考えられる。

卸売業の問題点および改善要望
日系企業が直面している問題点に就いて以下触れたい。

許認可
全国統一の許認可ルールが欠如、或いは不足してお
り、経営範囲や通行証等の許認可に於いて、地域や監督
署、窓口担当者に拠って対応が異なる問題が発生してい
る。また、タイムリーな規範・ルールの更新、商品特性
や信用度に応じた許認可の簡素化や優遇措置などの柔軟
な制度運用に欠けている。

政策支援
日本に於ける「卸売市場法」のような、業界秩序や
ルールを規範化したものが欠如、或いは不足しており、
既存の関連規定の実効性を損ねている。また、業界指
導・調整が無いため、例えば施設の重複建設などの資源
浪費につながっているケースが多い。さらに、業界状況
をより詳細に可視化するための統計指標やそれらを公開
するシステム等、ソフト面での支援が欠けている。

業界管理
経済のグロバール化が進むに連れ、開かれた公正・公
平な市場を内外にアピールすると共に、安心・安全な
取引を守ることが肝要であり、川上業者、卸売業者、小
売業者は単なる競争・取引関係でなく、相互に協力し合
い、サプライチェーン全体の適格性と公平性を担保する
機能を発揮することが不可欠であるが、未だ不公平な対
立関係の下に取引が行われているケースが目立つ。この
ことが取引条件の公平性やコンプライアンス順守を妨げ
る要因となっている。

＜建議＞
①経営範囲拡大手続の改善

- 取り扱いアイテムの増加は、卸売業者にとっ
て商量を増やすために不可欠であり、且つ小
売業、製造業も含めた業界、バリューチェー
ンの活性化に繋がるものであるが、当局に対
する経営範囲の拡大申請において、手続に想
定以上の時間を要している。また窓口職員に
よって要求する書類の数・内容が異なること
があるので改善を要望する。

②違法行為者に対する取り締まり強化

- 卸売業者の一部はコンプライアンスの意識が低
く、コンプライアンスを遵守している企業の競
争力の低下を招いている。例えば、(1)過積載を
前提とした料金を提示する業者が存在する。ま
た、(2)発票を発行しない前提で税金分のコス

トを割引いた配送見積を提示する業者が存在す
る。特に、遠隔地から商品を調達する場合、売
上原価に占める配送費用の割合は大きくなるた
め、一部の企業はこれらの不当に安い見積を提
示する運送業者を優先的に利用して売上原価の
低減を図っていることが散見されている。健全
な業界発展のために、違法行為者の取り締まり
強化をお願いしたい。

③小売業者との公平かつ健全な取引へのさらなる
支援

- 優越的地位を乱用した小売業者による不透明
な費用請求や支払遅延、一方的な返品等の問
題が後を絶たない。返品については、瑕疵の
ない商品の一方的な返品という問題に加え、
小売業者の対応が遅いために返品伝票（赤
伝）の発行が遅れ増値税の還付が遅れたり、
返品伝票が小売業者から発行されずに増値税
の還付が受けられないケースさえある。

- 不透明な費用請求については、2006年11月に
「小売業者と供給業者の公平なる取引に関す
る管理弁法」が施行され、小売業者の優越的
地位を乱用した不公平取引を禁止することが
法制化されている。また2011年12月には「大
型小売店の供給業者に対する違法徴収の是正
措置」が商務部等5部門の連名で発表され、小
売業者が卸売業者から徴収可能な費用、徴収
してはならない費用を明確化の上、取り締ま
りも行われている。但し、取り締まりの対象
となっているのは氷山の一角であり、不平等
な商行為は続いている。

- ついては、さらなる公平かつ健全な取引の浸
透と業界の発展に向け、下記のような改善を
関係当局・協会により行っていただきたい。

・諸外国の公正取引監督管理部門のように、統一
的に管理する政府機関の設置等により、日常
的に相談できる窓口を設けてほしい。

・小売業者から卸売業者に対する支払遅延や一方
的な返品などの不正取引行為も法律、法規化
していただきたい。

④立替金の計上方法および営業税賦課の見直し

- 小売業者が製造メーカーの販促活動を行う
際、製造メーカーに代わって卸売業者が販促
費用の立替えをするケースがある。立替金は
現状売上計上対象となるうえに、営業税の賦
課対象となるため、製造メーカーが当該営業
税額を認めない場合、この営業税は卸売業者
の負担になってしまう。ついては立替金の計
上方法の見直し並びに営業税賦課対象からの
除去を検討していただきたい。

⑤公平かつ透明な通行証発行基準の制定・運用、
および共同配送に対する支援
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- 都市部における小売店舗の増加に伴い、より
スムースな配送が求められるが、当局より通
行証を取得する際に、当局担当者によっては
会社の規模、或いは交通渋滞、環境問題など
を理由に通行証の発行を認めないなどのケー
スがある。通行証発行に関する公平かつ透明
な基準を制定し運用してほしい。

- また、昨今の都市部での交通渋滞、それに起
因する環境問題も考慮すれば、共同配送を推
進すべきであり、共同配送を推進する企業に
対する通行証の発行、交通制限時間短縮など
の優遇策も検討いただきたい。

⑥低温物流発展のための人的支援

- 低温商品市場の拡大に伴い、低温物流にかか
わる低温倉庫、配送車両などハード面は整備
されつつあるが、製造から販売までの各流通
段階で低温が途切れるなど、管理レベルが低
い等の課題がある。ついては、卸売業者に求
められている、低温商品の流通面における安
全性確保、サービス高度化に応え得る、専門
知識・技術を有した人材育成、人材の認定制
度などに尽力いただきたい。

⑦税関による事後調査の体系化、高格付企業への
優遇策

- 事後調査に関しては、通関毎の管理から企業
毎の管理に軸足を移す方針であると理解する
も、未だ体系だった事後調査が実施されてい
ないので、体系化に尽力願いたい。また、最
高位にあたる高級認証企業(旧AA)への優遇政策
が不十分ゆえ、改善をお願いしたい。

⑧渉外調査管理弁法の見直し

- 第三者を起用した市場調査を実施する場合、
渉外調査を行う資格をもった業者を起用すべ
しとの規定があることにより、適切な市場調
査ができない場合がある。渉外調査管理弁法
の当該規定の見直し、緩和をお願いしたい。
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２．小売業

競争の激化している小売業の動向
二ケタ成長が続く中国の小売総額は2007年に日本の小

売業販売額を抜き、2014年には26.2兆元（約450兆円）
と、日本の3倍強の規模まで拡大している。足元では倹
約令等の影響で成長がやや鈍化しているものの、人口増
や国民の所得向上、内陸部への地域の広がり等、中長期
的には引き続き堅調な成長が見込まれる。また、生活の
繁忙化や一段上のライフスタイルを志向する消費者の増
加に伴い、利便性の高いコンビニエンスストア（以下、
コンビニ）や、特定のカテゴリーで豊富な品揃えを有す
る専門店等、新たな業態に対するニーズも高まってい
る。小売企業の動向をみれば、前述の消費伸び悩みに加
え、競争の激化や賃料水準の上昇が進んでいる中、上位
企業でも売上高や店舗網の縮小を余儀なくされる事例が
散見され、高度化しつつある消費者ニーズに対応した商
品・サービスの提供力等の違いにより、各社の優勝劣敗
が鮮明となりつつある。

倹約令を主因とした消費の伸び悩み
中国の小売総額は近年伸び悩みを示しており、年成長
率は2011年の17%増から2014年の12%増へと鈍化した。
市場規模の拡大に伴う減速の面はあるものの、主には
「倹約令」が要因として挙げられる。2012年12月に始ま
り、その後徐々に厳格化されつつ対象が広がっている倹
約令は、建国以来最も厳しい腐敗撲滅キャンペーンであ
り、この影響を受け高級レストランや高級酒・タバコな
ど主に接待・贈答需要等に関連する高額消費が低迷して
いる。ただし、所得の増加や消費の多様化を背景に、一
般消費は引き続き堅調とみられる。実際、2015年の春節
休暇中における中国人観光客による日本での「爆買い」
のニュースは一般大衆の消費力向上の証左と言えよう。

注目される内陸部の消費市場
地域別でみれば、経済発展が先行している上海・北京な
ど沿岸部大都市における一人当たり小売消費額は相応の規
模に達しており、これに伴い成長率は総じて一ケタの水準
に止まっている（図1参照）。一方、近年では、「西部大
開発」、「東北振興」「中部崛起」といった地域振興策の
下、内陸部ではインフラ投資が盛んで製造業の工場移転も
進んでいることから、住民の所得水準は着実に上昇してお
り、一人当たり小売消費額の伸び率も高い。

こうした中、近年では小売チェーン各社による内陸部
への出店が加速しており、中でも小売市場の存在感が急
速に高まっている成都、武漢、長沙、重慶といった都市
は、現在日系を含む小売企業の重要な出店候補地となっ
ている。

図1：地域別一人当たり小売消費額の分布

（2012年対比2013年）
一人当たり小売消費額伸び率

2013年一人当たり小売消費額（千元）
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出所：中国国家統計局

業態別小売市場規模の日中比較
業態別の市場規模をみれば、中国の百貨店および総合
スーパー業態は既に日本を上回っているものの、普及が
遅れているコンビニ業態は未だ日本の1割弱に止まって
いる（表1参照）。また、1店舗当たり売上をみれば、
何れの業態も日本との懸隔は大きく、中でも百貨店業態
は、3～4級都市を中心に小型店が多いことから、日本の
6%弱に止まっている。

表1：業態別日中小売業の状況比較
　 日本（2012年） 中国（注１)（2013年）

業態 小売市
場規模 店舗数

1店舗当
たり売
上

小売市
場規模 店舗数 1店舗当

たり売上

百貨店 5.5兆円 228 240.7億
円 5.9兆円 4,514 13.0億円

総合
スーパー
（注2）

5.3兆円 1,122 47.4
億円 7.5兆円 9,380 8.0億円

スーパー
（注3）

16.8
兆円 16,290 10.3

億円 4.6兆円 33,835 1.4億円

コン
ビニ 5.5兆円 30,598 1.8億円 0.5兆円 14,680 0.3億円

出所：日本は平成24年経済センサス（総務省統計局）、中国は
中国国家統計局

注１：中国は一定規模以上（従業員60名以上かつ売上高500万
元以上）の企業。1元＝15.9円で計算

注２：中国の総合スーパーは大型スーパーの値を記載
注３：日本のスーパーは食品スーパーの値を記載

日本における小売業態の発展経緯を振り返れば、百貨
店およびスーパー業態は70年代初期から急成長し、80
年代には競争が激化、90年代に既にピークに達した。ま
た、ドラッグストア等の専門店やコンビニが成長加速期
に入ったのは80年代後半であった（図2参照）。

1人当たりGDPが日本の80年代後半に相当する北京・
上海では、日本の同時期と同様に百貨店やスーパーと
いったワンストップ型業態の競合が激化している一方、
生活の繁忙化や一段上のライフスタイルを志向する消費
者の増加に伴い、利便性が高いコンビニや、特定のカテ
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ゴリーで豊富な品揃えを有する専門店等、新たな業態に
対するニーズも高まっている。これらの業態で豊富なノ
ウハウを有する日系企業にとっては、今後の事業展開の
広がりが期待できよう。

図2：日本の発展経緯からうかがえる 
　　   中国小売業界の見通し
・日本の１人当たりGDPの推移と中国各地域の位置づけ
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出所：中国国家統計局、IMF、内閣府、総務省、経済産業省、
日本フランチャイズ協会

有力小売企業の動向
これまで小売各社は店舗網を拡大することで比較的順
調に売上を伸ばしてきたものの、近年では消費の伸び悩
みや競争の激化、賃料水準の上昇等を受け、上位企業で
も売上高や店舗数の伸び鈍化、ないしは規模縮小を余儀
なくされる事例は少なくない（表2参照）。

こうした状況下、各社は店舗当たりの売上拡大や採算改
善を優先した「質的な成長」を重視するようになりつつあ
る。また、最近の消費者は多少割高であっても、「安全・
安心」、「鮮度」、「機能性」、「目新しさ」といった要
素を求める傾向が高まっている等、従来とは異なる消費行
動がみられ、これらの要素を含めた取り組みの巧拙による
小売各社の優勝劣敗が鮮明となりつつある。

表2：中国チェーンオペレーターランキング 
　　（2013年）

順
位 企業名 地域 本社所

在地

売上高 店鋪数

(億元) 伸び率 (店舗) 伸び率

1 蘇寧雲商 中国 上海 1,380 11.3% 1,626 ▲-
4.6%

2 国美電器 中国 北京 1,333 13.5% 1,585 ▲-
5.9%

3 華潤万家 香港 　 1,004 6.7% 4,637 4.8%
4 大潤発 台湾 　 807 11.4% 264 20.5%
5 ウォルマート 米国 　 722 24.5% 407 3.0%

6 聯華超市 中国 上海 688 0.2% 4,600 ▲-
3.4%

7 山東省商業集
団 中国 山東 611 24.2% 575 10.8%

8 友誼集団 中国 上海 608 6.7% 45 ▲-
8.2%

9 重慶商社 中国 重慶 603 10.6% 326 ▲-
0.3%

10 ヤム・ブランズ 米国 502 ▲
3.8% 6,000 15.4%

11 カルフール フラ
ンス 467 3.2% 236 8.3%

12 大商股份 中国 大連 395 6.1% 200 0.0%
13 永輝超市 中国 福建 351 25.5% 292 17.3%
14 物美集団 中国 北京 325 10.3% 696 6.6%
15 武商集団 中国 湖北 307 14.5% 100 2.0%
16 北国人百集団 中国 河北 302 18.7% 239 20.7%

17 農工商超市 中国 上海 300 ▲
1.0% 2,644

▲-
3.3%

18 中百集団 中国 湖北 293 11.8% 1,016 7.2%
19 欧亜集団 中国 吉林 283 17.1% 75 29.3%
20 宏図三胞 中国 江蘇 276 4.2% 510 5.8%

出所：中国連鎖経営協会

中国小売業の問題点・改善点
品揃えの同質化
中国の小売企業は、「入場料」をはじめさまざまな名
目でメーカーや卸売企業から徴収する手数料等を主な
収益源とすることが一般的であり、魅力的な品揃えや店
舗オペレーションにより集客力や客単価を高め、商品の
仕入・販売の利鞘で稼ぐ日本の小売企業とは収益モデル
が異なる。このため、中国の小売企業各社では、消費者
ニーズではなく、高い「入場料」等を徴収できる商品・
ブランドを優先して取り扱うことが多くなることから、
各社の店舗では品揃えの同質化が進んでいる。加えて、
価格のみが差別化要素となるため値下げ競争を余儀なく
されているほか、買い物をする楽しみが薄れることで顧
客離れも招くなど、悪循環に陥っているケースが散見さ
れる。

同業他社との差別化を図りつつ顧客を囲い込むために
は、消費者ニーズを的確に把握し売れ筋商品の発掘・仕
入を強化するほか、採算の改善にも繋がるPB商品・弁
当・惣菜の開発・取り扱い等にも注力する必要がある
とみられる。また、足元では消費が「モノ」から「サー
ビス」に移行しつつあることもあり、買い物だけではな
く、食事やエンターテインメントを目的に商業施設に来
店する消費者が増加しているだけに、飲食店や遊戯施設
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等のサービステナントの整備や各種イベントの開催を通
じて集客力を高めることも重要となっている。

低い流通効率
中国では、リアルチャネルを中心に、メーカーから小
売企業までの流通段階において、複数の階層からなる代
理商を介することが多く、流通コストがかさむことで小
売価格が割高となっている。このため、価格が割安で品
揃えも豊富なネット通販市場への消費者の流出が進み、
ネット通販市場の規模は年率約50%増のペースで急拡大
しており、小売総額に占める割合は7.8%と既に日本や
米国など先進国を上回っている。中でも、家電、アパレ
ル、化粧品など一部のカテゴリーでは同2割強の水準に
達している。

従って、リアルチャネルを中心に事業展開する小売各
社にとって、上述のとおり消費者ニーズに対応した品揃
えを実現することはもとより、メーカーからの直接仕入
を進めるなど、流通効率の向上を図ることも喫緊の課題
となっている。

＜建議＞
①中国経済全体の発展が、新たな段階に移行して
いる。これまでの高度成長から、中高度成長
に移行し、量的拡大から質的向上へ産業構造
の重点が変化しつつある。小売業としては、
数量や価格の競争から、徐々に品質・安全の
重視、技術革新による需要の喚起に変化して
いる。このような産業構造の変化に対応し
た、透明で統一的、ルール化された市場の確
立が望まれる。

②小売業にとって商標は極めて重要であり、特
にブランドマークや看板に拠る統一イメージ
は、消費者から見ても店舗の真偽にかかわる
ため、景観を理由とする看板の規制は極力抑
制していただきたい。

③１店舗開店するにあたり必要な諸手続が多
く、許可までの期間も長いことが、結果的に
コスト負担増となっている。店舗建設に関連
する諸手続だけでも、看板、消防、衛生、環
境（排煙）と多岐に渡り、「看板設置申請」
「消防設計申請」「消防工事完了検収」「環
境保護現場確認」「環境保護批准」「環境保
護検査」等の申請許認可が必要で、これらの
諸手続だけでも１～３ヵ月程度を要する物件
もある。多店舗を展開するチェーン店であれ
ば上記諸手続を簡略化するなどの緩和措置を
求める。営業・消防ともに「仮許可証」が出
ることで、迅速な計画進捗が可能となる。テ
ナント業者とのスケジュール調整にも大いに
助けになるもので、改善が求められる。

④外資企業は新規出店にあたり、投資金額に応じ
た増資が必要と、法的根拠のない指導を受け

るケースがある。出店計画の迅速化と1つの会
社で多くの業態を展開する上での問題になっ
ており、改善が求められる。

⑤消費者の利便性を高めるため、タバコ、薬、書
籍等の取り扱い制限を緩和して、内資企業と
同等の扱いをしていただきたい。

⑥日本からの輸入に関して東日本大震災後、通
関、衛生許可の取得に時間を要する（1ヵ月半
から2ヵ月）。以前の1.5～2倍の時間がかか
る。時間の短縮をお願いする。

⑦配送センターから店舗への配送は、小売業の
配送システムの根幹となっている。北京市内
の渋滞緩和、空気汚染の予防を目的とした北
京自動車番号限定規則により、現在北京ナン
バーの輸送用車輛は6～23時五環路内進入に通
行許可書が必要であるが、交通局は新規発行
枚数を増やさない方針とのことで事業拡大に
支障が発生している。また、市外ナンバーの
輸送用車輛は通行許可書取得が困難ではない
ものの、0～6時のみ六環路内進入可能となっ
ており、物流コストアップの要因となってい
る。社会インフラとしてのコンビニエンスス
トアシステムの発展のためにコンビニエンス
ストア用通行許可書取得の緩和と五環～六環
内侵入可能時間帯の拡大（0～12時）をお願い
する。

⑧公平平等という原則に基づき、内資系や外資系
等企業の資本関係、企業の規模の大きさ（大
型企業なり、個人営業なり）によって、政府
は異なる基準で管理するのではなく、同一基
準で管理いただくよう要望する。

⑨企業グループ内の出向社員（日本籍）の人事異
動について、赴任する会社の所在地で就業許
可書、就業証を新たに申請する必要がある。
申請するには、無犯罪証明書が必要だが、地
方によっては必ず日本での無犯罪証明書が必
要であり、わざわざ帰国しかなりの時間をか
けて無犯罪証明書を申請する必要があり、効
率が非常に悪い規定となっている。これを合
理化し、改善していただきたい。

⑩QS認定の審査対象が、従来から中国にある
食品が対象の中心となっており、審査項目外
の物については審査対象とも成り難い。例え
ば、共稼ぎが多く今後中食文化が拡大する可
能性がある中、惣菜、サラダのような形態、
海外の食文化に根ざした物についてもQS審査
対象としていただきたい。

⑪例えばコンビニエンスストアは近代的な小売業
の形態として、安心安全なファーストフードの
提供、公共料金支払いなどの社会インフラ、身
近なお店での日常品の購入など中国の国策であ
る都市化、都市の現代化を進める上での重要な
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インフラとなりえるので是非奨励していただき
たい。

⑫コンビニエンスストアは、日本型が世界をリー
ドしているが、その特色であるファーストフー
ドは、中央厨房で半製品化したものを店舗で最
終調理して販売するものも多い。例えば、おで
んなどがそれに当たるが、店への納品時にQSが
付与されたものであれば、店では過熱調理だけ
の対応として販売を許可するような検討をして
いただきたい。

⑬都市近代化の中で中国の伝統的なFF店が衛
生・安全面から減少している中で、コンビニ
エンスストアはFF料理、おでん、包子などを
安心・安全に提供し、近代的な社会インフラ
として民生の向上に貢献している。これらの
商品は加工された商品を加温して提供するも
のだが、コンビニエンスストアでの食品加温
販売を可能にするには、これを飲食サービス
業として規制するのではなくて、食品流通業
として認める必要がある。「北京市食品流通
許可管理弁法（試行）」や「北京市食品現場
製售衛生規範（試行）」などが出されたが、
未だ運用レベルになく、これらの実効が求め
られる。また、この制度が北京以外の中国各
地で同様に適用される必要がある。

⑭食品生産許可管理弁法（質検総局令第129号）
によると食品の生産に必要な食品生産許可証
は定められた品目分類に従って申請・認可さ
れることになっているが、この分類は消費期
限の長い工業製品を想定したもので、現在コ
ンビニエンスストアで商品化し、チルドケー
ス等で販売されているような消費期限が2日か
ら2週間の包装済食品に馴染まない。例えば肉
類、野菜類を用いた惣菜の単体商品について
は何れの品目分類にも当てはまらず、申請さ
え困難な状況である。また、コンビニエンス
ストアで扱っている上述商品は商品改廃の期
間が短く、一般の工業製品のように想定販売
取扱期間の長い商品とは異なるので、生産許
可証取得に掛かる所要期間等制度上も馴染ま
ないものとなっている。民生向上、食の安全
推進の観点から今後開発される新商品も含め
て全ての食品が対象となりうる品目分類方法
に改める、または個別品目単位ではなく工場
単位で衛生基準を定めるなどの対応を検討い
ただきたい。

⑮食品生産許可管理弁法（質検総局令第129号）
によると食品生産許可に掛かる検査に合格し
た品目範囲は食品生産許可証の付随ページに
記載されることとなっているが、地域によっ
ては付随ページの発行が徹底されず、認可品
目が確認できない事例がある。食品安全法に

より食品流通販売業者が食品を仕入れる際は
食品生産許可が取得されている品目か確認す
る義務があるので、付随ページの発行を徹底
いただきたい。

⑯近代的なコンビニエンスストアシステムでは
オリジナル商品において提携工場、配送セン
ター、店舗を包含したスキームで成り立って
いる。個々の商品のバーコードには配送タイ
ミングなどの情報も必要であり、スキーム内
ではインストアバーコードの使用が必要であ
る。20～29番のインストアバーコードの運用
緩和をいただきたい。

⑰加盟店増値税の本部一括納付に関する政策がな
い状況である。加盟店増値税の本部での一括
納付という、企業にとっても税務機関にとっ
ても効率がよい事項を許可いただきたく、法
令を改善していただきたい。

⑱小売業はチェーン展開を目指した際、区毎、市
毎の会社設立を求められる場合が多く、統括
会社への傘下化、一本化について、制度化で
きるよう求めたい。

⑲一層の税制改革を進めていただきたく、分税制
度から早期に全国統一の集中納税制度に転換
することを望み、地域間での格差を是正して
いただきたい（上海での税制改革試点内容の小
売業での早期適用望む）。

⑳インターネット販売（以下Eコマース）は、市
場規模が急拡大している。しかし、正規商品
ではない商品が多く販売されている。商標権
を違法に侵害し、模倣商品を製造する業者、
それを知りながら販売をする業者の取り締ま
りを強化していただきたい。また、それら業者
に対して正しい税金の徴収も行い公平な競争
環境を確立していただきたい。
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１．銀行
2014年の銀行業は、経済減速等により成長ペースが

鈍化したものの、純利益ベースで前年比9.7%増の1兆
5,500億元と総じて安定的な増益を維持した。他方、不
良債権残高が増加傾向を示し、2014年末時点、年初よ
り2,506億元増加の8,426億元となった。中国政府は、
2015年も穏健な金融政策を維持するとしているも、内外
経済の先行きが依然として不安定な中、安定成長の維持
に重点を置き、緩和基調に動くと見られる。金融の自由
化については、中国（上海）自由貿易試験区での取り組
みのさらなる強化やパイロット成果のほかの地域への展
開等を通じて、規制緩和の進展が期待される。

銀行業の経営状況
中国商業銀行全体の2014年の純利益は1兆5,500億
元と、2013年対比で9.7%の増益となったが、伸び率は
2013年の14.5%から大きく鈍化した。このうち、純利息
収入が前年比16.9%増の3兆3,000億元で、利息以外の収
入が同19.2%増の9,000億元といずれも堅調な伸びを維
持した。その一方、中国経済の成長鈍化等を背景に商業
銀行の不良債権比率は1.25%と、2013年末の1.0%から
上昇し、不良債権残高も2,506億元増加の8,426億元に達
した（表1）。貸倒損失処理の大幅な増加は、商業銀行
の純利益の伸びを影響するマイナス要因となった。

2014年のマネーサプライM2の伸び率は、前年比
12.2%と政府目標である13.0%を下回った。オフバラン
ス融資の減少、外貨ポジションの縮小などがM2の伸び

鈍化につながった。一方、新規人民元貸出純増額は9兆
7,800億元と過去最高となった（図1）。

図1：金融機関の人民元建て貸出
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資料：中国人民銀行

この結果、2014年末の人民元貸出残高は、前年比
13.6%増の81.7兆元に達した。その一方、2014年末の人
民元および外貨預金の合計額は117.4兆元と前年比9.6%増
加したが、伸び率は2013年より3.9ポイント減速した。こ
のうち、人民元預金は113.9兆元、同9.1%の増加となった
が、伸び率は2013年より4.7ポイント低下した（表2）。
理財商品や昨年後半以降の株価の上昇に伴い、銀行から
の預金流出が顕著となった。

第８章
金融・保険業

表1：商業銀行不良債権の推移

2013年末
2014年

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
残高-
(億元) 不良債権比率 残高-

(億元) 不良債権比率 残高-
(億元) 不良債権比率 残高-

(億元) 不良債権比率 残高-
(億元) 不良債権比率

債権分類別内訳 5,921- 1.00% -6,461- 1.04% 6,943- 1.08% 7,669- 1.16% -8,426- 1.25%
次級類(破綻懸念先) -2,538- 0.43% -2,832- 0.46% 3,310- 0.51% 3,649- 0.40% -4,031- 0.60%

可疑類
(実質破綻先) 2,574- 0.43% -2,788- 0.45% 2,768- 0.43% 3,053- 0.40% -3,403- 0.50%

損失類(破綻先) -809- 0.14% -840- 0.14% -865- 0.13% -967- 0.20% -992- 0.15%
金融機関分類別内訳 5,921- 1.00% -6,461- 1.04% 6,943- 1.08% 7,669- 1.16% -8,426- 1.25%

大型商業銀行 3,500- 1.00% -3,100- 1.03% 3,957- 1.05% 4,272- 1.12% -4,765- 1.23%
株式制商業銀行 1,091- 0.86% -552- 0.92% 1,366- 1.00% 1,527- 1.09% -1,619- 1.12%
都市商業銀行 -548- 0.88% -333- 0.94% -680- 0.99% -786- 1.11% -855- 1.16%
農村商業銀行 -726- 1.67% -299- 1.68% -872- 1.72% 1,002- 1.86% -1,019- 1.87%
外資商業銀行 -56- 0.51% -49- 0.52% -68- 0.59% -81- 0.69% -96- 0.81%

資料：中国銀行業監督管理委員会
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表2：金融機関貸出・預金統計
単位 2014年末残高 前年末比(%)

貸出残高 兆元 86.8 13.3-
人民元 兆元 81.7 13.6-
外貨 億ドル 8,351 7.5-

預金残高 兆元 117.4 9.6-
人民元 兆元 113.9 9.1-
外貨 億ドル 5,735 30.8-

資料：中国人民銀行「中国通貨執行報告」2014年第四季度

銀行業をめぐる動き
金融当局が新しい流動性調節手法の創出など、
「新常態」に適応
「新常態」に入りつつある中国経済において、中央銀
行の金融政策としてもより的確できめ細かな政策運営が
求められている。2014年4月以降、人民銀行（PBOC）
は特定銀行に対する預金準備率の引き下げを実施したほ
か、短期流動性オペ（SLO）、短期流動性ファシリティー
（SLF）、中期流動性ファシリティー（MLF）、担保付き
補完貸出（PSL）などを通じ、資金を供給し、市場金利の
低下を促すと同時に過剰流動性の回避を図った。

また、11月、人民銀行は2012年7月以来、2年4カ月
振りに利下げを実施し、今回の利下げで貸出金利の引き
下げ幅が預金金利の引き下げ幅を上回る「非対称」な状
態となった。金利市場化改革の観点から、期間分類を従
来の5-期間から3-期間まで減らし、預金上限金利を基準
金利の1.1倍から1.2倍に、2015年2月28日よりさらに
1.3倍に拡大した。

このほか、中国銀行業監督管理委員会（銀監会）は、
2014年7月1日より銀行の預貸率の算出ルールを緩和し
た。「商業銀行法」で定める預貸率（75%以下）の規定
は不変であるものの、預貸率算出の分子と分母の内容調
整により、資金供給を効率的に増やし、実体経済を下支
えすることを図った。

金融自由化が引き続き進展
民営銀行の設立を許可
2014年7月以降、銀監会は深圳前海微衆銀行、上海華
瑞銀行などの民営銀行5行の設立をそれぞれ認可し、12
月に深圳前海微衆銀行、2015年1月に上海華瑞銀行が正
式に開業した。民営銀行の設立許可は1996年の中国民
生銀行設立以来18年ぶりであり、今後も民間資本の銀行
業への進出が期待される。

預金保険制度の確立が本格化
2014年11月、中国人民銀行策定の「預金保険条例
（案）」が発表された。意見聴取や全人代の採択を経
て、2015年5月1日より正式に実施する。中国では、預
金保険制度の導入に向け1993年より準備作業を開始し
たが、20年の検討を経てようやく本格的に導入すること
にこぎつけた。預金保険制度の導入は預金金利の自由化
に向けての制度整備の重要な一環であり、今後、金利自
由化のペースは一段と速まると予想される。

人民元対ドル相場の日中変動幅が拡大
2014年3月、中国人民銀行（PBOC）は銀行間直物市
場（インターバンク・スポット市場）における人民元の
対ドル日中変動幅を、PBOCが公表する基準値の±1%か
ら±2%へ拡大した。日中変動幅の拡大は、人民元為替
レート決定において市場の役割のさらなる拡大および常
態化した介入の減少を意味する。4月から10月までに、
人民銀行の外貨ポジションが110億元減少したなど、人
民銀行が介入を減らしたと見られる。

中国（上海）自由貿易試験区（FTZ）で 
金融改革開放が進展
中国（上海）自由貿易試験区（FTZ）での金融改革開
放が着実に進められている。第1に、自由貿易口座の開
設は投融資の便利化、資本取引自由化の媒介になるとし
て中国（上海）自由貿易試験区における金融改革で最も
注目を浴びている。第2に、「クロスボーダー人民元双
方向プーリング」が試行され、現在はすでに全国に広げ
られている。第3に、中国人民銀行上海総部は2015年2
月に、中国（上海）自由貿易試験区に進出した企業など
に対し、海外からの資金調達規制を大幅に緩和し、資本
勘定の自由化や投融資のための為替便利化にむけて重要
な一歩を歩み出した。

このほか、2014年12月に、国務院は中国（上海）自
由貿易試験区に続く、広東省・天津市・福建省で新たな
自由貿易試験区の設置を決定し、2015年1月に上海自由
貿易試験区で施行されていた改革・開放の一部措置であ
る、投資管理・貿易利便化・金融・サービス業開放・事
中事後管理の29項目を全国へ拡大するなど、金融の自由
化が進展している。

外国銀行の動き
2013年末時点で、外国銀行は100%出資の現地法人を
42行設立し、285の支店を有しているほか、外国銀行が
92の支店、187カ所の駐在員事務所を設置している。外
資銀行の資産総額は2兆5,600億元と前年比で7.45%増加
し、中国銀行業の資産総額の1.73%を占めている。

2014年12月に、国務院は改定後の「中華人民共和国
外資銀行管理条例」を公表し、外国銀行の中国での支店
設立条件や人民元業務の取扱い条件の緩和など外資銀行
に対する規制を大幅に緩和した。

2015年の銀行業の展望
2014年12月の中央経済工作会議では、2015年も穏健
な金融政策を堅持するとしているものの、内外経済の先
行きが依然として不安定な中において、安定成長の維持
に重点を置き、緩和基調に動くと予想する。2月4日、人
民銀行は2012年5月以来、2年9カ月振りに預金準備率の
引き下げを実施したほか、2月28日に今年2度目で利下
げを実施し、今後も追加の利下げや預金準備率の引き下
げなどの金融緩和が予想される。かかる中、貸出が引き
続き増加することから、銀行の業績は安定的に推移する
ことが見込まれる。しかし、経済の減速、不動産市場の
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低迷、生産能力の過剰などを背景に中国銀行業は不良債
権のさらなる拡大が懸念されているほか、ネット金融や
金利の自由化に伴う競争激化などの課題に直面し、リス
ク管理の強化、経営革新などの対応が求められる。

2015年は全面的な改革深化を進めていく上で重要な
一年であり、金融の自由化の面では預金保険制度の確
立、銀行破産メカニズムの導入、金利・為替の自由化推
進、民営銀行の設立、上海等の自由貿易試験区での資本
勘定の自由化推進など、重要分野における改革が本格的
に展開されることが期待される。

＜建議＞
①金融の自由化にかかわるロードマップ

・2013年の三中全会で打ち出された金融自由化
については、これまで貸出金利の自由化や預
金金利の上限緩和、また預金保険条例の施行
などを通じ進捗していると認識している。一
方で、資本取引の自由化についてはまだ明確
な青写真が示されていない。

・これら金融の自由化は、中国の実体経済や企業
活動、また金融業の営業環境に大きな影響を
与えると思われることから、可能な限り今後
の自由化のスケジュールやロードマップを明
確にしていただきたい。また、預金保険制度
の実施にあたっては、預金保険料率算定につ
き合理的かつ透明性の高い基準の導入をお願
いしたい。

②中国（上海）自由貿易試験区を利用したクロス
ボーダー取引の柔軟な取扱い

・中国（上海）自由貿易試験区の諸政策の他地域
への展開を実効的なものとするため、中国（上
海）自由貿易試験区と全国版で異なる規定の統
一化を進め、運用ルールの明確化を目指してい
ただきたい。さらには人民元と外貨で異なる規
定の統一化もご検討いただきたい。

・具体的なスキーム構築においては、関連当局か
らエビデンスにかかわる要件等で詳細な口頭指
導を受けるケースがある。試行という原則に立
ち返り、規定の範囲内である程度自由な運用を
ご検討いただきたい。スキーム導入後の事後モ
ニタリングにおいても、利便性と管理負荷のバ
ランスにできるだけご配慮いただきたい。

③国外投資家の国内証券投資枠（QFII・RQFII）
の拡大について

・中国国内の効率的な資本市場の育成は三中全会
でも政府方針として示されているが、日本を
はじめとする豊富な投資資金を中国市場に呼
び込み、国内資本市場を一層活性化させるた
めにも、QFII枠・RQFII枠の拡大を引き続きお
願いしたい。

・-このうちRQFII枠は人民元の国際化促進の一環
として、2013年以降香港以外にも世界各国・
地域に設定されているが、現状日本には設定
されていない。同枠の日本への適用について
もご検討いただきたい。

④債券引受け資格の外資金融機関への開放

・-債券市場を含む多層的な資本市場の育成は、上
記の通り金融自由化や直接金融の比重を高める
との政府方針にも適うものと認識される一方で
外資金融機関に対する債券引受け資格の開放は
参入基準の問題もあり進んでいない。

・-海外の債券業務でも豊富な経験を持つ外資金
融機関を参入させることにより、債券市場の
効率化、市場の活性化、投資家層の裾野拡大
につながるものと考えられることから、資格
開放に向け弾力的な取扱いをお願いしたい。

⑤ＣＤ発行資格の外銀への開放

・-金融機関によるCDの発行は2013年から解禁さ
れているが、現状地場銀行を中心に開放され
ており、実質地場系と見られる銀行を除いて
は、外銀にはほとんど認められていない状況
にある。

・邦銀は、日本や海外の市場で豊富なCDの発行
実績があり、今後の金利自由化の進展、CD発
行市場の拡大に貢献できると考えられること
から、CDの発行資格の開放につき柔軟な運用
をお願いしたい。

⑥バーゼルⅢ

・中国版バーゼルⅢが実施段階にあるが、バー
ゼルⅢそのものの内容と比較して、一部より
厳格な数値目標が設定されている部分があ
る。特に、2.5％の貸出引当て率（「貸款抜
備率」）の要請については、バーゼルⅢ（原
案）では規定されていない項目であり、実際
の運用方法、運用時期については柔軟な対応
をご検討いただきたい。

⑦各地域・各行政機関における規定解釈の統一に
ついて

・規制緩和や新たな業務の開放を進める中で、実
際の運用細則やその解釈が地域や関連する行
政機関によって異なるケースが引続き散見さ
れる。

・結果として、規制緩和の大枠が示されても、実
際に業務を行うまでに許認可権を持つ担当部
局の確認や必要要件の確認などに多くの時間
がかかり、その恩恵が実現されにくい状況が
存在している。金融自由化の実効性を高める
ためにも引き続き規定解釈の統一化や、運用
細則の明確化を進めていただけるようお願い
したい。
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２．生命保険

2014年の中国生保市場は、保険料収入が前年比18.1%
増と再び2ケタの成長率となった。大手4社のシェアが
低下する一方、高キャッシュバリュー商品で規模を拡大
する中小生保や銀行傘下の生保がシェアを拡大させた。
外資系生保シェアは5.8%と前年比0.2ポイントの微増に
とどまった。2014年末時点の生保会社数は71社（中資
系43社、外資系28社）と前年末より中資系が1社増加し
た。2014年8月に「現代保険業の発展加速に関する国務
院の若干の意見」（中国語名「国务院关于加快发展现代

保险服务业的若干意见」（新国十条））が発表され、今
後の保険業界の発展を加速する方針・対策および2020年
までの数値目標などが示された。

市場概況
保険料業績
2014年の生保保険料は前年比18.1%増の1兆2,690億
元となり、4年ぶりに2ケタ成長となった。上場大手4社
（中国人寿・平安人寿・太平洋人寿・新華人寿）は増
収となったものの、平安人寿以外は1ケタ台の成長にと
どまり、保険料シェアは業界トップの中国人寿が前年の
34%から27%と7ポイント下落、上場大手4社シェアも前
年の69%から57%まで低下した。一方、銀行窓販やネッ
ト販売を通じた高キャッシュバリュー商品で規模を拡大
する中小生保や銀行傘下の生保がシェアを拡大させた。
外資系生保シェアは5.8%と前年比0.2ポイントの微増に
とどまった。2014年末時点の生保会社数は71社（中資
系43社、外資系28社）と前年末より中資系が1社増加し
た（表１、２）。

表１：生命保険料収入の成長率推移
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

生保保険料-
収入前年比 28.9% 6.8% 4.1% 7.9% 18.1%

出所：中国保監会HP

表２：中資系生保会社と外資系生保会社の 
　　　市場シェアと会社数の推移

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

中資系 94.4% 33社 96.0% 36社 95.2% 42社 94.4% 42社 94.2% 43社

外資系 5.6% 28
社 4.0% 25

社 4.8% 26
社 5.6% 28

社 5.8% 28
社

出所：中国保監会HP

商品・販売チャネルの動向
生保の主要販売チャネルは個人代理人と銀行・郵政代
理を通じたものであり、全保険料の9割近くを占めてい
る。近年、銀行窓販に対する規制などから銀行・郵政代
理の占率が徐々に低下傾向にある一方、個人代理人に
よる販売占率が上昇している。また、その他の販売チャ

ネルとしては、インターネットの普及によりネット販売
チャネルが規模を拡大してきている。

販売商品に関しては、有配当保険が7割以上を占めて
いる。近年では有配当保険の占有率が徐々に低下する一
方、2013年8月に普通保険（無配当死亡保険・生存保
険・養老保険）の予定利率が一部自由化されたこと、医
療保障ニーズが向上していることから、普通保険・医療
保険の占率が徐々に上昇傾向にある（表３、４）。

表３：販売チャネル別保険料占率推移

2013

2012

2011

2010

2009

51.2%

48.6%

44.6%

41.1%

43.8%

36.7%

41.5%

47.8%

50.0%

47.7%

12.1%

9.9%

7.6%

8.9%

8.5%

銀行·郵政代理個人代理人 その他

出所：中国保険市場年報

表４：販売商品別保険料占率推移

2013

2012

2011

2010

2009

75.7%

78.9%

80.2%

71.0%

65.0%

11.2%

9.7%

9.9%

9.0%

11.8%

12.3%

10.5%

9.0%

7.8%

8.4%

0.8%

0.9%

0.9%

12.2%

14.8%

有配当保険 普通保険 医療·傷害保険等
ユニットリンク保険·ユニバーサル保険

出所：中国保険市場年報

保険業界を巡る動向
現代保険業の発展加速に関する国務院の若干の意
見（新国十条）
2014年8月に「現代保険業の発展加速に関する国務院
の若干の意見」が発表された。10条・32項目から構成
されており、2006年に発表された「保険業の改革・発
展に関する国務院の若干の意見（中国語名「国务院关于

保险业改革发展的若干意见」、「国十条」）」に対して
「新国十条」と呼ばれている。社会保障体系における商
業保険の役割や今後の保険業界の発展を加速する方針・
対策が示されるとともに、数値目標として2020年に保
険密度（収入保険料の対GDP比率）を5%、保険深度（国
民一人当たり収入保険料）を3,500元に引き上げること
にしている。生保に関連する内容では、保険によるセー
フティネット構築を通じた多層的な社会保障体系の形成
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が目標とされ、商業保険を社会保障の重要な補充的作用
として年金商品サービスの革新と多様な健康保険サービ
スを発展していくことなどが盛り込まれている。

銀行窓販に対する規制
中国保険監督管理委員会（以下、「中国保監会」）は
銀行窓販において健全な発展を促進するため、保障性商
品・長期貯蓄性商品の割合を全体保険料の20％以上とす
る、加入者年齢を65歳までとする、保険料は家計収入の
一定割合までとする、保険手続書類の文字を一定の大き
さにして銀行の書類と区別する、クーリングオフ期間を
15日間に延長するなどを要求する通知を発表し、2014
年4月より実施された。

高キャッシュバリュー商品に対する規制
2013年に中小保険会社を中心として高利回りを謳
い文句としたユニバーサル保険などの高キャッシュバ
リュー商品が相次いで発売され、保険料規模が全体保険
料の2割を超える状況となった。こうした商品は保険収
益を圧迫する可能性があり流動性リスクが高いため、中
国保監会は保険会社に対してソルベンシーマージン比率
が150%以上、保険料は資本金の2倍までなどとする制限
の通知を発表し、2014年1月から適用された。

ネット保険販売に関する弁法
ここ数年インターネットの普及に伴い、ネット保険
販売の規模はますます拡大しており、2014年の保険料
は353億元と前年の7倍近くにまで成長した。こうした
ネット保険販売の急速な発展に対応するため、2014年
12月にネット保険業務に関する弁法の意見稿が出され
た。注目されるのは、ネット保険販売の経営区域に関し
て、相応の内部管理能力を有し、顧客サービスニーズを
満足できる状況において傷害保険・定期保険・終身保険
など簡易的な保険についてのみ販売区域を開放している
点である。

資産運用に関する規定
2014年の資産運用に関する中国保監会の管理監督状
況は、投資先の拡大をすすめるとともに、厳格な運用管
理を実施するといったものであった。2014年に中国保
監会から出された資産運用に関する部門規則・規範性文
書は10余りにのぼった。2014年1月には資産運用配分に
関する新規定が出され、資産区分を流動性・固定収益・
権益・不動産・その他の5つに大分類されることとな
り、従来に比べ、株式・証券投資ファンド・不動産投資
に関する資産運用配分の比率が緩和された。こうした状
況を受け、一部の生保会社では海外不動産購入など海外
投資を加速させたところもみられた。

リバースモーゲージ
中国保監会は2014年6月にリバースモーゲージの試
験展開に関する指導意見を出した。この指導意見では、
2014年7月から2年間、北京・上海・広州・武漢の4都市
をリバースモーゲージの試験実施都市として定めた。ま
た参加可能な保険会社は、開業5年以上、登録資本20億

元以上、直近のソルベンシーマージン比率が120%以上
などの条件を満たす必要がある。リバースモーゲージは
一般に長期間で、不動産価格・利率などの不確定要素が
多く、土地使用権の問題もあり、保険会社にとってリス
クが高いとみられることから、現状、一部の生保会社は
積極的に実施を進めているが、多くの生保会社は状況を
静観している。

2015年の展望
2014年に「新国十条」が出され、商業保険の重要性
は今後さらに向上することが予想される。保険販売面で
は、「新国十条」の中にも明記されている個人税収繰延
型の年金商品に関して上海地区などを中心に2015年内
実施に向けた準備が進められており、今後の動向が注目
されている。また、2013年8月に普通生命保険の予定利
率について一部自由化されたのに続き、現在ユニバーサ
ル保険の予定利率についても自由化に向けた準備が進め
られており、生保商品販売の段階的な規制緩和が進展す
るものとみられる。さらに、各地域と民間保険会社との
連携を軸とする「大病医療保険制度」も範囲が拡大され
てきており、今後もさらなる範囲拡大が推進されるとみ
られる。一方監督管理面では、2009年以降6年ぶりとな
る保険法改定について準備が進められている。今回は経
営規則・監督管理・法律責任等に関して重点的に改定さ
れ、改定箇所は50ヵ所以上にのぼる見通し。また、中国
保監会は保険会社の支払い能力に関する新しい管理監督
体系であるいわゆる「ソルベンⅡ」の導入準備を進めて
いる。こうしたことから、生保を取り巻く環境はさらに
市場規模の拡大が図られるとともに、監督管理部門によ
る適切な規制や各社の自律的改善を通じた健全化の進展
が期待される。

＜建議＞
①中国生保業進出時の出資上限について

- 外資系生保が中国に参入する場合、合弁企業
の設立を義務付けられている。加えて、外資
の出資比率は50%が上限になっている。同制限
の緩和を要望したい。

②合弁生保を設立した後の中国全土への展開時の
支店開設について

　外資合弁生保は、中国保険監督管理委員会また
は進出先の中国保険監督管理委員会監督管理
局より、複数の支店の設立申請を同時に行っ
てはならない旨を通達されている。仮に申請
したとしても、同時に審査・承認されること
はないと言われている。

　新たな支店の設立許可証の申請過程において、
外資合弁生保が中国企業と同等の国民待遇を
受けられるよう要望したい。

③資産運用面について
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　外資合弁生保に対して、合理的な範囲内で資
産運用における投資の許可範囲を拡大してほ
しい。

④保険代理会社の設立について

　外資系生保は、25%以上の保険代理会社への出
資を認められていない。

　先進的な保険コンサルティングノウハウを伝播
する手段として、現状、明文化はされていな
いものの、実質的に制限されている保険代理
会社の外資出資制限の撤廃、さらに、保険代
理会社への外資系生保による100％出資を要望
したい。

⑤その他

・面接試験の要件緩和について

　中国内国生保・外資合弁生保に出資を行い、役
員を派遣する際に、当該役員に対して要求さ
れる試験が中国語のみの面接形式で行われ、
しかも試験の内容も高度化する傾向にある。
中国人もしくは相当中国語能力に長けている
人材以外を排除することにつながっている。
人材確保が困難となるため、条件の緩和など
の対応を検討いただきたい。

・中国保険年鑑等の整合性について

　統計データに連続性がなく、データそのものも
確実かどうか疑問が残る。中国保険年鑑は、
省ごとに集計方法が異なっており統一性が取
れていないケースも多く、データ収集が困難
な状況にある。統計の仕様を統一するなどの
対応を望む。



262 中国経済と日本企業2015年白書

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

３．損害保険

中国損害保険市場の現状
市場成長力の強さ

中国損害保険市場は、1979年から始まった改革開放
以来、急速な経済発展や国民の生活水準の向上に伴い成
長を続け、2014年は元受収入保険料ベースで7,544億元
に達した。2014年の中国経済はGDP前年比7.4%増と安
定成長期に入りつつあるが、損害保険は2010年の伸び率
34.5%には及ばないものの、2014年度もGDP成長率を大
幅に上回る成長を遂げ、保険料規模は5年前の約2.5倍、
10年前の約7倍の規模に成長している。また、2013年
資料となるが、損害保険市場規模はその前年の世界第5
位から第3位に躍進した。2015年についても、引き続き
GDP成長率を上回る2ケタ成長が見込まれる。

表1：2009年～2014年中国損害保険市場の発展 
　　  状況
（単位：億元）
年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
元受収入
保険料 2,993 4,027 4,779 5,529 6,481 7,544

対前年比 22.40% 34.50% 18.70% 15.70% 17.20% 16.41%
出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）HP-

図1：中国損害保険収入保険料・増収率の推移
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出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）HP、中国保険年鑑より
作成

政策動向からみる中国損害保険市場の展望
2014年8月13日に「現代保険業の発展加速に関する国
務院の若干の意見」（中国名「国务院关于加快发展现代

保险服务业的若干意见」以下「新国十条」）が発表され
た。2006年発表のいわゆる「国十条」により、「保険深
度」（収入保険料の対GNP率）並びに「保険密度」（国
民一人あたり収入保険料）がそれぞれ大幅に上昇した
もの、両指標とも、いまだ諸外国に比較し低い状況であ
る。「新国十条」は、こうした「市場規模が小さい」、
「サービスが行き届いていない」、「リスク分散機能が
不十分」といった現状打破のために打ち出されたもの
で、2020年までに保険深度と保険密度をそれぞれ5%、

3,500元(生損保計)に引き上げることが目標とされた。

「新国十条」は、まず以下の6つの分野で保険業の発
展を加速する方針を示している。

①各種ニーズに応じた保険商品の開発等を通じ保険市場
を拡大

②環境汚染や食品安全に関する責任保険の普及を通じ、
保険リスク管理機能を向上

③巨大災害保険制度の整備等を通じた損害補償機能の向
上により、社会全体の災害・事故対応力を強化

④農業保険の多様化、農村年金保険等の充実で、「三
農」関連商品の開発・普及を図る

⑤保険会社の資産運用に対する規制緩和や保険の普及を
通じて経済効率性の向上を図る

⑥改革開放の一層の推進や再保険市場の整備を通じ、保
険業のグレードを高める

また上記分野の発展を支える体制作りについても、以
下の3つの対策を打ち出している。

①保険業に対する監督管理の強化による経済・社会リス
クの防止・軽減

②保険業の発展環境の改善に必要なインフラの整備促進

③現代保険業に対する発展支援策の強化（保険業関連の
税制・財政補償制度の見直し等）

以上のような政策により、さらなる保険業改革が推し
進められると同時に、引き続き高い成長率の維持が期待
できるであろう。

表2：2013年　世界損害保険市場規模比較

国・地域 収保総額
(百万ドル) 順位 世界分布 保険密度

(ドル) 保険深度

中国 125,844 3位 6.19% 91.1 1.36%
米国 726,397 1位 35.73% 2,295.50 4.32%
ドイツ 132,813 2位 6.53% 1,585.00 3.56%
日本 108,773 4位 5.35% 860.90 2.26%
英国 106,750 5位 5.25% 1,087.30 2.75%
フランス 94,598 6位 4.65% 1,345.20 3.23%
韓国 54,223 9位 2.67% 1,079.40 4.43%
全世界 2,032,850 - 100.00% 285.5 2.75%

出所：Sigma-World-insurance-in-2013

表３：2013年　世界損害保険市場保険密度比較
順位 国・地域 損害保険料（ドル）
1 オランダ 4,466.40
2 スイス 3,490.40
3 米国 2,295.50
4 ルクセンブルク 2,253.80
5 カナダ 2,075.20
6 ニュージーランド 2,046.60
7 ノルウェイ 1,695.70
8 デンマーク 1,686.50
9 オーストリア 1,588.70
10 ドイツ 1,585.00
22 日本 860.90
66 中国 91.10

出所：Sigma-World-insurance-in-2013
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損害保険業の具体的な問題点
外資系損害保険会社の現状
2014年末時点での中国の損害保険会社は65社。その
うち、中資系損害保険会社が43社、外資系損害保険会社
は22社となっている。元受収入保険料総額を比較した場
合、中資系損害保険会社が7,376億5,621万元に対し、外
資系損害保険会社は167億8,390万元となっている。中
国のWTO加盟後、既に10年以上が経過し、外資系損害
保険会社に対する規制は徐々に撤廃され、拠点認可等の
速度も以前に比べ多少速まっている事から、当局の開放
姿勢が窺えるが、原則拠点設立地域に営業範囲が限られ
ていることもあり、市場規模で比較すると、元受収入保
険料ベースでの外資系損害保険会社のマーケットシェア
は、拡大しているものの、僅か2.22%の低位に留まって
いる（2014年は、元々中資系の保険会社の出資マジョ
リティを外資が取得したため外資系となった保険会社が
あった。こうした特殊事情もあり、マーケットシェアは
前年比0.94%増となっている）。

WTO加盟後13周年を迎えた今日、外資系損害保険会社
へも内国民待遇が適用され、平等な環境下で消費者により
良いサービスの提供が期待されている。そのためにも、行
政手続の簡素化が実現され、外資系損害保険会社の拠点設
立認可がさらにスピードアップされることを期待する。

また、現在拠点の無い地域でも、投資総額1.5億元以
上かつ保険料総額が40万元超の大規模商業物件について
は、許認可取得地域以外（以降、「異地」と称す）の拠
点から引受が可能だが、顧客サービスの向上および経営
効率化の観点から、大規模商業保険の異地引受の対象保
険種目として、企業物件に必要な全種目を対象としてい
ただけるよう、強く期待する。

表４：2014年中国系損害保険会社の収入保険料お
よび市場シェア （単位：万元）

会社名 拠点数
(本支店)

2014年度
元受収入保険料 市場シェア

中国人民財産保険 39 25,241,924 33.46%
平安財産保険 40 14,285,734 18.94%
太平洋財産保険 42 9,283,733 12.31%
国寿財産保険 33 4,039,742 5.35%
中華聨合保険 24 3,486,517 4.62%
大地財産保険 37 2,235,805 2.96%
陽光財産保険 36 2,117,341 2.81%
輸出信用保険 26 1,811,836 2.40%
太平保険 28 1,326,979 1.76%
天安保険 32 1,115,256 1.48%

華安財産保険 30 761,614 1.01%
永安財産保険 23 699,368 0.93%
英大財産保険 24 651,181 0.86%
華泰財産保険 32 637,239 0.84%
永誠財産保険 31 584,367 0.77%
中銀保険 22 532,514 0.71%
安邦財産保険 37 513,541 0.68%
都邦財産保険 32 357,602 0.47%
信達財産保険 19 351,182 0.47%
紫金財産保険 22 336,698 0.45%

その他（23社計） - 3,395,448 4.83%
中資系損害保険会社小計 - 73,765,621 97.78%
全損害保険会社合計 - 75,444,012 100.00%

出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）HP、各社HP

表５：2014年外資系損害保険会社（合弁含む）の
収入保険料および市場シェア　（単位：万元）

会社名 国・
地域名

拠点数
(本支店)

2014年度
元受収入
保険料

市場
シェア

アクサ フランス 23 661,676 0.88%
グルパマ フランス 6 146,331 0.19%

チャーティス（AIU） 米国 4 117,295 0.16%
Starr-Property-&-
Casualty-

-Insurance-(China)
アメリカ 9 106,447 0.14%

アリアンツ ドイツ 2 89,614 0.12%
リバティー 米国 4 81,814 0.11%
三星火災保険 韓国 7 80,718 0.11%
富邦産物保険 台湾 4 66,050 0.09%
国泰産物保険 台湾 11 54,748 0.07%

三井住友海上火災保険 日本 4 50,203 0.07%
東京海上日動火災保険 日本 5 49,599 0.07%
チューリッヒ スイス 1 45,167 0.06%

損害保険ジャパン 日本 5 34,232 0.05%
ジェネラリ イタリア 6 25,564 0.03%

ロイヤル.サン.アライアンス 英国 3 17,573 0.02%
現代海上火災保険 韓国 2 12,928 0.02%

チャブ 米国 2 12,856 0.02%
LIG 韓国 1 11,210 0.01%

日本興亜損害保険 日本 2 5,419 0.01%
あいおいニッセイ同和

損害保険 日本 2 5,385 0.01%

XLインシュランス 米国 1 3,479 0.01%
ロイズ 英国 1 82 0.00%

外資系損害保険会社小計 - - 1,678,390 2.22%
全損害保険会社合計 - - 75,444,011 100.00%

出所：中国保険監督管理委員会（CIRC）HP、各社HP
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自動車交通事故責任強制保険 
（机動車交通事故責任強制保険）の現状
日本の自動車賠償責任保険（自賠責保険）に相当する
自動車交通事故責任強制保険（机动车交通事故责任强制

保险、以下「自賠責保険」と称す）が施行されて以降、
8年以上経過した。

2013年の自動車保険料収入は、自賠責保険が前年比
13.01％増の1,259億元、任意保険が前年比19.75％増の
3,462億元、合計前年比17.88％増の4,721億元となり、
全保険種目の72.84％を占めている。

2013年、自賠責保険引受車両は前年比13.95％増の
1.47億台となり、過去最高を更新した。一方、2013年の
EI損害率（発生損害額/既経過保険料）は、2012年公布の
「道路交通事故損害賠償案件の審査処理に関する適用法
律若干の解釈」（中国名「关于审理道路交通事故损害赔

偿案件适用法律若干问题的解释」）で、保険会社の訴訟
地位が有利となったこともあり、73％と前年に比べ若干
改善はしているものの、なお高い損害率となっている。

引受成績の悪化は、主に損害率の悪化によるものであ
り、所得増による対人賠償額の拡大、修理代等の高騰、
地域格差が大きい中国で統一料率を使用している問題、
裁判所による判定基準が地域により差異があること等
が、損害率悪化の主要因として挙げられる。また、一部
の裁判所では、自賠責保険約款で定めた賠償限度額以上
の保険金支払いを保険会社に命じる判決が出され、保険
会社が支払わざるを得ないケースが続出している他、後
遺障害の認定についても地域毎に差異が発生する事も多
く、自賠責保険引受損益は5年連続慢性的な赤字である
(税引後利益は投資収益があり2億元のプラス)。

日本では各保険会社が自賠責保険を引受後、保険料を
共同プールにて管理し、業界全体でノーロス・ノープ
ロフィットの実現を図っているが、中国では共同プール
が無く、各社が独自に別会計で収支管理を行い、各社毎
のノーロス・ノープロフィット方式を採用している。そ
のため一部の保険会社では法律上引受義務があるにも関
わらず、損害率の高いオートバイ、営業用自動車、トラ
クター等の自賠責保険の引受を避けており、社会問題と
なっている。自賠責保険制度の健全な発展が社会の安定
に寄与するためにも、日本同様の自賠責プールの早期設
立を期待する。

また、国務院は外資系損保会社に対し、自賠責保険を
2012年5月に開放し一部日系損保にも2014年4月、ようや
く自賠責保険を取扱うために必要な経営範囲変更（取扱業
務拡大に伴う定款上の修正）に関する許認可がおり、その
後日系3社においては商品認可取得に至っている。自賠責
保険の健全な発展のため、公平かつ持続可能な運営をお願
いすると共に、今後当該制度の安定的運営に向けさらなる
法律・制度の見直しが進むことを期待する。

表６：2008年～2013年（全社ベース）自賠責保険
収支推移

項目 2008 2009 2010 2011 2012 2013
引受台数(万台) 6,969 8,502 10,100 11,400 12,900 14,700

収入保険料(億元) 553 668 841 983 1,114 1,259

引受損益(億元) 10.3 ▲53 ▲97 ▲112 ▲83 ▲43
税引後利益-
(億元) 17.6 ▲29 ▲72 ▲92 ▲54 2.0

損害率 66.40% 78.02% 82.25% 81.95% 77.60% 73.00%
事業費率 31.75% 30.74% 30.60% 30.31% 30.25% 29.31%
コンバインド
レシオ 98.15% 108.76% 112.85% 112.26% 107.85% 103.60%

引受会社数(社) 26 30 33 36 42 50
黒字会社数(社) 10 7 1 3 10 15

出所：2014年中国保険年鑑、毎日経済新聞

図2：自動車保険指標推移（全社ベース）
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出所：金融時報より作成

保険法に定める保険関連業務をめぐる問題
「被保険者の保護」、「監督管理および危険防止の強
化」、「保険サービス領域のさらなる拡大」を主な目的
とし、2009年2月に中国保険法が7年ぶりに改訂され、
同年10月1日に施行された。新保険法・第95条（3）に
は、保険会社の経営範囲として「国務院保険監督管理機
構が批准する保険に関連するその他の業務」が認めら
れ、保険会社の経営領域が広がり、顧客サービスの幅を
拡大することができるようになった。しかしながら、外
資保険会社は保険法以外に「外資保険公司管理条例」の
制約も受けており、同管理条例第3章業務範囲で「その
他の業務」が認められていないため、中資系保険会社と
同様の保険関連業務が行えない状況にある。日系の各損
害保険会社は他の諸外国の現地法人において、リスクマ
ネジメントサービスの提供、日本本社の貨物保険ポリ
シーのクレームエージェントを実施するケースが多く、
顧客サービスの拡大と事業の多角化により、経営の安定
を図っている。中国でも和諧社会実現のために保険会社
の期待される社会的役割も増えており、「外資保険公司
管理条例」の早期改訂により、事業範囲の拡大ができる
よう要望する。
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＜建議＞
①2014年末WTO加盟13周年を迎え、さらなる
保険市場の開放と外資保険会社の内国民待遇
の進展を期待しているが、行政手続の簡素化
により、さまざまな申請に対する許認可のス
ピードを速めていただけるよう要望する。

②大手グローバル企業の中国への投資をさらに促
進させるべく、同一企業グループの現地法人に
対し、中国内で統一した保険サービスの提供を
可能にしていただきたい。また、顧客への総合
的なリスクコントロールサービスを可能にする
ため、大規模商業保険異地引き受けの対象保険
種目として、企業物件に必要な全種目を対象と
していただきたい。

③2012年4月に兼業代理店の新規登録につい
て、暫定停止となっているが、その弊害とし
て歪な登録形態による募集などかえって混乱
をきたしている。消費者利便性、保険サービ
スの向上、保険普及の観点より、厳格な募集
人制度や禁止行為の構築など明文化したうえ
で、兼業代理店の暫定停止措置の解除をお願
いしたい。

④各地域の同業公会では、「自律公約」が制定さ
れているが、地域で対応が異なり、形骸化して
いる地域と従来通り実施している地域があるた
め、大陸全土に展開する顧客への統一した保険
サービス提供が困難となっている。自律公約運
営に対する政府部門間での調整を実施いただ
き、統一見解を示していただきたい。

⑤自動車保険・自賠責保険のシステムが、各地に
より異なる仕様となっている。保険サービスの
向上、保険普及、および各社が負担するシステ
ム開発・メンテナンスコスト削減の観点から、
今後自動車・自賠責保険システムの改定が予定
される場合には、大陸全土のシステム統一化を
視野に改定を行っていただきたい。
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４．証券

2014年末時点の世界の株式市場のうち、日中株式市
場の時価総額は、日本取引所（現物は2013年7月16日以
降東証に統一）が4兆3,780億ドルで世界第3位（前年と
同ランク）、上海証券取引所が3兆9,325億ドルで第4位
（前年第7位）、深圳証券取引所が2兆724億ドルで第8
位（前年第11位）であった。中国全体では6兆49億ドル
となった。

2014年の世界の株式売買代金のうち日中の株式売買
代金は、上海証券取引所が6兆852億ドルで世界第4位
（前年第5位）、深圳証券取引所が5兆9,410億ドルで第
5位（前年第4位）、日本取引所（東京）が5兆4,439億
ドルで第6位（前年第3位）であった。中国全体では12
兆261億ドルとなった。

　

中国の証券業界状況
対内証券投資と対外証券投資
2002年11月、外国人投資家による国内証券市場へ
の投資を認めるQFII（適格外国機関投資家、Qualified-
Foreign- Institutional- Investorsの略称）制度が導入され
ている。2015年2月末時点で265社が合計697.23億ドル
の運用枠を認められている。うち日本勢は19社、26.04
億ドルとなっている。また、2011年12月、オフショア
人民元を中国本土で運用するためのRQFII（人民元建て
適格外国機関投資家）制度が導入された。2015年2月末
時点で、103社が合計3,115億元の運用枠を認められて
いる。

一方、中国国内の金融機関による対外証券投資とし
て、2006年4月、QDII（適格国内機関投資家、Qualified-
Domestic-Institutional-Investorsの略称）制度が導入され
ている。2015年2月末時点で、131社が合計875.93億ド
ルの運用枠を認められている。

合弁証券会社および合弁運用会社の新設・再編
2014年、証券業では合弁証券会社の設立は無かっ
た。アセット・マネジメント業では、基金管理会社（運
用会社）が計6社新設されたが、合弁運用会社の設立は
なかった。

具体的な問題点と改善状況
外資による中国証券業および 
アセット・マネジメント業への参入規制緩和
外資による証券業への参入は、2001年のWTO（世界
貿易機関）加盟以前は、個別の認可によって認められた
ケースもあったが、正式に認められたのはWTO加盟後で
ある。外資の参入は、主に合弁会社の設立による形式で
あり、WTO加盟時は33％が外資の出資上限となってい

た。また、合弁会社には、国内系証券会社の主要業務の
一つである国内投資家向け上場株式（A株）のブローカ
レッジ業務やトレーディング業務が認められておらず、
認可取得時期も明示されていなかった。2014年末時点
で登録証券会社は120社あり（中国証券業協会）、うち
WTO加盟と前後して合計13社の証券会社が認可されて
いるが（うち2社は既に合弁を解消）、WTO加盟以前に
認可された中国国際金融と中銀国際証券は、例外的にA
株のブローカレッジ業務やトレーディング業務が認めら
れている。また、破綻した証券会社の処理費用負担など
を通じて、実質的にフルラインの国内証券業務への進出
を実現しているケースもある。2012年10月には、①合
弁証券会社の外資出資上限の49％への引き上げと、②経
営期間が満2年を経過すれば、ライセンスの拡大を申請
できる内容の細則が公布されている。

中国で証券投資信託の設定・運用を行う基金管理会
社は、2014年末時点で95社設立されており、うち47
社が外資系基金管理会社となっている（うち日本勢は3
社）。証券業と同様に、WTO加盟当初、外資33％出資
の合弁による基金管理会社の設立が認められ、その後、
出資可能な比率が49％まで引き上げられている。

外資参入規制については、2014年1月の中国証券監
督管理委員会（証監会）による全国証券期貨監管工作会
議で、「証券・先物業の外資参入規制を段階的に開放
し、外資金融機関の出資比率規制を撤廃し、外資証券・
先物経営機関による独立子会社や支店の設立を容認し、
合弁証券会社のライセンス制限を撤廃する」との方向性
が確認された。続いて2014年5月、国務院は「資本市
場の健全な発展をさらに促進するための国務院の若干の
意見」（新9条意見）を公表し、「外資が資本参加・支
配する国内の証券・先物経営機関の経営範囲を適時に拡
大する」との方向性を確認した。しかしながら、2015
年3月13日に国家発展改革委員会および商務部が公表し
た「外商投資産業指導目録（2015年改正）」では、証
券会社・基金管理会社ともに、現行規制が継続する内容
となっており、外資参入規制の段階的開放の方向性との
間で齟齬が認められる。加えて、中国本土－香港間の
CEPA（経済貿易緊密化協定）補充協議十では、香港資
本の証券会社による合弁証券会社の設立について、進出
地域を限定しながらもフルライセンス、外資出資比率
51％以上、証券会社以外の中国側合弁相手の容認といっ
た優遇条件が設定されており（マカオ資本の証券会社も
同様）、内外無差別の観点から課題である。

また、2013年10月から始まった「中国（上海）自由
貿易試験区」（上海FTZ）では、ネガティブリストを採
用したサービス業の対外開放の実験を行っている。証
券分野も実験対象となってはいるが、上海FTZでの証券
業およびアセット・マネジメント業への外資参入は、
2013年版ネガティブリストでも2014年版ネガティブリ
ストでも、既存の中央レベルの参入規制が課され、実効
性のある実験ができない状況となっている。2015年3月
からは、天津市、福建省、広東省にもFTZが拡大される
こととなっており、上海市と同様、証券業およびアセッ
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ト・マネジメント業への外資参入規制は共通の課題であ
ろう。

他に証券業では、証券投資顧問会社について、CEPA
補充協議六の下で、香港証券会社のみを対象に、①中国
本土証券会社との合弁形式（中国本土証券会社の子会社
扱い）、②外資出資上限は33％、③ライセンスは投資顧
問業務、④設立地は広東省、との条件での外資進出が容
認されている。一方、中国証券業協会は、2015年1月19
日、上記の新9条意見を受け、証券投資顧問会社のライ
センスの範囲に、①全国中小企業株式譲渡システム（い
わゆる新三板）での登録スポンサーおよびマーケットメ
イク業務、②私募業務を追加した。香港以外の外資の参
入が制限された中での証券投資顧問会社のライセンスの
拡大は、サービス業の対外開放における内外無差別の観
点から課題である。

以上に対し、日本では法制上、外国金融機関の進出を
内外無差別で取り扱っている。「戦略的互恵関係」の証
券分野における進展のために、また中国の証券業および
アセット・マネジメント業の業界の発展への貢献や中国
企業の資金調達への貢献の観点から、各種規制緩和と規
制緩和日程の公表を期待する。

国内外投資規制の緩和
QFIIの運用枠は2013年7月、既存の800億ドルから
1,500億ドルへと大きく引き上げられた。但し、QFIIに
してもQDIIにしても、依然としてライセンスと運用枠の
制限がある。また、非公開市場でのPE（プライベート・
エクイティ）投資や不動産投資に関する法令も整備され
てきてはいるが、外国人投資家による申請手続や認可基
準などが必ずしも明確になっていない。

国内投資規制の緩和による外国人投資家、特に機関投
資家の参画は、（1）市場の流動性提供、（2）新たな
投資手法や評価手法の導入、（3）企業のガバナンスの
改善等の効果が期待され、市場の質的向上に繋がるもの
である。しかしながら、中国の株式市場では、外国人投
資家の株式保有比率は1.49%に過ぎない（2014年12月
末）。逆に日本は個人投資家が18.7%、外国人投資家が
30.8%となっている（2014年3月末）。また、国外投資
規制の緩和は、中国投資家に分散投資の機会を提供し、
国内市場の過熱を押さえる効果がある。こうした中で、
2014年11月17日から、人民元建ての双方向の証券投資
の活性化を目的として「上海・香港相互株式投資制度」
が始まり、個人投資家も双方向で上海・香港の現物株を
売買することができるようになった。今後、上海以外・
香港以外の相互売買制度の整備も期待したい。なお、同
制度の開始直前には、個人投資家に対するキャピタルゲ
インの免税措置が明確にされたが、既存のQFIIやRQFII
が同制度の開始前に取得したキャピタルゲインに対して
は中国当局から遡及課税の方針が出された。外国人投資
家からは対中証券投資の制度リスクとして懸念が高まっ
ている。

中国国内での外資企業のファイナンス緩和
外資企業が中国国内で資本市場を使って資金調達を行
おうとする場合、制限的に運用されているか、そもそも
関連制度が無い場合がある。先ず株式市場では、合弁企
業の国内上場に関する法令は整備され、日本企業（事業
法人）の上場実績もあるが、非居住者については上海証
券取引所の国際板の開設を待たなければならない。次に
外国企業（事業法人）の中国国内での債券発行について
は、非居住者については関連法令もなく発行自体ができ
ない。また、居住者については、自主規制機関（中国銀
行間市場取引者協会、英文略称NAFMII）の会員資格を
得ることを条件に容認されている（これまで2012年1月
に日系商社が外国企業として初めてCPを発行、2013年
10月には日系自動車金融会社が金融債を発行）。

2014年は、①ドイツ系自動車会社のパンダ債（非居
住者人民元建て債券）発行、②日系自動車金融会社の資
産証券化商品発行、③日系銀行現地法人の香港での点心
債発行、④英国政府のオフショア人民元建て国債発行と
いった個別の規制緩和が行われた。一方、中国国内での
株式発行にせよ債券発行にせよ、世界有数規模となった
中国の発行市場を外資企業は活かしきれていない。中国
国内での外資企業のファイナンス緩和は、発行体の多様
化を通じた中国資本市場の発展を促し、投資環境の改善
に繋がるものである。

中国企業の海外での株式上場規則改正・緩和
中国企業のグローバル化に伴って、柔軟な財務戦略を
確保できることが益々重要になっている。以前は、中国
企業が海外で上場する場合、海外でタックスヘイブンの
SPV（Special-Purpose-Vehicle）を設立し、当該SPVが上
場するスキームを組むことが出来た。

一方、2006年に制定・施行された「外国投資家によ
る国内企業の合併・買収に関する規定」（いわゆる10
号令）により、SPVの設立や海外上場に関し審査・認可
が厳格に行われるようになった。また、資本取引の面か
らは、国家外為管理局が2005年10月の75号令により、
SPVが海外上場によって調達した資金を国内に持ち込む
方法が制約を受けることとなった。この結果、新規に
SPVを設立して中国企業が海外で株式上場を行うことは
事実上困難となった。2012年12月には、中国企業の海
外上場の条件を緩和しているが（純資本4億元以上、過
去一年の税引き後利益6,000万元以上、資金調達額5,000
万ドル以上をそれぞれ廃止）、業種によっては証監会以
外の部門の認可が残っている。その後2014年12月、証
監会から中国企業の海外上場時の財務審査の取消し等の
緩和策が、また国家外為管理局から海外上場時の調達資
金の両替審査の取消し等の規制緩和がそれぞれ行われ
た。今後も中国企業の海外での全面的な株式上場規制改
正・緩和を期待する。

外国指数ETF市場の早期開設
外国指数ETF（Exchange-Trade-Funds、上場投資信

託）の中国国内上場は、中国投資家に分散投資の機会を
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提供し、国内市場の過熱を押さえる効果がある。また、
中国投資家に対外投資を解禁するにあたり、個別銘柄で
あると発行体情報、証券情報の提供の問題が生じるが、
株価指数のETF経由の投資であれば、情報アクセスの問
題が生じず、リスク分散効果もある。加えて、ETFは原
指数との連動性が高いことが信頼性のキーとなるが、中
国と同一時間帯で取引が行われており、指数との連動性
が実感しやすい日本株はETFを使った投資の入り口とし
て適している。

以上の背景に加え、外国指数ETFの中国国内上場は、
中国証券取引所の国際化や中国投資家の対外投資を定着
させていくことにも繋がるものである。既に上場してい
る香港株、米国株、ドイツ株のETFに続き、今後は日本
株ETFの早期認可を念頭に、外国指数ETFの上場申請手
続の簡素化を期待する。

クロスボーダー人民元取引規制の緩和
人民元建ての対内証券投資制度としてのRQFIIの運用
枠は、香港（2,700億元）以外では、2013年10月、ロ
ンドンに800億元、シンガポールに500億元がそれぞれ
設定された。2014年以降はさらに加速し、6月にはフラ
ンスに800億元、7月には韓国に800億元、ドイツに800
億元、11月にはオーストラリアに500億元、カタールに
300億元、カナダに500億元、2015年1月にはスイスに
500億元がそれぞれ設定された。

また、人民元建て対内直接投資は2011年の907億元
から2014年には8,620億元に大きく拡大した。2011年
10月に公布・施行されたルールでは、出資金額が3億元
以上の場合は中央の商務部が審査することとなっていた
が、2013年12月の新たなルールでは当該審査が撤廃さ
れた。それでも外国企業は、ルールの運用に関する安定
的運用や予見可能性の向上に引続き関心を有している。

対内証券投資にせよ、対内直接投資にせよ、オフショ
ア人民元の中国本土への還流ルートの整備・拡充は、人
民元の国際化にも資するものである。このため、東京市
場も含めたRQFIIの運用枠の一層の拡大や外国金融機関
へのライセンス付与、人民元建て対内直接投資に関する
認可規制の緩和やルールの安定的運用を期待する。

中国国有企業の新規公開や株式売出しに関する日
本の金融機関の主幹事獲得への協力
これまで中国国有企業の大型の新規公開案件では、欧
米の金融機関を中心とした主幹事選定が行われている。
一方、中国の隣国である日本には、約1,600兆円に上る
個人金融資産があり、中国国有企業は日本から多額の資
金を有利な条件で調達することが可能である。同時に、
日本は中国国有企業の経営に理解を示す株主となり、長
期的視野での安心できる企業経営の基礎を提供すること
ができる。こうした日中の事情に通じた日本の金融機関
は、円建てであれ人民元建てであれ、中国国有企業の資
金調達において重要な役割を果たすことができる。

＜建議＞
①外資による中国証券業、アセット・マネジメン
ト業への参入規制の緩和について、以下を要
望したい。

・参入規制の緩和と業務範囲の拡大

・特に証券業では、投資銀行業務と関連するホー
ルセール業務（機関投資家向けブローカレッ
ジ業務、リサーチ業務、投資顧問業務等）の
拡大やクロスボーダーM&A業務の展開支援

・特に証券業では、中国側合弁相手の業種の完全
自由化、もしくは既存形態の中での親子証券
会社間の競合禁止ルールの撤廃

・他に証券業では、証券投資顧問会社への外資参
入規制の緩和と業務範囲（新三板業務、私募
業務等）の拡大

・上海等自由貿易試験区のネガティブリストから
証券業、アセット・マネジメント業を削除

・緩和日程の公表

②国内外投資規制の緩和について、以下を要望し
たい。

・QFII・PE・不動産投資の規制の緩和

・申請手続・報告方法の簡略化

・投資に関する税制の明確化

・QDII等の対外投資の規制緩和

・上海・香港相互株式投資制度（滬港通）の他地
域（上海以外、香港以外）への拡大

③中国国内での外資企業のファイナンス緩和につ
いて、以下を要望したい。

・中国国内市場への株式上場、特に上海証券取引
所への国際板（上海国際板）の開設

・中国国内での債券発行

④中国企業の海外での全面的な株式上場規制改
正・緩和を要望したい。

⑤日本株を対象としたETFの早期認可を要望し
たい。

・外国指数ETFの上場申請手続の簡素化

⑥クロスボーダー人民元取引規制の緩和につい
て、以下を要望したい。

・RQFIIの規制の緩和

・オフショアからの人民元建て直接投資の規制の
緩和

⑦中国国有企業・金融機関の新規公開や株式売出
を通じた資金調達支援のため、日本の金融機
関も貢献すべく、主幹事獲得への協力を依頼
したい。
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１．旅行

JNTOの推計によると、2014年の訪日外国人旅行者数
はこれまで過去最高だった前年を約305万人上回る1,341
万4,000人（前年比29.4%増）となった。主用地域であ
る韓国が275万5,000人、中国は240万9,000人、台湾は
282万1,000人が過去最高数値となった。

JNTOの訪日中国人旅行者の2015年1月の最新状況と
しては「日本に寄港する中国発クルーズ船は前年同月
比で減少したものの（2014-年1-月は6-便、2015年1-月
は4-便）、円安傾向の継続により、ショッピングを目的
とする個人旅行者の増加が好調な伸びに繋がった。オン
ライン旅行会社（OTA）とタイアップした訪日旅行商品
の販売促進支援や、主要都市の地下鉄などでの広告展
開も、冬の訪日旅行の需要を喚起した」とコメントされ
ており、特に2月は春節（旧正月）に伴う中国の大型連
休があったため、日本国内での銀蓮カードの利用額が前
年同月の3.5倍となった。中日間の報道でも、いわゆる
まとめ買い「爆買い」というキーワードもブームとなっ
た。日本側の各自治体、企業は2020年の東京オリン
ピックまでの訪日市場における訪日中国人市場に対する
経済効果を期待しており、急激にさまざまな取り組みに
着手する動きが見られるようになって来た。

一方、2014年の日本人海外旅行数は1,690万3,000人
（前年比3.3%減）、中国への日本人海外旅行者数は271
万7,000人（前年比5.6%減）と減少した。主に日中政治
問題・環境問題に関するメディア報道が主な原因とな
り、日本人の中国方面行き観光プロモーションが拡大し
て行く傾向はない状況であり、旅行業界としても深刻な
状態が継続していると受け止めている。

日本からの訪中旅行
中国国家旅遊局によると中国への日本人海外旅行者数
は2011年以降、昨今の日中関係・中国国内大気汚染問
題の影響から、漸減傾向（2011年比で約100万人減少）
にある。日本人観光旅行者を主用事業としている現地法
人日系旅行各社にとっては危機的な経営状況を脱し切れ
ていない状況が続いている。

訪中日本人は2007年の日中国交正常化35周年時の
397万人が過去最高で、2010年の373万人以降落ち込み
が続いており、2014年には272万人まで減少した。272

万人はビジネス客も含んだ数字であり、レジャー市場で
みると2010年の10%程度まで落ちこんでいる。中国大
陸部へのパッケージツアーの造成を取りやめた大手ホー
ルセラーもあり、パンフレット等紙媒体での造成をやめ
て、オンラインのみで販売するホールセラーも出てきて
いる。また、パンフレット造成をしていても、日本にお
ける販売店での露出もきわめて低く、低調な状況が以前
続いている。

旅行業界の状況としては、現地法人日系旅行各社だけ
でなく、中国各地の日本人旅行者を受け入れる旅行社に
おいても、日本人対応部門が廃止になったり、インバウ
ンド部門として統合されたりするなど、規模の縮小化や
弱体化が進んでいる。日本語ガイドについても深刻な状
況が続いており、廃業し別業界に転職もしくは中国人訪
日旅行添乗員業務に社内配置転換等日本語ガイドとして
の業務継続が難しい状況となっている。また、ホテルの
国籍別日本人市場シェアも低下しており、相対的な日本
人市場の地位低下が続いている。

主な原因としては、日中政治問題・環境問題に起因す
るさまざまなメディア報道であると推察できる。現時点
でできる事としては日本人観光客が懸念するPM2.5を中
心とした環境問題解決を継続的に訴えて行くと同時に、
政府主導の大気汚染策改善による環境好転状況も諸外国
のメディアを通じて積極的にアピールをし、訪中外国人
客増に努め、ネガティブな報道から脱却をする状況を作
り出す必要もあると思われる。

具体的には北京オリンピックや上海万博前に盛んに行
われていた、中国国家旅遊局や地方旅遊局等が主催す
る、日本側旅行会社、販売・営業担当者を対象とした招
聘視察旅行の復活や、これら旅遊局等と合同での訪中商
品開発・販売商品や大型団体誘致に対する助成金等の支
援策について、早期に検討いただくよう要請したい。

中国からの訪日旅行
2011年に中国人訪日旅行数が約104万人であったが、
外交問題による日本行のプロモーション自粛等の逆風
があったにも関わらず、2014年には急速に拡大してい
る。旅行形態別には、沿岸部大都市圏ではリピーターお
よびマルチ査証緩和による訪日個人旅行者（FIT）層の
拡大が見込まれ、ニーズは多様化する一方である。内陸
部では海外旅行未経験者もまだまだ多く、周遊行（周遊
型ツアー）を中心に増加して行く傾向にあるといえる。
旅行者思考は「初めての訪日旅行は、所得や資産の水

第９章
観光・レジャー
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準に関わらず、ゴールデンルート周遊行に参加」、「リ
ピーターは、所得水準などの要件を満たせば、周遊行か
ら自由行（フリープラン）又はオーダーメイド旅行に切
り替える傾向が強く、コースや目的も多様化」、「リ
ピーター率は、現状他のアジア諸国に比べて低いが、自
由行又はオーダーメイド参加者が今後飛躍的に増加。一
方で、引き続き東京大阪間を周遊するゴールデンルート
周遊行も増加」に向かうと思われる。

また、旅行形態別に分析をすると、FITおよびオー
ダーメイド型ツアーでは1万～1万3,000元程度の高価格
帯が中心、自由行パッケージでは、5,000～9,000元程
度の一般価格帯が中心であり、これら価格帯の購買力を
有するターゲットは中産層以上と推察できる。一方、周
遊行の価格帯は、3,000～5,000元の低価格帯、6,000～
9,000元程度の一般価格帯を中心に、一部では1万～1万
8,000元程度の高価格帯商品まで、幅広い商品が流通し
ている。なお、周遊行のうち7割程度はショッピングツ
アーとして催行されていると推察される。

マルチ観光査証については、これまで東北、沖縄への
訪問を義務付けた3年査証しか存在しなかったが、2015
年1月より5年間マルチ観光査証発給が開始されたことに
より、富裕層リピーターが増加することが想定される。

そして、富裕層市場の特徴は2014年にInternational-
Luxury-Travel-Marketing-Asia社（ITLMアジア社）の
「2014年　中国人富裕層の旅行調査」によると「余暇
志向で最も高いのが旅行（約56%）、読書、喫茶、家族
との触れ合い、ドライブと続く」、「月平均8.3日を出
張旅行に費やしており、また47%が年に1～2回、36%
が3～5回海外旅行に出かけている」、「旅行目的は観
光64%、ショッピング52%、商用48%である。また医
療目的の渡航が12%存在する」、「日本の人気は7位
（6.5%）、前年11位（4.7%）であり、その人気は増し
ている」、「旅行志向としてはビーチアイランドリゾー
トが59%と最も高く、以下ドライブ（43%）、グルメと
ショッピング（42%）、自然探訪（37%）、芸術鑑賞
（28%）と続く」、「旅行予約については旅行会社を通
じたケースが50%と約半数であり、代表的な中国系大手
旅行会社が占めている」等との報告があり、新たなスタ
イルの旅行市場成長の牽引役市場になって行く事が期待
できる。

2015年度の展望
2014年11月にAPECにあわせて日中首脳会談が実現

し、日中間の交流が拡大する可能性もある。

日本人の訪中に関しては、2015年5月には観光三団体
（一般社団法人日本旅行業協会【JATA】、一般社団法人
全国旅行業協会【ANTA】、公益社団法人日本観光振興
協会）が、3,000名規模の訪中団を組織し、官民相互で
の日中観光交流促進をすすめる。JATA田川会長はその記
者会見で、「海外旅行者数2,000万人達成のためにも、
韓国同様中国も早期に300万人に戻すことが重要」であ

るといい、「双方向の交流を通じた相互理解の深化こ
そ、互いに持続的な成長をもたらすもの」であると強く
訴えた。今回の大型訪中団により民間から観光交流の復
活の機運を盛り上げていく事を期待したい。また、さま
ざまな文化交流行事運営には中国政府にも優先的にご配
慮をいただき、受入対応をお願いする事としたい。さら
に、中国国内各地は有数の観光資源が存在しており、他
のアジア各国比較でも優勢性は大いにあると思われるた
め、特に双方の政府レベルでの一般観光市場に対する継
続的なプロモーションを日本側で実施する事が必要であ
ると思われる。

中国人の訪日市場においては、ニーズが多様化する中
で、供給されている旅行商品が不十分である事から旅行
会社側は顧客対応に困難を極めている。オンライン旅行
会社（OTA）も、対応商品がホテル宿泊と航空券に限定
され、オーダーメイド旅行対応および、旅館、食事、入
場、ゴルフ等のさまざまな多様化する顧客ニーズに十分
対応できていない事が大きな障壁となっている。日系旅
行会社が日本人市場で培って来たノウハウ、スキルが生
かされる市場が形成されつつある事が期待できる。

ただし、残念な事に2011年北京の外資系合弁旅行会
社3社に中国公民の海外旅行取り扱いの認可が下りて以
来、外資100%の旅行社などに対し開放の動きが見られ
ない状況である。また、中国（上海）自由貿易試験区、
その他地域の自由貿易区では合弁を前提に外資へのライ
センスを設立し、2年目以降認められるような状況であ
るため外資企業への認可のスピードは遅滞状況であると
言える。大きな市場拡大が期待できるが、多用化した
ニーズがさまざま存在する中で中国の旅行業界を発展・
成長をさせていただくためには、海外旅行市場をこれま
で多年取り扱って来た外資100%の旅行社の力が必須と
思われる。特に、訪中市場を一定の年月取り扱って来た
経験のある日系旅行会社は多様化した中国人海外旅行市
場に対応可能な組織、人材を保有している企業も存在
し、優先的にライセンス認可を拡大して行く事により、
スピード感を持った業界発展のシナジー効果を期待でき
る。また、外資旅行会社における現地中国人社員のスキ
ルアップのために外資旅行会社所属の外国人社員の中国
国内駐在による人的教育サポートが非常に重要になって
くる。外国人駐在員に対する労働査証、税金面での優遇
制度導入の検討をお願いしたい。

また、インターネット取引においても外資規制が存在
し、外資マジョリティーおよび合資の旅行会社は自社商
品（パッケージ旅行など）以外の商品（特にホテル単品
など）の販売が出来ないとともに、WEBサイトでの広告
事業も行えない状態であるため、旅行業界発展の阻害要
因ともなっている。

総括すると、中国国内旅行会社の活性化、業界のシナ
ジー効果を最大に発揮させるためには販売・営業面で
のライセンスを独資企業に対しても認可を促進させ、両
国間の人流拡大による業界発展と経済発展を目指して行
く環境を生み出していくべきであると言える。特に、
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2015～2020年は中日間の交流人口は飛躍的な拡大を見
込まれる市場であり、両国間のメリットは非常に大きい
と言える。

今年度の最重要課題として中国政府としても認可を加
速化して事が必須である事を提言させていただく事とし
たい。

＜建議＞
①2011年に北京の外資系合弁旅行会社３社に中国
公民の海外旅行取り扱いの認可が下りて以来、
外資100％の旅行社などに対し開放の動きが見
られない。一方、中国（上海）自由貿易試験区
では合弁を前提に設立2年目以降認められるよ
うになったが、今後の旅行業界の発展のために
も、合弁でなく外資100％の旅行社に対し出境
ライセンスを早急に認可すべきである。

②日本人観光客が懸念するPM2.5を中心とした環
境問題解決を継続的に訴えて行くと同時に、
政府主導の大気汚染改善策による環境好転状
況も諸外国のメディアを通じて積極的にア
ピールをし、訪中外国人客増に努めるべきで
ある。

③インターネット取引（付加価値電信業務）にお
ける外資規制（「外商投資電信企業管理規定
（国務院令第534号）」を改正すべきである。
旅行業の場合、外資マジョリティーおよび合
弁の旅行会社は自社商品（パッケージ旅行な
ど）以外の商品（特にホテル単品など）の販
売が出来ないとともに、WEBサイトでの広告
事業も行えない状態にあり、旅行業界発展の
ためには自由化を進めるべきである。
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２．ホテル

2014年外国人入境者数動向
2014年日本から中国への入境者数は271.8万人で前年

より5.6%減少した。一昨年からは22.7%の減少となっ
た。また北京市への入境者数は2014年が24.9万人で前年
と横ばいであったが、一昨年からは43.0%の減少となっ
ており、この2年間で比較すると中国全体より北京市の
減少率が大きく、2012年以前における北京市への入境目
的としては観光需要が高かったことが窺える。

2012年下期より観光需要が低下し始めてから2年以上
が経過したが、いまだ回復の兆しは見えていないのが現
状である。

当初は日中間の政治問題等の影響も受けて入境者が減
少し始めたが、今最大の問題は大気汚染（PM2.5）であ
り、この問題が解決されない限り大きな観光の回復は難
しいと考えられる。

今後も大気汚染の改善に取り組んでいただき、中国政
府において関連情報を世界に発信することが望まれる。

北京市内ホテルの現状
2013年の三中全会で決議した五星ホテルでの政府系
利用の禁止により、宴会利用においては大きな打撃とな
り、現在五星ホテルの宴会部門が大変苦戦を強いられて
いる。

一昨年の贅沢禁止令によるレストラン、宴会場での高
額利用者の激減に引き続き、さらなる締め付けにより、
大規模ホテルの大半が二期連続して業績が大幅に悪化し
ている。

また宿泊利用においてもインターネットの普及が加速
し、C-TRIPを中心とした中国系のOTAが台頭し、中国国
内でのガリバー企業にまで成長し、低価格に導くプライ
スリーダー的な存在となり、単価下落が一段と進み収入
の減少に繋がっている。

中国経済の成長において今後も鈍化傾向が進むとさら
に厳しい環境になることが予想される。

中国国内における日系ホテルとしては早期の日本人利
用の回復が必要不可欠となっている。

中国への日本人の誘致活動に期待
日中首脳会談以降、経済交流においては活動が活発化
し、ビジネス利用における需要は比較的早い時期に増加
が見込めると予想されるが、観光においては踏み込んだ
誘致活動が必要で、活発な経済交流による中国と日本の
友好関係をアピールし、経済発展のための友好的な情報
発信の頻度を高め日本人が中国に対し好印象を持つこと
が必要だと思われる。

それに合わせて観光需要を呼び起こすための日本での
中国の観光イベント開催や観光番組での頻繁な中国観光
地の紹介など、政府・マスコミ・旅行会社が一体となっ
て誘致活動を積極的に実施することが望まれる。

＜建議＞
①日本人就労ビザ取得に際し、北京市の場合は大
学卒業以上であることが条件となっている。
ホテル専門学校卒や観光専門学校卒にも優秀
な実務経験者が多いので、ぜひ条件を緩和し
ていただきたい。大学卒業証書原本と学位証
明書の提出が必要であるが、この条件も緩め
ていただきたい。また北京市においては就
労ビザを取得するまでの期間が長期に亘るた
め、期間の短縮をお願いしたい。

②中国の観光業界活性化のためにも、日本人誘致
に向けた広報宣伝活動を強化いただき、日本
における観光イベントへの参加やメディアを
活用した観光プロモーションなど積極的にお
願いしたい。

③今日ＰＭ2.5で総称される大気汚染が日本の観
光客を減少させている最も大きな要因の一つ
であるため、大気汚染対策を明確に公表し、
改善に向けた取り組みを各国に向けてアピー
ルしていただきたい。

④ホテル周辺およびホテル内に進入し違法なちら
しを配布する業者に対して、顧客の安全およ
び中国のイメージアップのため取り締まりの
強化をお願いしたい。

⑤自動車の交通マナーの悪さが要因で渋滞になる
ケースをよく見かけるが、交通ルールを強化
して渋滞緩和に向けた対策の検討をお願いし
たい。
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北京市
2014年の北京市の域内総生産（GRP）は2兆1,330億

8,000万元、実質成長率は7.3％と、全国の成長率（7.4%）
と近い水準になった。1人当たりGRPは9万9,995元だっ
た。市政府は経済成長の質と効率を重視する姿勢をみせて
おり、構造調整の進展と同時に、経済の安定成長を維持す
べく、2015年の成長率目標を7.0%前後とした。

2014年の経済状況
2014年のGRP成長率は、2013年の7.7％に比べ0.4ポイ
ント鈍化し、3年連続の7.0%台の成長となった。北京市統
計局は経済状況が全体的に安定しており、構造調整、発
展方式の転換に積極的な進展があり、経済成長の質と効
率が緩やかに高まったと評価した。GRPを産業別にみる
と、第1次産業は前年比0.1%減の159億元、第2次産業は
6.9%増の4,545億5,000万元、第3次産業は7.5%増の1兆
6,626億3,000万元だった。

消費者物価上昇率は1.6％と前年より1.7ポイント低く、
物価は安定して推移した。全社会固定資産投資額は前年
比7.5％増（2013年は8.8％増）、一定規模以上の工業生
産は6.2％増（8.0％増）、全社会消費品小売額は8.6％増
（8.7％増）と、伸びは前年より軒並み鈍化している。

2014年末の常住人口は2013年末を36万8,000人上回
り、前年比1.7%増の2,151万6,000人となった。常住人口
の増加率は前年比で2011年2.9％増、2012年2.5%増、
2013年2.2%増と4年連続で鈍化しており、「第12次五
カ年規画」実施以来の最低水準となった。商品房（商用
不動産物件）販売面積は2013年に続くマイナスとなり
23.3％減、うち住宅は16.3％減と2013年より減少幅が拡
大した。

対内直接投資は、契約額が前年比221.5％増の356億
7,857万ドル、実行額が6.1％増の90億4,085万ドルと、
契約額が激増した。実行額の伸びは1ケタを維持し前年並
みとなった（2013年6.0％増）。日本企業による投資実行
額は、前年比30.5％減の3億1,125万ドルと3割以上の減少
と、3年連続で減少した。ただし、契約ベースでは59.7％
増の5億3,114万ドルと増加した。

北京市の特徴
北京市は中国の首都であり、中国における政治・経
済・文化の中心として発展を遂げてきており、世界有数

の国際都市となっている。中国統計年鑑2014をもとに
GRPの産業別シェア（2013年）をみると、北京市では
GRPに占める第3次産業のシェアが76.9％と全国1位で、
次いで同産業のシェアが高い上海市（62.2％）と比較し
ても、圧倒的な存在感をみせている。

そして、北京市統計年鑑2014をもとに第3次産業にお
ける業種別シェア（2013年）をみると金融（18.8％）、
卸・小売（1 5 . 8％）、情報通信・ソフトウェア
（11.7％）、リース・ビジネスサービス（10.3％）、
科学研究・工業技術サービス（9．6％）の順となって
いる（リース・ビジネスサービスには統括拠点が含まれ
る）。後者3者は対事業所向けのサービスを指し、先端
的サービス業といえるもので、企業の開発力、技術力の
向上をもたらし、産業高度化の過程において重要な役割
を果たす。北京市におけるさらなるイノベーションの進
展・生産性の向上に向けて、今後これらの産業の集積が
より一層求められる。

北京市には中国企業や日本を含む外国企業の統括拠点
が多いことなどから、北京市の先端的サービス業は同市
のみならず中国全土を対象に幅広くサービスを展開して
いると考えられ、北京市におけるこれらの産業の集積
は、中国全体の産業高度化においても重要といえる。

なお、これらの産業集積を進めるうえでは、引き続き
日本を含む外国の統括拠点や先端的サービス業を含む先
進企業のさらなる誘致を進めていただくことが有益と考
える。

優れた人材・企業の集積のために
上記の観点を踏まえ、北京市において、日系企業がよ
り一層発展を遂げ、北京市の経済発展に寄与するため
に、課題となっている事項等について、以下の3点を建議
する。

第一に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点
および先進企業の立地拠点に相応しい人材の集積を促進
するため、先進的な人材政策を展開いただきたい。北京
市が目覚ましい成長を遂げている中国の首都としてさら
に発展するためのカギの一つは人材にあると考える。

そのため、外国人材のさらなる活用は有益であり、豊
富な経験を有する日本人などを柔軟にかつ手厚く配置す
ることを可能とするため、駐在員にかかわる過剰なコス
ト（費用コスト、手続コスト）の軽減をお願いしたい。
社会保険や居留許可手続などにかかわるコスト軽減を望
む声が聞かれる。

第１章
華北地域(北京市、天津市、山東省)
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また、中国の人材がさらに能力を発揮できるような環
境を整えることも有益であり、優秀な中国人を柔軟にか
つ手厚く配置することを可能とするため、地方出身者へ
のインセンティブ強化をお願いしたい。

第二に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点
および科学技術分野の企業の集積を促進するために、透
明性の高い政策運営、ハイテク企業への優遇強化、行政
手続の簡素化をお願いしたい。

透明性の確保は、中国内外企業が積極的な事業展開を
行ううえで不可欠であり、中国政府が進める「近代的な
市場体系の完備」の前提ともいえるものである。そんな
中、北京市政府が実施するインフラ関連向け産業用ICの開
発や経済情報化委員会、中関村科技園区管理委員会など
の半導体事業管理機構が管掌するプロジェクトが外国企
業に開放されておらず、参入チャンスがないとの声が企
業から寄せられている。こうした分野の開放を積極的に
進めることが、優れた技術やノウハウを持つ外資企業の
立地促進につながると考える。

また、北京への先進技術の集積促進のためには、集積回路企
業、ソフトウェア企業などを含めたハイテク企業に対して、優
遇制度の拡大をお願いしたい。例えば、集積回路企業、ソフト
ウェア企業に対する企業所得税の減免期間の拡大や、同様の優
遇制度の他のハイテク分野への拡大が考えられる。

さらに、首都にふさわしい産業構造を実現する上で、ハ
イテク企業とともに、前述の先端的サービス産業の立地の促
進もさらに図る必要があると考える。日本ではこうした先端
的サービス産業を産業の「頭脳部分」としてとらえ、頭脳立
地法という法律で集積の促進を図った。税制優遇や政府系金
融機関による低利融資を通じて、一定の成果を収めた経験が
ある。

第三に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点
等に相応しい生活環境を整備するために、生活に密接に
係わりを持つ分野において、総合的視野にたった取組を
お願いしたい。大気汚染や交通渋滞などの問題につい
て、近年市政府はその取組を強化されているが、引き続
きこれらの問題を重視し、総合的視野を持って取り組ん
でいただきたい。

引き続き対話継続を
2012年、2013年は開催されなかった中国日本商会と北
京市政府幹部との座談会が、2014年12月に、中国米国商
会、中国香港（地区）商会、北京外商投資企業協会を含
む4商会・協会と北京市投資促進局の5者共催の形で開催
され、活発かつ有意義な意見交換が実施できたことに感
謝したい。会議終了後において、中国日本商会からの建
議内容について、真摯に書面にて回答をいただいた。北
京市の改善に向けた回答と取り組みに感謝する。

ただし、回答が不十分であり、さらなる相互理解が必
要な部分もあり、引き続き中国日本商会との対話の機会
をいただきたい。十分な意見交換の時間を確保するため
にも、以前のように北京市と中国日本商会の2者の形での

開催が望ましい。2014年より中国日本商会は、北京市投
資促進局およびジェトロの三者で定期的な意見交換の場
を持たせていただいているが、引き続きより多様なチャ
ンネルを通じて相互理解を深めるため、北京市各政府機
関と交流の機会をいただくことを希望する。

＜建議＞
①北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点お
よび先進企業の立地拠点に相応しい人材の集積
を促進するために、先進的な人材政策を展開い
ただきたい。

(1)豊富な経験を有する日本人を柔軟にかつ手厚く
配置することを可能とするため、駐在員にかか
わる過剰なコスト（費用コスト、手続コスト）
の軽減をお願いしたい。

・社会保険

- 2011年7月の社会保険法の施行により、外国
人も社会保険への加入が義務付けられた。外
国人就労者の中で多数を占める本社派遣駐在
員にとっては、日本の社会保険支払いと併せ
て二重払いになっており、不必要なコスト負
担になっているため、任意加入にするなどの
対応が可能となるよう中央政府に働きかけて
いただきたい。

・居留許可手続

- 2013年7月の出入国管理法改正により、居留許
可手続の審査期間は従来の5営業日から「15営
業日以内」に変更された。親族の不幸や、経営
にかかわる緊急の出張が生じた際の一刻を争う
海外出国が出来ない、パスポートの提示が必要
な場面において行動が制限される事態が起こり
うるので、現在の所要15営業日を従前の5営業
日に戻して欲しい（天津は5営業日で行ってい
る）。また、居留許可は原則1年ごとに更新手
続が必要であるが、更新期間の拡大をお願いし
たい。

・外国籍人員の就業条件

　2014年9月の北京市外国籍人員の雇用業務をさ
らに強化することに関する通知が公布され、外
国籍人員の北京で就業する条件が厳格・明確に
なった。条件の１つに「学士以上の学位および
2年以上の関連業務の経験を有すること」がう
たわれているが、日本企業の技術力・組織力は
職員の学歴に依存するものになっていないこと
などを考慮し、先進地域として例外的に条件の
緩和が可能となるよう中央政府に働きかけてい
ただきたい。

・日本払い社会保険の個人所得税の扱い

　日系企業出向者の日本における社会保険の会社
負担分に対して、個人所得税を課税する動きが
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本格化している。納税者に対して手続面および
コスト面で過大な負担となるため、非課税とす
るなど企業負担の軽減につながる措置が可能と
なるよう中央政府に働きかけてほしい。

(2)優秀な中国人を柔軟にかつ手厚く配置するこ
とを可能とするため、地方出身者へのインセン
ティブ強化をお願いしたい。

・北京市戸籍

- 北京市戸籍を有していないと、子女教育などで
影響を受けることから、地方出身の優秀な人材
確保のため、一定の基準を満たす企業に対して
は提供される北京戸籍枠の増加を検討していた
だきたい。

・工作居住証

　地方出身者にとって北京市戸籍と同様の待遇を
享受できるため、グリーンカードとも呼ばれる
工作居住証であるが、分公司は5名を超えて申
請できないことになっている。地方出身の優秀
な人材確保のため、一定の基準を満たす企業に
対してはこの制限を廃止していただきたい。

②北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点お
よび科学技術分野の企業の集積を促進するため
に、透明性の高い政策運営、ハイテク企業への
優遇強化、行政手続の簡素化をお願いしたい。

・補助金に関する不透明な政策運営

- 2009年１月より、北京市では、資本金１億元
以上で統括拠点を設立し、「地域本部」として
認定されれば、３年間補助金を受給できること
になっている。しかし、税収の貢献度が少ない
ことを理由に、補助金の支給が留保される事例
が出ている。一般的に、統括拠点は自ら事業を
行っているわけではなく、収入は配当や管理費
等に限られている。資本再編や投資を行って配
当収入を得るまでには相応の期間を要すること
に鑑み、その期間を支援する目的で、税収の貢
献度に関わらずに補助金を支給して欲しい。

・北京市政府プロジェクトへの参入

- 北京市政府が実施するインフラ関連向け産業用IC
（電力、水道メータ、ネットワーク機器など）
の開発や半導体事業管理機構（経済情報化委員
会、中関村科技園区管理委員会など）が管掌す
るプロジェクトで、入札や公募がなされておら
ず、参入チャンスがないとの企業の声がある。外
資企業が参画できるように、チャンスを提供して
いただきたい。

・ハイテク企業への優遇制度

- 外資企業の先進技術を導入するため、ハイテク
企業（集積回路企業、ソフトウェア企業含む）
に対して、優遇制度の拡大をお願いしたい。

・許可証

- 各種許可証の変更・延長手続が複雑で時間を要
するとの企業の声がある。先進技術・ノウハウ
を有する企業がスムーズな事業展開を行えるよ
う簡素化をお願いしたい。

・行政対応

- 北京において現登記住所と異なる区に移転を検
討した際、異なる区にオフィス移転することは
出来ないと政府機関に指導されたケースがある
が、明確な法に基づく根拠がない。行政の秩序
ある対応を要望したい。

③北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点等
に相応しい生活環境を整備するために、生活に
密接に係わりを持つ分野において、総合的視野
にたった取組をお願いしたい。

・大気汚染

- 北京市の大気汚染が深刻化している。大気汚染
の改善に向けた取組強化を引き続き強く要望し
たい。大気汚染状況や改善策実施の効果などに
つき迅速かつ的確な情報の公開をこれまで以上
にお願いしたい。

・交通渋滞

- 北京市の交通渋滞が深刻化している。公共交通
機関の一層の整備・拡充、交通整理の強化、違
法駐車の取り締まり、市民の交通ルール遵守意
識向上のための啓蒙など、引き続き改善に向け
た取り組みを要望する。

・二輪車の乗り入れ規制

- 二輪車については、登録や乗り入れの制限が行
われているが、各国際都市において省エネ・省
スペースのコミューターとして利用されてい
る。北京市においても都市交通手段の選択肢と
なるよう規制の緩和をお願いしたい。
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天津市
2014年の天津市の地区総生産（GRP）は1兆5,722億元

と、4年連続1兆元を超えた。実質成長率は前年比10.0％
で、12年の12.5％に比べ2.5ポイント低下したものの、通
年で2ケタ増を維持しており、全国の2014年の実質成長率
7.4％を上回った。全国31省市のうち、天津市は2番目に
高い成長率となった。一人当たりGRPについても10万元を
超え北京や上海を抜き最も高く、天津市はここ数年、全国
トップクラスの経済成長を維持している。

　

2014年の経済状況
14年の経済を主要な項目別に見ると、全社会固定資産
投資額は前年比15.1％増、工業生産は7.3％増、全社会消
費品小売額は6.0％増となった。貿易総額は前年比4.2％増
の1,339億ドルと4年連続1,000億ドルを突破した。輸出
は7.3％増の525億ドル、輸出先としてはEU、オーストラ
リア、ASEANが、それぞれ20.0％増、17.4％増、13.0％
増となり、日本向けは0.5％増、米国向けは4.6％増であっ
た。輸入は2.3％増の813億ドルだった。14年の貿易の特
徴としては、輸出の伸びが大きかったこと、内資企業に
よる貿易が大幅に増加したこと、新興市場への輸出が増
えていること、航空機輸入が増えていることなどが挙げ
られる。輸出先を金額ベースでみると12年はEU、日本、
ASEAN、13年は米国、ASEAN、EUの順であったが、14
年はEU、米国、韓国となった。消費者物価指数（CPI）は
1.9％と前年比1.2ポイント低下した。商品別にみると、
家庭用品（3.3％）、食品（3.0％）、住宅（2.0％）、
衣類（1.8％）、などの価格が上昇する一方で、タバコ
（1.3％）、交通通信（0.3％）、などが下落した。都市
部住民の一人あたり可処分所得は、前年比8.7％増の3万
1,506元。

2014年の対内直接投資動向
14年の対内直接投資は、契約金額は10.1％増の228億
ドル、実行金額は12.1％増の188億ドルとなり、金額は引
き続き2ケタの伸びを示した。実行金額のうち、非製造業
は102億ドル（8.6％増）であり約54％を占めている。新
規の外商投資企業数は674社。

今後の重点施策
天津市政府の政府活動報告によれば、2015年の経済目
標として、成長率は9％前後と前年より2ポイント引き下
げられた。地方財政収入の伸びは11％、固定資産投資の
伸びは12％、社会消費品小売総額の伸びは8％、貿易の伸
びは6％、都市登録失業率は3.8％以下、都市部・農村住
民収入の伸びはそれぞれ8％、10％、CPI上昇率は3％前
後などとなっている。

上海に続き天津でも自由貿易試験区の設立が決定し
た。金融、貿易、投資方面で新しい制度がつくられるこ
とやさらなる対外開放が期待されている。また、北京、

天津、河北省の3地域が一体となって発展する「京津冀一
体化構想」を国家政策として推進していく方針が示され
ており、交通インフラの整備や通関業務の一体化、産業
やヒトの移転、大気汚染などの環境問題への取り組みに
よる新たな首都経済圏の構築とそれによる地域経済の一
層の発展が見込まれる。

在天津日系企業が抱える 
課題・改善要望点
天津日本人会の法人会員企業数は379社（15年3月25日
時点）に達している。在天津日系企業が直面している主
な問題、改善要望は以下のとおりである

貿易通関
(1)輸入材料の通関時間が長い。天津港に入港後、工場に
入るまで2週間以上かかることもある。通関に要する日
数を明確化するとともにできるだけ短縮して欲しい。

(2)輸入貨物の通関において、税関や検疫局等の抜き取り
検査を受けなければならないが、各部門の作業内容が異
なり、独立的に権利を行使するため、貨物検査が同じ時
間や場所で行われない。そのため検査に要する時間が長
く、手続が煩雑となっている。ワンストップサービスの
導入や手続の簡素化、効率化を検討していただきたい。
また輸入規制についての詳細且つ正確な情報をいち早
く、事前に通達してほしい或いは一定の猶予期間を定め
るなど対応のための時間を取ってほしい。

(3)通関検査時の荷扱いが悪く、不良品になってしまう
ケースがある。また抜き取り検査された製品が抜き取
られたままで返って来ないことがある。これら製品の
取り扱い方法について改善を希望する。丁寧な荷扱い
を希望する。

(4)通関に要するデポジットについて信用力に応じた金額
にして欲しい。

(5)設備輸入時の免税枠の利用について手続の簡素化を希望
する。

税務会計
税務・会計関連新規定や政策の公布頻度が多く最新情
報が入手しづらい。ホームページに掲載するだけでなく
重要且つ外資企業にとって影響の大きい法規定について
は、企業に対する説明会や講習会を開く等、行政サービ
スの充実化を希望する。

労務
(1)-労働者の権利保護は十分理解するも不当な長期病欠、
職務怠慢、サボタージュ等、明らかに労働者側に非があ
る労務問題についても、仲裁や裁判では労働者寄りの判
決が出やすい傾向を感じている。公平な目線で判断をし
て欲しい。

(2)-60歳以上の外国人への就労ビザの発給制限により豊富
な経験を有する有能な人材を活用することができない
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ケースがある。年齢制限による発給制限の緩和を希望
する。

(3)-外国人社会保険制度について上海市など未だ加入が義務
付けられていない都市もあると聞く。同制度は実態とし
て外国人駐在員にとっては利用しづらい制度であり、天
津市においても強制加入ではなく任意加入にするなどの
検討を行って欲しい。

知的財産権
複雑化、巧妙化、小口化する模倣品業者に対する摘発
の強化を希望する。知的財産権を侵害する違法行為に対
する厳罰化を希望する。

省エネ・環境保護
各種産業廃棄物の処理、汚水・排水処理、大気汚染は
避けて通れない問題であり深刻化している。天津市政府
主導で改善に向けたさらなる取り組み強化を強く要望し
たい。

物流
(1)昼間、市外ナンバーの貨物輸送車は市内に入ることが
できないため、積み替えが必要となり、時間的ロス、
商品ダメージが発生する。市外ナンバーの車両に関す
る制限を緩和していただきたい。

(2)交通通行規制情報を事前に提供してほしい。道路工事
の際は迂回路を明確にして欲しい。不正トラック（積
載オーバー、高さ、長さオーバー）の取り締まりを強
化して欲しい。

その他
(1)正規のタクシーが公然と何倍もの乗車料金を要求してく
ることがある。また白タクも多い。メーター使用の徹
底、白タクの取り締まりとともにタクシー台数を増やす
ことを要望する。

(2)地下鉄・公共バスの路線拡大を要望する。

(3)労働社会保障局、出入境管理局の混雑の改善を希望す
る。1～2時間並ぶこともよくあり対策を講じてほし
い。例えば、書類不備や誤記入を事前に相談できるイ
ンフォメーションデスクを設置する、-窓口を増やすな
どが考えられる。

(4)小売業者が優越的な立場を利用して徴収する販促費
用・リベートなどへの監督管理を強化していただきた
い。不正取引行為の処罰の明確化、取り締まり、管理
の厳格化を望む。

　＜建議＞
①輸入材料の通関に要する日数を明確化するとと
もにできるだけ短縮して欲しい。

②輸入貨物の通関において、税関や検疫局等の貨
物検査をワンストップで行って欲しい。

③通関検査時の荷扱いが悪い。また抜き取り検査さ
れた製品が抜き取られたままで返って来ないこと

がある。これら製品の取扱い方法について改善を
希望する。

④通関に要するデポジットについて信用力に応じ
た金額にして欲しい。

⑤設備輸入時の免税枠の利用について手続の簡素
化を希望する。

⑥税務・会計関連新規定について外資企業にとっ
て影響の大きい法規定については、説明会や講
習会を開いていただきたい。

⑦明らかに労働者側に非がある労務問題につい
て、仲裁や裁判で労働者寄りの判決が出やすい
傾向を感じている。公平な目線で判断をして欲
しい。

⑧60歳以上の就業ビザ取得条件の緩和、速やかな
取得が行われることを希望する。

⑨外国人社会保険制度について上海市と同様、天
津市においても強制加入ではなく任意加入にす
るなどの検討を行って欲しい。

⑩模倣品業者に対する摘発の強化、知的財産権を
侵害する違法行為に対する厳罰化を希望する。

⑪産業廃棄物の処理、汚水・排水処理、大気汚染
対策について政府主導で改善に向けたさらなる
取り組み強化を強く要望したい。

⑫市外ナンバーの貨物輸送車両に関する市内走行
制限を緩和していただきたい。

⑬交通通行規制や迂回路の情報を事前に提供してほ
しい。不正トラック（積載オーバー、高さ、長さ
オーバー）の取り締まりを強化して欲しい。

⑭正規タクシーのメーター使用の徹底、白タクの
取り締まり、タクシー台数を増やすことを要望
する。

⑮地下鉄・公共バスの路線拡大を要望する。

⑯労働社会保障局、出入境管理局の混雑の改善を希
望する。

⑰小売業者が優越的な立場を利用して徴収する費
用への監督管理を強化していただきたい。不正
取引行為の処罰の明確化、取り締まり、管理の
厳格化を望む。
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山東省

概況
山東省は人口全国第2位の9,789万人（2014年年末、

前年比0.6％増）、GRP（地区総生産）は全国第3位の
5兆9,427億（2014年）の省である。農業生産は全国第
1位。面積は日本の約4割、17市から成り、首都は済南
市。在外公館は日本、韓国、タイが総領事館を設置。
在留邦人数は山東省で2,913人、うち青島市に1,879人
（2013年10月、在青島日本国総領事館）。

外資企業数は2万5,816社（2014年10月、山東省工商
局HP）。日系企業数は1,801社（2013年10月、在青島
日本国総領事館）。省内最大の日本人会として青島日
本人会があり、2015年2月末現在で387社が加入。商工
会各部会にはそれぞれ、繊維部会120社、食品部会105
社、機械・電気・化学品部会138社、流通・サービス部
会136社が加入（複数の部会への重複加入あり）。

第12次五カ年規画（2011～2015年）においては、経
済発展パターンの転換が最重要課題とされており、山東
省も、需要において投資と輸出から消費へ、産業構造に
おいては工業からサービス業へ、生産においては粗放型
から集約型への転換を課題としている。

経済成長率、輸出入、投資
2014年GRPは6兆879億元で前年比8.1％の伸びであっ
た（2013年伸び率9.6％）。

貿易総額は2,771億ドルで前年比4.0％増であった
（2013年8.8％増）。うち輸出は1,448億ドル（7.9％
増、2013年4.5％増）、輸入は1,324億ドル（0.0％増、
2013年13.5％増）。輸出では欧州向けが8.8％増、米
国向け13.2％増、日本向け0.9％減、韓国向け8.9％増、
ASEAN向けが13.8％増となった。

外資による直接投資件数は1,352件（2013年1,405
件）、金額（実行ベース）は152億ドル（2013年141億
ドル）で前年比8.1％増（2013年13.8％増）。製造業は
87億元、サービス業が54億元であった。

消費・賃金
2014年、山東省の社会消費品小売総額は2兆4,492億
元（前年比12.6％増、2013年13.4％増）。製品別（金
額ベース）では、自動車が2,871億元で10.8％号（2013
年13.3％増）、食品・飲料・煙草・食用油が2,186億元
で13.1％増（15.8％増）、衣料品が1,183億元で12.5％
増（12.6％増）、建築・内装が374億元で9.2％増
（22.5％増）となった。

消費者物価指数（CPI）は1.9％増（2013年2.2％
増）、うち都市部2.1％増（2.1％増）、農村部1.5％増
（2.0％増）。うち、食品は2.6％増（4.8％増）、住宅
2.1％増（1.4％増）、煙草・酒0.3％増（3.0％増）、衣
類2.9％増（3.3％増）、医療保険等1.2％増（1.0％増）
だった。

最低賃金基準（済南市、青島市などの1類）は2014年
3月に決定した1,500元から2015年3月から1,600元に引
き上げられた。賃金ガイドラインは上限値18％、基準
値10％、下限値4％と、上限値、基準値は前年比2ポイ
ント引き下げ、下限値は前年と同率になった。都市住民
一人当たりの可処分所得は、2万9,222元（前年比8.7％
増）（2013年2万8,264元（前年比9.7％増））、農民一
人当たり純収入は1万1,882元（11.2％増）とはじめて1
万元を超えた。

工業生産・固定資産投資
2014年の工業生産総額は2兆5,341億元（前年比9.3％
増）、固定資産投資総額は、4兆1,599億元（15.5％増）
（2013年3兆5,876億元、19.6％増）となった。うちサー
ビス業は1兆9,606億元で8.8％増、ハイテク技術産業は
6,275億元で18.2％増、不動産開発は5,818億元で6.6％
増、インフラ施設は5,131億元で18.2％増となった。

財政
地方財政収入は前年比10.2％増の5,026億元（2013
年4,560億元、前年比12.3％増）。うち、税収収入は
3,966億元（前年比12.2％増）であり、地方財政収入に
対する比重は1.4ポイント上昇し78.9％を占めた。

地方財政支出は前年比7.3％増の7,176億元であった。
うち、民生支出が4,168億元（8.7％増）であり、地方財
政支出に占める比重は0.9ポイント上昇し58.1％を占め
た。そのうち、社会保障・就業が12.2％増であった。

2014年の主要数値目標
2014年 2015年

目標実績 目標
域内総生産(GDP)成長率 8.7- 9.5- 8.5-

地方財政収入 10.2- 12.0- 9.5-
社会消費品小売総額(億元) 12.6- 15.0- 12.5-
固定資産投資総額(億元) 15.8- 17.0- 15.0-
輸出入額-(億ドル) 4.0 8.0- 6.0
都市部登記失業率(％) 3.30 4.0以内 4.0以内
都市部新規就業者数(万人) 118.5- 100.0- 100万人
農村労働力の就業移転(万人) 131.2- 120.0- 120万人
住民消費価格指数(CPI) 1.9- 3.5- 3.0-

都市住民1人あたり可処分所得(元) 8.7- 10.0- 9.0-
農村住民1人あたり現金収入(元) 11.2- 10.0- 10.0-

人口自然増加率(‰) 0.58- 6.0‰
以内 8.5-

注１：2014年の実績の数値は「2014年山東省国民経済・社会発
展統計公報」から抜粋

注２：2015年の目標値の数値は2014年の政府活動報告で示され
たもの。

注３：都市部新規就業者数、農村労働力の就業移転、都市部登
録失業率以外は前年比伸び率。

出所：「2015年山東省政府活動報告」「2014年山東省国民経済・
社会発展統計公報」
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2014年度の動向（投資環境上の問題）
在山東省日系企業の業績が悪化
ジェトロが進出日系企業を対象として毎年実施して
いるアンケート調査の最新の結果（2014年10～11月実
施）によると、中国進出企業の黒字企業の平均が64.1％
であるのに対して、在山東省の日系企業の黒字企業は
50.9％と中国で最も低くなっている。また、中国進出企
業の赤字企業の平均が21.3％であるのに対して、在山東
省の日系企業の赤字企業は34.2％と中国平均を大きく上
回っている。

円安の進行とコストの上昇が輸出企業に影響
在山東省の日系企業が挙げる経営上の問題点として
「現地通貨の対円為替レートの変動」を挙げる企業の割
合は46.4％と他地域に比べ高く、円安の進行が山東省進
出日系企業の事業環境をより厳しいものにしているとい
える。また、中国進出企業ののうち「製造・サービスコ
ストの上昇による事業活動へのマイナス影響」を挙げる
企業は38.9％であるのに対して、在山東省日系企業では
44.3％と、他地域に比べ影響を受けている割合が高い。

これらは、中国進出企業の売上高に占める輸出の比率
は35.1％であるのに対して、在山東省の日系企業の輸出
比率は50.7％と省市別では最も輸出比率が高い地域と
なっていることに加え、中国進出企業の輸出先のうち日
本向けは59.7％であるのに対して、在山東省の日系企業
の輸出先のうち日本向けの比率は76.8％と省市別では最
も日本向け輸出の比率が高いことが背景にある。

電力供給制限
2014年夏季を中心に一部の地域で実施された電力供給
制限は、山東省進出日系企業の事業環境にも影響を与え
た。一部の企業では勤務シフトに変更が生じたり、電力
供給制限で設備が稼働できないなどの不都合が生じた。

中国の入国査証
2015年1月1日から施行された中国の入国査証（ビ
ザ）に関する新規定では、訪中して業務を行う場合に、
長期滞在でなくとも「就労」にあたるとして「Zビザ」
が必要となるケースや、「Mビザ」が必要となるケース
が示されているが、中国は従来より日本国国民等に対し
て短期滞在（15日以内）の査証免除措置を実施してお
り、出張等で訪中する場合、中国における活動が「商
用」に該当するのか、「新規定」が分類するいずれかの
事項に該当しないのかにつき混乱が生じている。

居留許可の取得・更新
居留許可の取得・更新に関しては、手続期間が5営業
日であったものが、2013年から15営業日を必要とな
り、その間、国外出張ができないなどの不都合が生じ
ている。他地域では、正式に7営業日としている上海市
や、条例改正前の5営業日を継続している天津市など、
柔軟な対応をとっている地域がみられるものの、青島市
では改正条例通り原則15営業日と硬直的な対応となって

いる。

60歳以上に対する就業許可証の取得
60歳（男性の場合、女性は50歳または55歳）以上に
対する就業許可証の取得が難しくなっている。中国では
60歳（男性の場合、女性は50歳または55歳）を定年年
齢としていることもあり、一定の役職もしくは特殊技能
を持っている者以外は原則許可されにくい運用がされて
いる。しかし、地域によっては柔軟に運用しているとこ
ろもあることから、山東省においても、より柔軟な運用
を求める要望が多い。

青島日本人学校の児童・生徒数減少
中国において日本人学校が設置されている都市は、北
京、天津、青島、上海、蘇州、杭州、大連、広州、深セ
ン、香港しかなく、投資環境の優位性を示すうえでも重
要なインフラの一つであり、且つ、近隣の大学・小中学
校との交流、中国語の授業、修学旅行などを通じた日中
の文化交流を実現する場としても大変重要な役割を果た
している。しかし、青島においては、輸出日系企業の厳
しい経営環境に加え、大気汚染などの影響を受け、日本
人駐在員の家族が帰国または中国駐在を諦め、単身赴任
者が増える傾向にある。青島日本人会が運営する青島日
本人学校では児童・生徒数の減少を受け、授業料・入学
金を値上げするなどして対応しているものの、学校運営
は厳しい状況に直面している。

日系企業への襲撃
2012年9月に青島市黄島区を筆頭に、山東省各地で発
生した日系企業への襲撃による経済的損失に対し、中国
側当局から被害企業に対し、経済的な補填が一切なされ
ていない。一方、地元政府の支援により一部の企業で保
険の求償に対し和解が成立した点は評価する。また、保
税物品が襲撃による破壊や火災、水濡れ等により使いも
のにならない事態が複数の企業で生じたものの、これら
の保税物品の償却処理について許可が下りず、廃棄がで
きず経理処理もできない状況が続いていたが、2014年
年末から2015年年初にかけてようやく許可が下りた。

＜建議＞
①定期的な意見交換会の開催

　より一層の相互理解と事業環境の改善のため、
各地方政府とその地区の日本人会商工会、
在青島日本国総領事館、日本貿易振興機構
（JETRO）青島事務所との定期的な意見交換会
を開催いただきたい。開催に際しては、より
具体的な意見を交換するため、中国、日本以
外の第3国が入ることなく、また開催日時の調
整は双方で協議のうえ実施いただきたい。

②電力供給制限

　2014年夏季を中心に一部の地域で電力供給
制限が実施されたが、このようなことが続け
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ば事業環境に与えるマイナスの影響は計り知
れない。止むを得ず実施する場合は、余裕を
持って企業に連絡を行い、制限期間も極力短
縮するよう配慮いただきたい。

③中国の入国査証

　2015年1月1日から施行された中国の入国査証
（ビザ）に関する新規定と従来より日本国国
民等に対して査証免除措置との間で混乱が生
じており、解りやすい基準を示していただき
たい。

④居留許可の取得・更新

　居留許可の取得・更新期間について、15営
業日からの期間短縮をお願いしたい。現状で
は、更新期間の短縮など、場合によって弾力
的な運用を行っていただいているものの、不
確実性があることから、更新期間の短縮をお
願いしたい。

⑤60歳以上に対する就業許可証の許可要件

　60歳以上（男性の場合、女性は50歳または55
歳）に対する就業許可の許可要件について、
柔軟な運用をお願いしたい。山東省進出日系
企業において高度化や高付加価値化が進むな
かで、より高度な管理者・技術者の後継者人
材が不足していることもあり、この点に配慮
いただきたい。

⑥青島日本人学校への支援

　青島日本人学校に対しては、学校開設時、およ
び、建設時のみならず、青島市政府より継続
的なご支援・ご配慮をいただいているが、現
行の授業料は、中国における日本人学校で最
高値（5,000元/月）であり、さらなる児童生
徒数減少、再度の学費値上げという悪循環と
なれば、学校運営がさらに厳しい局面を迎え
る可能性も否定出来ない。日系企業誘致の際
の優位性の一つとして、青島日本人学校の存
在を、積極的にご活用いただきたい。また、
今後、さらに厳しい財政状況となる場合も想
定し、さらなる具体的な措置を検討していく
計画であり、今後の学校運営に当たっては、
従来以上に山東省政府・青島市政府の最大限
のご支援をお願いしたい。

⑦襲撃により被害を受けた企業への支援

　2012年9月に青島市黄島区を筆頭に、山東省各
地で発生した日系企業への襲撃により被害を受
けた一部の企業では、保険の求償に対し地元政
府の仲介により和解が成立したものの、被害額
に見合った補填は得られておらず、今なお経営
に大きな影響を与えている。被害を受けた日系
企業の経済的損失に対し、中国側当局から経済
的な支援をお願いしたい。
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2014年、上海市のGRP成長率は7.0%に鈍化した。第
三次産業はGRP全体の64.8％を占め、引き続き経済成長
を牽引している。対内直接投資は実行額が前年比8.3%
増と全国の伸び率を6.6ポイント上回った。契約額は
26.8％増と大幅に伸び、過去最高となった。江蘇省の
GRP成長率は8.7%。第二次産業のGRP全体に占める割
合が47.7%と最も高いが、第三次産業も46.7%と、構成
比は年々増加している。対内直接投資はマイナス成長
となった。実行額は14.2%減と大幅に減少し、契約額も
8.9％減となった。また、浙江省のGRP成長率は7.6%。
第三次産業の構成比が初めて第二次産業を超え、GRP全
体の47.9％を占めた。輸出額は9.9%増と大きく伸びた
が、輸入額は6.0％減と減少した。対内直接投資は実行
額が11.6%増と好調であった。

上海市
上海市の経済動向
2014年の上海市のGRPは前年比7.0%増の2兆3,561
億元となった。成長率は中国全国（7.4％）を下回り、
1991年以来、23年ぶりの低水準を記録した。産業別に
見ると第二次産業は4.3%増の8,165億元。第三次産業は
8.8%増の1兆5,272億元とGRP全体に占める割合が史上
最高の64.8%となった。上海市では第三次産業が引き続
き経済成長を牽引している。固定資産投資の伸び率は
6.5％増、社会消費品小売総額は8.7%増で、いずれも全
国の伸び（15.3％増、12.0%増）を下回ったが、不動産
投資は13.7%増と大きく伸びた。貿易総額は5.6％増の
4,666億ドルとなり、伸び率は全国平均（2.3％増）を
3.3ポイント上回った。特に輸入額が7.9%増と大きく伸
びた。対内直接投資実行額は8.3%増の181億6,600万ド
ルと全国の伸び率1.7％を6.6ポイント上回った。先行指
標となる契約額は26.8％増と大幅に伸び、過去最高の
316億900万ドルとなった（表1）。

表1：上海市の経済動向（2014年）

金額 伸び率
（％）

GRP-(域内総生産)（億元） 23,561- 7.0-
第一次産業(億元) 124- 0.1-
第二次産業(億元) 8,165- 4.3-
第三次産業(億元) 15,272- 8.8-

1人当たりGRP（元） 97,300- 8.0-
規模以上工業総生産(億元) 32,237- 1.6-
工業使用電力(億Kwh) - -
固定資産投資(億元) 6,016- 6.5-

不動産開発投資(億元) 3,206- 13.7-
社会消費品小売総額(億元) 8,719- 8.7-
消費者物価指数(CPI) - 1.9-
貿易総額(億ドル) 4,666- 5.6-

輸出額(億ドル) 2,103- 3.0-
輸入額(億ドル) 2,563- 7.9-

対内直接投資契約額(億ドル) 316- 26.8-
対内直接投資実行額(億ドル) 182- 8.3-
1人当たり都市部住民可処分所得(元) 47,710- 8.8-

出所：上海市統計局

上海市の対内直接投資を産業別にみると、2014年、第
二次産業の実行額が前年比44.6％減の17億7,800万ドル
に落ち込み、産業別構成比も9.8％に低下した。上海市の
労働コストの上昇、土地や環境保護にかかわる規制の強
化および先進国が製造業の国内への投資促進を強化して
いることなどの影響により、2014年の同市製造業の実行
額は大幅に減少した。一方で、新エネルギー、新材料、
省エネルギー・環境保護分野の新規の契約件数は増加
し、製造業全体の4分の1を占めた。第三次産業の実行額
は20.8％増の163億8,500万ドルとなり、産業別構成比は
2013年の80.9％から90.2％に高まった。中でも不動産業
の実行額は116.9％増の83億4,600万ドル、金融サービス
業が38.9％増の11億4,400万ドルと急増した。

中国（上海）自由貿易試験区（以下、「自貿区」）の
対内直接投資は、契約件数が前年比4.5倍増の2,015件で
上海市全体の42.9％を占めた。中でも金融、文化、専業
サービス、社会サービスなど、新たな領域への投資の成
長スピードが速い。また、新規に契約を締結した件数は
自貿区全体の20.0％を占めた。契約額は92億3,500万ド
ルで上海市全体の29.2％を占め、上海市の対内直接投資
の増加を牽引している。

上海市への対内直接投資実行額を国・地域別にみる
と、香港、日本および米国の上位3ヵ国・地域で全体の
76.1%を占めた。日本からの投資額は前年比25.0％減の
12億4,600万ドルと減少した。また、日本からの契約
ベースの投資額の推移をみると、2012年に25億500万

第２章
華東地域(上海市、江蘇省、浙江省)
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ドルで過去最高となったが、2013年に4年ぶりに減少に
転じ、2014年は46.1％減の8億2,800万ドルと大幅に落
ち込んだ。2014年、上海市に進出した日系企業は、金
融関連企業を中心として自貿区への進出が目立った。自
貿区以外では、卸小売、電気機械器具、地域本部の設立
などに動きが見られた。

上海市では外資による地域統括本部などの設立を奨励
し、優遇政策を打ち出している。同市では2014年、地
域統括本部45社、投資性公司14社、外資研究開発セン
ター15社がそれぞれ新設された。累計では地域統括本部
は490社、投資性公司は297社、外資研究開発センター
381社と、全体で1,168社に達し、中国で外資による地
域統括本部と投資性公司が最も多い都市となっている。
また、外資研究開発センターの数は東京とシリコンバ
レーに次ぎ、国際的にも上位に位置している。

江蘇省
江蘇省の経済動向
2014年の江蘇省のGRPは前年比8.7%増の6兆5,088億
元となった。成長率は中国全国（7.4％）を1.3ポイント
上回った。第二次産業のGRP全体に占める割合が47.7%
と最も高く、8.8%増の3兆1,058億元となった。第三次
産業は、9.3%増の3兆397億元となり、GRP全体に占め
る割合は46.7%と、構成比は年々増加している。固定
資産投資の伸び率は15.5％増、社会消費品小売総額は
12.4%増、貿易総額は2.3%増で全国の伸び（15.3％増、
12.0%増、2.3%増）とほぼ同水準となった。一方で、対
内直接投資はマイナス成長となった。実行額は14.2%減
の281億7,400万ドル。先行指標となる契約額も8.9％減
の431億8,700万ドルとなった。契約額は2012年以降、
連続して減少している（表2）。

表2：江蘇省の経済動向（2014年）

金額 伸び率
（％）

GRP-(域内総生産)　(億元) 65,088- 8.7-
第一次産業(億元) 3,634- 2.9-
第二次産業(億元) 31,058- 8.8-
第三次産業(億元) 30,397- 9.3-

1人当たりGRP(元) 81,874- 8.4-
規模以上工業総生産(億元) - -
工業使用電力(億Kwh) 3,873- 2.1-
固定資産投資(億元) 41,553- 15.5-

不動産開発投資(億元) 8,240- 13.8-
社会消費品小売総額(億元) 23,209- 12.4-
消費者物価指数（CPI） - 2.2-
貿易総額（億ドル） 5,638- 2.3-

輸出額(億ドル) 3,419- 4.0-
輸入額(億ドル) 2,219- 0.0-

対内直接投資契約額(億ドル) 432- -8.9-
対内直接投資実行額(億ドル) 282- -14.2-
1人当たり都市部住民可処分所得（元） 34,346- 8.7-

出所：江蘇省統計局

2014年、江蘇省への対内直接投資を地域別にみると、
蘇南地域と蘇中地域の投資額（実行ベース）が減少して

いる。蘇南地域は前年比18.8％減の180億1,900万ドル、
蘇中地域は12.9％減の46億3,200万ドルと減少幅が大き
い。中でも鎮江市は2013年の43.1％増から57.1％減と
大幅に減速した。一方、蘇北地域は3.5％増の55億2,300
万ドルと増加した。徐州市の16億5,800万ドル（15.0％
増）が地域全体の押し上げ要因となっている。

2014年の日系企業の進出動向をみると、蘇州市への
進出が最も多く、次いで無錫市への進出が多い。その他
の地域では南通市、常州市、南京市、徐州市への進出案
件も見られた。蘇州市では、ロボットや液晶ディスプレ
イ材料の生産拠点の設置、リース業や製造請負業にかか
わる投資、統括会社の設立などの動きが見られた。

浙江省
浙江省の経済動向
2014年の浙江省のGRPは前年比7.6%増の4兆154億
元となった。産業別では、第二次産業が7.1%増の1兆
9,153億元、第三次産業が8.7増の1兆9,222億元となっ
た。第三次産業のGRP全体に占める割合は47.9%と初め
て第二次産業のウェイト（47.7%）を超え、産業構造の
転換が進んでいる。固定資産投資は16.6%増の2兆3,555
億元となったが、特に不動産開発投資が16.8%増と全国
平均（10.5％増）を6.3ポイント上回り大幅に伸びた。
貿易総額は5.8%増の3,552億ドルとなっており、伸び率
は全国平均（2.3％増）を3.5ポイント上回った。特に輸
出額が9.9%増と大きく伸びたが、輸入額は6.0％減と減
少した。浙江省への対内直接投資は実行額で11.6%増の
157億9,725万ドルとなり、好調であった。先行指標と
なる契約額は0.1％増の244億1,203万ドルと微増にとど
まった。（表3）

表3：浙江省の経済動向（2014年）

金額 伸び率
（％）

GRP-(域内総生産)　(億元) 40,154- 7.6-
第一次産業(億元) 1,779- 1.4-
第二次産業(億元) 19,153- 7.1-
第三次産業(億元) 19,222- 8.7-

1人当たりGRP(元) 72,967- 7.3-
規模以上工業総生産(億元) - -
工業使用電力(億Kwh) 2,597- 2.0-
固定資産投資(億元) 23,555- 16.6-

不動産開発投資(億元) 7,262- 16.8-
社会消費品小売総額(億元) 16,905- 11.7-
消費者物価指数（CPI） - 2.1-
貿易総額(億ドル) 3,552- 5.8-

輸出額(億ドル) 2,734- 9.9-
輸入額(億ドル) 818- -6.0-

対内直接投資契約額(億ドル) 244- 0.1-
対内直接投資実行額(億ドル) 158- 11.6-
1人当たり都市部住民可処分所得(元) 40,393- 8.9-

出所：浙江省統計局

浙江省への対内直接投資を都市別にみると、実行額で
は杭州市が前年比20.1％増、寧波市が16.4％増と大幅
に増加している。中でも杭州市の投資額は63億3,500万
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ドルと、浙江省全体の40.1％を占め、省全体の投資額を
押し上げる要因となった。杭州市、寧波市（38億1,100
万ドル）、嘉興市（24億9,600万ドル）を合計すると、
浙江省全体の投資額の8割を占める。一方で紹興市は
16.9％減の6億7,100万ドルと2013年に引き続き大幅に
落ち込んだ。

浙江省への日系企業の進出を見ると、寧波市への進出
が多く見られた。また嘉興市、杭州市への進出案件も
あった。内容としては、ボールベアリングの製造・販
売、商業施設の運営、環境装置などにかかわる合弁会社
の設立について発表があった。

環境・省エネ、都市開発等における問題点・要望
工場立退きに当たっての十分な情報開示および 
補償の確保
第三次産業中心の産業構造へと変化するにつれて、上
海やその周辺部の華東地域の都市において、工場の立
退きが求められたり、ライセンスが更新されない事等に
より生産停止を余儀なくされるケースが発生している。
強制的な工場立退きに当たっては、事前の十分な情報開
示、準備期間の設定、適正な補償および補償に対する迅
速な履行を行うと共に、各種操業許可の更新がスムーズ
に行われるように配慮をいただきたい。

電力制限規制の撤廃並びに制限時の事前通知の徹底
電力制限が引き続き存在する地域があることから、企
業が生産効率を上げ経済発展への貢献を確実なものとす
るためにも、企業に対する電力制限を行わないようにし
ていただきたい。万一電力の供給制限が不可避な場合に
は、十分な時間的余裕を持って通知していただきたい。

化学品や危険物関連規制の漸進的・合理的な実施
上海市においては、化学品の生産工場を半減する目標
を打ち立てているが、こうした状況の中で化学品製造許
可書の更新が行われず、企業運営が成り立たなくなった
企業もある。企業の供給責任を果たし円滑な発展を続け
ていくためにも、個々の事例に配慮した漸進的な実施を
お願いしたい。

また、危険物の取扱責任者の許可証取得が財務経理担
当者まで求められる、危険化学品登記における混合物の
取り扱いにおいてシリーズ鑑定のルールが定まっていな
い、国際的に通用している安全データシート（SDS）の
物理化学的性状の自社試験データが認められない、輸入
の際の少量化学品の除外規定が無いなど、不合理な決ま
りとなっていたり、円滑な法令遵守が難しい運用となっ
てしまっている。当該業務に関わらない従業員には許可
証の取得を求めない、危険化学品登記ルールのさらなる
明確化を図る等、危険物取扱規制全般において合理的な
運用を望みたい。

バランスの取れた環境規制への取り組み
2015年1月1日より環境保護法が改正され、各種地方
法規も制定が順次進んでおり、PM2.5対策などさまざま
な環境汚染対策が行われていることは評価できるが、一
方でメッキ等の工程のある工場の設立許可を得るのが困

難となる等、日本国内で想定されるよりも厳しい環境規
制により計画通りに事業を進められなかったり、排出量
の変更が認められず、増産を図れない事例も存在してい
る。また、PM2.5濃度に応じた規制における指定業種で
は、排出対策に先進的に取り組んでいる工場も一律に工
場生産停止等の措置が課され、安定的な経済活動が阻害
される事例も存在している。過剰な規制により企業が事
業機会を失ったり、過度な負担を強いられることが無い
ように配慮をいただきたい。

廃棄物処理に対する環境整備
各地域において廃棄物取扱業者数や取扱業者一社当た
りの取扱量が減少しているため、企業としても高コスト
化はもとより処理スピードに苦慮している。できる限り
早期に適切な廃棄物処理ができる環境を整え、企業活動
に影響を及ぼさぬようにお願いしたい。

労務上の問題点・要望
労働契約関連法規の見直し
2014年３月１日から施行の労務派遣暫定規定につい
ては、総量規制の実施にあたり２年間の経過措置が定め
られているものの、同措置の性急な実施は企業の負担が
過多となることも懸念される。労務コストは高止まりと
なってしまっているとの実感もあり、労務関係の規定が
企業にとっての負担が過多とならないように、同規定の
期間延長など柔軟な運用を求めたい。

就労ビザの発給制限の緩和
60歳以上への就労ビザの発給制限により、豊富な経験
を有する有能な人材を活用することができない。このよ
うな就労ビザの年齢制限による発給制限は速やかに緩和
していただきたい。また、高卒の技術者の就労ビザが取
り辛い事例もあり、就労ビザがより円滑に発給されるよ
うにしていただきたい。

外国人就業者の社会保険強制加入に対する経過措
置の導入
外国人就業者の社会保険加入義務付けに異議を唱える
ものではないが、これにより、進出企業にとっては大
きな負担増となる。日本と中国での社会保険料の二重払
いを防止のため、社会保険協定の締結・発効を急ぐと共
に、失業保険および生育保険にかかわる保険料受給が困
難との懸念を排除するため、社会保険協定の締結・発効
までの間、強制加入に関する経過措置を導入していただ
きたい。

居留許可申請時の手続迅速化および預かり証の運用
居留許可申請時に全国統一の預かり証が発行され、中
国内出張の際の便宜が図られるようになった事は評価で
きるが、一部地域では従来より手続に時間が掛かるよう
になっており、特に着任時に多額の現金が必要な時点で
銀行での手続が困難な事例等が発生している。居留許可
申請・更新時に必要な期間を短くすると共に、預かり証
で各銀行窓口での取り扱いが可能となるよう、通達を徹
底する等の配慮をいただきたい。
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通関上の問題点・要望
輸出入通関手続の明確化・簡素化と関税負担の軽減
電子通関制度の拡充等通関期間短縮化に向けた取り組
みは評価できるが、一方で通関手続に要する時間が長
く、基準が不透明な事があり手続も煩雑である。HSコー
ドの見解が担当者により変更されることも引き続き多い
ことから、通関手続にかかわる基準の明確化、迅速化お
よび通関手続の簡素化を行っていただきたい。また各税
関によって必要な書式が異なるなど、事務手続が煩雑に
なっている。書式の統一やペーパーレス通関の普及等を
通じて通関業務がよりスムーズに行われるようにして欲
しい。また、コスト高に対処するため関税率の軽減並び
に増値税還付手続の簡素化をお願いしたい。

虹橋空港の通関体制の整備
虹橋空港での通関が他の保税地域で一次通関し虹橋空
港へ転送して通関できるようになったことは、貨物輸送
の利便性から評価できる。今後、浦東空港と同じように
虹橋空港でも直接輸出入通関ができるような体制整備を
望みたい。

金融に関する問題点・要望
外貨換金規制の緩和
趨勢的な人民元高が進む中、外貨資本の人民元への換
金が規制されているため、企業の資本金が目減りしてお
り、円滑な事業活動の障害となっている。現行の厳格な
外貨換金規制を緩和していただきたい。

企業の海外送金並びに海外投資に関する送金金額
の上限撤廃
役務提供などモノの輸出入を伴わない契約において、
海外送金が制限され、相当な税負担が求められる等、ビ
ジネスに支障を来すことが多い。また、中国内の外資企
業が中国外に海外投資をしようとしても認可が取れず、
実施が実質的に困難である。外資企業が海外へ送金・投
資等を金額に上限規制をつけず自由に行えるようにして
欲しい。

中国(上海)自由貿易試験区における取り組みへの要望
中国(上海)自由貿易試験区のさらなる活用
中国(上海)自由貿易試験区において、金融を始めとす
るサービス産業における規制緩和への取組みが進み、一
部分野で外資企業への開放が進んでいる事は評価でき
る。その一方で、対象となる分野や企業が限られたり、
外資企業へのさらなる市場開放を求める声も根強くあ
る。より開放的な国際都市として発展するために、日本
企業からの要望に対する意見交換の場を設定いただくと
ともに、外貨取り扱いの早期解禁をはじめＦＴ口座のさ
らなる利便性向上など、金融サービスを始めとする各産
業面においてさらなる規制緩和を進め、自由貿易試験区
外の企業にも規制緩和の恩恵が及ぶ施策を望みたい。

日系企業の円滑な活動支援への要望
対外開放、持続的成長の堅持と良好な日中ビジネ
ス環境の実現

日本企業の進出がより順調で活発なものとなるよう
に、対外開放、持続的成長の堅持、日中友好、平等互恵
に基づく良好な日中ビジネス環境の実現に協力をいただ
きたい。日系企業が参加できる入札・調達機会の確保
や、展示会・日本商品の即売会等の機会を増やしていた
だき、日系企業、日本商品が中国の社会経済の発展に貢
献できる機会を広げていただきたい。

日系企業クラブ等への活動支援と交流の促進
各地域の日系企業クラブにおいては、法人格を持たな
いために会費の発票が発行出来ないなど、活動にさまざ
まな支障を来しているケースも多い。こうした日系企業
クラブの円滑な活動支援のため、非営利法人としての認
可など、さまざまな形での支援をいただきたい。また、
日系企業クラブとの意見交換会の実施などを通じ、日系
企業と行政当局との対話促進をこれからも進めていただ
きたい。

その他
行政区間等をまたがる事業所の移転の円滑化
行政区間等をまたがる事業所の移転・撤退に際し、税
務署による発票の発給遅延、過去に遡った徹底的な税務
調査等の不利益な行為を受けることがあり、最適な事業
体制構築の大きな阻害要因となっている。このため、華
東地域における事業所の移転、事業の再編が円滑に進め
られる仕組みを構築していただきたい。

流通業における商慣行の見直し
大手流通小売店の入場料引き上げにより、流通コスト
が上昇している。これは、一部で見られる品質の劣悪
な商品の流通という問題の一因ともなっている。一般消
費者の安全確保と公正かつ自由な競争を確保するために
も、このような商慣行を見直していただきたい。

建設業における分公司設立・納税指導の廃止、 
さまざまな制限の緩和
各省、市、区における建設工事において、地元政府か
ら分公司の設立を求められたり、その地区での納税を求
められたりする。また分公司設立の際に要求される保証
金の返還を求めると、保証金を返還した場合には当該地
域で1年間工事を行うことができないとされている。こ
のような明確な法令の根拠に基づかない分公司の設立や
納税にかかわる指導を廃止するとともに、保証金の返還
に当たっての工事制限を撤廃していただきたい。また、
上記に関わらず建設に関する法規制や制度が地域によっ
て異なったり、外資企業に対する建築資格取得が実質的
に困難であるなどの制限が存在しており、これらの問題
の解消をいただきたい。

政府調達における内外差別の撤廃
インバーター付きエレベーターなど環境にやさしい製
品であっても、100％中国資本でないと政府調達に参入
できない。政府調達における内外の資本差別を速やかに
撤廃していただきたい。

政府管理下の大型プロジェクトの公開入札
上海ディズニーランドのような大型商業プロジェクト
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の公開入札は情報開示の期間が短く、検討中の企業で
あっても情報不足のため参加できなかったケースがあ
る。政府管理下の入札に関し、内外資企業における公平
性・公開性を改善していただきたい。

不動産物件の用途変更・企業登記の際の規制緩和
上海市内中心部など、地区によっては店舗物件が少な
く賃料が高止まりしている。必要な店舗物件を提供し
サービス産業を効果的に発展させるためにも、不動産物
件の用途変更が容易にできる様にして欲しい。また中小
企業におけるコスト負担の軽減のためにも、住宅での登
記や一ヵ所の住所で複数企業が登記できるようにしてい
ただきたい。

通信環境の改善
業務のデジタル化並びにクラウド化の進展により、外
資企業においては業務上、国内外と大容量のデジタル
データを交換する機会が増えているが、回線の混雑のた
めか特に業務時間帯においてインターネット経由で国内
外とのスムーズなデータのやり取りが行えないことも多
い。外資企業が華東地域に地域本部を構え、円滑な事業
を行って行く上でも、国内外と安定した通信ができる大
容量の回線を安価で確保できることは必要不可欠であ
り、国内外との通信環境の改善に向けた積極的な取り組
みをいただきたい。また、時期によりネットワークにつ
ながりにくくなることがある場合には、事前に情報を開
示いただきたい。

交通、医療を中心とした生活環境の改善
上海市を含め、二輪車を含む車両の信号無視、逆走、
歩道走行等が日常的に行われており、交通ルールがいま
だ行き届いていない。これにより、従業員が通勤途上に
事故に遭遇するケースがあることから、ぜひ交通ルール
の徹底をお願いしたい。また、上海以外の地域では、外
国人向けの医療サービスが不十分な地域もあり、生活環
境の改善を図っていただきたい。

＜建議＞
＜環境・省エネ、都市開発等における問題点・
要望＞

①工場立退きに当たっての十分な情報開示および
補償の確保をしていただきたい。

②電力制限規制の撤廃並びに止むを得ない制限時
には事前通知を徹底いただきたい。

③化学品や危険物関連規制の漸進的・合理的な実
施をしていただきたい。

④バランスの取れた環境規制への取り組みをして
いただきたい。

⑤廃棄物処理に対する環境を整備いただきたい。

＜労務上の問題点・要望＞

⑥労働契約関連法規を見直していただきたい。

⑦就労ビザの発給制限を緩和いただきたい。

⑧外国人就業者の社会保険強制加入に対する経過
措置を導入いただきたい。

⑨居留許可申請時の手続の迅速化および預かり証
の運用を改善いただきたい。

＜通関上の問題点・要望＞

⑩輸出入通関手続の明確化・簡素化と関税負担の
軽減をしていただきたい。

⑪虹橋空港の通関体制を整備いただきたい。

＜金融に関する問題点・要望＞

⑫外貨換金規制を緩和いただきたい。

⑬企業の海外送金並びに海外投資に関し送金金額
の上限を撤廃いただきたい。

＜中国(上海)自由貿易試験区における取り組みへ
の要望＞

⑭中国(上海)自由貿易試験区のさらなる活用をい
ただきたい。

＜日系企業の円滑な活動支援への要望＞

⑮対外開放、持続的成長の堅持と良好な日中ビジ
ネス環境を実現いただきたい。

⑯日系企業クラブ等への活動支援と交流を促進い
ただきたい。

＜その他＞

⑰行政区間等をまたがる事業所の移転の円滑化を
していただきたい。

⑱流通業における商慣行を見直していただきたい。

⑲建設業における分公司設立・納税指導の廃止、
さまざまな制限を緩和いただきたい。

⑳政府調達における内外差別を撤廃いただきたい。

㉑政府管理下の大型プロジェクトに関する入札に
ついて、公平性、公開性を改善いただきたい。

㉒不動産物件の用途変更・企業登記の際の規制緩
和をいただきたい。

㉓海外との通信環境を改善いただきたい。

㉔交通、医療を中心とした生活環境を改善いただ
きたい。
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広東省
2014年の広東省の域内総生産（GRP）は6兆7,792億

元、成長率は7.8％であった。伸び率は前年より0.7ポイン
ト低下し、8％を下回ったのは1990年以降では初めてとな
る。産業別では、高速鉄道の整備やネット関連産業の発
展などを受け、第3次産業のシェアが前年に続き第2次産
業を上回った。1人当たりGRPは初めて1万ドルを超えた
ものの、産業が集積する珠江デルタ地域と「東西北部」
と呼ばれる同デルタ域外との格差は依然大きいままだ。

2014年の経済状況
2014年の広東省のGRPは6兆7,792億元、成長率は
7.8％であった。1人当たりGRPについては、前年比
7.1％増の6万3,452元、ドルベースでは1万330ドルと、
天津市、北京市、上海市、江蘇省、浙江省、内モンゴル
自治区などに次いで1万ドルを超えた。世界銀行の定義
では、中進国の水準に達するが、珠江デルタ域外の「東
西北部」では陽江市を除く11市が依然全国平均以下とさ
れ、地域間格差の是正が求められている。

産業別では、第１次産業が前年比3.3％増の3,167億
元、第2次産業が7.7％増の3兆1,346億元、第3次産業が
8.2％増の3兆3,280元であった。広東省は珠江デルタ地
域を中心に製造業が集積し「世界の工場」と称される
が、サービス業を主とした第3次産業のシェアは2013年
に初めて第2次産業のシェアを上回った。2014年には
シェアをさらに1ポイント以上伸ばし、GRP全体の5割弱
（49.1％）を占めた。その要因として、（1）高速鉄道
の整備と利用者数の増加、（2）4G-（第4世代）携帯の
ユーザーの増加、（3）ネット関連産業における営業収
入の増大など現代サービス業の発展が挙げられる。

一定規模以上の工業生産増加額は、前年比8.4％増の
2兆9,328億元であった。企業形態別では、国有企業が
6.3％増、民営企業が13.2％増、外資系企業（香港・
マカオ・台湾系を含む）が5.0％増であった。業種別で
は、電子・通信設備製造業が13.8％増、先端技術製造業
が11.4％増、医薬品製造業が8.6％増と好調だった一方
で、電子機器・オフィス設備製造業は4.9％減と前年に
続き減少した。

全社会固定資産投資額は前年比15.9％増の2兆5,928億
元であった。地域別では、金額で全体の7割弱を占める
珠江デルタ地域が14.6％増の1兆7,542億元だったのに
対し、同デルタ域外の東部（2,911億元、32.3％増）、
西部（2,533億元、30.0％増）、北部（2,942億元、

26.7％増）はいずれも高い伸びとなった。用途別では、
商品住宅開発投資が14.2％増の5,187億元と好調だっ
た。うち、90㎡以下の住宅投資額は19.1％増と高い伸び
となったが、景気減速を受け、144㎡以上は5.8％減、別
荘・高級マンションは9.6％減といずれも不振だった。

社会消費品小売総額は前年比11.9％増の2兆8,471億元
であった。一定額以上の卸小売業の商品小売額のうち、
化粧品類（0.7％増）、金銀宝飾類（1.7％増）がほぼ前
年並みだったほか、原油価格の下落を受け、石油および
関連製品は4.8％増にとどまっている。一方、通信機器
（22.0％増）、自動車関連（19.2％増）、家電および音
響機器類（17.5％増）をはじめ、他の商品は概ね2ケタ
の伸びとなった。

貿易総額は、前年比1.4％減の１兆767億ドル（元ベー
スで2.5％減の6兆6,100億元）であった。うち、輸出額
は1.5％増の6,462億ドル（0.5％増の3兆9,700億元）と
前年並みだったものの、輸入額は5.5％減の4,305億ド
ル（6.5％減の2兆6,400億元）と減少した。総額を形態
別（元ベース）にみると、一般貿易が11.6％増と好調
だったものの、全体の5割近くを占める加工貿易は2.3％
減と近年減少傾向にある。主要商品別の輸出額について
は、携帯または車載用無線電話が21.3％増の492億ドル
と急増したものの、自動データ処理設備および同部品が
5.7％減の466億ドル、液晶パネルが17.5％減の122億ド
ルと減少した。輸入では、未鍛造銅および銅材が15.5％
減の61億ドル、製品油が50.7％減の23億ドルと大きく
減少した。国・地域別の輸出は、それぞれ総額の1割以
上を占める米国が6.6％増、EUが13.0％増と好調だった
ものの、35％を占める香港（多くは第三国・地域向け）
が12.5％減となり、全体の伸びを抑制した。輸入では、
総額の14％を占めるASEANが7.8％増となったほか、
それぞれ1割程度を占める日本、韓国は前年並みであっ
た。一方、総額に占めるシェアは5％ほどだが、米国が
13.0％減となっている。

対内直接投資は、契約件数が前年比9.0％増の6,016
件、契約額が18.6％増の430億6,000万ドル、実行額が
7.7％増の268億7,000万ドルといずれも増加した。広
東省政府は「投資誘致行動大綱」の中で、2013年から
2015年にかけ、実行ベースでの投資誘致額を750億ドル
以上、1件当たりの契約額を750万ドルとする目標を掲
げている。同大綱が奏功してか、2014年の対内直接投
資1件当たりの契約額は約716万ドル（前年は658万ド
ル）と、金額が大型化している。日本からの直接投資に
ついては、近年の日中関係悪化や製造業を中心に新規投

第３章
華南地域 (広東省、福建省)
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資の需要が一巡したことなどを受け、契約件数（38.5％
減、40件）、契約額（17.6％減、6億8,000万ドル）、
実行額（3.6％減、8億5,000万ドル）とも前年に続き減
少している。

広東省における進出日系企業数は、各日本商工会の会
員企業数を合せると約2,300社に上る。近年は貿易・卸
小売などサービス業の進出が見受けられる。

広東省では、前出のとおり珠江デルタ地域と「東西北
部」における経済格差の是正が大きな課題となってい
る。2014年のGRPをみると、省全体に占める同デルタ
地域のシェアは前年と同じ85％に高止まりしており、
2011年および12年に比べ地域間格差は拡大した。中国
共産党広東省委員会の胡春華書記は就任以降、地域間格
差の是正に向けさまざまな取り組みを実施している。例
えば、2013年7月には「広東省東西北部地域の振興をさ
らに促進する決定」を発表し、同デルタ地域から「東西
北部」へ産業や労働力の移転を加速するなどの方針を掲
げた。深圳市や広州市などでは、人件費などコスト上昇
やと都市計画の変更などを受け、一部日系企業の間で生
産工程の「東西北部」への分散を検討する動きがある。
ジェトロ広州では、こうした日系企業、さらには省政府
の取組みを支援するため、2014年から15年にかけ「東
西北部」に関する投資環境説明会や視察ミッションを実
施している。

福建省
2014年の福建省の域内総生産（GRP）は2兆4,056億

元、成長率は9.9％であった。産業別にみると、第二次
産業がGRP全体の50％以上を占め、依然省経済を牽引し
ている。今後は福州、平潭島、厦門での自由貿易区の設
立を受け、台湾系企業を中心にサービス分野への投資が
増加し、産業構造の転換が進むと予測される。1人あた
りGRPについては、広東省と同様に初めて1万ドルを超
えた。

2014年の福建省の域内総生産（GRP）は2兆4,056億
元（前年比9.9％増）で、13年の11.0％増を若干下回っ
た。うち、第2次産業は、石油精製・コークス・核燃料
加工業、化学原料および化学品製造業、廃棄資源リサイ
クル業など23業種で工業生産増加額が2ケタの伸びとな
り、11.7％増の1兆2,515億元と全体の52％を占めた。
第3次産業は、8.3％増の9,525億元とそのシェアは4割ほ
どとなっている。１人あたりGRPについては、9.1％増の
6万3,472元と、広東省と同様1万ドルを超えた。

全社会固定資産投資は、前年比18.8％増の1兆8,449億
元であった。産業別では、第3次産業向けが21.1％増の
1兆1,562億元と全体の63％のシェアを占めている。う
ち、不動産開発投資額は、住宅、オフィスビル、商業施
設ともいずれも20％を超える伸びを記録し、23.3％増の
4,567億元となった。

社会消費品小売総額は前年比12.9％増の9,206億元で
あった。うち、一定額以上の企業による商品販売額で

は、通信機器類が40.6％増となったほか、アパレル類、
化粧品類の売上が30％以上増加した。

貿易総額は、前年比4.8％増の1,775億ドル（元ベー
スで1兆903億元）であった。うち、輸出額は6.6％増の
1,135億ドル（6,969億元）、輸入額も1.9％増の640億
ドル（3,934億元）といずれも増加した。商品別の輸出
額は、機電産品が7.5％増の404億ドルと増加したもの
の、先端技術製品は3.1％減の150億ドルと減少してい
る。一方、輸入では、両品目とも前年より10％前後減少
した。国・地域別の輸出は、シェアの最も大きいEUが
12.1％増の214億ドルだったほか、続く米国が8.2％増
の200億ドル、ASEANが2.6％増の167億ドルであった。
香港については、広東省と異なり全体に占めるシェアは
8.9％と小さく、3.9％減の101億ドルだった。

対内直接投資は、契約件数が1,044件（前年比24.3％
増）、契約額が84億9,000万ドル（1.9％増）、実行額が
71億1,000万ドル（6.5％増）といずれも増加した。国・
地域別では、香港からの投資が契約件数で全体の37％、
金額では契約、実行ベースでいずれも6割以上を占めて
いる。台湾からは、契約件数が447件に上り、42.4％増
と急増したが、契約額、実行額はいずれも減少した。件
数では全体の半数近くを占めるものの、1件あたりの契
約額は約250万ドルと、香港の約1,500万ドルに比べ規
模が小さい点が特徴である。現在は、福州、平潭島、厦
門で自由貿易区の整備が進められており、今後は台湾系
企業を中心にサービス分野への投資が増加するとみられ
る。日本からの投資は、契約件数が41.7％減の7件にと
どまったものの、契約額は日本電気硝子による大型投資
に牽引され、1億1,000万ドル（4.4倍増）と急増した。

福建省の日系企業は、主に福州市、厦門市とその近郊
に進出している。2014年時点で福州市日本企業会の会
員数は73社・人（個人会員含む）、厦門日本商工倶楽部
は110社となっている。福州市に進出する日系企業は自
動車部品製造業などを中心に、金山工業区、青口投資区
や青口東南汽車城、馬尾地区に進出している。厦門市に
進出する日系企業は電子部品製造業が中心で、周辺の泉
州市や漳州市には食品製造業などが進出している。

　

＜建議＞
在華南日系企業が抱える課題・改善要望点

　　在広州日本国総領事館、各日本商工会、ジェト
ロ広州では、毎年事業環境の改善を目的に現地
政府との意見交換会を開催している。2014年度
は広東省深圳市、東莞市、広州市、福建省の各
政府と開催しており、その際の主な課題・要望
は次のとおり。

＜貿易・通関上の課題・要望＞

①税関における通関の合理化や短縮化等に向けた
最新の政策動向として、電子通関の導入状況
や、導入メリットについて具体的にご教示い
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ただきたい（税関当局による外貨管理局との
データベースの共有や税務局との情報交換な
ど、納税者にどのような合理化の恩恵が期待
できるのか、各税関での連携状況など）。

②国家税務総局・税関総署の2013年第31号公告
により、2013年7月1日から税関が発行する
輸入増値税専用納付書については、「先に照
合、後で控除」が実施されている。税務部門
では、所有するデータと輸入増値税専用納付
書の内容を照合し一致が見られないと、輸出
増値税の還付手続が進められない。また、税
務部門では、不一致の要因を税関に確認する
必要があり、一般的に3～6カ月を要し、企業
の資金繰りに影響を与えている。税務部門と
税関のコミュニケーションを強化し、確認作
業の効率化を図ってほしい。

③日系企業では、一般的に海外の駐在する社員
向けに、日本の食品を送付するサービスを行
なっている会社が少なくない。厦門では、日
本の食品を調達することが困難であり、こう
したサービスの利用者が多い。しかし、駐在
員が個人の使用目的で食品・日用品を輸入す
る際、一部の商品は現在の上限（数量、金
額）に達するという理由で輸入不可になる
ケースがあると聞く。外国人駐在員が個人で
用いる食品・日用品に限り、輸入条件の緩和
を検討してほしい。

＜税務・会計上の課題・要望＞

①13年夏に増値税納付額の計算方法が変更とな
り、転廠制度を利用する外資系企業の資金繰
りに大きな影響が生じた。企業活動に影響を
与える政策変更については、十分な猶予期間
を設けてほしい。

②5万ドル以下の非貿易の送金については、事前
の納税証明は不要となったが、納税手続が不
明確な事例が多い。例えば、金型の設計料を
日本など海外へ送金する際、非居民企業所得
税の納税が必要か否か地域の税務署の見解に
よって判断されている。非貿易海外送金の納
税手続について、明確化と簡素化をお願いし
たい。

＜労務上の課題・要望＞

①近年、人件費の高騰を要因に、労働者、特に
ワーカーの募集が益々難しくなった。従業員
に割高な待遇を提示しないと、離職率が高く
なり、企業経営が圧迫される。人材募集会や
人材確保に関する情報提供をお願いしたい。

②社会の発展に伴い賃金引き上げは当然の流れで

あることは承知であるが、これにより企業の
競争力が低下すると深圳市の経済発展にも影
響が及ぶ。最低賃金等の立案においては、経
済状況をしっかり踏まえた上、是非日本商工
会を通じ日系企業からも意見を十分に聞いて
いただきたい。

③企業の活動に重大な影響を及ぼす労働争議が発
生する場合は、市政府の各関連部門が解決に
向け適切に介入し、企業の合法的利益と従業
員の安全を保護するよう希望する。また、そ
のような事態が発生せぬよう適切な措置を取
るよう希望する。

④福建省の日系企業でも、技術指導等の生産管
理やさらなる生産性向上のため、高齢技術者
の能力と経験を活用し、国際的な競争力を高
めたいと考えている。しかし、実際には就労
ビザを取得する際に、学歴（本卒以上）や年
齢（60歳以下）が条件に適わず、実現が困難
なケースがある。そこで、就労しやすい規定
の検討や、柔軟な運用等を検討していただき
たい。

⑤2014年1月24日に、人力資源社会保障部は
「派遣工使用暫定規定」を同年3月1日より
正式に発効させることを発表した。同規定で
は、企業は臨時的、補助的、代替的なポスト
のみで、派遣工の採用が認められ、且つ派遣
工の全従業員に占める比率を2016年3月1日
までに10％以下とするよう求めている。し
かし、現在の製造業において、派遣工比率を
10％以下に引き下げることは、さらなる人件
費上昇につながり、ひいては中国の国際競争
力の低下に繋がる恐れもある。また、2年間の
移行期間を許容するとされているが、これも
現実的には厳しい状況である。広州市におい
て、この派遣工比率の引き下げを促進するた
め、補助や優遇税制等の支援策を検討いただ
きたい。さらに、移行期間中において、段階
的な引き下げや市当局の監査・指導等をお願
いしたい。

＜行政サービスにかかわる課題・要望＞

①一昨年に発生した大規模デモ等、治安面につい
て高い関心を有している。当地の日本人や日
系企業が安心して生活やビジネスを行えるよ
う、引き続き安全・権益確保をしっかりとお
願いするとともに、東莞市当局からの積極的
な情報発信をお願いしたい。市民が安心して
暮らせるための東莞市の具体的対応策があれ
ばご紹介いただきたい。

②昨年の意見交換会において、東莞市政府では市
レベルの行政費用の徴収を全て撤廃したとの
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回答であったが、鎮政府による服務費の徴収
は続いている。徴収を取り止めるよう各鎮政
府を指導願いたい。

③定款の変更時に増資が必要といわれるが、担当
者により金額が異なるため、書面で増資額を
知りたい。また、従来と異なる製品を生産す
る際に定款を変更する場合の増資額および法
令根拠を知りたい。

④2014年から工商局への連合年検が無くなり、
年度報告という形式でのネット申告で完了す
る一方、対外経済貿易合作局、財政局、国税
局、地税局、統計局、外為管理局への連合年
検が引き続き実施されている。連合年検が今
後どのように簡略化されていくかにつきご教
示いただきたい。

⑤政府の要求により、他の地域へ工場を移転させ
る必要が生じた場合の新規建屋の補償額、そ
の金額の算出方法（％）、諸条件などを知り
たい。

⑥毎年公立学校側が提示する外来人員子弟向けの
入学枠は、実際の入学需要より少なく、公立
学校へ入学できない子弟が多くなっている。
今後は、当地の代表的な企業に毎年アンケー
トを行い、当年の公立学校への入学需要を把
握した上で、入学枠を確定して欲しい。

⑦2012年から東莞市内では、危険品・廃品が正
常に回収されていない。当局者によれば、危
険品・廃品の数量が東莞市全体で承認された
回収枠を超過しているためと聞くが、企業と
しては、正規の方法で危険品・廃品を処理す
る必要があるため、早急に是正してほしい。
また、回収業者については、鎮の指定外業者
の利用が（鎮の圧力もあり）非常に困難。指
定外業者も利用できるよう善処してほしい。
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2014年の瀋陽市の域内総生産（以下GRP）は前年比
6.0％増の7,099億元、大連市は同5.8％増の7,656億元
と、いずれも中国全体の伸び率7.4％を下回った。2014
年の瀋陽市の対内直接投資額（実行ベース）は前年比
0.5％増の22億7,000万ドル、省内の対内直接投資額の過
半を占める大連市は同3.0％増の140億400万ドルとなっ
た。瀋陽市では欧米系企業を中心に自動車関連の投資が
堅調で、大連市ではサービス産業などの第三次産業の投
資が活発で、投資額で初めて第二次産業を上回った。

人件費の高騰と円安の影響を受けて、日系企業の事
業環境は年々厳しくなっており、撤退や縮小を検討する
日系企業も少なくない。遼寧省（瀋陽市、大連市）では
企業負担の大きい河道工程建設保守費の徴収猶予期限が
2015年12月末日まで延長されるなど、企業負担の低減策
も講じられているが、当地政府においては、新規投資を
呼び込むためには、既進出企業の事業環境を改善するこ
とが重要との認識のもと、不断の事業環境の整備・改善
を期待したい。

瀋陽市、大連市の経済動向
瀋陽市
・2014年の固定資産投資額は前年比2.8％増の6,564億
元、そのうち不動産開発は9.5％減の1,975億元で停
滞が見られる。都市住民の一人当たり可処分所得は
9.1％増の31,720元で、小売市場の規模を示す社会消
費品小売総額は12.1％増の3,570億元と、所得水準が
向上し、消費が拡大している。

・2014年の対内直接投資額（実行ベース）は、前年比
0.5％増の22億7,000万ドルとなった。同市はBMWや
GMなどに代表される自動車産業が集積しており、欧米
系の部品企業による投資が堅調である。2014年の自動
車生産台数は108万台、2017年は200万台まで拡大す
る見込みである。なお、投資額の上位5カ国・地域は、
香港、日本、英領バージン諸島、米国、シンガポール
である。

・在瀋陽日本国総領事館によると、日系企業数は227
社、在留邦人数は704人（14年10月1日時点）。瀋陽
日本人会員数は約120社（15年2月末時点）。

大連市
・2014年の固定資産投資額は前年比4.6％増の6,774
億元、そのうち不動産開発は16.4％減の1,975億元
となった。都市住民の一人当たり可処分所得は8.7％

増の3万3,591元、社会消費品小売総額は12.0％増の
2,828億元となった。一人当たり可処分所得は瀋陽市
よりも高いが、商圏の規模は瀋陽市よりも小さい。

・2014年の対内直接投資は、契約ベースで件数が前年
比7.1％減の223件、金額が7.6％減の102億7,100万ド
ルといずれも減少した。実行べースの投資額は3.0％
増の140億400万ドルと、省内の対内直接投資額の過
半を占める。産業別では、第三次産業の契約件数が
176件で第二次産業の26件よりも圧倒的に多く、実行
ベースの投資額で第三次産業が70億5,700万ドルで、
初めて第二次産業の69億3,900万ドルを上回った。
なお、投資額の上位5カ国・地域は、香港、日本、米
国、シンガポール、英領バージン諸島である。日系企
業による遼寧省への投資のうち、8割以上が大連市に
集中している。

・在瀋陽日本国総領事館によると、日系企業数は1,736
社、在留邦人数は5,872人（14年10月1日時点）。大
連日本商工会員数は約800社（15年2月末時点）で、
日本の商工関連団体では上海市に次ぐ会員数である。

外資系企業の進出動向
・遼寧省工商行政管理局の報告書によると、2014年
の遼寧省の新規登記外資系企業は前年比0.9％減の
1万7,091社で、製造業5,737社が最も多く、全体の
33.6％を占める。一方で新規に登記された外資系企業
の産業別では、製造業106社に対して、サービス産業
833社が最も多く、全体の85.7％を占める。サービス
産業の中では、卸・小売業337社、リース・商業サー
ビス業129社、ホテル・飲食業127社の順に多い。

・新規登記の外資系企業の投資元国・地域は、香港140社、
韓国91社、日本67社である。日本は前年比53.7％減で、
件数で韓国に逆転された。なお、ジェトロの「在アジ
ア・オセアニア日系企業実態調査」（2014年度調査）に
よると、遼寧省に所在する日系企業の84.9％が「従業員
の賃金上昇」を経営上の問題点だと考えている。

具体的問題点、改善要望
貿易・通関
・-税関の免税手続のリードタイムは10日だが、実績で
は10日以上の場合が多々ある。

・-通関で新たに導入したシステムのトラブル発生時に、

第４章
東北地域 (瀋陽市、大連市)
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三級審査対応の体制不備で担当者不在、あるいはその
場に担当者がいないことによって、許可を得るまで非
常に長い時間を要する。また、同様にシステムのトラ
ブル時に、税関が手動対応するも作業に時間を要し、
何ら過失がない企業に延滞金の支払いを命じた事例が
あった。

・休日の出勤体制が不十分で、実質的な業務が少なく、
貨物の引取ができていない。

・従来品と少しの相違でも輸入審査に時間を要する。通
関地、担当者の解釈・運用の違いにより通関が滞る。

・税関と商検局など関連部門の連携が不十分で、通関に
かかる時間が増えている。

・電子化が十分に進んでおらず、その利便性が享受でき
ていない。

税制・会計
・都市維持建設税の納付税率が高い。

・PE課税において、地税局担当者の解釈による徴収不公
平感が強い。

労務
・金州新区における住宅積立金の会社負担率が高く、社
会保険等の負担が非常に重い。

交通・社会インフラ
・原因不明の瞬間停電が年に数回発生する。

その他
・外国人居留許可審査期間（15営業日）が長すぎる。海
外出張時などに影響が出ている。

＜建議＞
①貿易・通関

・現在の手続納期を順守し、さらなる時間短縮
を要望する。

・実現可能で有効な緊急対応体制の整備を要望
する。

・税関と商品検査検疫について、一括申告・検
査を要望する。

・ペーパレス通関の全面的実施を要望する。

②税制・会計

・都市維持建設税の納付税率の低減を要望す
る。また、納付基数の引き下げを要望する。

・投資環境改善のために、PE課税の免除改革を
要望する。

・河道工程建設保守費については2015年12月
末日まで徴収が猶予されているが、撤廃また
は猶予期間の延長を要望する。仮に徴収する
場合は、負担料率の軽減（現行：営業収入×

0.1％）、算定基数の変更（営業収入→利益）
を要望する。

③労務

・住宅積立金の会社負担率の軽減と各行政地域
における住宅積立金の納入比率の統一を要望す
る。

　  参考：金州新区における住宅積立金の納入比率
区分 対象 会社 個人

元開発区企業 全社員 18% 14%

元金州区企業

2002年8月31日以
前に就職した社員 10%-15% 10%-15%

2002年9月1日以
降に就職した社員 25% 15%

　　出所：大連市政府のウェブサイト

・業界毎に事情を勘案した労働派遣の比率上限の
区別を要望する。代行職位に対する雇用比率
制限（10％）の柔軟な対応を要望する。請負
業務内容に関する規制緩和（承攬適用の早期
化）を要望する。

・全国範囲で、下級工会が納入している経費比率
の統一を要望する。大連市の企業は大連市総
工会に上納している工会経費比率が40％であ
るが、北京市では30％である。　

④交通・社会インフラ

・港内(ボート)の手続のさらなる簡潔化を要望
する。

・瞬間停電の発生防止の徹底を要望する。

⑤省エネ・環境

・省エネルギーおよび環境保護の優秀な企業への
資金援助を要望する。

・省エネルギー製品を製造する企業への優遇策を
要望する。

⑥その他

・外国人居留許可審査期間（15営業日）を5～
10営業日に短縮することを要望する。
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湖北省、湖南省、江西省
中部地域（湖北省、湖南省、江西省）の日本人会組織

は、①武漢日本商工クラブ＜会員企業：146社（15年3月
現在）＞と②湖南日本人会＜会員数：245名（15年3月現
在）＞の二つがある。この地域では、湖北省、武漢市政
府が、武漢日本商工クラブ、ジェトロ武漢事務所と協力
し、積極的な投資環境改善の取組みを実施している。

湖北省政府、投資環境改善要望に回答
14年8月、湖北省政府、武漢市政府の関係12部門の責任者
40名が招集され、「中国経済と日本企業白書2014年版（中部
地域の現状・建議）」記載の8項目の改善要望（以下参照）につ
いて速やかに対応をとるように指示が出された結果、湖北省
商務庁から投資環境改善要望（8項目）に対する回答が書面に
て寄せられた。

表1：投資環境改善要望（8項目）に対する回答一覧表
要望内容 回答内容

1 通関実務の-
安定性の向上

武漢税関は通関のペーパーレス化を推進。
2015年上半期には、武漢税関と上海税関の
資源が共有され、通関はさらにスピーディー
になる見込み。

2

貨物トラックの市街地
への進入許可の-
判断基準の明確化、-
審査手続の迅速化

武漢市公安部交通管理局は基準の統一化を進
め、審査と認可のプロセスを改善する。

3
道路工事の工法や-
時間帯などの工夫、-
渋滞の緩和

管理を強化し、工事期間中の交通への影響を
軽減、交通渋滞の緩和に努める。

4
日本の主要都市への-
直行便の増便、交通の
利便性の向上

武漢－大阪路線が14年7月18日に開通し毎週
4便就航している。武漢市では武漢－東京間
の直行便運航事業を積極的に推進しており、
15年には当該路線の就航が見込まれる。

5 大気汚染に関する-
公約の着実な実施

「武漢市空気質改善行動計画（2013～2017
年）」で大気質改善の段階的目標を決定。大気
質改善について日系企業にも協力を求めたい。

6 医療保険基金が利用-
できる病院の増加

同済医院、協和医院については、武漢市人的
資源・社会保障局が両病院と協議し、指定業
務を適切に行えるよう努める。

7

道路工事中、不意に発生
した停電、断水、通ケー
ブルの不通などに、迅速
に対処できる方法の確立

「電力設備の突発事故緊急マニュアル」をさ
らに整備し、事故発生時には、緊急マニュア
ルに従い迅速に対処するよう努める。

8
外国人住宿登記の-
手続に関する-

ルールと運用の統一

武漢市公安局は近く、「外国人居住登録につ
いての公安派出所の業務のさらなる規範化に
関する通知」を発表し、関連規則と取扱手順
を定める。省・市の公安部門では近々、外国
人の関連手続を行う警官に対し管理業務研修
を実施する予定。

江西省政府、投資環境改善に意欲
江西省では、14年5月、江西省国貿促とジェトロ武漢事
務所との間で、投資環境改善や投資誘致などの項目で、将

来的に業務覚書（MOU）を結ぶことに合意。14年下半期
に江西省の5都市（①南昌市、②九江市、③景徳鎮市、④
鷹潭市、⑤宜春市）を訪問し、各地開発区に進出する日系
企業（11社）にヒアリング調査を実施した。また、14年
11月に開催した、第3回世界低炭素生態経済博覧会にジェ
トロ武漢事務所はミッション団（14名）を派遣した。

第3回世界低炭素生態経済博覧会では、江西省に進出する
シーメンス（独）、フランス電力（仏）、マブチモーター
（日）等世界500企業・多国籍企業が参加し、投資環境改善
にかかわる懇談会が開催された。江西省幹部は、「主要沿海
地域に隣接する、江西省の地理的優位性を最大限に発揮でき
るよう、良質な行政サービスを提供したい」と述べた。

湖南省、外商投資企業との座談会を開催
15年2月、湖南省商務庁が主催で、湖南省に進出する外
商投資企業との座談会が開催され、湖南省に進出する大手
外商投資企業27社、貿易振興機関2機関、湖南省政府関係
部門代表者（24名）が参加した。湖南省幹部は、「投資
環境改善活動は、湖南省政府としても非常に重要と認識し
ている」と述べ、「湖南省で活躍している外商投資企業に
は、湖南省でのビジネスの魅力、可能性について、これか
らも大いに宣伝をしてもらいたい」と語った。

湖北省、湖南省、江西省が推進する 
地域発展戦略の概要
湖北省「一主二副経済圏」と「武漢都市圏構想」
武漢市が湖北省経済に占める割合はきわめて高くGDP

の37%、外商直接投資額の76%を占め、湖北省の経済は武
漢市に一極集中している。『武漢市都市圏』は、武漢市
とその周辺8都市（孝感市、黄岡市、鄂州市、黄石市、天
門市、潜江市、仙桃市、咸寧市）を結ぶ快速鉄道の建設
が急ピッチで進む。一方、湖北省は『一主二副経済圏』
を推進する。武漢市を主軸に置きながらも、他都市の経
済発展を支援するために、武漢市（一主）と、襄陽市、
宜昌市の2都市（二副）の調和のとれた発展を目指す。

第５章
中部地域(湖北省、湖南省、江西省、安徽省)
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図1：一主二副経済圏
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出所：各種情報を基に作成

湖南省－上海・昆明高速鉄道の部分開通で 
長沙市が高速鉄道のハブに
上海市と雲南省昆明市を結ぶ高速鉄道整備計画のう
ち、①江西省南昌～湖南省長沙区間が14年9月に、②浙
江省杭州～江西省南昌区間が12月に、③湖南省長沙～新
晃区間が12月に開通した。長沙市発展改革委員会による
と、今後、長沙を通過する重慶～厦門（アモイ）間の高
速鉄道が計画されているという。湖南省長沙市は、東西
南北を結ぶ新たな高速鉄道のハブとして、市内の交通イ
ンフラ整備が急ピッチで進められている。具体的には、
長沙～株洲～湘潭を結ぶ都市間快速鉄道は15年末に完
成。高速鉄道の長沙南駅と黄花空港との間には、中国版
リニアの敷設計画がある。長沙市内の地下鉄は20年まで6
路線増設される計画だ。

図2：上海・昆明高速鉄道路線図
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出所：各種資料を基に作成

江西省－南昌、九江一体化を推進
江西省（略称「贛」）は、中国の東南部、①長江デル
タ、②珠江デルタ、③海西経済区（福建省）等主要沿海
地域に隣接する。江西省の総人口は4,500万人、総面積は
16.69万平方キロ。

13年7月、江西省政府は、江西省の省都である南昌市、
長江沿岸に位置する九江市の経済一体化を推進することを
決定した。【昌九一体化】は、南昌市と九江市の連動的な
発展を推進し、長江経済帯建設の重要な足場として、同省
の他地域の経済発展を牽引する役割が期待される。

江西省政府は【昌九一体化発展規画（2013～2020）】
で、南昌～九江間の高速道路の拡張工事などインフラ整
備、移動体通信、固定電話サービス使用料の統一などの具
体的な取り組みを進める。今後、①インフラ、②産業補
完・連携、③都市間協力、④公共サービス、⑤生態環境の
整備等の分野でも協力を進める方針だ。

堅調な日系企業の 
武漢市近郊への自動車関連投資
14年の中部地域（湖北省、湖南省、江西省）の対内直
接投資額（実行ベース）は、湖南省が102億6,600万ド
ル（同17.9%増）、江西省が84億500万ドル（同11.9%
増）、湖北省が79億2,800万ドル（同15.1%増）で順調に
増加した。

うち、湖北省の対内直接投資額は4省で最も低い水準
で、伸び率は21.6%から15.1%まで、6.5ポイント減少した
が順調に増加している。日本から湖北省への投資は、前年
比8.0%減、5億4,400万ドルと僅かに減少したが、総じて武
漢市近郊への自動車関連投資、サービス産業分野を中心に
日系企業の湖北省への投資は堅調に推移している。

自動車関連の投資では、古河電工が、14億円投じて、
武漢市漢南区で、新しいハーネス工場（組み電線）を立
ち上げた。同社の中国でのハーネス工場は6か所目とな
る。14年6月から量産を開始、従業員数は700人規模。

14年7月、自動車向け照明大手の小糸製作所は、武漢市
近郊の孝感市に、投資額80億円で中国4番目の新工場建設
決定を発表した。従業員を300名雇用し、2016年7月にも

表2：武漢都市圏快速鉄道一覧
経済圏 都市名 状況 走行距離 所要時間 備考

一主二副
経済圏

宜昌市 開通済 約290㎞
(漢口駅～宜昌東駅) 約2時間 滬漢蓉(上海～成都)快速

襄陽市 開通予定 武漢-襄陽—十堰快速：全長390㎞-
(途中、孝感市、随州市を通る) 約2時間 武漢-襄陽—十堰快速、15年2月着工

武漢-
都市圏

孝感市 開通予定 約60㎞（漢口駅～孝感東駅） 約30分 漢孝快速、15年開通予定
黄岡市 開通済 約70㎞（葛店駅～黄岡東駅） 約30分 武漢-黄岡快速、14年6月開通
鄂州市 開通済 全長97㎞の路線（武漢駅～大冶北駅）-

（途中、鄂州市、黄石市を通る）
約30分

武漢-黄石快速、14年6月開通
黄石市 開通済 約40分

天門市
開通予定 武漢-天門快速：全長116㎞ 未公開

武漢-天門快速、17年開通予定
開通済 滬漢蓉快速：83㎞（漢口駅～天門南駅） 35分

潜江市
開通予定 武漢-仙桃-潜江快速：全長149㎞ 未公開

武漢-仙桃-潜江快速、17年開通予定
開通済 滬漢蓉快速：134㎞（漢口駅～潜江駅） 約1時間

仙桃市
開通予定 武漢-仙桃-潜江快速：未公開 約40分
開通済 滬漢蓉快速：114㎞（漢口駅～仙桃西駅） 約50分

咸寧市
開通済 武漢-咸寧快速：91㎞（武昌駅～咸寧南駅） 約50分
開通済 京広高速鉄道：85㎞（武漢駅～咸寧北駅） 30分弱

出所：各種情報を基に作成
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前照灯、標識灯の生産を始める。

14年8月、ケーヒン（ホンダ系の部品メーカー）は、
拡大する中国自動車市場での最適な供給体制を構築する
ため、新たに現地法人「京濱（武漢）汽車零部件有限公
司」（略称：KWH）を設立したと発表。15年末に湖北省
仙桃市内に車載空調機器の新工場を稼働させる。資本金
3090万元（約5億円）はケーヒンの中国子会社が100%出
資する。

14年12月、株式会社東洋クオリティワン（埼玉県川越
市）が、孝感市に投資額1,450万元で発砲ウレタン製造会
社の日本東洋佳嘉（湖北）有限公司を設立し、2015年5
月に生産を開始する計画である。

なお、中部地域（湖北省、湖南省、江西省）の日本人
数について、在北京日本大使館、在上海日本総領事館の
在留届数によれば、武漢市を中心とした湖北省では大幅
に増加しているのに対し、湖南省、江西省に滞在する日
本人数は減少傾向にある。

日系企業が抱える課題・改善要望点
湖北省（武漢市、襄陽市）、江西省（九江市、景徳
鎮市、鷹潭市）に進出する日系企業の投資環境（事業環
境、生活環境）についての要望は以下のとおり。

事業環境の改善要望
武漢市
通関の安定性について
・上海と比較して、海上/航空貨物の通関に時間がかか
る。納期の厳しい工場設備や、品質、温度管理が必要
な食品は、通関の安定性を鑑み上海で通関せざるを得
ない。

・通関検査結果が検査員で異なることが多い。

・航空貨物の通関で、一つのMAWB（航空貨物運送状）
にまとめられるHAWB（混載航空貨物運送状）要件が
武漢では特に厳しい。

・武漢には航空貨物の危険品倉庫がないため、施設のあ
る場所で通関せざるを得ない。

交通渋滞の緩和、大気汚染公約の実施
・交通渋滞のために、頻繁に貨物の到着が遅れる。

・交通渋滞のために、スタッフが時間通りに出勤できな
いことが、工場操業に影響を与える。

・道路工事の時間帯について、交通量が少ない時間に集中
させる等、渋滞緩和、大気汚染対策を実施してほしい。

日本の主要都市への直行便の増便
・14年から、上海経由の福岡、静岡に加え、大阪への直
行便が開通した。東京（成田、羽田）への直行便路線
の開設をお願いしたい。

医療保険の利用
・武漢市の医療保険に加入しているが利用できる病院が
限られており、利用できないとの不満の声がある。

外国人住宿登記手続の不統一
・外国人住宿登記について、派出所での書類の不統一、
登記時の同行者の制限、登記手順などの問題につい
て、武漢市公安局出入境管理局は、マニュアルを整備
する等の回答があったが状況に改善が見られない。

襄陽市
ビザ更新のための健康診断
・毎年、就労ビザの更新に際し、襄陽市は、武漢市の指
定病院での検査を義務づけている。検査のために宿泊
する必要もあり、手続の簡素化を希望する。

江西省（九江市、景徳鎮市、鷹潭市）
インフラ整備
・停電、断水が頻繁にあり、工場の操業に影響が出てい
る。また、工場前の道路整備を要請しているが改善が
見られない。

＜建議＞　　　　　　　　　　
①海上貨物通関の安定性（通関時間の短縮、HS
コード／検査内容の一貫性）を向上させていた
だきたい。

②航空貨物通関で、一つのMAWB（航空貨物運送
状）にまとめられるHAWB（混載航空貨物運送
状）の要件を緩和してほしい。

③航空貨物の危険品倉庫を設置いただきたい。

④交通渋滞の緩和、大気汚染対策にかかわる施策
を確実に実行してほしい。

⑤外国人が頻繁に利用する病院で医療保険基金が
使用できるようにしてほしい。

⑥日本主要都市への国際直行便を整備する等交通
の利便性を高めていただきたい。

⑦就労ビザ更新の際の健康診断義務付けを無くし
てほしい。

⑧上下水道、電気等のインフラ整備が遅れている
地域の問題について早急に対応いただきたい。
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安徽省

安徽省の経済動向
2014年の安徽省のGRPは前年比9.2％増の2兆849億元

となった。成長率は中国全国（7.4％）を1.8ポイント上
回った。産業別に見ると、第二次産業が10.3％増の1兆
1,204億元とGRP全体の53.7％を占めた。第三次産業は
8.8％増の7,252億元とGRP全体の34.8％を占めた。第二
次産業の構成比が高い産業構造となっている。固定資
産投資は16.5％増、社会消費品小売総額は13.0％増で、
いずれも全国の伸び率（15.3％増、12.0％増）を上回っ
た。貿易総額は8.2％増の492億7,000万ドルと好調。輸
入額は3.0％増の177億8,000万ドルと2013年に比べ成長
が鈍化したが、輸出額の伸び率は11.5％増の314億9,000
万ドルと好調であった。また、対内直接投資の実行額は
15.5%増の123億4,000万ドル、契約額は15.7%増の31億
1,000万ドルといずれも大きく伸びた（表1）。

表1：安徽省の経済動向（2014年）

金額 伸び率
（％）

GRP-(域内総生産)　(億元) 20,849- 9.2-
第一次産業(億元) 2,392- 4.6-
第二次産業(億元) 11,204- 10.3-
第三次産業(億元) 7,252- 8.8-

1人当たりGRP(元) 34,427- 8.7-
規模以上工業総生産(億元) - -
工業使用電力(億Kwh) 1,121- 6.0-
固定資産投資(億元) 21,256- 16.5-

不動産開発投資(億元) 4,339- 10.0-
社会消費品小売総額(億元) 7,321- 13.0-
消費者物価指数(CPI) - 1.6-
貿易総額(億ドル) 493- 8.2-

輸出額(億ドル) 315- 11.5-
輸入額(億ドル) 178- 3.0-

対内直接投資契約額(億ドル) 31- 15.7-
対内直接投資実行額(億ドル) 123- 15.5-
1人当たり都市部住民可処分所得(元) 24,839- 9.0-

出所：安徽省統計局
-

安徽省の対内直接投資実行額を産業別にみると、第二
次産業が63億6,000万ドルと同省の投資額の51.5％を占
めたものの、伸びは前年比14.0％減と大幅に落ち込ん
だ。そのうち、製造業向けの投資額は17.0％減の55億ド
ルであった。一方で、第三次産業は、87.7％増の56億
8,000万ドルとなり、2014年の全体の伸び率（15.5％）
を72.2ポイント上回り急増した。全体の46.0％を占め
る。沿海部地域と同様に、中部地区に位置する安徽省
も、第三次産業向けの投資が増加する傾向がうかがえ
る。業種別にみると、不動産、金融、科学研究サービ
ス、公共施設管理業向けの投資が目立った。

安徽省への対内直接投資を国・地域別にみると、香
港からの投資額は実行ベースで前年比30.9％増の76億
8,000万ドル、台湾は54.5％増の8億1,000万ドルとそれ
ぞれ大幅に増加した。中でも香港からの投資額は安徽省
全体の6割を超えた。他方、米国からの投資額は0.1％減

の6億8,000万ドル、伸び率は2012年以降、2年連続で増
加したが、2014年は減少に転じた。安徽省への日本から
の投資額の推移をみると、2012年に49.1％増の6億3,100
万ドルと好調だったが、2013年は減少に転じ、2014年は
3.3％増の5億3,000万ドルと回復基調となった。

安徽省の対内直接投資を省内の都市別にみると、省
都である合肥市は22億6,000万ドル（前年比19.5％増）
で、省内の都市別では投資額が最も大きかった。第2位
は蕪湖市で20億ドル（24.8％増）。両市はともに2ケタ
成長となり、全省の伸び率（15.5％）を押し上げる要因
となった。

安徽省への日系企業の進出は合肥市に集中している。
合肥市では、フォークリフトの開発・製造・販売、医薬
品の製造、自動車部品の製造・販売にかかわる投資が見
られた。

具体的問題点、改善要望
日本語での現地投資環境情報並びに現地規制の発
信強化
日本では安徽省や合肥に関しての知名度は必ずしも高
いものとはなっておらず、当地の投資環境やビジネス
チャンス等につき日本語で情報発信を行うと共に、政府
関係機関・開発区管理委員会等への日本語人材配置のさ
らなる充実化をご検討いただきたい。

また、現地での税制並びに投資優遇等の法改正時につ
き、可能であれば日本語ないし英語による事前通知の発
信をご検討いただきたい。

円滑な事業運営に向けた支援・協力
土地の払下げ総量に制限あること等を背景としてか、
土地使用許可を得るのに想定以上の時間が掛かり、結果
として工場の建設・操業を行うために想定以上の時間を
要してしまっている。環境アセスメント申請・許可取得
がスムーズに行われる事などを含め、進出企業が円滑に
事業を開始できるよう支援と協力をお願いしたい。

日本への直行便開設など交通インフラの整備の推進
新橋国際空港の新設を受け、日本との交流強化を図る
ためにも、日本への定期直行便を是非とも早期に開設い
ただきたい。

また、タクシー台数の増加やきちんとしたマナー指導
等が可能な運営管理会社の設立等を通じて、乗車拒否や
迂回乗車等が生じないようサービスレベルの向上をお願
いしたい。

企業の海外送金並びに海外投資に関する制限
役務提供などモノの輸出入を伴わない契約において、
海外送金が制限され、相当な税負担が求められる等、ビ
ジネスに支障を来すことが多い。外資企業が海外へ送金
を自由に行えるようにして欲しい。
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駐在員生活環境の改善
日本から派遣される駐在員の生活環境は良くなってき
ているが、医療・食事・子弟の教育等の拡充を願いたい。
外資系のコンビニエンスストアの誘致や国際クレジット
カードが利用可能な店舗の拡充など、外国人でも暮らし
易い環境整備に引き続き取り組んでいただきたい。

また、外国人向けに不動産物件を取り扱う仲介業者が
存在しないため、多くの場合において個人家主との個別
交渉が必要となり、貸し手に振り回されてしまうケース
も多い。外国人が安心して賃貸物件を借りられるよう環
境整備をお願いしたい。

日本人在住者の交流のサポート
日系企業の進出が相次いだ事を背景として、合肥に駐
在する日本人も多くなってきている。在住日本人の間の
交流促進を効果的に行うために、2015年1月に合肥日商
倶楽部を設立。今後の本倶楽部の発展並びにスムーズな
運営につき、当局からのサポートをいただきたい。

＜建議＞
①日本語での現地投資環境情報並びに現地規制の
発信強化をいただきたい。

②円滑な事業運営に向けた支援・協力をいただき
たい。

③日本への直行便開設など交通インフラの整備の
推進をいただきたい。

④企業の海外送金並びに海外投資に関する制限を
緩和いただきたい。

⑤駐在員生活環境の改善をいただきたい。

⑥日本人在住者の交流のサポートをいただきたい。
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重慶市
2014年における重慶市の実質域内総生産（GRP）成長

率は10.9％と、中国各地域において第1位となった。自動
車生産が地域別で初めて第1位となったほか、貿易総額も
全国を大きく上回る40％近い伸びを示した。2015年以降
も「一帯一路」戦略や「長江経済ベルト」戦略の拠点地
域として、重慶市はさらなる発展が期待される。市政府
は2015年のGRP成長率の目標を10％前後に設定した。

重慶市統計局によると、同市のGRPは、総額が1兆
4,265億4,000万元、実質成長率（前年比）は10.9％
と、17.1％を記録した2010年以降低下傾向にあるもの
の、2002年以来13年連続で2ケタの成長を維持し、成長
率は31省・直轄市・自治区の中で第1位となった。中国
全体の成長率（7.4％）も3.5ポイント上回った。

表1：重慶市の経済動向（2014年）
項目 金額 前年比増減

GRP-(域内総生産)(億元)- 14,265 10.9(実質)
第一次産業(億元)-- 1,061 4.4
第二次産業(億元)- 6,532 12.7
第三次産業(億元)- 6,673 10.0

規模以上工業総生産(億元)- 18,723 14.6
固定資産投資(億元)-- 13,224 18
不動産開発投資(億元)-- 3,630 20.5
社会消費品小売総額(億元)- 5,096 12.0(実質)
消費者物価指数(CPI)- - 1.8
貿易総額(億ドル)- 955 39.0
輸出額(億ドル)- 634 35.5
輸入額(億ドル)-- 320 46.3

対内直接投資契約件数 250 0.8
対内直接投資契約額(億ドル)- 46 14.0
対内直接投資実行額(億ドル)- 106 0.3

都市部住民1人当たり可処分所得(元)- 25,147 9.1
農村住民1人当たり純収入(元) 9,490 11.7

出所：重慶市統計局、重慶市対外貿易経済委員会

供給面の状況をみると、第1次産業が4.4％増の1,061
億300万元、第2次産業が12.7％増の6,531億8,600万
元、第3次産業が10.0％増の6,672億5,100万元と、第2
次産業の成長率が第3次産業を上回った。

第2次産業のうち、一定規模以上の企業の工業生産増
加額（付加価値ベース）は、12.3％増加した。主力製
品の生産量をみると、超小型PCが15.3％増の6,446万
7,800台（うち、ノートブックPCは16.0％増の6,348万
8,400台）、自動車が22.2％増の262万8,900台（うち乗
用車が10.7％増の111万3,200台）、セメントが9.4％増
の6,666万6,100トン、アルミが23.7％増の133万4,100
トンとなっている。

需要面の状況をみると、投資は、全社会固定資産投資
が前年比18.0％増の1兆3,223億7,500万元となった。う
ち、金額、伸び率とも最も大きいのが第3次、第2次産
業分野である。第3次産業は18.5％増の8,568億9,700万
元、第2次産業は17.9％増の4,167億8,700万元、うち工
業関連の投資は18.0％増の4,163億9,100万元となって
いる。なお不動産開発投資は20.5％増の3,630億2,300
万元と、20％を超える伸びを記録した。消費動向を示
す社会消費品小売総額が12.0％増（実質）の5,096億
2,000万元と、引き続き2ケタの伸びを示した。

また、貿易総額は39.0％増の954億5,000万ドルと高
い伸びを示した。うち、輸出が35.5％増の634億900万
ドル、輸入が46.3％増の320億4,100万ドルと、輸出が
輸入を大きく上回っている。

対内・対外直接投資は、対内直接投資額（実行ベー
ス）が0.3％増の106億2,900万ドルと、引き続き100億
ドルの大台を維持している。フォーチュン世界500大企
業のうち243社が重慶に進出している。対外直接投資額
は10.2％増の11億1,400万ドルとなった。

主な対内直接投資案件としては、製造業分野では、自
動車関連の投資が顕著であった。米系企業の工場が相次
いで完成し、生産を開始したほか、韓国系企業も2015
年以降工場の建設を開始する。前述のとおり、2014年
における重慶市の自動車生産台数は前年比22.2％増の
262万8,900台と、31省・直轄市・自治区において第1位
に躍り出たが、同市の自動車生産能力はさらに拡大が続
くものとみられる。

サービス業分野では、スウェーデン系、フランス系の
大型小売店が新たに開店したほか、香港系企業などによ
るショッピングモールを含む大型複合施設開設の動きも
進んだ。

日本企業の投資状況は、契約件数が3件（前年は
9件）、契約金額が1,640万ドル（前年は1億50万ド
ル）、実行金額が1億1,520万ドル（前年は1億1,402万
ドル）となっている。具体的な案件としては、化学関連
原料の生産拠点、医療機器の研究・開発・製造拠点の設
置などの動きがみられた。

重慶市政府は、2015年も引き続き、外資系企業の誘致
に積極的に取り組んでいく方針だ。黄奇帆市長は2015年
1月、重慶市政府活動報告の中で、外国企業による投資促
進に向けて、①外資系企業に対するネガティブリスト管
理措置の導入、②外資系企業の参入登録制の実施、③国
境を越えた投融資の円滑化の推進、④株式譲渡、増資、

第６章
西部地域(重慶市、四川省、陜西省)



336 中国経済と日本企業2015年白書

第
４
部   

各
地
域
の
現
状
・
建
議

合弁等を通じた中国現地企業との幅広い協力の推進とい
う、4つの措置を実施していくことを表明した。

また、外資系企業を所管する同市対外貿易経済委員会
は、内部の体制を調整し、これまで外資誘致を主に担
当してきた「招商処」を、「製造業招商処」ならびに
「サービス産業招商処」の2部門に分け、さらにきめ細
かな外資誘致策を策定・実施していく方針だ。さらに同
委員会の傘下に新たに「重慶市投資促進局」を設立し、
企業誘致業務体制の強化を図っている。

具体的な問題点、改善要望
重慶市の積極的な宣伝・広報の実施
重慶市への日本企業の関心を喚起するためにも、市指
導者の訪日等を通じて、「一帯一路」戦略や「長江経済
ベルト」戦略を通じて変貌を遂げる重慶市の現状や投資
環境についてのPR等を積極的に行っていただきたい。ま
た、直接投資統計をはじめ、ウェブサイト等を通じた経
済情報の一層の公開、透明性の向上をお願いしたい。併
せて、重慶市には世界遺産を含め多くの魅力ある観光資
源があるが、広く認知されているとは言い難い。観光面
の魅力も併せてPRいただきたい。また、学生間の交流も
含め、重慶市と日本とのさらなる交流促進を図っていた
だきたい。

投資誘致体制の一元化ならびに 
日本語資料・日本語人材の配置の充実化
外国企業誘致に関する重慶市内部の体制の一元化なら
びに、関係部署同士の横の情報共有をお願いしたい。自
社に中国語人材を有さない中小企業など日本企業のさら
なる投資促進に向けて、政府機関・開発区管理委員会等
への日本語人材配置の充実化を図ると共に、各種投資誘
致資料などの日本語版作成を是非お願いしたい。

法規運用の透明性の確保
政府機関においては、法律や制度の解釈に個人差があ
り、行政単位での統一的な見解が示されないことがあ
る。また、中国企業よりも外資系企業が不利となる運用
がなされるケースもある。法規の運用に当たっては、中
央政府の統一見解に基づいた運用を心掛けていただくよ
うお願いしたい。また、透明性の高い行政運営を行って
いただくよう、その面での政府職員の人材育成をお願い
したい。

重慶市に進出する日系企業に対する優遇策の適用
物流や部品調達などの面で、重慶市の投資環境は沿海
地域の水準まで達していない部分があることは否めな
い。重慶市にさらに多くの日本企業の投資を促す意味に
おいても、西部大開発計画や一帯一路、長江経済ベルト
戦略など、当地の発展を促進する諸政策を最大限活用い
ただき、日系企業が享受できる優遇策を拡充していただ
くとともに、優遇策の内容、適用期間を明確に開示する
など、優遇策を活用しやすい環境整備をお願いしたい。

市場開放の深化に向けた取り組みの推進
政府調達などへの日系企業の参加にあたり、他国や中
国企業に比して不利となる運用がみられる。また、市場
を一部企業が独占するような状況も残存している。入札
時に企業名・国名等を完全にブラインド化するなど、全
ての企業が公平に入札に参加できるよう配慮いただきた
い。政府調達も含め、重慶市には他地域に先行して市場
開放を深化していただき、日系企業が不利となるような
隘路事項の改善に努めていただきたい。

経済のレベルアップに向けた取り組みの継続
中国経済は「新常態」（ニューノーマル）体制に移行
しつつあるが、重慶市を含む内陸地域は依然として経済
のレベルアップに向けた政府の力強い取り組みが必要で
ある。一帯一路や長江経済ベルト戦略を推進する意味に
おいても、関連インフラの整備も含め、内需の拡大に今
後も積極的に取り組んでほしい。

電力などエネルギーの安定供給体制の整備
従前よりは改善してきているが、電力やその他エネル
ギーの安定供給は、円滑な事業運営のためには必要不可
欠である。今後とも質の高いエネルギーの安定供給に向
けた体制の整備をお願いしたい。

地場企業や他の外資系企業と日本企業との連携強
化に向けた場の設定
重慶市において、日系企業がさらに取引を拡大するた
めには、地場企業や他の外資系企業との連携強化が必
要である。地場企業と日系企業との取引関係強化に向け
て、政府のお力添えをお願いしたい。

就業証・居留証の取得・切換え手続の簡素化
重慶市に赴任する日系企業の駐在員は、沿海地域に駐
在している者が異動するケースも多いが、居留証切り替
えにあたり新旧両勤務地で煩雑な手続が必要となってい
る。また、一昨年から無犯罪証明や大使館又は領事館捺
印の親戚証明の提出等が必要とされ、より手続の負担が
増している。就業証も含め、取得・切換え手続の簡素化
をお願いしたい。

外国人居留（登録）カードの導入検討
外国人はパスポートの携行が義務付けられているが、
盗難や紛失のリスクもあり不便を強いられている。以前
発行されていた「外国人居留証」など、中国国民の「身
分証」に相当する外国人居留カードを発行し、鉄道券販
売機等でも利用できるようにするなど、外国人が携帯し
やすい身分証明証の導入をお願いしたい。

工場の立ち退きにあたっての十分な 
情報開示および補償の確保
都市化の進展もあり、重慶市においても工場の立ち退
きが求められるケースが発生している。強制的な立ち
退きの発生を極力避けていただくと共に、立ち退きに当
たっては、事前の十分な情報開示および適正な補償、さ
らにはできる限り近隣で代替地が確保されるよう配慮い
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ただきたい。

物流網の充実やコストの軽減に向けた支援
沿海地域に比して、当地では物流コストが高いことに加
え、貨物が約束した日時に到着しないなどの事態も発生し
ている。物流網充実やコストの削減、さらには物流管理体
制の強化に向けた政府の取り組みをお願いしたい。

税関開庁時間の明確化と通関手続の利便性向上
税関勤務日・休業日の突然の変更をなくし、大型連休等
においても事前に勤務・休業時間が明確となるようにして
いただくと共に、企業の要望に対応して、柔軟に臨時開庁
していただきたい。また、サンプル品や不良品破棄の際の
輸入手続の簡素化や、やむを得ず通関変更もしくは取り消
しが発生した際の柔軟な対応をお願いしたい。

優秀な人材の確保に向けた施策の実施
北京、上海など沿海地域に優秀な人材が流出する傾向
が続いており、当地での人員確保は容易ではない。沿海
地域大都市からのUターン・Jターン希望者に対する組織
的求人対策の実施など、重慶市における優秀な人材の確
保に向けた取り組みを強化してほしい。

日本への直行便の開設・拡充
沿海地域の都市と比較すると日本への移動が不便な状
況になっている。関西国際空港への直行便は開設された
が、東京を中心とするその他の地域への直行便開設を是
非お願いしたい。直行便開設にあたっては、LCC以外の
航空会社による路線開設も是非お願いしたい。

二輪自動車に対する規制の緩和
二輪自動車は高速道路を走行できないなど、日本や欧
米と比較しても二輪車市場は多くの規制を受けており、
規制の影響もあり、中国での二輪車需要は低下しつつあ
る。ついては、一定の基準を満たす二輪車の高速道路走
行を認めるなど、関連する規制を緩和してほしい。

外国人子女向けの教育機関の拡充
現状、重慶市における外国人向けの幼稚園、学校は限
定されており、定員制限などによる順番待ちも発生して
いる。外国人子女向けの幼稚園、小中学校等を拡充して
ほしい。

外国人向け医療機関の設置
現在、既存の病院においてVIPフロアは設置されてい
るものの、外国人向け医療機関として有効に機能してい
るとは言い難い。ついては、外国人向け医療機関の設置
を進めるなど、外国人が安心して当地でビジネス活動を
行えるような環境の創出をお願いしたい。

重慶北駅のアクセスの改善
2015年1月から、成都行を始めとする「動車」の発着
拠点が重慶北駅の北広場に移転されたが、北広場から、
これまでの同駅南広場まで徒歩でのアクセスができない
など不便を感じている。同駅のアクセスの早期の改善を

お願いしたい。

＜建議＞
①投資環境や観光面など、重慶市の魅力を最大限
宣伝・広報いただきたい。また、日本との交
流促進に努めていただきたい。

②投資誘致体制の一元化ならびに政府関係機関等
への日本語人材の配置や日本語資料の充実化
をお願いしたい。

③法規運用の透明性の確保をお願いしたい。

④重慶市に進出する日系企業への優遇策の適用を
お願いしたい。

⑤市場開放の深化に向けた取り組みを強化してい
ただきたい。

⑥経済のレベルアップに向けた取り組みを継続し
ていただきたい。

⑦引き続き、電力などエネルギーの安定供給に向
けた体制整備をお願いしたい。

⑧地場企業や他の外資系企業との連携促進に向け
た機会の設定をお願いしたい。

⑨就業証・居留証の取得・切換え手続を簡素化し
ていただきたい。

⑩外国人居留（登録）カードの導入を検討いただ
きたい。

⑪工場立ち退きに当たっての十分な情報開示およ
び補償の確保をいただきたい。

⑫物流網の充実やコストの軽減に向けた支援をお
願いしたい。

⑬税関開庁時間の明確化と通関手続の利便性向上
をお願いしたい。

⑭重慶市における優秀な人材確保に向けた施策を
実施いただきたい。

⑮東京便など日本への直行便の充実化をお願いし
たい。

⑯二輪自動車に対する規制を緩和していただき
たい。

⑰外国人子女向けの教育機関を拡充していただき
たい。

⑱外国人向け医療機関を設置していただきたい。

⑲重慶北駅のアクセスの改善をお願いしたい。
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四川省・成都市

2014年における四川省の域内総生産（GRP）は、実質
成長率が13年ぶりに１ケタ台にとどまったものの、中国
全体を上回る成長を続けている。貿易は、輸入が２ケタ
の伸びを記録し、輸出の伸びを上回った。成都市のGRP
は初めて1兆元の大台を突破した。対内直接投資も、不
動産や自動車分野を中心に活発に展開された。

四川省統計局によると、同省のGRPは、総額が2兆
8,536億7,000万元、実質成長率（前年比）は8.5％と、
2001年（9.0％）以来13年ぶりに1ケタの成長にとど
まった。ただし、中国全体の成長率（7.4％）を1.1ポイ
ント上回った。なお、成都市のGRPは、総額が1兆56億
6,000万元と初めて1兆元の大台を突破、成長率は8.9％
となった。

表：四川省および成都市の経済動向（2014年）

項目
四川省 成都市

金額 前年比増減 金額 前年比増減
GRP-(域内総生産)

(億元)- 28,537 8.5(実質) 10,057 8.9(実質)

第一次産業(億元)- 3,531 3.8 371 3.6
第二次産業(億元)- 14,519 9.3 4,561 9.8
第三次産業(億元) 10,486 8.8 5,125 8.6
1人当たりGRP(元)- 35,128 8.1 - -
固定資産投資
(億元)- 23,578 12.0 6,620 1.8

不動産開発投資
(億元)-- 4,380 13.7 - -

社会消費品
小売総額(億元)-- 11,666 12.7 4,202 12.0

消費者物価指数
(CPI)- - 1.6 - 1.3

貿易総額(億ドル)- 703 8.8 559 10.4
輸出額(億ドル)-- 449 6.9 338 6.1
輸入額(億ドル)-- 254 12.3 220 17.8
対内直接投資
契約件数 280 △-2.8 226 12.4

対内直接投資
契約額(億ドル)-- 30 △-26.9 24 △-26.9

対内直接投資
実行額(億ドル)-- 104 0.0 88 0.1

都市部住民1人当
たり可処分所得(元)- 24,381 9.0 32,665 9.0

農村住民1人当たり
純収入(元) 8,803 11.5 14,478 11.5

出所：四川省統計局、四川省商務庁、成都市統計局、成都市投
資促進委員会資料等より作成

四川省経済の供給面の状況をみると、第1次産業が
3.8％増の3,531億1,000万元、第2次産業が9.3％増の1
兆4,519億4,000万元、第3次産業が8.8％増の1兆486億
2,000万元と、引き続き、第2次産業の成長率が第3次産
業を上回った。

第1次産業では、穀物の生産量が0.4％減の3,374万
9,000トンと前年比微減、中国最大の生産量を誇る豚の
出荷頭数は1.8％増の7,445万頭となっている。

第2次産業では、銑鉄の生産量が4.0％減の1,931万
4,000トン、粗鋼が0.5％減の2,243万トンと減少する一

方、自動車は19.1％増の96万2,786台、タブレットを中
心とするPCが22.9％増の7,619万台と大きく増加した。

需要面の状況をみると、投資は、全社会固定資産投資
が前年比12.0％増の2兆3,577億5,000万元となった。
うち、金額、伸び率とも最も大きいのが第3次産業分野
で、17.6％増の1兆5,727億7,000万元と、全体の約３分
の２を占めた。なお不動産開発投資は13.7％増の4,380
億1,000万元となっている。

消費は、社会消費品小売総額が12.7％増の1兆1,665億
8,000万元と、引き続き2ケタの伸びを示したものの、年
後半の伸びは鈍化傾向にある。

所得の伸びをみると、都市住民1人あたりの可処分所
得は前年比9.0％増の2万4,381元であったのに対し、農
村住民1人あたりの純収入は11.5％増の8,803元と、農村
住民の所得の伸びが都市住民を上回り、都市と農村の所
得格差はやや縮小した。

貿易総額は前年比8.8％増の702億5,223万ドルとなっ
た。うち輸出は前年比6.9％増の448億5,006万ドル、輸
入は12.3％増の254億217万ドルと、輸入の伸びが輸出
を上回った。

対内直接投資は、契約件数が前年比2.8％減の280件、
契約金額が26.9％減の30億2,000万ドルといずれも減少
したが、実行金額は103億6,000万ドルと前年並みを確
保し、2年連続で100億ドルを上回った。

省都である成都市の対内直接投資は、契約件数が前年
比12.4％増の226件、契約金額が26.9％減の23億7,700
万ドル、実行金額が0.1％増の87億6,300万ドルとなって
いる。

四川省政府の発表によると、フォーチュン500企業
のうち、2014年に新たに四川省に進出した企業数は14
社。これにより、2014年末時点で進出した企業数は合
計で283社（うち、外資系企業は210社）にまで増加し
た。このうち、成都市内に進出した企業数は合計で262
社（うち、外資系企業は193社）となっている。

中国連鎖経営協会が2015年1月に発表した調査結果に
よると、成都市において、2016年までに完成予定で現
在建設が進んでいるショッピングモールの総面積は320
万㎡と、上海市に次いで世界第２位となっている。具体
的な投資案件をみると、そうした状況を裏付けるよう
に、モールや複合施設の開発への外資系企業の参入が相
次いでいる。2014年には、香港系、シンガポール系デ
ベロッパーを中心に、ショッピングモールを含む大型複
合施設が相次いで完成するとともに、新たな建設も続い
ている。

製造業分野の投資案件では、ドイツ系、フランス系自
動車メーカーの増産、新規生産プロジェクトが始動したほ
か、米系半導体生産企業による新たな投資もみられた。

日本企業の投資案件をみると、スポーツ用品販売会
社、日用品販売会社、飲食店展開会社による新たな店舗
の設置など、サービス業分野の展開が目立った。
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四川省や成都市の今後の投資環境を展望する上で、最
も重要な動きとして挙げられるのが、「四川天府新区」
の建設である。同区は2014年10月、中国政府から、国内
で11番目、西部地域で5番目の国家級新区として認可を受
けた。新区の面積は1,578平方キロメートルで、成都市、
眉山市、資陽市の3市を跨った区域が指定を受けた。新区
は成都市中心部から南に約20キロメートルの地点に位置
しており、市内から近接しているのが特徴である。　

四川省政府は同地域の戦略的な位置づけとして、①内
陸地域の開放経済の拠点、②操業・ビジネスが円滑に展
開でき居住しやすい都市、③現代ハイエンド産業集積地
域、④都市と農村の調和のとれた一体的発展モデル地域
として位置付けている。

特に産業面では、国際競争力を有する現代製造業基地
に加え、金融・物流・クリエイティブ産業、会議・展示
会など、ハイエンドなサービス業の中心としての発展を
目指している。

2015年1月には、四川天府新区投資説明会が成都市で
開催され、中国国内外の有力企業など200名以上が参加
した。四川省政府は引き続き、天府新区を軸に、外国企
業の誘致を積極的に実施していくものとみられる。

具体的な問題点、改善要望
四川省・成都市の積極的な宣伝・広報の実施
四川省ならびに成都市への日本企業の関心を喚起する
ためにも、指導者の訪日、友好姉妹都市との交流、日
本の経済団体等の四川訪問等の機会を捉えて、「一帯一
路」戦略や「長江経済ベルト」戦略を通じて変貌を遂げ
る当該地域の現状や投資環境についてのPR等を是非行っ
ていただきたい。これらプロジェクトに対する四川省、
成都市の具体的な取り組み計画や目標を開示いただくこ
とが、外資にとっての当該地域の魅力を最大限高めるこ
ととなる。また、四川省や成都市における重要プロジェ
クトである「天府新区」の開発に向けたきめ細かな情報
提供をお願いする。また、直接投資統計をはじめ、ウェ
ブサイト等を通じた経済・統計情報の一層の公開、透明
性・迅速性の向上をお願いしたい。また、日本からの観
光客の増加に向けて、四川省や成都市の観光面の魅力も
併せてPRいただきたい。

投資誘致体制の一元化ならびに 
日本語人材の配置の充実化
外国企業誘致に向けた、政府内部の体制の一元化なら
びに、関係部署同士の横の情報共有をお願いしたい。
成都市投資促進委員会では、当地日系企業の要望を踏ま
え2014年より成都投資指南の日本語版を発行いただい
た。日系企業の成都市の投資環境の理解に大変役立って
おり、是非こうした取り組みを継続いただきたい。ま
た、自社に中国語人材を有さない中小企業など日本企業
のさらなる投資促進に向けて、政府機関・開発区管理委
員会等への日本語人材配置の充実化をお願いしたい。

法規運用の透明性の確保
政府機関においては、法律や制度の解釈に個人差があ
り、行政単位での統一的な見解が示されないことがあ
る。また、中国企業よりも外資系企業が不利となる運用
がなされるケースもある。法規の運用に当たっては、中
央政府の統一見解に基づいた運用を心掛けていただくよ
うお願いしたい。また、透明性の高い行政運営を行って
いただくよう、その面での政府職員の人材育成をお願い
したい。

四川省や成都市に進出する 
日系企業に対する優遇策の適用
物流や部品調達などの面で、四川省や成都市の投資環
境は沿海地域の水準まで達していない部分があること
は否めない。また、企業によっては誘致の際に提示され
た優遇策が実施に移されていないとの声もある。当地に
さらに多くの日本企業の投資を促す意味においても、西
部大開発計画や「長江経済ベルト」、「一帯一路」戦略
など、当地の発展を促進する諸政策を最大限活用いただ
き、日系企業が享受できる優遇策を拡充していただくと
ともに、優遇策の内容、適用期間を明確に開示するな
ど、優遇策を活用しやすい環境整備をお願いしたい。

市場開放の深化に向けた取り組みの推進
国有企業との取引において、他顧客との間の機密事項
の公開を条件としてくるケースがある。四川省、成都市
におかれては他地域に先駆けて市場開放を深化していた
だき、日系企業が不利となるような隘路事項の改善に努
めていただきたい。

経済のレベルアップに向けた取り組みの継続
中国経済は「新常態」（ニューノーマル）体制に移行
しつつあるが、四川省、成都市を含む内陸地域は依然と
して経済のレベルアップに向けた政府の力強い取り組み
が必要である。関連インフラの整備も含め、内需の拡大
に今後も積極的に取り組んでほしい。

電力などエネルギーの安定供給体制の整備
従前よりは改善してきているが、電力、水などのエネ
ルギーが不安定なケースがみられる。円滑な事業運営の
ためには必要不可欠であるエネルギーの安定供給に向け
た体制の整備をお願いしたい。

地場企業や他の外資系企業と 
日本企業との連携強化に向けた場の設定
四川省や成都市において、日系企業がさらに取引を拡
大するためには、地場企業や他の外資系企業との連携強
化が必要である。地場企業と日系企業との取引関係強化
に向けて、政府のお力添えをお願いしたい。

就業証・居留証の取得・切換え手続の簡素化
四川省や成都市に赴任する日系企業の駐在員は、沿海
地域に駐在している者が異動するケースも多いが、居留
証切り替えにあたり新旧両勤務地で煩雑な手続が必要と
なっている。また、一昨年から無犯罪証明や大使館又は



344 中国経済と日本企業2015年白書

第
４
部   

各
地
域
の
現
状
・
建
議

領事館捺印の親戚証明の提出等が必要とされ、より手続
の負担が増している。就業証も含め、取得・切換え手続
の簡素化をお願いしたい。

外国人居留（登録）カードの導入検討
外国人はパスポートの携行が義務付けられているが、
盗難や紛失のリスクもあり不便を強いられている。以前
発行されていた「外国人登録証」など、中国国民の「身
分証」に相当する外国人登録カードを発行し、鉄道券販
売機等でも利用できるようにするなど、外国人が携帯し
やすい身分証明証の導入をお願いしたい。

物流網の充実やコストの軽減に向けた支援
沿海地域に比して、当地では物流コストが高いこと
に加え、貨物が約束した日時に到着しないなどの事態
も発生している。物流網充実やコストの削減、さらに
は物流管理体制の強化に向けた政府の取り組みをお願
いしたい。

税関開庁時間の明確化と通関手続の利便性向上
税関勤務日・休業日の突然の変更をなくし、大型連
休等においても事前に勤務・休業時間が明確となるよ
うにしていただくと共に、企業の要望に対応して、柔
軟に臨時開庁していただきたい。また、サンプル品や
不良品破棄の際の輸入手続の簡素化や、やむを得ず通
関変更もしくは取り消しが発生した際の柔軟な対応を
お願いしたい。

日本への直行便の拡充
沿海地域の都市と比較すると日本への移動が不便な状
況になっている。直行便の拡充など、日本への往来に向
けた利便性の向上に向けた取り組みをお願いしたい。

2015年に着工する成都第2空港と双流国際空港の
棲み分けの早期明示と双方空港施設・機能の充実
および交通インフラの整備
両空港における国内、国際、貨物などの棲み分けの早
期の明示化をお願いしたい。

また、両空港における人に優しい空港施設・機能の充
実をお願いしたい。具体的にはインラインスクリーニ
ング、バリアフリー機能、CIQの十分な人員体制の確保
（自動化、エクスプレスレーンや居住外国人専用レーン
（香港のような）を含む）、将来の増便にも堪えうるシ
ステム回線確保、禁煙化推進などをお願いしたい。

加えて、リニアの導入や地下鉄など、両空港間や第2
空港と成都市内や周辺都市間の交通インフラの整備をお
願いしたい。

外国人向け医療機関の充実化
成都市では現在外国人向けのクリニックが設置されて
いるほか、既存の病院においてVIPフロアは設置されて
いるものの、駐在員・家族が病気になった時の医療体制
は、沿海地域のレベルには達していない。外国人が安心
して当地でビジネス活動を行えるような医療環境の創出

をお願いしたい。

＜建議＞
①投資環境や観光面の魅力など、四川省・成都市
の魅力を最大限広報・宣伝いただきたい。

②投資誘致体制の一元化ならびに政府関係機関等
への日本語人材配置の充実化をお願いしたい。

③法規運用の透明性の確保をお願いしたい。

④四川省や成都市に進出する日系企業への優遇策
の適用をお願いしたい。

⑤市場開放の深化に向けた取り組みを強化してい
ただきたい。

⑥経済のレベルアップに向けた取り組みを引き続
き推進いただきたい。

⑦電力や水などエネルギーの安定供給に向けた体
制整備をお願いしたい。

⑧地場企業や他の外資系企業との連携促進に向け
た機会の設定をお願いしたい。

⑨就業証・居留証の取得・切換え手続を簡素化し
ていただきたい。

⑩外国人居留（登録）カードの導入を検討いただ
きたい。

⑪物流網の充実やコストの軽減に向けた支援をお
願いしたい。

⑫税関開庁時間の明確化と通関手続の利便性向上
をお願いしたい。

⑬日本への直行便の拡充をお願いしたい。

⑭2015年に着工する成都第2空港と双流国際空
港の棲み分けの早期明示と双方空港施設・機
能の充実および交通インフラの整備をお願い
したい。

⑮外国人向け医療機関の充実を図っていただき
たい。
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西安市（陜西省）
　

西安市は陜西省の省都であり、西北地域最大の都市
（副省級）である。以前の西安は域内総生産（GRP）に
占める重工業の割合が非常に高く、特に軍需産業などの
特殊工業がその中心を担っていた。しかし近年では、ソ
フトウエア産業、ハイテク科学技術、サービス業などが
目立ち始めている。なお、中国とヨーロッパを鉄道で結
ぶ「ユーラシアランドブリッジ」が開通した。江蘇省連
雲港を沿海側の起点とし西安、ウルムチ、中央アジア、
ロシア、中東を経てオランダ・アムステルダムまでを結
ぶ国際複合一貫輸送ルートである。西安市は内陸部の基
点として位置づけられており、中国政府が推進する「一
帯一路」政策（陸と海のシルクロード経済帯の建設・推
進）の拠点としても期待されている。

　

2014年の経済状況
2014年の陜西省および西安市の域内総生産（GRP）は
それぞれ1兆7,689億元、5,474億元、実質成長率は前年
比9.7％増、9.9％増と何れも前年比鈍化した。2013年
まで12年連続していた2ケタ成長は止まったが、全国の
2014年の実質成長率7.4％は上回っている。陜西省の一
人当たりGRPは4万6,929元、西安市の一人当たりGRPは
執筆時点で公式統計が発表されていないが6万5,000元程
度という報道がある。

西安市の全社会固定資産投資額は前年比15％増の
5,903億元、うち第一次産業向けは2.7％増の75億元、
第二次産業向けは28.3％増の1,261億元、第三次産業
向けは12.2％増の4,487億元で第三次産業向け投資額
は西安市全体の約8割を占めている。全社会消費品小売
額は、前年比12.8％増の2,872億元、陝西省に占める割
合は51.5％となっている。西安市の対内直接投資の実
行金額は前年比18.3％増の37億ドル、外商直接投資プ
ロジェクト数は103であった。西安市の輸出は前年比
39.7％増の734億元、一方の輸入は、35.9％増の799億
元と大幅に増加した。陝西省の輸出の85.9％、輸入の
96.6％を西安市が占めている。陜西省の外資導入なら
びに貿易において西安市の寄与は極めて大きい。西安
市の消費者物価指数（CPI）は1.4％の上昇。商品別にみ
ると、食品（2.9％）、医療保健用品（2.8％）、家庭設
備用品（1.9％）、などの価格が上昇する一方で、タバ
コ（1.3％）、住宅（0.2％）、などが下落した。都市部
住民の一人あたり可処分所得は、前年比9.1％増の3万
6,100元。

西安市の近況
西安には高新技術産業開発区や国際港務区など「5区1
港2基地」と総称される重点エリアが設置されており、
そのエリアを中心に5大主要産業（ハイテク産業、設備
製造業、旅行産業、現代サービス業、文化産業）の発展
に重点をおく方針が示されている。

また国務院が主導する「関中・天水経済区発展計画」
があり、同計画は陝西省と甘粛省を中心に経済区を開
発し内陸部西北地区の経済発展の中心地とするものであ
る。同計画によれば核は西安市となり、2020年までに
人口3,100万人、GRP1兆6,400億元、一人当たりGRP5万
3,000元を目標としている。

2014年、陝西省において新しく批准された外商投資
独資プロジェクト数は141項目（前年比63％減）、実行
ベース投資額はそれぞれ41.8億ドル（13.5％増）であ
る。陝西省は豊富な農産物、地下資源（北部は石炭、石
油、南部は金属）を抱える地であるほか、北京、上海に
次いで大学が多い都市としてソフト面の魅力も有してお
り、また兵馬俑に代表される観光資産も多数ある。中国
大陸のほぼ中央に位置する西安は東西南北の交通の要所
であり、中国政府が推し進める「一帯一路」政策でも重
要な都市の一つと位置づけられており、今後中国経済の
新たな成長地域として期待される。

1月25日に開催された陝西省第12期人民代表大会第3回
会議において、政府活動報告が発表された。陝西省政府
は2015年の経済目標として、GRP成長率10％前後、財政
総収入の伸び12％前後、都市部・農村住民収入の伸びは
11％前後および12％前後、CPI上昇率3％前後、とした。

在西安日系企業が抱える 
課題・改善要望点
生活環境改善
（１）空港のタクシーは、メーターを使用せず交渉で価

格を決めることがある。市内では乗車拒否等が散
見されるので、改善の手段を講じていただきた
い。クレーム番号（96716）が設置されている
が、ここ数年に亘り未改善状態が続いており、同
番号の設置だけでは本問題の解決には不十分。
タクシー乗り場に監視員を配置する、ナンバーを
通報すると罰金が科される等、もう一歩踏み込
んだ改善策が必要。また、外国語のカスタマーサ
ポートサービス電話（400-666-1353）は通じな
いことが多い。空港出口からタクシー乗り場まで
の案内が分かりづらい。特に空港は都市の玄関で
あり、外地から来る人にとって最初に接するタク
シーの印象はその都市の印象にも結び付く。ま
た、雨天時や運転手の交代時にはタクシーが捕ま
らないことが多いため、台数を増やして欲しい。

（２）生活ゴミ回収制度、公共トイレのさらなる整備を希
望する。ゴミの分別については企業や公共エリアだ
けでなく一般市民の生活まで分別を徹底してもらい
たい。また、ゴミの分別法を見直した方が良い。例
えば電池類などは単独で分別すべきである。

（３）市内と空港を結ぶ地下鉄の早期開通を望む。

（４）レーン増や立体交差などの抜本的な交通渋滞緩和
策を講じていただきたい。交通規則やマナー違反
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者の取り締まり強化、交通規則遵守、マナー向
上、交通教育などの啓蒙活動をしていただきた
い。路上駐車の取り締まり強化、駐車場の増設に
取り組んで欲しい（例：高新二路）。

（５）暗い道が多いため（例：解放路）街灯設置を進め
て欲しい。

（６）大気汚染の問題は深刻である。政府主導での改善に
向けた積極的、具体的な取り組みをお願いしたい。

（７）道路の排水が悪く降雨時は路上に水が溢れる、水
溜りが多い。改善を希望する。

（８）病気の際に言葉や習慣が異なるのは大変不安であ
る。外国人用の高度な医療施設、或いは風邪など
の軽い症状の時に利用できる外国人専用或いは通
訳サービスを備える医療機関を設置して欲しい。

貿易通関
（１）海運に関して西安は内陸部であるためコンテナ手

配が難しい。例えば鉄道海運連絡方式では西安駅
のコンテナを利用できるが、トラック輸送で西安
→天津港或いは上海港→海外へ輸出する場合コン
テナ手配が難しい。又は費用が相当高く困ってい
る。空運に関して西安から海外に空輸する際、航
空会社の貨物の扱いが乱暴であることが原因で破
損することがある。一次的には貨物取扱員或いは
貨物取扱業者の問題であり、申し入れはしている
が改善が見られず困っている。同取扱業者は既得
権のある特定業者でいわゆる「聖域」になってお
り原因追究が困難なケースがほとんど。「聖域」
の開放および取扱業者関係者へのサービス向上の
意識啓蒙を要望する。これらの問題の解決、改善
策の提案等について政府関連部門からのサポート
を検討いただきたい。

（２）鉄道輸送に関する問題は従来から明らかな改善が
見られない。鉄道輸送のコストは車より安価で、
輸送中の破損も少ないので積極的に利用したい
が、鉄道車両が確保できないことが多い。特に学
生の長期休暇、冬の石炭運輸などのピークに重な
ると、さらに難しい。安定的に利用できるように
して欲しい。

税務会計
（１）地方税務局の業務処理の所要時間が不明確で、相

当時間を要する事がよくある。効率化、迅速化、
処理目安時間の明確化を希望する。担当者の法制
度等の知識向上、行政サービスのさらなるレベル
アップを希望する。

（２）中央政府、省政府、市政府などが税務・会計関連
の新しい政策、法令、通知等を公布する場合、主
管部門から企業に内容に関する説明会の場を設け
てほしい（特に外資企業や外国人にとって影響が
大きいと思われる内容）。

労務
（１）外国人社会保険制度について上海市など未だ加入

が義務付けられていない都市もあると聞く。同制
度は実態として外国人駐在員にとっては利用しづ
らい制度であり、西安市においても強制加入では
なく任意加入にするなどの検討を行って欲しい。

（２）居留許可更新時に不備がある場合、毎回異なるこ
とを言われ何度も窓口に通うことが続いているた
め改善をしてほしい。一つを修正が完了すると、
新たに別の箇所の修正を指示されるなど非効率。
最初に不備がある箇所を全て指導してくれれば何
度も通う必要がなくなる。また事前に電話で確認
したにも拘わらず窓口に行くと全く異なる説明を
受けることが多く困っている。担当者の業務レベ
ル、業務知識の統一、向上を図って欲しい。

知的財産権
メーカーの許可無く勝手にメーカー名の看板を掲げ商
売している業者に対する監督管理の取り組みについて、
市の見解と対策を聞きたい。

省エネ・環境保護
（１）無通知の停電が発生することが困る。電気供給が飽

和状態となり、供電制限を実施することは理解す
るが、事前通知を切に希望する。供電局による減電
通知が遅いことがある。朝に通知があり「今から
30％減電せよ」では対応できず生産に大きな影響
が生じる。予告なしの停電もあり、突然の電源遮断
は高価な設備の故障に繋がり多大な損害を受ける可
能性がある。なお計画停電が公示されることもある
が日程通りに行われないことがある。一定の期間を
確保した事前通知と計画通りの減電・停電を徹底し
て欲しい。電力不足に陥っているのであれば、例え
ば省エネ設備を設置する企業に対し一部補助金を出
す等、省エネ促進に対応する企業への助成制度が
あってもよいのではないか。

（２）西安市には産業廃棄物を熱や電気のエネルギーと
して転換し「熱回収廃棄物」などに利用する処置
ができる施設がないと聞く。産業廃棄物の有価物
化施設（燃焼させ熱量を取り出す施設、発電施設
など）の設置を行政や企業が積極的に取り組む施
策を取るべきである。また、フロン破壊施設が市
内に欲しい。

（３）毎年省エネ削減目標が設定されるが、前年実績を
ベースに設定されるので、前年の成績が良ければ良
いほどハードルが高くなっていく。削減目標で設定
された数値を既にクリアしているにも関わらず、目
標設定がそれ以上に厳しくなる事に矛盾を感じる。
真面目に取り組んでいる（目標達成している）企業
とそうでない（目標達成できていない）企業とで、
どう目標設定がされているのか開示して欲しい。頑
張っている（目標達成している）企業に対してイン
センティブが働く制度にして欲しい。
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その他
（１）高新区に所在する会社の周辺は商業地化・宅地化が

進んでおり、移転を強制されるのではないかと非
常に不安な毎日を送っている。環境保護や近隣住民
への配慮を重点的に行い企業活動をしている場合、
強制的な会社移転は避けて欲しい。仮に移転を伴う
場合でも十分なコミュニケーションを行い双方が納
得することが前提で且つ十分な時間を確保したスケ
ジュールとなるよう配慮して欲しい。

（２）西安市の某県に所在しているが、行政機関の対応
窓口が西安市なのか、県なのか、明確でない場合
が時々ある。例えば、県に行って相談すると、
「それは市の方へ行け」と言われ、市の方へ行く
と「それは県の方へ行け」という具合である。担
当者の認識不足なのか、そもそも行政のすみ分け
ができていないのかわからないが、右往左往して
困るのは企業なので、このような場合の対応窓口
等を教えて欲しい。

＜建議＞
①タクシーの合理的な理由のない乗車拒否や、
メーター不使用があるので改善を希望する。
クレーム対応電話の設置だけでは不十分なの
で、監視員の配置、罰金制度の導入等さらに
踏み込んだ改善策を検討していただきたい。

②不衛生な野良犬や野良猫の管理、生活ゴミ回収
制度、ゴミ分別制度の見直し、公共トイレの
さらなる整備を希望する。

③市内と空港を結ぶ地下鉄の早期開通を望む。

④レーン増や立体交差などの抜本的な渋滞緩和策
を講じていただきたい。路上駐車の取り締ま
り強化、駐車場の増設に取り組んで欲しい。

⑤歩行者安全のため、暗い道に対して街灯設置を
進めて欲しい。

⑥空気汚染改善に向けた積極的、具体的な取り組
みをお願いしたい。

⑦外国人が安心して受信できる医療施設を質量と
もに充実させて欲しい。

⑧海運に関して西安は内陸部であるため、コンテナ
手配が難しい。又は費用が相当高く困っている。
空運に関して航空会社の貨物の扱いが乱暴である
ことが原因で破損することがよくある。これらの
問題の解決に向け政府部門からのサポートを検討
いただきたい。鉄道輸送を積極的に利用したい
が、鉄道車両が確保できないことが多い。安定的
に利用できるようにして欲しい。

⑨地方税務局や出入境管理局の業務処理の所要時間
が不明確で、相当時間を要する事が良くある。効
率化、迅速化、処理目安時間の明確化を希望す

る。また担当者の法制度等の知識向上、行政サー
ビスのさらなるレベルアップを希望する。

⑩税務・会計関連の新しい政策、法令、通知等を
公布する場合、主管部門から企業に内容に関
する説明会の場を設けてほしい。

⑪外国人社会保険制度について上海市のように強
制加入ではなく任意加入にするなどの検討を
行って欲しい。

⑫勝手にメーカー名の看板を掲げ商売している業
者に対する監督管理について、行政の見解、
取り組み、対策を聞きたい。

⑬供電局による減電・停電通知について事前通知
を徹底して欲しい。計画停電を行う場合は日
程通りに行うことを徹底して欲しい。省エネ
促進に対応する企業への助成制度を作って欲
しい。

⑭産業廃棄物の有価物化施設（燃焼させ熱量を取
り出す施設、発電施設など）の設置を行政や
企業が積極的に取り組む施策を取るべきであ
る。また、フロン破壊施設が市内に欲しい。

⑮省エネ削減目標を達成している企業に対してイ
ンセンティブが働く制度を構築して欲しい。
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索   引
あ行

【IEC】
66,-68,-154,-156

【IFRS】
40,-42

【ISO】
66,-68,-154,-156,-198

【ISP】
54,-58

【ITA ( 情報技術協定 ) 】
26

【RQFII ( 人民元建て適格外国機関投資家 ) 】
8,-254,-270,-272,-274

【暗号管理条例】
26,-68,-70,-190

【アンチ・ダンピング】
172

【E コマース】
122,-226,-248

【EDI】
76

【意匠権】
8,-56,-58,-198

【意匠制度】
52,-56,-198

【一帯一路】
136,-174,-334,-336,-342,-346

【移転価格】
38,-42,-190

【イノベーション】
8,-52,-68,-148,-286

【インフレ】
30

【ATA カルネ】
26

【FTA】
26,-28,-30,-74,-82,-84,-96,-132,-134

【HS コード (HS 番号 ) 】
24,-26,-74,-168,-190,-200,-308,-328

【MLPS】
70

【営業税】
38,-114,-206,-238

【衛生許可】
90,-246

【エネルギー】
94,-96,-108,-110,-112,-136,-138,-140,-
144,-176,-180,-198,-302,-322,-336,-338,-
342,-344,-348

【エネルギー消費 ( エネルギー消費総量 ) 】
110,-136,-138,-144

【欧州】
32,-42,-64,-72,-74,-86,-166,-196,-230,-
232,-296

か行

【海外送金】
308,-310,-316,-330,-332

【外貨管理局】
38,-190,-316

【改革の全面的深化】
8,-12,-146

【外貨決済】
134

【会計制度】
40,-42

【外国語出願の容認】
56

【外国商会管理臨時規定】
86

【外国人就業者の社会保険強制加入】
306,-310

【外国人短期業務遂行のための
入国に関する処理手続】
46

【外国投資法】
10,-30

【外資規制】
30,-214,-216,-278,-280

【外資参入】
6,-124,-190,-192,-208,-216,-218,-226,-
236,-270,-272,-274

【海上貨物輸送】
76

【外商投資産業指導目録】
10,-30,-270

【科学技術】
288,-290,-346

【価格競争】
10,-74,-76,-96,-98,-164,-166,-172,-180,-
184,-208

【加工貿易】
172,-190,-312

【過剰生産能力 ( 過剰設備、設備過剰 ) 】
10,-16,-136,-138,-144,-168,-174,-176,-
230

【課税再審査請求】
42

【過積載 ( 積載オーバー ) 】
74,-76,-238,-294

【華東】
124,-164,-166,-302,-306,-308,-310

【華南】
124,-312,-314

【貨物輸送量】
72,-230

【カルテル】
32

【環境対策】
10,-60,-108,-112,-132,-138,-164,-166,-
210

【環境負荷】
102

【環境保護部】
60,-62,-198

【環境保護法】
10,-60,-62,-64,-84,-132,-164,-166,-168,-
174,-176,-230,-306

【環境問題】
60,-62,-64,-110,-132,-134,-168,-212,-
240,-276,-280,-292

【関税】
24,-26,-74,-98,-100,-102,-106,-134,-168,-
170,-200,-216,-308,-310

【関税撤廃】
134

【QDII( 適格国内機関投資家 ) 】
270,-272,-274

【QFII( 適格外国機関投資家 ) 】
8,-254,-270,-272,-274

【QS】
90,-246,-248

【企業の社会的責任】
62

【危険化学品】
10,-86,-138,-140,-142,-306

【危険品 ( 危険物 ) 】
26,-76,-142,-198,-306,-310,-318,-328

【技術輸出入管理条例】
54,-58

【供給過剰】
120,-122,-172,-174,-176

【強制標準】
66,-68,-156,-184,-186

【寄与度】
28,-236

【居留許可】
48,-76,-286,-288,-298,-300,-306,-310,-
322,-348

【居留証】
336,-338,-342,-344

【金融危機】
120,-122,-128

【金融政策】
16,-18,-250,-252

【金利】
8,-16,-18,-168,-252,-254
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【クラウド】
188,-210,-212,-214,-310

【経営上の問題点】
20,-24,-298,-320

【経営範囲】
10,-238,-266,-270

【研究開発】
50,-54,-56,-104,-106,-146,-148,-150,-
162,-188,-196,-198,-214,-304

【原産地証明】
26,-74,-200

【建造師資格】
114,-118

【公安】
8,-52,-56,-58,-200,-324,-328

【工業情報化部 ( 工業・情報化部 ) 】
104,-106,-172,-194,-198,-200,-202,-204,-
206

【航空貨物輸送】
72,-74

【工商行政管理局】
8,-32,-52,-56,-320

【工商局】
296,-318

【工場立退き】
306,-310

【公正】
34,-40,-50,-54,-56,-64,-70,-74,-78,-84,-
90,-104,-162,-176,-190,-192,-238,-308

【交通渋滞】
212,-214,-240,-288,-290,-324,-328,-346

【公平】
4,-6,-8,-28,-34,-50,-54,-58,-60,-62,-64,-66,-
76,-82,-84,-92,-104,-138,-140,-144,-146,-
148,-162,-180,-188,-190,-192,-200,-216,-
238,-240,-246,-248,-266,-292,-294,-310,-
322,-336

【国内物流】
198

【国民待遇 ( 内国民待遇 ) 】
10,-30,-258,-264,-268

【国務院常務会議】
80

【個人所得税】
38,-42,-48,-212,-214,-288

【国家暗号管理局】
68

【国家質量監督検験検疫総局】
92,-162

【国家食品薬品監督管理総局 (CFDA) 】
90,-146,-148,-150,-152,-154,-156,-158,-
160,-162

【国家知識産権局】
50,-66

【国家統計局】
16,-20,-94,-96,-98,-114,-126,-128,-130,-
132,-136,-172,-242,-244

【国家発展改革委員会】
16,-30,-32,-62,-148,-194,-198,-270

【国家標準 ( 国家基準 ) 】
66,-68,-70,-142,-162,-168,-180,-198,-
200

【国際標準】
66,-68,-112,-142,-154,-156,-234

【国家標準化管理委員会】
66,-162

【固定資産投資 ( 額 ) 】
16,-114,-132,-164,-172,-286,-292,-296,-
302,-304,-312,-314,-320,-330,-334,-340,-
346

【コンテナ】
76,-228,-230,-348,-350

さ行

【サービス業】
6,-80,-216,-224,-248,-252,-270,-272,-
286,-296,-302,-312,-314,-320,-334,-340,-
342,-346

【サービスレベルの向上】
330

【財政赤字】
16,-18,-20

【再生可能エネルギー】
96,-112

【財政収入】
18,-292,-296

【財政政策】
20,-168

【財政部】
40,-80,-82,-84,-104,-194,-206

【最低賃金】
44,-46,-190,-296,-316

【サプライチェーン】
10,-12,-24,-64,-132,-134,-138,-238

【産業廃棄物】
168,-294,-348,-350

【三国貿易】
134

【三中全会】
8,-30,-254,-282

【三農】
262

【CCC 認証】
62,-186,-198

【CD】
254

【CIQ】
24,-26,-92,-344

【CMA( 中国内販試験検査機関 ) 】
134

【CNAS( 中国適格評定国家認定委員会 ) 】
134

【COD】
140

【CPI ( 消費者物価指数、住民消費価格指数) 】
16,-18,-292,-296,-302,-304,-330,-334,-
340,-346

【GB】
68,-154,-156,-162,-174,-198

【GDP】
16,-20,-72,-94,-114,-146,-176,-196,-224,-
236,-242,-244,-256,-262,-296,-324

【GHS】
10,-142

【GMP】
146,-148

【事業者結合】
32,-34,-36

【資産運用】
258,-260,-262

【自主ブランド】
194,-198

【市場参入制度】
8

【失業率】
16,-292,-296

【実施細則】
48,-64,-146,-150,-156,-160

【実用新案】
50,-52,-54,-56,-58,-198

【質量技術監督局】
8,-52,-56

【自動車交通事故責任強制保険】
266

【自動車販売】
194,-196

【社会消費品 ( 財 ) 小売総額】
128,-292,-296,-302,-304,-312,-314,-320,-
330,-334,-340

【社会保険】
38,-42,-46,-48,-116,-118,-286,-288,-294,-
306,-310,-322,-348,-350

【社会保障】
44,-46,-116,-146,-148,-256,-258,-294,-
296,-316,-324

【社会融資総量】
18

【上海 ( 市 ) 】
4,-40,-50,-62,-76,-86,-92,-114,-116,-118,-
120,-122,-124,-126,-132,-164,-202,-208,-
226,-228,-232,-242,-244,-248,-250,-252,-
254,-258,-270,-272,-274,-276,-278,-280,-
286,-292,-294,-298,-302,-304,-306,-308,-
310,-312,-320,-324,-326,-328,-338,-340,-
346,-348,-350

【就業 ( 労 ) ビザ】
282,-292,-294,-306,-310,-316,-328

【自由貿易】
26,-28,-30,-74,-82,-116,-118,-134,-202,-
208,-228,-250,-252,-254,-270,-274,-278,-
280,-292,-302,-308,-310,-314

【自由貿易試験区】
116,-118,-202,-208,-228,-250,-252,-254,-
270,-274,-278,-280,-292,-302,-308,-310

【出資制限】
260

【出資比率】
10,-198,-208,-218,-258,-270

【準備期間】
8,-24,-26,-30,-38,-42,-76,-144,-306

【省エネ・環境関連ラベル制度 
省エネ関連 (エネルギー効率ラベル制度) 】
64,-112,-180,-186

【省エネ・汚染物排出削減目標】
64
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【商業不動産登記】
124

【商業賄賂】
30,-32,-36,-82

【商標権】
8,-52,-56,-162,-248

【商標評審委員会】
54,-58

【商標法】
50,-52,-56,-198,-224,-226

【情報開示】
24,-26,-64,-192,-234,-306,-310,-336,-
338

【情報共有の向上】
24

【情報公開】
54,-58,-60,-62,-80,-84,-110,-112,-138,-
144,-156,-166,-214,-220,-222

【情報セキュリティ認証制度 (CC-IS) 】
70

【情報セキュリティ】
68,-70,-184,-210

【商務部】
12,-28,-30,-32,-34,-104,-130,-146,-196,-
198,-228,-236,-238,-270,-274

【商用暗号管理条例】
26,-68,-70

【食品安全法】
90,-248

【新エネルギー ( 新エネ ) 】
194,-196,-198,-302

【新興国】
182

【人材育成】
48,-212,-214,-240,-336,-342

【人材確保】
260,-290,-316,-338

【新常態 ( ニューノーマル ) 】
4,-8,-46,-72,-114,-126,-132,-136,-164,-
176,-188,-196,-252,-336,-342

【人民元建て対内直接投資】
274

【人民元 ( の ) 為替レート】
18,-252

【水質汚染 ( 水汚染 ) 】
62,-64,-140

【スマートグリッド】
108,-112

【スマートフォン】
178,-202,-204,-224

【税関 ( 海関 ) 】
8,-24,-26,-42,-56,-58,-72,-74,-76,-96,-
102,-128,-154,-186,-190,-196,-198,-200,-
240,-292,-294,-308,-314,-316,-320,-322,-
324,-338,-344

【生産許可 ( 製造許可 ) 】
90,-92,-158,-248,-306

【生産許可証 ( 製造許可書 ) 】
90,-248,-306

【税収徴収管理】
40

【製造技術ライセンス】
26

【製造業企業】
20

【成長率】
16,-46,-94,-114,-136,-146,-152,-158,-
176,-196,-224,-228,-232,-236,-242,-256,-
262,-286,-292,-296,-302,-304,-312,-314,-
330,-334,-340,-346

【製品標識標注規定】
180,-184

【政府活動報告】
8,-10,-16,-28,-30,-292,-296,-334,-346

【西部大開発】
242,-336,-342

【政府調達】
64,-80,-82,-84,-184,-186,-308,-310,-336

【政府調達法】
80,-82,-84

【政府調達法実施条例】
80,-82,-84

【政府目標】
24,-250

【税務局 ( 税務署 ) 】
38,-42,-78,-114,-124,-190,-198,-200,-
206,-308,-316,-348,-350

【税務当局 ( 部門 ) 】
38,-40,-42,-316

【世界経済 ( グローバル経済 ) 】
26,-86,-102,-176,-228

【施工許可申請】
116,-118

【設立許可証】
258

【先進技術 ( 先端技術 ) 】
176,-214,-288,-290,-312,-314

【全人代 ( 全国人民代表大会 ) 】
4,-8,-12,-28,-80,-164,-166,-174,-180,-252

【専利】
50,-52,-54,-56,-58,-218

【相互認証】
64

【増値税】
24,-38,-42,-78,-96,-98,-100,-102,-172,-
190,-196,-200,-206,-208,-238,-248,-308,-
316

た行

【WTO 政府調達協定 (GPA) 】
80,-82

【WTO】
24,-80,-82,-102,-104,-158,-172,-226,-
236,-264,-268,-270

【大気汚染】
60,-62,-64,-108,-110,-112,-132,-140,-
168,-174,-178,-276,-280,-282,-288,-290,-
292,-294,-298,-324,-328,-348

【大気汚染防治行動計画
( 大気汚染防止行動計画 ) 】
62,-110,-174

【第 11 次五カ年規画 ( 十一五 ) 】
146

【第 12 次五カ年規画 (十二五、12.5 規画 ) 】
66,-108,-110,-132,-146,-166,-174,-286,-
296

【対中投資 ( 中国への投資 ) 】
8,-12,-28,-30,-74,-134,-268

【地域格差 ( 地域差 ) 】
38,-40,-118,-148,-236,-266

【知識産権法院】
8

【知的財産 ( 権 ) 保護】
54,-56,-58,-132,-134,-212

【地方税関】
198,-200

【地方政府 ( 地方当局、地元政府、現地政府、
当地政府 ) 】
4,-8,-10,-20,-32,-42,-44,-46,-52,-64,-72,-
82,-84,-86,-114,-116,-168,-170,-200,-
212,-214,-298,-300,-308,-314,-320

【地方税務局】
190,-198,-200,-348,-350

【馳名商標】
56,-198

【中央経済工作会議】
252

【中央政府】
4,-10,-46,-64,-80,-86,-108,-110,-116,-
118,-126,-138,-144,-152,-166,-212,-214,-
288,-290,-336,-342,-348

【中国銀行業監督管理委員会】
236,-250,-252

【中国経済】
4,-6,-8,-10,-16,-18,-24,-28,-32,-38,-44,-46,-
66,-72,-80,-90,-126,-136,-138,-144,-176,-
182,-224,-228,-246,-250,-252,-262,-282,-
324,-336,-342,-346

【中国国家旅遊局】
276

【中国人民銀行】
16,-18,-20,-250,-252

【中国日本商会】
4,-30,-50,-68,-86,-90,-92,-146,-148,-150,-
160,-194,-288

【中国版バーゼルⅢ】
254

【中国標準化研究院】
68

【駐在員事務所】
234,-252

【中小企業】
18,-80,-82,-166,-168,-178,-236,-272,-
310,-336,-342

【中国保険監督管理委員会】
258,-262,-264

【著作権】
216,-218,-220,-222

【著名 ( な ) 商標】
52,-92,-134,-226

【チルド網】
92

【賃金上昇】
20,-46,-320
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【通関の効率化】
24

【通関許可】
24

【通関書類】
26

【通関手続の複雑 ( 煩雑 ) 性】
24

【通行証】
238,-240

【停電】
108,-110,-322,-324,-328,-348,-350

【手続の簡素化】
6,-8,-24,-26,-30,-42,-48,-68,-70,-118,-
142,-220,-222,-264,-268,-274,-288,-290,-
292,-294,-308,-328,-336,-338,-342,-344

【鉄道貨物輸送】
72,-74,-78

【デモ】
316

【電気自動車】
110,-112,-194

【電子情報製品汚染制御管理弁法 ( 中国版
RoHS) 】
62,-64

【電力制限】
306,-310

【電力 ( の ) 安定供給】
108,-112

【電力不足】
108,-348

【統一的運用 ( 運用統一化、運用の統一 ) 】
8,-24,-26,-30,-48,-68,-90,-116,-190,-324

【投資性公司】
42,-304

【投資の許可範囲】
260

【透明度 ( 透明化、透明性 ) 】
8,-24,-34,-64,-68,-70,-72,-74,-84,-92,-
138,-140,-148,-150,-180,-254,-288,-290,-
336,-338,-342,-344

【道路貨物輸送】
74,-76,-92

【独占禁止法】
8,-32,-34,-72,-82

【都市化】
168,-196,-246,-336

【土壌汚染】
60,-62,-64,-140

【特許権】
54,-68,-70

【特許 ( の ) 審査】
50,-52,-56

な行

【内需の拡大】
336,-342

【内陸部 ( 内陸、内陸地域 ) 】
74,-110,-120,-124,-128,-210,-214,-242,-
276,-336,-342,-346,-348,-350

【二重払い】
118,-288,-306

【日中韓 FTA】
26,-82,-84,-134

【日中特許審査ハイウェイ ( 日中 PPH) 】
52,-56

【日中貿易】
24,-72

【日本の食品 ( 日本産食品 ) 】
92,-316

【入札制度】
146,-148

【入札募集・入札法】
80,-84,-114

【入場料】
244,-308

【農業】
110,-262,-296

は行

【排ガス規制 ( 排気規制 ) 】
196,-198

【廃棄電器電子製品回収処理管理条例 
( 中国版 WEEE) 】
62,-64,-180

【爆買い】
180,-232,-242,-276

【派遣工使用暫定規定 ( 労務派遣暫定規定 ) 】
306,-316

【発票】
200,-238,-308

【判断基準】
34,-68,-70,-324

【販売承認 (MAH) 制度】
148,-150

【反腐敗】
72

【PE( 恒久的施設 ) 】
38,-40,-42,-190,-322

【PM2.5】
60,-64,-152,-276,-280,-282,-306

【東アジア地域包括的経済連携協定 (RCEP) 】
26,-82,-84

【東日本大震災】
92,-246

【非化石エネルギー】
110,-112,-136

【品質管理基準】
134

【品質検査機関】
134

【付加価値通信 ( 電信 ) 】
208,-214,-280

【不正競争防止法】
32,-36,-82

【物価上昇】
16,-286

【物流園区】
26

【物流業者】
74,-92

【不動産市場 ( 不動産マーケット ) 】
18,-120,-252

【ブランド】
50,-52,-54,-56,-122,-134,-160,-162,-178,-
194,-196,-198,-226,-244,-246

【分公司 ( 支店 ) 】
26,-44,-46,-116,-118,-252,-258,-264,-
270,-290,-308,-310

【紛争処理小委員会 ( パネル ) 】
102,-172

【米国 ( アメリカ ) 】
10,-18,-24,-34,-72,-82,-102,-104,-128,-
154,-156,-158,-172,-196,-216,-230,-232,-
244,-246,-262,-264,-274,-288,-292,-296,-
302,-312,-314,-320,-330

【ペーパーレス】
26,-92,-190,-200,-308,-324

【北京 ( 市 ) 】
4,-26,-38,-42,-48,-50,-62,-76,-86,-92,-
114,-120,-122,-124,-126,-164,-168,-170,-
172,-176,-188,-192,-202,-226,-232,-234,-
242,-244,-246,-248,-258,-276,-278,-280,-
282,-286,-288,-290,-292,-298,-312,-322,-
328,-338,-346

【貿易黒字】
128

【法人格】
26,-86,-308

【法制度 ( の ) 整備】
24,-60,-62

【法整備の推進】
208

【冒認出願】
8,-52,-56

【法令遵守】
10,-64,-138,-140,-144,-306

【保税区 ( 保税地域 ) 】
26,-42,-180,-308

【保税物品】
42,-298

ま行

【窓口一本化】
68

【窓口担当者】
38,-124,-238

【モバイル】
202,-204,-206,-216,-220,-224

【模倣行為】
8,-52,-54,-56,-58,-198

【模倣品】
50,-52,-54,-58,-90,-92,-134,-182,-186,-
190,-192,-214,-220,-294

や行

【輸出関税】
98,-100,-102,-106

【輸出還付税率】
24
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【輸出規制】
102

【輸出許可】
76

【輸出増値税】
24,-172,-316

【輸出入管理】
54,-58

【輸出入申告】
26

【輸出入手続】
24,-74,-190

【輸入規制】
26,-90,-92,-190,-218,-292

ら行

【ライセンス】
26,-50,-54,-58,-202,-206,-208,-210,-212,-
216,-226,-270,-272,-274,-278,-280,-306

【リサイクル】
62,-64,-132,-138,-144,-314

【理財商品】
18,-202,-250

【リベート ( キックバック ) 】
32,-294

【レアアース】
102,-104,-106

【連結納税制度】
38,-180

【労働契約法】
190

【労働コスト】
20,-302

【労働紛争 ( 労働争議 ) 】
46,-316

【労働力不足】
132

【労務コスト】
306

【労務派遣】
48,-306


